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（第１部）

平成２２年度児童福祉関係予算案等
について

－1－



 

－2－



［平成２２年度予算案の概要］

－3－
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平成２２年度 雇用均等・児童家庭局 
予 算 案 の 概 要 

 

 
 
 
 

 次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育て

に係る経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のための施策など、

総合的な少子化対策を推進する。 

 また、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現に向け、育児･介護休業制

度の拡充や企業の取組に対する支援など、育児･介護期における仕事と家庭の両立

支援対策を推進する。 

 さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパートタイム労働者の均衡待遇確保

などにより、公正かつ多様な働き方の実現を図る。 

 

 
《主要事項》 
 
   
１ 子ども手当の創設 

２ ひとり親家庭への自立支援策の充実 

３ 待機児童の解消等の保育サービスの充実 

４ すべての子育て家庭に対する地域子育て支援対策の充実 

５ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 

６ 母子保健医療対策の充実 

７ 仕事と家庭の両立支援 
 

 

 

 

 

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進 

２ 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（再掲） 

３ パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進 

４ 多様な働き方に対する支援の充実 

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備ななどど総総合合的的なな次次世世代代育育成成支支援援  

対対策策のの推推進進、、仕仕事事とと生生活活のの調調和和とと公公正正かかつつ多多様様なな働働きき方方のの実実現現  

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備ななどど総総合合的的なな次次世世代代育育成成支支援援対対策策のの推推進進

安安 定定 しし たた 雇雇 用用 ・・ 生生 活活 のの 実実 現現 とと 安安 心心 ・・ 納納 得得 しし てて 働働 くく ここ とと のの でで きき るる 環環 境境 整整 備備
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○予算案額の状況 
 

 ２１年度予算額 ２２年度予算案額 伸び率 

 
 
局 合 計 
 
 

一般会計 

 

 

特別会計 

 
 

年金特別会計 

  児童手当勘定 

うち児童育成事業費 

 

 

労働保険特別会計 

労災勘定 

雇用勘定 

 

 

 

 

９，８１５億円

 

 

９，１０５億円

 

 

７１１億円

 

 

     

５６０億円

 

 

１５１億円

８億円

１４３億円

 

 

２２，８６１億円 

 

 

２１，９６０億円 

 

 

９０２億円 

 

 

 

 

７６４億円 

 

 

１３７億円 

６億円 

１３１億円 

１３２．９％

１４１．２％

２６．９％

３６．４％

▲８．７％

▲１７．６％

▲８．２％

※ 数値は端数処理の関係上一致しないものがある。 
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１ 子ども手当の創設（国庫負担金）             《１兆４，７２２億２８百万円》 

うち、給付費：１兆４５５５億９４百万円 

（１０か月分を計上） 

 事務費：    １６６億３４百万円 

 
子ども手当に関しては、以下の方針に沿って、所要額を平成２２年度予算に計上すると

ともに、平成２２年度分の支給のための所要の法律案を平成２２年通常国会に提出する。 

 

    ① 中学校修了までの児童を対象に、１人につき月額１３，０００円を支給する。 

    ② 所得制限は設けない。 

    ③ 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、児 

     童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担 

     する。 

    ④ ③以外の費用については、全額を国庫が負担する。 

 
    注 1 公務員については、所属庁から支給する。（国家公務員分の給付費 425 億円は上記の 

1 兆 4,722 億円には含まれない。その額を含めると国の給付費負担金は 1 兆 4,980 億円。） 

    注 2 給付費総額は 2 兆 2,554 億円である。 

注 3 現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資に実施する。 

    注 4 平成２３年度における子ども手当の支給については、平成２３年度予算編成過程において 

      改めて検討し、その結果に基づいて平成２３年度以降の支給のための所要の法律案を平成 

      ２３年通常国会に提出する。 

 

 ［参考］別紙「平成 22 年予算における子ども手当等の取扱いについて」 

 

 

 

 

 

 

 

２ ひとり親家庭への自立支援策の充実 

《１６９，３３５百万円→１７６，４３２百万円》 
 

（１）父子家庭への児童扶養手当の支給               ４，９５６百万円 

ひとり親家庭への自立支援策の拡充を図るため、これまで支給対象となっていなかった

父子家庭にも児童扶養手当を支給する。（平成２２年８月施行、１２月支払い。） 

 

 

○子ども手当の円滑な実施（システム経費） 

子ども手当の円滑な実施を図るため、平成21年度第2次補正予算案（123億円）に

おいて、その準備のための市町村（特別区を含む）における臨時的な経費となるシス

テム経費につき、奨励的な助成を行う。                           

安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境のの整整備備ななどど総総合合的的なな次次世世代代育育成成支支援援対対策策のの推推進進
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   ・手当額（月額） 

     児童１人の場合      全部支給  ４１，７２０円 

                     一部支給  ４１，７１０円～９，８５０円（所得に応じ） 

     児童２人以上の加算額  ２人目           ５，０００円 

                      ３人目以降１人につき ３，０００円 

 

（２） 母子家庭等の総合的な自立支援の推進             ３，５５５百万円 

                                                                 

①自立のための就業支援等の推進                           ３，４７４百万円 

母子家庭の母の就業支援等を推進するため、看護師等経済的自立に効果的な資格を

取得するために養成機関において修業する間の生活費の支給などを行う事業（高等技能

訓練促進費等事業）や個々の母子家庭の状況・ニーズに応じた自立支援プログラムを策

定する事業などの推進を図る。また、父子家庭等に対する相談支援体制の充実強化を図

る。 

 

 ②養育費確保の推進                                      ６２百万円 

養育費相談支援センターにおいて、養育費の取決め等に関する困難事例への対応 

や、養育費相談にあたる人材養成のための研修等を行うことにより、母子家庭等の自立の

支援を図る。 

 

（３）自立を促進するための経済的支援（一部再掲）        １７２，８７７百万円 

  

母子家庭等の自立を促進するため、児童扶養手当の支給を行うとともに、母子寡婦福

祉貸付金において、母子家庭の母が高等学校等に通学する際に必要となる費用に対す

る貸付（自宅通学の場合月額 4 万 5 千円）を行う等の充実を図る。 

児童扶養手当については、父子家庭にも支給を拡大する。 

    

 

３ 待機児童の解消等の保育サービスの充実 

《３７７，８０５百万円→４１５，５２２百万円》 
          

（１）待機児童解消策の推進など保育サービスの充実      ３８８，１０２百万円 

     

待機児童解消のための保育所整備等の推進に対応した、民間保育所における受入

れ児童数の増を図り、また、家庭的保育など保育サービスの提供手段の拡充を図り、延

長保育、病児・病後児保育、休日保育など保護者の多様なニーズに応じた保育サービス

を充実することにより、「子ども・子育てビジョン（仮称）（平成 22 年 1 月策定予定）」の実現

を推進する。 
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＜主な充実内容＞ 

 民間保育所運営費 50,000 人増、家庭的保育 5,000 人増、病児・病後児保育 436 

か所増など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）総合的な放課後児童対策（「放課後子どもプラン」）の着実な推進 

   ２７，４２０百万円 

 

放課後児童クラブと文部科学省が実施する「放課後子ども教室推進事業」を一体的ある

いは連携して実施する「放課後子どもプラン」の着実な推進を図る。 

また、放課後児童クラブについては、クラブを利用できなかった児童の解消を図るため

の受け入れ児童数の増加等に必要なソフト面及びハード面での支援措置を図る（24,153

か所→24,872か所）。 

さらに、放課後児童クラブガイドラインを踏まえ、望ましい人数規模のクラブへの移行を

促進するため、補助単価を増額する。（例：児童数が40人の場合、１クラブ当たりの補助単

価：2,426千円→3,026千円） 

 

 

４ すべての子育て家庭に対する地域子育て支援対策の充実 

《４４，６６０百万円→４１，４５９百万円》 

 

地域における子育て支援拠点や一時預かり等について、身近な場所への設置を促進

する。 

また、すべての子育て家庭を対象とした様々な子育て支援事業について、「子ども・子

育てビジョン（仮称）（平成２２年１月策定予定）」の実現を推進するとともに、子育て支援に

関する情報ネットワークの構築（携帯サイト）、子どもを守る地域ネットワークの機能強化、

子どもの事故の予防強化に取り組む。 

 

 

 

○保育所の待機児童解消 

平成２１年度第２次補正予算案（２００億円）において、安心こども基金の積み増

しを行い、待機児童解消のために、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館

等）を活用して、 

ａ．小規模な認可保育所の分園等を設置する場合（賃貸物件を含む） 

ｂ．家庭的保育の実施場所を設置する場合（賃貸物件を含む） 

の改修費等について、一定の条件に基づき、補助基準額及び補助率の引き上げ

を行う。                    
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５ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実 

《９２，６２４百万円→９４，７０６百万円》 

 

（１）虐待を受けた子ども等への支援の強化             ８９，０８７百万円 

  

①地域における体制整備 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）及び養育支援訪問事業の普及・推

進を図るとともに、「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）におい

て新たに情報の共有化を図るなどの機能強化を図る。 

 

 ②児童相談所の機能強化 

児童相談所において、新たに親子での宿泊方式の訓練の実施や親族も含めた援助方

針会議の実施など家族再統合への取組を進めるとともに、一時保護所の整備を促進す

る。 

  

③社会的養護体制の拡充                               ８３，７７９百万円 

虐待を受けた児童など要保護児童が入所する児童養護施設等においては、児童の状

況に応じた適切なケアが必要であることから、施設におけるケア単位の小規模化を推進す

るため、小規模グループケアの実施か所数の増（645 か所→703 か所）を図るとともに、管

理宿直を行う非常勤職員を配置するなど社会的養護体制の拡充を図る。 

 

（２）配偶者からの暴力（ＤＶ）防止                   ５，６１９百万円 

配偶者からの暴力への対策を推進するとともに、人身取引被害者の支援体制を強化す

るため、婦人保護施設における通訳及びケースワーカー（外国人専門生活支援者）の経

費や医療費を計上し、機能の充実を図る。 

 

 

６ 母子保健医療対策の充実       《１９，３０１百万円→２３，０５８百万円》 

 

（１）不妊治療等への支援                        ８，０９３百万円 

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費が

かかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する（１回あたり１５万円を年２回ま

で）などの支援を行う。 

 

（２）小児の慢性疾患等への支援                   １４，７３３百万円 

小児期における小児がんなどの特定な疾患の治療の確立と普及を図るため、小児慢性

特定疾患治療研究事業を行う。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施する。 
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７ 仕事と家庭の両立支援           《９，９６９百万円→９，７８０百万円》 

 

（１）改正育児・介護休業法の円滑な施行               ４，８６１百万円 

改正育児・介護休業法の円滑な施行のため、改正内容の周知徹底を図るとともに、短

時間勤務制度を定着促進するための支援を行うことにより、継続就業しながら育児・介護

ができる環境を整備する。 

 

（２）男性の育児休業の取得促進                       ３０百万円 
父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休業を取得する場合、

育児休業取得可能期間を延長（1 歳 2 ヶ月）する制度（パパ・ママ育休プラス）等の導入を

内容とする育児・介護休業法の改正の周知徹底等により、男性の育児休業取得を促進す

る。 

 

（３）育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化 

   ４０７百万円 

育児休業の取得等を理由とする解雇、退職勧奨等不利益取扱いが増加していることか

ら、労使からの相談対応、企業への適正な制度運用に関する指導等を行う体制を整備す

ることにより、育児休業等を理由とする解雇、退職勧奨等の不利益取扱いへの対応を強化

する（育児・介護休業トラブル防止指導員の設置等）。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業所内保育施設に対する支援の推進             ３，９２１百万円 

事業所内保育施設設置・運営等助成金について、事業所内保育施設を設置、運営す

る中小企業に対する助成率の引上げ（１／２→２／３）を引き続き実施する。 

 

（５）中小企業における次世代育成支援対策の推進          ５６０百万円 

「中小企業一般事業主行動計画策定推進２か年集中プラン」の実施により、中小企業に

おける次世代育成支援対策を推進する。 

 

 

 

 

 

○「育児・介護休業トラブル防止指導員」の設置 

 平成２１年度第２次補正予算案（２８百万円）において、いわゆる「育休切り」等の 

トラブルを防止するための周知・指導や、個別の事案に関する相談対応を担当する 

「育児・介護休業トラブル防止指導員」（新規）を設置する（都道府県労働局雇用均等 

室に計４７名）。 
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１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進 

《８５３百万円→６９５百万円》 

 

（１）職場における男女雇用機会均等の推進               ４３０百万円 

男女雇用機会均等法の履行確保のため、厳正的確な指導を行うとともに、迅速な紛争

解決の援助を実施する。 

 

（２）ポジティブ・アクションの取組の推進                  ２６５百万円 

男女雇用機会均等法の履行確保とともに、男女労働者の格差の解消をめざした企業の

積極的かつ自主的な取組（ポジティブ・アクション）を進めるため、その周知と取組のノウハ

ウを提供する。 

 

２ 育児休業等を理由とする解雇等不利益取扱いへの対応の強化（再掲） 

 

 

３ パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保と正社員転換の推進 

《１，６２２百万円→１，３８０百万円》 

 

パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保、正社員転換の実現を図るため、パ

ートタイム労働法に基づく的確な指導等を実施するとともに、専門家（均衡待遇・正社員化

推進プランナー（１４１名)）による相談・援助や雇用管理改善を行う事業主に対する助成金

（４０万円～６０万円（大企業３０万円～５０万円））の支給等により、その取組を支援する。 

 

 

４ 多様な働き方に対する支援の充実        《２１２百万円→２１０百万円》 

  

（１）短時間正社員制度の導入・定着の促進               １４７百万円 
短時間でも正社員としての安定した働き方である短時間正社員制度の導入・定着

を促進するため、導入企業の具体的事例等に基づくノウハウの提供等を行うととも

に、特に制度の定着を支援するため、本制度を運用する事業主に対する助成措置の

拡充（制度利用者２人目～１０人目まで：１５万円→２０万円（大企業１０万円→

１５万円））を図る。 

 

（２）良好な在宅就業環境の確保                       ６３百万円 
専門家及び相談員による在宅就業に関する相談対応や、セミナーの開催を通じた在宅

就業者のスキルアップ支援を行うとともに、在宅就業を仲介する機関による安定的な仕事

の確保の支援等により、適正な在宅就業環境の整備を図る。 

安安定定ししたた雇雇用用・・生生活活のの実実現現とと安安心心・・納納得得ししてて働働くくここととののででききるる環環境境整整備備
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平成 22 年度予算における子ども手当等の取扱いについて 

 

 標記について、以下のとおり合意する。 

 

１．子ども手当に関しては、以下の方針に沿って、所要額を平成 22 年度

予算に計上するとともに、平成 22 年度分の支給のための所要の法律

案を次期通常国会に提出する。 

 

（１）中学校修了までの児童を対象に、１人につき月額13,000円を支給

する。 

 

（２）所得制限は設けない。 

 

（３）子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給す

る仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、

国、地方、事業主が費用を負担する。 

 

（４）（３）以外の費用については、全額を国庫が負担する。 

 

（５）公務員については、所属庁から支給する。 

 

（６）現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資

に実施する。 

 

２．平成 23 年度における子ども手当の支給については、平成 23 年度予

算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて平成 23 年度

以降の支給のための所要の法律案を平成 23 年通常国会に提出す

る。 

別  紙 
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３．子ども手当については、国負担を基本として施行するが、所得税・住

民税の扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減に伴う地方財政の増

収分については、最終的には子ども手当の財源として活用することが、

国民に負担増をお願いする趣旨に合致する。また、児童手当の地方負

担分についても、国、地方の負担調整を図る必要がある。 

 

４． ３．の趣旨及び平成２２年度予算における取扱いも踏まえ、所得税・

住民税の扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減に伴う増収分が最

終的に子ども手当の財源に充当され、児童手当の地方負担分の適切

な負担調整が行われるとともに、平成２１年１２月８日の閣議決定に基づ

いて設置される「検討の場」において、幼保一体化等を含む新たな次

世代育成支援対策の検討を進めることと併せて、「地域主権」を進める

観点から、「地域主権戦略会議」において補助金の一括交付金化や地

方が主体的に実施するサービス給付等に係る国と地方の役割分担、経

費負担のあり方の議論を行い、その見直しについて検討を行う。これら

の検討については、平成２３年度予算編成過程において結論を得て、

順次、必要な措置を講ずるものとする。 

 

平成２１年１２月２３日 

    

国家戦略担当・内閣府特命担当大臣 

 

 

   総 務 大 臣 

 

 

   財 務 大 臣 

 

 

   厚生労働大臣 
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［総務課関係］
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策
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仕

事
と

子
育

て
の

調
和

家
族

や
親

が
子

育
て

を
担

う
≪

 個
人

に
過

重
な

負
担

≫
社

会
全

体
で

子
育

て
を

支
え

る
≪

 個
人

の
希

望
の

実
現

≫

「子
ど

も
・子

育
て

ビ
ジ

ョ
ン

」
「子

ど
も

・子
育

て
ビ

ジ
ョ
ン

」

子
ど

も
と

子
育

て
を

応
援

す
る

社
会

（平
成

2
2
年

１
月

2
9
日

閣
議

決
定

）

●
子

ど
も

が
主

人
公

（
チ

ル
ド

レ
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策
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仕
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○
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え
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え
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２
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希
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か
な
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れ
る

○
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活
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仕
事
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育
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え
る

○
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○
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３
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策
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１
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１
．
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育
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し
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へ
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．
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子
育
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力

の
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地

域
社

会
へ

（
１
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を
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会
全

体
で

支
え
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に
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教
育

機
会
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保
を

・
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ど
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設
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実
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化
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学
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等
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学
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教

育
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整
備
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２
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意

欲
を

持
っ

て
就

業
と

自
立

に
向

か
え
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に
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教
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．
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９
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事
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進
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策

推
進
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若
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支

援
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ア

教
育
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ブ

ド
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３
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会
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活
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必
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機
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を
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（
H
2
9
）

2
時

間
3
0
分

男
性

の
育

児
参

加
の

促
進

〔
現

状
〕

〔
H
2
6
目

標
値

〕

○
平

日
昼

間
の

保
育

サ
ー

ビ
ス

（
認

可
保

育
所

等
）

（
3
歳

未
満

児
の

保
育

サ
ー

ビ
ス

利
用

率
）

○
延

長
等

の
保

育
サ

ー
ビ

ス

○
病

児
・

病
後

児
保

育
（

延
べ

日
数

）

○
認

定
こ

ど
も

園

2
1
5
万

人

7
9
万

人

3
1
万

日

3
5
8
か

所

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
4
1
万

人

9
6
万

人

2
0
0
万

日

2
0
0
0
か

所
以

上
（

H
2
4
）

（
7
5
万

人
（

2
4
％

）
）

（
1
0
2
万

人
（

3
5
％

）
）

＊
参

考
指

標

＊
参

考
指

標

○
6
歳

未
満

の
子

ど
も

を
も

つ
男

性
の

育
児

･
家

事

関
連

時
間

（
1
日

当
た

り
）

6
0
分

⇒
2
時

間
3
0
分

（
H
2
9
）

社
会

的
養

護
の

充
実

子
育

て
し

や
す

い
働

き
方

と
企

業
の

取
組

○
認

定
こ

ど
も

園

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ

3
5
8
か

所

8
1
万

人

⇒ ⇒

2
0
0
0
か

所
以

上
（

H
2
4
）

1
1
1
万

人

〔
現

状
〕

〔
H
2
6
目

標
値

〕
〔

現
状

〕
〔

H
2
6
目

標
値

〕

＊
参

考
指

標

○
里

親
等

委
託

率

○
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア

1
0
.4

％

4
4
6
か

所

⇒ ⇒

1
6
％

8
0
0
か

所

○
第

１
子

出
産

前
後

の
女

性
の

継
続

就
業

率

○
次

世
代

認
定

マ
ー

ク
（

く
る

み
ん

）
取

得
企

業
数

3
8
％

6
5
2
企

業

⇒ ⇒

5
5
％

（
H
2
9
）

2
0
0
0
企

業

働
き

方
と

企
業

の
取

組

＊
参

考
指

標
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新
た
な
次

世
代

育
成

支
援

の
た
め
の

包
括

的
・
一

元
的

制
度

設
計

に
係

る
主

要
な
子

育
て
支

援
サ

ー
ビ
ス
・
給

付
の

拡
充

に
必

要
な
社

会
的

追
加

コ
ス
ト
の

機
械

的
試

算
（
ビ
ジ
ョ
ン
の

最
終

年
度

（
平

成
2
6
年

度
）
の

姿
）

(参
考

）

追
加

所
要

額
：
約

0
.
7
兆

円
（

平
成

2
6

年
度

）
【

～
約

１
．

０
兆

円
（

平
成

2
9

年
度

）
】

制
度

改
善

を
含

め
た
機

械
的

試
算

約
１
．
６
兆

円
（

平
成

2
6

年
度

）
【

～
約

１
．

９
兆

円
（

平
成

2
9

年
度

）
】

H
２
１
～
２
６
の
必
要

費
用

累
計

額

１
０
兆

（
現

在
の

費
用

に
量

的
拡

※
施

設
整

備
費

を
除

く

【
両

立
支

援
両

立
支

援
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
支
援

量
的
拡
大
試
算

そ
の
他
（
社
会
的
養
護
）

（
現

在
の

費
用

に
量

的
拡

大
の
み
を
加
え
粗
く
機
械
的

に
試
算
）

【
認
可
保

育
所
等
】

【
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
】

【
育
児
休

業
給
付
】

【
病
児
・
病

後
児
・
休
日
・
延
長
等
】

【
一
時
預
か
り
】

＋
約
8
0
0
億

【
妊
婦
健
診
】

＋
約
7
0
0
億

（
注
３
）

【
社
会
的
養
護
】

＋
約
2
0
0
億

＋
約

3
,0

0
0
億

＋
約

3
0
0
億

＋
約

1
5
0
0
億

○
認
可

保
育
所
の
利
用
料
１
割
と
し
た
場
合

＋
約
6
,9
0
0
億

【
病
児
・
病

後
児
・
休
日
・
延
長
等
】

【
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
】
＋
約
2
0
0
億

＋
約
2
0
0
億

＋
約

1
,5

0
0
億

＋
約

2
0
0
億

制
度
的
見
直
し
を
行
う
と

【
保

育
サ

ー
ビ

ス
】

＋
約

7
0
0
億

【
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
】

＋
約

1
0
0
億

【
社

会
的

養
護

】
＋

約
7
0
億

認
保
育
所

利
用
料

割
場
合

約
,

億

○
育
児

休
業
給
付
・
仮
に
給
付
率
８
０
%
と
し
た
場
合

＋
約
2
,0
0
0
億

し
た
場

合
の

機
械

的
試

算

※
施
設
整
備

費

・
注

１
重

点
戦

略
に
お
け
る
「
仕

事
と
生

活
の

調
和
の

実
現
と
希

望
す
る
結
婚

や
出
産

・
子

育
て
の

実
現

を
支

え
る
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
の

社
会

的
な
コ
ス
ト
の

推
計
」
を
置

き
換
え
た
も
の

で
あ
る
。

・
注
２

平
成
２
９
年
度

の
額

は
、
さ
ら
に
女

性
の
就

業
率
上

昇
等
が

進
ん
だ
場
合
の
必
要
額
。

※
そ

の
他

、
上

記
試

算
に

含
ま

れ
な

い
検

討
課

題

施
設

整
備

補
助

の
在

り
方

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

改
善

（
職

員
配

置
、

職
員

の
処

遇
、

専
門

性
の

確
保

等
）

注
２

平
成
２
９
年
度

の
額

は
、
さ
ら
に
女

性
の
就

業
率
上

昇
等
が

進
ん
だ
場
合
の
必
要
額
。

・
注

３
平

成
２
２
年

度
ま
で
財

源
措

置
さ
れ

て
い
る
１
４
回
分

の
費
用

負
担
の

う
ち
、
平

成
２
０
年

度
第

２
次

補
正
で
拡

充
さ
れ

た
９
回
分

を
継

続
し
た
場

合
。

・
注

４
育

児
休

業
給

付
に
つ
い
て
は

、
現

在
実
施

し
て
い
る
雇

用
保
険

制
度
か

ら
の
給

付
と
し
て
試

算
し
た
も
の

で
は

な
い
。

・
注

５
放

課
後

対
策

に
お
い
て
は

、
「
放

課
後
子

ど
も
プ
ラ
ン
」
(放

課
後
児

童
ク
ラ
ブ
、
放

課
後
子

ど
も
教

室
）
な
ど
の

取
組

が
広
く
全

国
の

小
学
校

区
で
実

施
さ
れ
る
よ
う
促

す
。

・
注
６

幼
児
教
育
と
保
育
の
総
合
的
な
提
供
（
幼
保
一
体
化
）
の
在
り
方
の
検
討
に
よ
り
、
数
値
は
変
動
す
る
。

・
注

７
ビ
ジ
ョ
ン
期

間
中
の

費
用
は

、
現

在
の
費

用
に
量

的
拡

大
分
の

み
を
加
え
て
、
粗

く
機

械
的
に
試

算
す
る
と
、
お
お
よ
そ
、
施

設
整
備

費
で
約

０
．
３
兆

円
と
な
る
。
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（
案

）

事
務

連
絡

平
成

２
２

年
２

月
２

５
日

各
都

道
府

県
各

指
定

都
市

次
世

代
育

成
支

援
対

策
担

当
課

御
中

各
指

定
都

市
次

世
代

育
成

支
援

対
策

担
当

課
御

中
各

中
核

市

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

少
子

化
対

策
企

画
室

後
期

行
動

計
画

に
お

け
る

目
標

値
設

定
に

つ
い

て

日
頃

か
ら

次
世

代
育

成
支

援
対

策
の

推
進

に
ご

尽
力

い
た

だ
き

、
お

礼
申

し
上

げ
ま

す
。

今
般

、
少

子
化

社
会

対
策

基
本

法
第

７
条

の
規

定
に

基
づ

く
「

大
綱

」
と

し
て

、
子

ど
も

・
子

育
て

ビ
ジ

ョ
ン

が
閣

議
決

定
（

平
成

２
２

年
１

月
２

９
日

）
さ

れ
、

今
後

、
平

成
２

６
年

度
ま

で
の

５
年

間
に

、
政

府
を

挙
げ

て
取

組
を

進
め

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

今
後

、
平

成
２

６
年

度
ま

で
の

５
年

間
に

、
政

府
を

挙
げ

て
取

組
を

進
め

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

本
ビ

ジ
ョ

ン
に

お
い

て
は

、
具

体
的

施
策

内
容

と
数

値
目

標
を

盛
り

込
ん

で
お

り
、

こ
の

う
ち

、
保

育
等

の
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
数

値
目

標
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

が
後

期
行

動
計

画
策

定
の

た
め

に
実

施
し

た
ニ

ー
ズ

調
査

結
果

の
集

計
値

を
も

と
に

、
潜

在
需

要
を

含
む

待
機

児
童

解
消

に
向

け
、

平
成

２
９

年
度

に
見

込
ま

れ

る
ニ

ー
ズ

量
を

ベ
ー

ス
に

、
計

画
初

年
度

か
ら

段
階

的
に

一
定

の
整

備
量

を
確

保
し

て
い

く
考

え
方

に
よ

り
設

定
し

て
い

ま
す

。
こ

の
た

め
、

ビ
ジ

ョ
ン

に
お

け
る

平
成

２
６

年
度

の
数

値
目

標
は

、
市

町
村

に
お

け
る

平
成

２
６

年
度

目
標

値
の

集
計

値
（

従
来

の
保

育
サ

ー
ビ

ス
事

業
量

の
伸

び
概

ね
年

約
２

万
人

増
に

対
応

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

）
を

上
回

る
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

概
ね

年
約

２
万

人
増

に
対

応
し

た
も

の
と

な
っ

て
い

る
）

を
上

回
る

も
の

と
な

っ
て

い
ま

す
。

各
自

治
体

に
お

か
れ

て
は

後
期

行
動

計
画

の
策

定
に

向
け

た
最

終
段

階
に

あ
る

と
考

え
て

お
り

、
直

ち
に

目
標

値
の

見
直

し
を

お
願

い
す

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

サ
ー

ビ
ス

の
前

倒
し

整
備

や
、

定
期

的
に

行
う

計
画

の
実

施
状

況
の

評
価

の
際

に
見

直
し

を
図

る
な

ど
、

待
機

児
童

の
早

期
解

消
等

、
地

域
の

子
育

て
支

援
推

進

の
観

点
か

ら
、

適
切

に
取

り
組

ん
で

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
な

お
、

都
道

府
県

に
お

か
れ

ま
し

て
は

、
管

内
市

町
村

へ
も

周
知

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。
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子
ど
も
・
子

育
て
ビ
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
子

育
て
支

援
事

業
の

数
値

目
標

平
日

昼
間

の
保

育
サ

ー
ビ

ス

2
4
1
万

人

〔
現

状
（

Ｈ
2
0
年

度
）

〕
〔

Ｈ
2
6
年

度
目

標
値

〕
目

標
値

の
考

え
方

は

3
歳
未
満
児

4
人

1
人
か
ら

3
人

1
人

利
2
1
5
万

人

＊
Ｈ

2
1
年

度
見

込
み

（
3
歳

未
満

7
5
万

人
；

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
割

合
2
4
％

）

認
可

保
育

所
等

（
受

入
児

童
数
）

※

家
庭

的
保

育
（

受
入

児
童

数
）

2
4
1
万

人

（
3
歳

未
満

10
2万

人
；

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
割

合
3
5
％

）

0.
3万

人
1.
9万

人

•
3
歳
未
満
児

の
4
人
に
1
人
か
ら
、
3
人
に
1
人
の
利

用

•
H
2
9
年

度
で
の
3
歳

未
満

児
の
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
必

要
量

（
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
提

供
割

合
4
4
％

）
の
見

込
み
に
対

し
、
現

状
7
5
万

人
か
ら
一

定
の

整
備

量
を
確

保
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
中

間
時

点
の
H
2
6
年

度
で

は
1
0
2
万
人

（
同

3
5
％
）

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

（
受

入
児

童
数
）

※

8
1
万

人 ＊
Ｈ

2
1
.
5

（
小

学
1
～
3年

ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ

1
1
1
万

人

（
小

学
1
～
3年

ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ

•
小

学
1
～

3
年

生
の
5
人

に
1
人

か
ら
、
3
人

に
1
人

の
利

用

•
H
2
9
年

度
で
の
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
必

要
量

（
小

学
1
～

3
年

の
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
提

供
割
合

4
0
％
）
の
見
込

み
に
対

し
現
状
8
1
万
人

か
ら

定

万
人

万
人

は
1
0
2
万
人

（
同

3
5
％
）

延
長

保
育

等
（

受
入

児
童

数
）

※

延
長

等
の

保
育

サ
ー

ビ
ス

7
9
万

人

（
小

学
1

3年
ｻ
ﾋ
ｽ

提
供

割
合
2
1％

）

（
小

学
1

3年
ｻ
ﾋ
ｽ

提
供

割
合
3
2％

）

9
6
万

人
•延

長
保
育

夜
間
保
育

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て

平
日

供
割
合

4
0
％
）
の
見
込

み
に
対

し
、
現
状
8
1
万
人

か
ら
一
定

の
整

備
量

を
確

保
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
中

間
時

点
の
H
2
6
年

度
で
は
1
1
1
万

人
（
同

3
2
％

）

そ
の

他
の

保
育

サ
ー

ビ
ス

夜
間

保
育

（
か

所
数

）

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
テ

イ
（

か
所

数
）

*Ｈ
2
1
年

度
見

込
み

7
7

か
所

3
0
4
か

所

9
6
万

人

2
8
0
か

所

4
1
0
か

所

•延
長
保
育

、
夜
間
保
育

、
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て
、
平
日

昼
間

の
保

育
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
量

2
4
1
万

人
の
う
ち
4
割

の
ﾆ
ｰｽ

ﾞに
対

応
し
、
必

要
な
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
量

と
し
て
9
6
万

人

1
2
万

人

延
べ

2
0
0万

日

休
日

保
育

（
受

入
児

童
数
）

※

病
児

・
病

後
児

保
育

（
延

べ
利

用
日

数
）

※

そ
の

他
の

保
育

サ
ビ

ス

7万
人 ＊

H
2
1
年

度
見

込
み

延
べ
31
万
日

•
平

日
昼

間
の
保

育
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
量

2
4
1
万

人
の
う
ち
約

5
％

の
ﾆ
ｰ

ｽ
ﾞに

対
応

し
、
必

要
な
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
量

と
し
て
1
2
万

人

•
平
日
昼
間
の
保
育
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
利

用
児
童

数
に
対
し
必
要

な
利
用

日
数
約

4
0
0
万
日

の
う
ち
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
推
進

延
べ

3
,
9
5
2
万

日

延
べ

2
0
0万

日

一
時

預
か

り
（

延
べ

利
用

日
数

）
※

フ
ミ
リ

サ
ポ

ト
セ
ン
タ

（
市

村
数

）

す
べ

て
の

子
育

て
家

庭
へ

の
支

援
延
べ
34
8万

日

57
0市

町
村

•H
2
9
年

度
の
ｻ
ｰﾋ
ﾞｽ
必

要
量

に
対

し
、
現

状
3
4
8
万

日
か
ら
、

一
定

の
整

備
量

を
確

保
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
中

間
時

点
の
H
2
6

年
度

は
延
べ
3
9
5
2
万
日
（
年
間

7
日
程
度

）

日
数
約

4
0
0
万
日

の
う
ち
、
ワ

ク
ラ
イ
フ

ラ
ン
ス
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
り
2
0
0
万

日

9
5
0
市

町
村

1
0
,
0
0
0
か

所

※
市

町
村

の
ニ
ー
ズ
調

査
の

集
計

結
果

を
も
と
に
、
潜

在
的

な
ニ
ー
ズ
に
対

応

フ
ァ
ミ
リ
ー
･サ

ポ
ー
ト
･セ

ン
タ
ー

（
市

町
村

数
）

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
（

か
所

数
）

7,
10
0か

所

＊
Ｈ

2
1
年

度
見

込
み

市
町

村
単

独
分
含
む

年
度

で
は
延
べ
3
,9
5
2
万
日
（
年
間

7
日
程
度

）

•全
国

の
5
割

を
超

え
る
市

町
村

で
実

施

•す
べ
て
の
中

学
校

区
で
実

施
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
交
付
金
（
ソ
フ
ト
交
付

金
）
に
つ
い
て

《
２

１
年

度
》

《
２

２
年

度
予

算
案

》

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

児
童

育
成

事
業

費
（
事

業
主

拠
出

金
財

源
）

児
童

育
成

事
業

費
（
事

業
主

拠
出

金
財

源
）

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
家

庭
的

保
育

事
業

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

一
時

預
か

り
事

業
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

事
業

な
ど

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
家

庭
的

保
育

事
業

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

延
長

保
育

事
業

な
ど

児
童

ふ
れ

あ
い

交
流

事
業

児
童

ふ
れ

あ
交

流
事

業
な

ど

す
べ

て
の

子
育

て
家

仕
事

と
子

育
て

の
両

立
を

支
援

す
る

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

（
一

般
財

源
）

次
世

代
育

成
支

援
対

策
交

付
金

（
一

般
財

源
）

延
長
保

育

一
時

預
か

り
事

業
庭

向
け

の
サ

ー
ビ

ス

支
援

す
る

サ
ー

ビ
ス

38
8億

円

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

36
1億

円

（
特
定
事

業
）

・
乳
児
家
庭
全

戸
訪

問
事

業
・
養
育
支
援

訪
問

事
業

フ
ミ
リ

サ
ポ

ト
セ
ン
タ

事
業

（
特
定
事
業
）

・
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

・
養
育
支
援
訪
問
事
業

フ
ミ

リ
サ

ポ
ト

セ
ン

タ
事
業

新
規

事
業

（
子

育
て

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

ほ
か

）

・
フ
ァ

ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー

ト
・
セ

ン
タ
ー

事
業

・
子
育
て
短

期
支

援
事

業

（
そ
の
他

事
業

）

・
フ
ァ

ミ
リ

ー
・
サ
ポ

ー
ト

・
セ
ン
タ
ー

事
業

・
子
育
て
短
期
支
援
事
業

（
そ
の
他
事
業
）

す
べ

て
の

子
育

て
家

庭
向

け
の

サ
ー

ビ
ス

す
べ

て
の

子
育

て
家

庭
向

け
の

サ
ー

ビ
ス

※
上

記
の

表
は

、
事

業
規

模
を

イ
メ

ー
ジ

化
し

た
も

の
で

あ
り

、
事

業
ご

と
の

積
算

内
訳

は
な

い
。
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負
担
割
合
の
変
更
に
つ
い
て

《
児

童
育

成
事

業
費

：
事

業
主

拠
出

金
財

源
》

《
ソ

フ
ト
交

付
金

：
一

般
財

源
》

《 延 長
国

市
町

村

国
１

／
３

市
町

村
１

／
３

長 保 育 》

国
１

／
２

市
町

村
１

／
２

都
道

府
県

１
／

３

１
／

３
１

／
３

１
／

３

【
指

定
都

市
、

中
核

市
の

場
合

】
国

1
/
3
  
指

定
都

市
・
中

核
市

2
/
3

《
ソ

フ
ト
交

付
金

：
一

般
財

源
》

《
児

童
育

成
事

業
費

：
事

業
主

拠
出

金
財

源
》

国
市

町
村

《 地 域 子 育
児

《
ソ

フ
ト
交

付
金

：
般

財
源

》
《
児

童
育

成
事

業
費

：
事

業
主

拠
出

金
財

源
》

国
１

／
３

都
道

府
県

市
町

村
１

／
３

国
１

／
２

市
町

村
１

／
２

育 て 支 援 拠 点 、 一

児 童 ふ れ あ い 交 流
都

道
府

県
１

／
３

一 時 預 か り 、

流 》

【
指

定
都

市
、

中
核

市
の

場
合

】
国

1
/
3
  
指

定
都

市
・
中

核
市

2
/
3
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子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
（
新
規

）
イ
メ
ー
ジ

子
育

て
に
つ
い
て
の

情
報

不
足

、
相

談
相

手
の

不
在

に
よ
る
子

育
て
の

し
づ
ら
さ
の

改
善

に
向

け
て
、
地

域
住

民
参

加
型

の
子

育
て

支
援

に
関

す
る
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

基
盤

構
築

を
図

る
。

【
既
存

の
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
と
相
ま
っ
て
、
子

育
て
世

代
に
幅

広
く
普

及
し
て
い
る
携

帯
サ

イ
ト
な
ど
を
活
用

し
、
子

育
て
支

援
を
展

開
】

子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
《
携
帯
サ
イ
ト
等
》

【
既

存
子

育
サ

相
ま

、
子

育
世

代
幅

広
く
普

及
る
携

帯
サ

イ
な

を
活

用
、
子

育
支

援
を
展

開
】

地
域
子
育
て
支
援

拠
点
や
保
育
所

の
保
育
士
に
相
談

も
き
る

産
婦
人
科
医
や

小
児
科
医
の
受
診

の
際
に
便
利
！

《
個
人
情
報
領
域
》

○
妊

娠
記

録
（
胎

児
エ
コ
ー
写

真
）

○
生
育
歴
（
体
重
・
身
長
等
）

○
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
必
要

な

《
共
有
情
報
領
域
》

○
子
育
て
相
談

○
交
流
・
情
報
交
換
（
ネ
ッ
ト
ひ
ろ
ば
）

○
保
育
所
で
の
生
活
（
遊
び
風
景
や

食
事
風
景
）
を
映
像
配
信

な
ど

※
本

人
の

同
意

の
も
と
で
情

報
開

示
も
で
き
る
！

先
輩
マ
マ
の
子

育
て
体
験
が
聞

け
る
！

の
際
に
便
利
！

一
時

預
か

り
や

病
児
保
育
の
利
用
手

続
き
が

円
滑

に
！

な
基

本
情

報
（
緊

急
連

絡
先

、
平

熱
、

既
往
症
等
）

○
予
防
接
種
歴

な
ど

食
事
風
景
）
を
映
像
配
信

な
ど

《
情
報
配
信
領
域
》

○
保

育
所

等
か

ら
の

行
事

案
内

○
子
ど
も
の
事
故
防
止
情
報

○
健

診
お
知

ら
せ

会
社
に
居
な
が

ら
子

ど
も
の

様
子

が
わ
か
る
！

い
つ
で
も

ど
こ
で
も

気
軽
に

ア
ク
セ
ス

○
健
診
の
お
知

ら
せ

○
子
育
て
マ
ッ
プ
（
授
乳
場
所
の
標

記
等
）
の
配
信

○
災
害
情
報

な
ど

一
方
向
リ
ン
ク

（
情
報
提
供
）

必
要
な
情
報
が
ま

と
め
て
わ
か
る

ア
ク
セ
ス

保
育

所
、
児

童
館

、
病

院
、

学
校

、
市

役
所

等
（
情
報
の
提
供
）

市
町
村

（
情

報
の

集
約

、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

構
築

、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
）

情 報 共 有

要
保
護
児
童
対
策
地
域

協
議
会

協 働

ア セ ス

メ ン ト

緊 急 判

定 会 議

迅 速 な

支 援

ケ ー ス

記 録 の

蓄 積
虐
待
の
早
期
発

見
・
早
期
対
応
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子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強

化
事
業
の
拡
充

【
課

題
】

「
子

ど
も
を
守

る
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
つ
い
て
は

、
平

成
２
１
年

４
月

１
日

現
在

、
９
７
．
６
％

の
市

町
村

で
設

置
（
虐

待
防

止
ネ
ッ
ト

ワ
ク
を
含
む

）
さ
れ

て
い
る
が

そ
の

機
能

強
化

を
図

っ
て
い
く
こ
と
が

課
題

と
な
っ
て
い
る

具
体

的
に
は

以
下

の
と
お
り

ワ
ー
ク
を
含
む
。
）
さ
れ

て
い
る
が

、
そ
の

機
能

強
化

を
図

っ
て
い
く
こ
と
が

課
題

と
な
っ
て
い
る
。
具

体
的

に
は

以
下

の
と
お
り
。

○
調

整
機

関
へ

の
専

門
職

員
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）
の

配
置

促
進

⇒
児

童
福

祉
司

と
同

様
の

資
格

を
有

す
る
者

の
配

置
は

、
１
４
．
２
％

（
平

成
２
１
年

４
月

・
調

整
機

関
担

当
職

員
の

状
況

）

○
ネ

ト
ワ

ク
を
活

用
し
た
適

切
な
援

助
を
行

う
た
め

関
係

機
関

の
更

な
る
連

携
強

化
が

必
要

○
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
適

切
な
援

助
を
行

う
た
め
、
関

係
機

関
の

更
な
る
連

携
強

化
が

必
要

⇒
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会

議
が

開
催

さ
れ

て
い
な
い
」
、
「
単

独
の

機
関

や
担

当
者

の
み

で
対

応
し
て
い
る
」
等

が
指

摘
さ
れ

て
い
る

子
ど
も
を
守

る
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

機
能

強
化

【
既

存
分

】
【
新

規
分
】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

成
員

の
専

門
性

強
化

等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
機
関
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
の

取
組

（
事

業
内
容
）

①
イ

タ
ネ

ト
会

議
シ

ム
等

導
入

に
よ
る

（
事

業
内

容
）

＋
①

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
会

議
シ
ス
テ
ム
等
の

導
入
に
よ
る

ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
開
催

②
ケ
ー
ス
記
録
や
進
行
管
理
台
帳
等
の
電
子
化

な
ど

①
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

専
門

性
向

上
に
向
け
た
児
童
福

祉
司
任
用
資
格
取
得
の
た
め
の
研
修
受
講

②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
員
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
学

識
経

験
者
（

ド
バ

ザ
）

る
修
会
開
催

＋ （
こ
れ

に
加

え
）

な
ど

識
経

験
者
（
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
）
に
よ
る
研

修
会
開
催
な
ど
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子
ど
も
の
事
故
予
防
強
化
事
業
（
新
規

）
イ
メ
ー
ジ

子
ど
も
（
特

に
乳

幼
児

）
の

事
故

（
お
風

呂
場

で
溺

死
す
る
事

故
、
階

段
等

か
ら
転

落
事

故
な
ど
）
の

大
部

分
に
つ
い
て
は

予
防

可
能

な
こ
と
か

ら
、
保

護
者

等
に
対

す
る
意

識
啓

発
を
行
う
こ
と
で
子

ど
も
の

事
故

の
予

防
強

化
を
図

る
。

事
故

防
止

の
た
め
の

パ
ン
フ
レ

ト
等

を
両

親
学

級
や

１
歳

６
か

月
児

３
歳

児
健

診
な
ど
の

集
団

健
診

な
ど
の

場
に
お
い
て

事
故
防
止
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

を
、
両

親
学

級
や

、
１
歳

６
か

月
児

・
３
歳

児
健

診
な
ど
の

集
団

健
診

な
ど
の

場
に
お
い
て
、

子
ど
も
事

故
予

防
推

進
員

（
仮

称
）
が

配
布

・
説

明
す
る
な
ど
、
保

護
者

等
に
対

す
る
意

識
の

啓
発

を
き
め
細

か
く
行

う
と
と
も
に
、
必

要
に
応

じ
、
意

識
啓

発
方

策
や

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
内

容
を
検

討
す
る
た
め
事

故
予

防
検

討
会

を
開

催
す
る
。

子
ど
も
事

故
予

防
健

診
実

施
場

所
等

（
集

団
健

診
）

子
ど
も
事

故
予

防
推

進
員

（
仮

称
）

検
討
会
開
催

診
察

（
医

師
）

説
明

説
明

説
明
会
開
催

検
討
会
開
催

・
意

識
啓

発
方

策
の

検
討

・
事
故
防
止
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
内
容
の
検
討

多
く
の
親
子
が
一
同

に
会
す
る
健
診
等
の

場
に
お
い
て
、
き
め
細

か
な
説
明
に
よ
り
効

果
的
な
意
識
啓
発
を

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

参
加

保
健

指
導

（
保

健
師

）

果
的
な
意
識
啓
発
を

行
う

検
討
会
※

※
医

師
、
保

健
師

、
保

育
士

な
ど
が

集
ま
り
検

討
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地
域
子
育

て
支
援
拠
点
事
業
「
出
張
ひ
ろ
ば
」
の
活
用
に
つ
い
て

○
子

育
て

家
庭

の
利

用
実

態
等

に
よ

り
、

常
設

の
ひ

ろ
ば

開
設

が
困

難
な

場
合

、
開

設
さ

れ
て

い
る

「
ひ

ろ
ば

型
」

を
核

と
し

て
「

出
張

ひ
ろ

ば
」

を
積

極
活

用
し

、
支

援
拡

充
。

○
ひ

ろ
ば

職
員

と
と

も
に

、
地

域
の

子
育

て
支

援
関

係
者

等
が

子
育

て
親

子
の

交
流

の
場

を
提

供
。

ソ
フ

ト
交

付
金

評
価

ポ
イ

ン
ト

3～
4日

型
１
７

８
ｐ

出
張

ひ
ろ
ば

ひ
ろ
ば

型

週
３

日
以

上
1
日

５
時

間
3

4日
型

１
７
．
８
ｐ

5日
型

２
１
．
８
ｐ

6～
7日

型
２
５
．
８
ｐ

・
交
流
の
場

・
育
児
相
談

情
報
提
供

講
習
実
施

週
１

～
２

日
、

1
日

５
時

間
・
交

流
の

場
・
育

児
相

談
・
情

報
提

供
・
講

習
実

施

週
３

日
以

上
、

1
日

５
時

間

出
張

ひ
ろ
ば

（
加
算
）

６
．
７
ｐ

ひ
ろ
ば
職
員
の
兼
務

・
情
報
提
供

・
講
習
実
施

職
員

２
名

職
員

２
名

（
う

ち
１

名
ひ

ろ
ば

兼
務

）

近
隣

地
域

へ
の

支
援

拡
充

出
張

ひ
ろ
ば

○
○

地
域

地
域

の
子

育
て

支
援

関
係

者
等

近
隣

地
域

へ
の

支
援

拡
充

地
域

の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
、

共
施

設
等

を
活

た

・
交
流
の
場

・
育
児
相
談

・
情
報
提
供

・
講
習
実
施

出
張

ひ
ろ
ば

○
○

地
域

公
共

施
設

等
を
活

用
し
た

週
１
～

２
日

の
開

設
△
△
地
域
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地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
「
ひ
ろ
ば
機
能
拡
充
」
に
つ
い
て

○
ひ

ろ
ば

型
の

う
ち

、
地

域
の

子
育

て
支

援
拠

点
と

し
て

、
多

様
な

子
育

て
支

援
活

動
を

実
施

し
、

関
係

機
関

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
を

図
り

、
子

育
て

家
庭

へ
の

き
め

細
か

な
支

援
を

行
い

、
機

能
拡

充
を

図
る

も
の

に
つ

い
て

、
別

途
、

機
能

拡
充

に
係

る
評

価
ポ

イ
ン

ト
を

設
定

。

子
育

て
Ｎ
Ｐ
Ｏ

子
育

て
サ

ー
ク
ル

児
童

館
老

人
ク
ラ
ブ

関
係

機
関

へ
の

な
ぎ

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施

虐
待

防
止

ネ
ッ
ト
ー
ク

つ
な
ぎ

交
流

事
業

の
企

画
・
実

施

「
ひ
ろ
ば

」
へ

の
つ
な
ぎ

子
育

て
支

援
拠

点
機

能
拡

充
の

イ
メ
ー
ジ

全
訪
問
事
業

子
育

て
家

庭

な
ぎ

・
交

流
の

場
・

育
児

相
談

・
情

報
提

供
・

講
習

実
施

（
ひ
ろ
ば

型
）

ソ
フ
ト
交
付
⾦

評
価
ポ
イ
ン
ト

全
戸

訪
問
事
業

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ

一
時

預
か
り

ア
プ
ロ
ー
チ

子
育

て
家

庭

連
携

し
た
事

業
展
開

ソ
フ
ト
交
付
⾦

評
価
ポ
イ
ン
ト

基
本
分

機
能
拡
充

３
～

４
日

型
１
７
．
８
ｐ

２
３
．
９
ｐ

預

子
育

て
家

庭

５
日

型
２
１
．
８
ｐ

３
６
．
５
ｐ

６
～

７
日

型
２
５
．
８
ｐ

３
９
．
０
ｐ

子
育

て
家

庭

子
育

て
家

庭

－28－



一
時
預
か
り
事
業
の
実
施
類
型
に

つ
い
て

一
時

預
か

り
事

業
（
保

育
所

型
）

一
時

預
か

り
事

業
（
地

域
密

着
型

）
一

時
預

か
り
事

業
（
地

域
密

着
Ⅱ

型
）

根
拠

児
童

福
祉

法
（
以

下
、
「
法

」
と
い
う
。
）
第

６
条

の
２
第

７
項

（
第

２
種

社
会

福
祉

事
業

）
予

算
措

置
（
予

算
上

の
事

業
）

実
施

主
体

市
町

村
又

は
保

育
所

を
経

営
す
る
者

市
町

村
又

は
市

町
村

が
適

切
と
認

め
た
者

対
象

児
童

家
庭

に
お
い
て
保

育
を
受

け
る
こ
と
が

一
時

的
に
困

難
と
な
っ
た
乳

児
又

は
幼

児
（
児

童
福

祉
法

第
６
条

の
２
第

７
項

）
法

第
６
条

の
２
第

７
項

を
準

用

実
施

場
所

保
育

所
そ
の

他
の

場
所

（
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
等

）

設
備

基
準

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

（
以

下
、
「
最

低
基

準
」
と
い
う
。
）
第
3
2
条
の
規

定
に
準
じ
、
事
業

の
対
象
と
す
る
乳
幼
児

の
年
齢

及
び
人

数
に
応

じ
て

必
要

な
設

備
（
医

務
室

調
理

室
及

び
屋

外
遊

戯
場

を
除

く
）
を
設

け
る
こ
と

規
則
第
3
6
条
の
3
5
第

１
号

に
準

じ
、
適

切
な
保

育
環

境
を
整

備
す
る
よ
う
努

設
備

基
準

数
に
応
じ
て
、
必

要
な
設

備
（
医

務
室

、
調

理
室

及
び
屋

外
遊

戯
場

を
除

く
。
）
を
設

け
る
こ
と
。

（
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

（
以

下
、
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
3
6
条

の
3
5
第

１
号

）
め
る
こ
と
。

実 施 要 件

人
員

基
準

最
低
基
準
第
3
3
条

第
２
項

の
規

定
に
準

じ
、
事

業
の

対
象

と
す
る
乳

幼
児

の
年

齢
及

び
人

数
に
応

じ
て
、
当

該
乳

幼
児

の
処

遇
を
行

う
保

育
士

を
配

置
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
当

該
保

育
士

の
数

は
２
名

を
下

る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
。

（
規

則
第

3
6
条
の
3
5
第

２
号

）

規
則
第
3
6
条
の
3
5
第

２
号

の
規

定
に
準

じ
、
事

業
の

対
象

と
す
る
乳

幼
児

の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
当

該
乳
幼

児
の
処

遇
を
行
う
担
当
者

を
配

置
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
当

該
担

当
者

の
数

は
２
名

を
下

る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
。

担
当
者
は
、
乳
幼
児
の
保

育
に
つ
い
て
経
験

豊
富

な
保
育

士
を
１
名

以
上

配
置

す
る
と
と
も
に
、
市

町
村

等
が

実
施

す
る
一

定
の

研
修

を
修

了
し
た
者

を
置

す
る

と
配

置
す
る
こ
と
。

保
育

内
容

最
低
基
準
第
3
5
条

の
規

定
（
保

育
所

保
育

指
針

）
に
準

じ
、
事

業
を
実
施

す
る
こ
と
。
（
規

則
第

3
6
条

の
3
5
第

３
号

）
規
則
第
3
6
条
の
3
5
第

３
号

を
準

用

補
助

率
定

額
（
１
／

２
相

当
）
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「
明

日
の

安
心

と
成

長
の

た
め
の

緊
急

経
済

対
策

」
（
抄

）

幼
保

一
体

化
を
含

め
た
新

た
な
次

世
代

育
成

支
援

対
策

の
検

討
に
つ
い
て

～
平

成
２
１
年

１
２
月

８
日

閣
議

決
定

～

６
．
「
国

民
潜

在
力

」
の

発
揮

「
ル

ル
の

変
更

」
や

社
会

参
加

支
援

を
通

じ
て

国
民

の
潜

在
力

の
発

揮
に
よ
る
景

気
回

復
を
目

指
す

―
「
ル

ー
ル

の
変

更
」
や

社
会

参
加

支
援

を
通

じ
て
、
国

民
の

潜
在

力
の

発
揮

に
よ
る
景

気
回

復
を
目

指
す
。

（
１
）
「
制

度
・
規

制
改

革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
仮

称
）
」

新
た
な
需

要
創

出
に
向

け
て
、
こ
れ

ま
で
大

き
な
岩

盤
に
突

き
当

た
り
、
停

滞
し
て
い
た
制

度
・規

制
改

革
に
正

面
か

ら
取

り
組

む
。

①
制

度
・
規

制
改

革
新

た
な
需

要
創

出
に
向

け
た
規

制
改

革
の

重
要

課
題

に
つ
い
て
は

、
行

政
刷

新
会

議
に
お
い
て
下

記
を
含

む
重

点
テ
ー
マ
を
設

定
し
、

そ
の
実
現
に
向
け
積
極
的
に
取
り
組
む
。

＜
具

体
的

な
措

置
＞

○
幼

保
一

体
化

を
含

め
た
保

育
分

野
の

制
度

・
規

制
改

革
―

 幼
保

一
体

化
を
含

め
、
新

た
な
次

世
代

育
成

支
援

の
た
め
の

包
括

的
・
一

元
的

な
制

度
の

構
築

を
進

め
る
。

こ
の

た
め

主
担

当
と
な
る
閣

僚
を
定

め
関

係
閣

僚
の

参
加

も
得

て
新

た
な
制

度
に
つ
い
て
平

成
２
２
年

前
半

を
目

途
に
基

本
的

―
こ
の

た
め
、
主

担
当

と
な
る
閣

僚
を
定

め
、
関

係
閣

僚
の

参
加

も
得

て
、
新

た
な
制

度
に
つ
い
て
平

成
２
２
年

前
半

を
目

途
に
基

本
的

な
方

向
を
固

め
、
平

成
２
３
年

通
常

国
会

ま
で
に
所

要
の

法
案

を
提

出
す
る
。

（
ｱ
）
利

用
者

本
位

の
保

育
制

度
に
向

け
た
抜

本
的

な
改

革
・
利

用
者

と
事

業
者

の
間

の
公

的
契

約
制

度
の

導
入

、
保

育
に
欠

け
る
要

件
の

見
直

し
、
利

用
者

補
助

方
式

へ
の

転
換

の
方

向
な

ど
利
用
者
本

位
の

制
度

を
実

現
す
る

ま
た

保
育

料
設

定
の

在
り
方

に
つ
い
て

水
準

の
在

り
方

も
含

め
制
度
設
計

の
中

で
ど
、
利
用
者
本

位
の

制
度

を
実

現
す
る
。
ま
た
、
保

育
料

設
定

の
在

り
方

に
つ
い
て
、
水

準
の

在
り
方

も
含

め
、
制
度
設
計

の
中

で
検
討
す
る
。

（
ｲ
）
イ
コ
ー
ル

フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
株

式
会

社
・
N

PO
の

参
入

促
進

・
株

式
会

社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
社

会
的

企
業

も
含

め
た
更

な
る
参

入
促

進
を
図

る
べ

く
、
客

観
的

基
準

に
よ
る
指

定
制

度
の

導
入

を
検

討
す
る
。

ま
た

施
設

整
備

補
助

の
在

り
方

運
営

費
の

使
途

範
囲

会
計

基
準

等
の

見
直

し
に
つ
い
て
も

制
度

設
計

の
中

で
検

討
す
る

・
ま
た
、
施

設
整

備
補

助
の

在
り
方
、
運

営
費

の
使

途
範

囲
・
会

計
基

準
等

の
見

直
し
に
つ
い
て
も
、
制

度
設

計
の

中
で
検

討
す
る
。

（
ｳ
）
幼

保
一

体
化

の
推

進
・
上

記
制

度
に
お
け
る
新

た
な
給

付
体

系
の

検
討

等
と
あ
わ

せ
て
、
認

定
こ
ど
も
園

制
度

の
在

り
方

な
ど
幼

児
教

育
、
保

育
の

総
合

的
な
提

供
（
幼

保
一

体
化

）
の

在
り
方

に
つ
い
て
も
検

討
し
、
結

論
を
得

る
。
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「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
」
に
つ
い
て

平
成

2
2

年
1

月
2

9
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
１

趣
旨

「
明
日
の
安
心
と
成
長
の
た
め
の
緊
急
経
済
対
策
」
（
平
成
2
1
年
1
2
月
8
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
幼
保
一
体
化
を
含
む
新
た
な
次
世
代
育
成
支
援

の
た
め
の
包
括
的
・
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、
「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
」
（
以

下
、
「
会

議
」
と
い
う
。
）

の
た
め
の
包
括
的

元
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、

子
ど
も

子
育

て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
」
（
以

下
、

会
議

」
と
い
う
。
）

を
開

催
す
る
。

２
構
成
員

会
議

の
構

成
員

は
、
以

下
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
議

長
は

、
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
構

成
員

を
追

加
し
、
又

は
関

係
者

に
出

席
を
求

め
る

こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
共
同
議
長
）

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
）
・
国
家
戦
略
担
当
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
）

（
構
成
員
）

総
務
大
臣

財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣

そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
議
長
が
指
名
す
る
者

３
作
業
グ
ル
ー
プ

会
議
の
下
に
「
作
業
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
す
る

作
業
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は

会
議
の
構
成
員
た
る
府
省
の
副
大
臣
又
は
政
務
官
及
び
必
要
に
応
じ

会
議
の
下
に
「
作
業
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
す
る
。
作
業
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
会
議
の
構
成
員
た
る
府
省
の
副
大
臣
又
は
政
務
官
及
び
必
要
に
応
じ

て
議
長
が
指
名
す
る
者
と
す
る
。

４
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平
成
2
2
年
6
月
を
目
途
に
基
本
的
な
方
向
を
固
め
、
少
子
化
社
会
対
策
会
議
、
行
政
刷
新
会
議
及
び
成
長
戦
略
策
定
会
議
に
報
告
す
る
。

５
庶

務
会
議
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
、
内

閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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平
成
22

年
度

予
算

に
お
け
る
子

ど
も
手

当
等

の
取

扱
い
に
つ
い
て

３
．
子

ど
も
手

当
に
つ
い
て
は

、
国

負
担

を
基

本
と
し
て
施

行
す
る
が

、
所

得
税
・
住
民
税
の
扶
養
控
除
の
廃
止
及
び
特
定
扶
養
控
除
の
縮
減

に
伴

う
地
方
財
政
の
増
収
分
に
つ
い
て
は

、
最

終
的

に
は

子
ど
も
手

平
成
22

年
度

予
算

に
お
け
る
子

ど
も
手

当
等

の
取

扱
い
に
つ
い
て

標
記

に
つ
い
て
、
以

下
の

と
お
り
合

意
す
る
。

１
．
子
ど
も
手
当
に
関
し
て
は
、
以
下
の
方
針
に
沿
っ
て
、
所
要
額
を

平
成
22

年
度
予
算
に
計
上
す
る
と
と
も
に

平
成
22

年
度
分
の
支

う
財

増
分

、
最
終

当
の

財
源

と
し
て
活

用
す
る
こ
と
が

、
国

民
に
負

担
増

を
お
願

い
す
る

趣
旨
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
児
童
手
当
の
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
も
、

国
、
地

方
の

負
担

調
整

を
図

る
必

要
が

あ
る
。

平
成
22

年
度
予
算
に
計
上
す
る
と
と
も
に
、
平
成
22

年
度
分
の
支

給
の
た
め
の
所
要
の
法
律
案
を
次
期
通
常
国
会
に
提
出
す
る
。

（
１
）
中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
を
対
象
に
、
１
人
に
つ
き
月
額

13
,0
00

円
を
支

給
す
る
。

４
．

３
．
の

趣
旨

及
び
平

成
２
２
年

度
予

算
に
お
け
る
取

扱
い
も
踏

ま
え
、

所
得
税
・
住
民
税
の
扶
養
控
除
の
廃
止
及
び
特
定
扶
養
控
除
の
縮

減
に
伴
う
増
収
分
が
最
終
的
に
子
ど
も
手
当
の
財
源
に
充
当
さ
れ
、

児
童
手
当
の
地
方
負
担
分
の
適
切
な
負
担
調
整
が
行
わ
れ
る
と
と
も

（
２
）
所
得
制
限
は
設
け
な
い
。

（
３
）
子

ど
も
手

当
の

一
部

と
し
て
、
児

童
手

当
法

に
基

づ
く
児

童
手

当
を
支
給
す
る
仕
組
み
と
し
、
児
童
手
当
分
に
つ
い
て
は
、
児
童

児
童
手
当
の
地
方
負
担
分
の
適
切
な
負
担
調
整
が
行
わ
れ
る
と
と
も

に
、
平

成
２
１
年

１
２
月

８
日

の
閣

議
決

定
に
基

づ
い
て
設

置
さ
れ

る

「
検
討
の
場
」
に
お
い
て
、
幼
保
一
体
化
等
を
含
む
新
た
な
次
世
代
育

成
支
援
対
策
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
併
せ
て
、
「
地
域
主
権
」
を
進

め
る
観
点
か
ら

「
地
域
主
権
戦
略
会
議
」
に
お
い
て
補
助
金
の

一
括

当
を
支
給
す
る
仕
組
み
と
し
、
児
童
手
当
分
に
つ
い
て
は
、
児
童

手
当
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
、
地
方
、
事
業
主
が
費
用
を
負
担

す
る
。

（
４
）
（
３
）
以

外
の

費
用

に
つ
い
て
は

、
全

額
を
国

庫
が

負
担

す
る
。

め
る
観
点
か
ら
、
「
地
域
主
権
戦
略
会
議
」
に
お
い
て
補
助
金
の

括

交
付
金
化
や
地
方
が
主
体
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ビ
ス
給
付
等
に
係
る

国
と
地
方
の
役
割
分
担
、
経
費
負
担
の
あ
り
方
の
議
論
を
行
い
、
そ

の
見

直
し
に
つ
い
て
検

討
を
行

う
。
こ
れ

ら
の

検
討

に
つ
い
て
は

、
平

成
２
３
年

度
予

算
編

成
過

程
に
お
い
て
結

論
を
得

て
順

次
必

要
な

（
５
）
公

務
員

に
つ
い
て
は

、
所

属
庁

か
ら
支

給
す
る
。

（
６
）
現

行
の

児
童

育
成

事
業

に
つ
い
て
は

、
引

き
続

き
、
事

業
主

拠
出

金
を
原

資
に
実

施
す
る
。

成
２
３
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
結
論
を
得
て
、
順
次
、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
も
の

と
す
る
。

平
成

２
１
年

１
２
月

２
３
日

２
．
平

成
23

年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
平
成
23

年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
改
め
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

平
成
23

年
度
以
降
の
支
給
の
た
め
の
所
要
の
法
律
案
を
平
成
23

年
通

常
国

会
に
提

出
す
る
。

国
家
戦
略
担
当
・
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣

総
務

大
臣

財
務

大
臣

厚
生
労
働
大

臣
常

国
会

に
提

出
す
る
。

厚
生
労
働
大

臣
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２．児童虐待防止対策について

（１）子どもの安全確認・安全確保の徹底について

児童相談所における児童虐待相談対応件数は、統計を取り始めた平成

２年度から増加し続けており、平成２０年度は４２，６６４件と過去最

高となっている。また、我が国においては、把握されているだけで、心

中事件を除き毎年５０件前後の虐待による死亡事例が発生しており、そ

の中には、児童相談所や市町村等の関係機関の関与がありながら、子ど

もの命が失われる痛ましい事例も生じているところである。

児童虐待への対応に関し、今一度基本に立ち返り、目視による安全確

認の徹底、臨検・捜索も視野に入れた立入調査や一時保護の実施、虐待

者本人との面接を含めた家族全体の調査・診断・判定の実施、関係機関

等との情報共有など、日常の基本的な業務が適切に行われているかにつ

いて、定期的に業務の点検を行っていただき、救えたはずの子どもの命

を救えなかったという事態が決して生じないよう、子どもの安全を最優

先とした対応を行うことを重ねてお願いする。（関連資料１）

なお、臨検・捜索等の制度の運用の参考となるよう、実際に制度を実

施した自治体の取組概要を、昨年７月に開催した「平成２１年度全国児

童福祉主管課長・児童相談所長会議」においてご紹介させていただいた

ところであるが、運用に当たってなお疑義等が生じた際には、適宜、厚

生労働省にご相談いただきたい。

厚生労働省としても、児童虐待による死亡事例の発生に強い危機意識

を持っており、関係省庁等とも連携しながら、児童相談所や市町村の体

制整備などに努めているところであり、虐待により子どもの命が失われ

ることがないよう、児童相談所を中心に、地域全体で重層構造のセーフ

ティーネットを全力を挙げて機能させる取組をお願いする。

また、死亡事例等が発生した都道府県等におかれては、児童虐待防止

法に基づき当該事例の検証を実施していただくこととなるが、検証に当

たっては、亡くなった子どもの視点に立って、今後同様の悲惨な事例の

発生を防止するため、必要な改善に繋げるといった姿勢で臨むことを改

めてお願いする。

先般、東京都江戸川区で、児童相談所、区、学校などの関係機関が虐

待の兆候を把握しながら、児童虐待により小学１年生の子どもが亡くな

るという痛ましい事件が発生した。

今後、東京都において、関わりのあった機関の対応上の問題点や再発
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防止策について検証が行われることとなるが、虐待の兆候を把握した関

係機関同士の十分な連携が図られなかったことが、問題の一つであると

考えられるので、現在、文部科学省とも相談しながら、情報共有の仕組

みを検討しているところであるので、まとまり次第通知をする。

（２）児童相談所の体制強化について

ア 児童相談所等の体制強化について

① 児童福祉司の配置について

虐待相談対応件数の増加や子どもの安全確認・安全確保の強化等

を踏まえ、こうした業務を中心的に担う児童福祉司等のより一層の

充実強化を図ることが課題となっている。

これらの職員の経費については、地方交付税により措置されてお

り、総人件費や地方公務員削減計画などにより増員措置が厳しい中、

２１年度と同様の措置が行われる予定と聞いている。

なお、２１年度においては、標準団体(人口１７０万人)当たり児

童福祉司を３０人配置できるだけの経費が計上されているところで

あるが、地域によっては、地方交付税措置がなされている児童福祉

司数（人口５．７万人に１人）を下回っているところも見受けられ

ることから、地方公共団体におかれては、児童福祉司のより一層の

積極的な配置をお願いする。（関連資料２）

また、こうした増員だけでなく、児童福祉司には高い社会福祉援

助技術が求められていることから、適切な人材の確保や現任職員に

対する研修の実施等を通じて専門性の確保と向上に努めていただき

たい。

② 家族再統合等への取組の強化について

児童虐待等により児童福祉施設への入所等の措置がとられている

児童にとっても、その保護者と再び一緒に生活することができるこ

とは、子どもの福祉にとって望ましいことである。このため、昨年

４月の児童福祉法改正により、児童福祉司等が行う児童又はその保

護者に対する指導について、委託先の拡大を図ることとし、様々な

資源の活用も含めて家族再統合への取組の充実を図ったところであ

る。

平成２２年度予算（案）においては、各地域におけるこうした取

組の推進を図るため、以下の補助事業を計上しているのでご活用願

いたい。
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(ｱ) 民間団体育成事業（児童虐待防止対策支援事業）

保護者指導を受託できる民間団体がいない地域もあることを考

慮し、都道府県等においてこうした民間団体を育成するための経

費を計上しているので当該民間団体にアドバイザーを派遣した

り、保護者指導を既に実施している先駆的な団体に当該団体の職

員を派遣し、実地訓練を実施するなどにより、地域の民間団体の

育成にご尽力いただきたい。【補助単価：１都道府県・指定都市・

児童相談所設置市当たり年額（案）1,253千円】

(ｲ) カウンセリング強化事業（児童虐待防止対策支援事業）の充実

更に、個々の家庭等に応じた家族再統合への取組の強化を図る

ため、

○ 施設入所や一時保護等により親子分離がされているケース又

は子どもは在宅しているが保護者が強い育児不安等を抱えるケ

ースに対し、親子での宿泊方式の訓練（子どもへの接し方を学

ぶプログラム等）を実施し、親子関係の改善を図るとともに、

家庭への復帰の可否等についての見立てを行う「宿泊型事業」

【補助単価：１児童相談所当たり年額（案）4,355千円】、

○ 保護者等が自らの問題に向き合い、主体的に支援を受け入れ

るよう、保護者本人やその親族も含めて、当該家族への援助方

針についての話合いを行ったり、同じ悩みを抱える保護者同士

でのグループ討議を行う（「ファミリーグループカンファレンス

型事業」【補助単価：１児童相談所当たり年額（案）3,609千円】

を行うための経費を計上した）ので、こうした事業の活用により、

きめ細かな家族支援の推進に努められたい。

なお、「宿泊型事業」の実施場所として既存の資源を活用するこ

とは差し支えないが、一時保護所の本体整備と併せて「宿泊型事

業」専用の居室を設置する場合には、平成２２年度予算（案）に

おいて次世代育成支援対策施設整備交付金の「親子生活訓練室」

の整備加算対象としているので、併せてご活用願いたい。

③ 一時保護所の環境改善について

一時保護所については、虐待相談件数の増加とともに保護人員、

保護日数ともに増加傾向にあること等から、本年１月に閣議決定さ

れた「子ども・子育てビジョン」の中でも、引き続き、「個別対応で

きる児童相談所一時保護所の環境改善」を平成２６年度までに全都

道府県・指定都市・児童相談所設置市において実施することとして
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いる。

各地方公共団体におかれては、ハード面については次世代育成支

援対策施設整備交付金を、ソフト面については児童虐待防止対策支

援事業を活用しながら、そこで過ごす子どもの環境への特段の配慮

をお願いしたい。

なお、平成２２年度予算（案）においては、次世代育成支援対策

施設整備交付金において、②のとおり児童相談所一時保護所におけ

る親子生活訓練室整備加算を対象とするほか、児童相談所一時保護

所の本体整備の基礎点数を拡充することとしているので、積極的な

活用をお願いする。

また、一時保護中の子どもの学習環境の充実のため、昨年４月、

文部科学省と協議の上、各地域における取組の充実について通知を

発出したところであるが、引き続き、教育委員会と連携を図り、現

職教員の派遣や教員ＯＢの活用、一時保護が長期化する際は区域内

の学校への就学などについて検討し、子どもの教育を受ける権利が

保障されるよう、十分に留意されたい。

（３）市町村の体制強化について

ア 地域協議会の機能強化について

平成２０年度に全国の市町村が対応した児童虐待に関する相談対応

件数は約５万３千件であり、児童相談所における相談対応件数と同様

に増加している。一方、相談体制をみると市町村間の格差が大きく、

市町村相談窓口や地域協議会調整機関における専門職員の確保など、

その体制強化等が課題となっている。

また、児童虐待による死亡事例をみると、（１）で記述した例にもあ

るように、市町村等が関与していたにもかからず、適切なリスク判断

や児童相談所との適切な連携ができずに児童が死亡に至った事例も存

在する。こうした状況からも、各地域の児童虐待防止対策の要となる

地域協議会の機能強化を図ることが重要である。

そのため、平成２２年度予算（案）においては、「子どもを守る地域

ネットワーク機能強化事業」（次世代育成支援対策交付金）により、引

き続き、調整機関職員等の研修などの専門性強化を図るための取組等

を支援することに加え、新たに、インターネット会議システム等の導

入によるケース検討会議の開催、ケース記録や進行管理台帳等の電子

化などによる関係機関の連携強化を図るための取組を支援することと

している。この新たな取組により、日ごろからの関係機関同士の協力

関係を維持し易くなるとともに、緊急時における対応協議や情報収集
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を迅速に行うことや、各機関が保有する断片的な情報をリアルタイム

で共有することにより、早い段階で深刻な状態を判断し易くなること

などが期待されるので、これらも活用しながら地域協議会の更なる機

能強化に努めていただきたい。

また、「子ども・子育てビジョン」において、「子どもを守る地域ネ

ットワーク（要保護児童対策地域協議会）の調整機関に専門職員を配

置している市町村の割合」を、平成２６年度までに「８０％（市はす

べて配置）」とすることを数値目標として掲げたところである。これは、

調整機関に一人以上の専門職員を配置している市町村の割合を意味し

ているものであるが、前述の「子どもを守る地域ネットワーク機能強

化事業」を積極的に活用いただく等により、調整機関職員の専門性強

化に努めていただくことについて重ねてお願いする。なお、ここでい

う「専門職員」とは、児童福祉法施行規則第２５条の２８第２項に掲

げる者を指すものである。

なお、平成２１年４月現在、地域協議会（虐待防止ネットワークを

含む。）の設置率は、９７．６％とほとんどの市町村において設置が進

んでいるところであるが、未設置の市町村についても、今後、地域協

議会を設置（虐待防止ネットワークからの移行を含む。）していただき

たいので、都道府県におかれても、管内市町村への積極的な働きかけ

をお願いしたい。

イ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）及び養育支援訪

問事業の推進について

平成２１年７月現在、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん

事業）については、１，５１２（８４．１％）の市町村で、また、養

育支援訪問事業については、９９６（５５．４％）の市町村で実施さ

れているところである（いずれも雇用均等・児童家庭局総務課調べ）。

これらの事業は、平成２１年４月１日より、児童福祉法に位置付け

られるとともに、事業の実施について市町村に努力義務が課せられた

ところである。これらは、乳児家庭全戸訪問事業等により、要支援家

庭が早期に把握され、継続支援としての養育支援訪問事業等につなぎ、

家庭の養育力の向上を図り、ひいては児童虐待等を予防することにつ

ながる重要な事業であることから、全市町村における両事業の実施を

図っていきたいと考えており、厚生労働省としては、平成２１年３月

に策定した、両事業にかかる市町村向けガイドラインの普及などによ

り、全市町村での両事業の実施を促進するとともに、「子どもを守る地

域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」（以下、「地域協議会」
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という。）と両事業との密接な連携が図られ、市町村における虐待防止

の仕組みが構築されるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えてい

る。また、「子ども・子育てビジョン」においても、平成２６年度まで

に、乳児家庭全戸訪問事業については「全市町村」での実施を、養育

支援訪問事業については「全市町村での実施を目指す」との数値目標

を掲げたところであるので、都道府県におかれても、管内市町村への

積極的な働きかけをお願いする。（関連資料３）

（４）児童家庭相談に携わる職員の研修について

児童家庭相談に携わる職員を対象とした研修については、今日の現場

状況にあった効果的な研修内容となるよう、国が実施する研修と都道府

県が実施すべき研修を整理するとともに研修の体系化を図り、平成20年

度から、国としては、①児童相談所内の指導的立場にある者を対象とし

た研修、②都道府県が市町村の調整機関職員等を対象に実施する「児童

福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」等の研修指導者の養成研修、

③児童虐待対応における更なる専門性向上のための特別な研修等を実施

しているところである。

また、児童福祉法において、児童相談に係る市町村職員の研修が都道

府県の業務とされていることから、各都道府県における児童家庭相談に

携わる職員の研修体制がなお一層充実されるよう、市町村職員も対象と

している「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」（児童虐待

・ＤＶ対策等総合支援事業（統合補助金））を実施するなどにより、市町

村の専門性向上について配意を願いたい。

あわせて国の実施する研修について、管内市町村にも周知を図った上

で、積極的な受講派遣をお願いする。（関連資料４）

（５）児童虐待防止に向けた啓発活動について

平成22年度においても、関係機関、団体等と連携しながら「児童虐待

防止推進月間」を実施し、月間標語の公募、広報啓発ポスター・チラシ

の作成・配布、政府広報を活用した各種媒体（テレビ、新聞等）による

啓発等を行うほか、全国フォーラムを11月23日（祝・火）に広島市にお

いて開催する予定である。

また、地方自治体が実施する、児童虐待防止推進月間、オレンジリボ

ン・キャンペーンの取組については、「児童環境づくり基盤整備事業」（児

童育成事業推進等対策事業）の優先採択としており、現在、22年度の協

議を受け付けているので、積極的に協議を行われたい。
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（６）児童虐待防止のための親権制度の見直しについて

平成１９年の改正児童虐待防止法附則において、「施行（平成２０年４

月）後３年以内に、親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その

結果に基づいて必要な措置を講ずる」ものとされていることを受け、平

成２１年６月より、法務省が主となり、学者、弁護士、法務省、厚生労

働省、最高裁判所事務総局等で構成される「児童虐待防止のための親権

制度研究会」において、親権制度の見直しにかかる問題点や課題等を検

討してきたところであり、本年１月に報告書がとりまとめられたところ

である。これを受け、法務省においては、本年２月５日に、児童虐待防

止のための親権に係る制度の見直しについて法制審議会への諮問を行

い、今後、部会を設けて検討することとされた。また、厚生労働省にお

いては、法務省の動きと合わせて、児童福祉法等の改正が必要な事項に

ついて検討を行うため、２月１７日に開催された社会保障審議会児童部

会において「児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会」

を設置し、今後、概ね１年をかけて本専門委員会において検討を進める

こととしている。（関連資料５）

－39－



３．児童福祉施設等の整備及び運営等について

（１）児童福祉施設等の整備について

①次世代育成支援対策施設整備交付金について

平成２２年度予算（案）においては、児童養護施設等の整備や小規

模化等の環境改善を推進するため、約５０億円計上したところである。

また、児童入所施設の小規模グループケア加算を創設するとともに、

児童相談所一時保護所における親子生活訓練室整備加算を対象とする

ほか、児童相談所一時保護所の本体整備の基礎点数を拡充する。交付

基礎点数については、資材費及び労務費の動向を踏まえ１．８％引き

上げる。

②安心こども基金について

平成２０年度第２次補正予算及び平成２１年度第１次補正予算にお

いて予算化された安心こども基金において、平成２２年度まで、民間

保育所及び地域子育て支援のための拠点施設の整備を実施することと

しており、さらに先般成立した平成２１年度第２次補正予算において

は、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館等）を活用した、

小規模な認可保育所の分園等の設置促進を図ることとしている。

③社会福祉施設整備業務の再点検について

不祥事案の防止の観点から、国庫補助金や交付金協議の対象施設の

選定手続の見直し、社会福祉法人の認可や運営に関する業務の適正化

等を図るため、平成13年7月23日付で「社会福祉法人の認可等の適正

化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底につ

いて」を発出しているところである。

各都道府県市におかれては、本通知を踏まえ、施設整備業務の再点

検を行うとともに、社会福祉法人等に対し指導の徹底を図られたい。

《参考》

・「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月１日障第890号、社

援第2618号、老発第794号、児発第908号）

・「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉

施設に対する指導監督の徹底について」（平成13年7月23日雇児発第

488号、社援発第1275号、老発第274号）など
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④木材利用の推進について

児童福祉施設等における木材利用の推進にあたっては、「社会福祉

施設等における木材利用の推進について」（平成9年3月6日付大臣官

房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭

局長連名通知）により、木材利用の積極的な活用についてお願いして

きたところであるが、木材を利用した施設の居住環境がもたらす心理

的・情緒的な効果は極めて効果的であることから、施設構造としては

もちろんのこと、内装や家具などの備品についても積極的な活用が図

られるよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対し周知をお願いした

い。

なお、保育所の木材の活用に関しては、「保育所木材利用状況調査

研究事業報告書（木のぬくもりを保育所に）」及び「大型遊具編」が

作成されており、保育所で木材利用を計画する際の参考資料とされる

よう周知をお願いしたい。（参考：「木のぬくもりを保育所に」（http

://www.zenhokyo.gr.jp/nukumori/nukumori.htm)）

⑤地球温暖化対策に配慮した施設整備について

地球規模の温暖化対策（とりわけ低炭素社会づくり）は重要な課題

であり、児童福祉施設等においても積極的に取り組んでいくことが必

要である。

このため、児童福祉施設等の施設整備にあたっては、太陽光発電設

備や照明設備の省エネ機器の導入等地球温暖化対策に資する種々の対

策について積極的に取り組むよう、管内市町村及び社会福祉法人等に

対し周知をお願いしたい。

⑥財産処分の承認基準の見直し

国庫補助を受けて整備された児童福祉施設等に係る財産処分につい

ては、平成20年4月17日付雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般会

計補助金等に係る財産処分について」を発出したところである。これ

により、財産処分承認基準の明確化や手続きの簡素化（包括承認制度

の導入）を図ったところであり、これらの取り扱いについて、管内市

町村及び社会福祉法人等へ周知をお願いしたい。

（参考）厚生労働省ホームページ（財産処分承認基準関係）

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/04/tp0421-1.html
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（２）児童福祉施設等の運営について

①児童福祉施設の運営等について

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情解

決の仕組みを整備し、第三者評価事業を積極的に活用するなど、自

ら提供するサービスの質、職員育成及び経営の効率化など継続的な

改善に努めるとともに、地域福祉サービスの拠点としてその公共性、

公益性を発揮することが求められている。

このため、本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開

放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよ

う、適切な指導をお願いしたい。

また、積極的に利用者・家族等とのコミュニケーションを図るこ

とや、苦情解決への取り組みを実施することによって、多くの事故

を未然に回避し、万が一事故が起きてしまった場合でも適切な対応

が可能となるよう危機管理（リスクマネジメント）の取り組みを推

進することが重要であり、引き続き指導の徹底をお願いしたい。

イ 児童福祉施設等の運営費の運用については、従来から適正な指導

をお願いしているところであるが、運営費の不正使用などの不祥事

により社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことのないよう、

指導監査の結果を踏まえた運営の指導にあたる等、施設所管課と指

導監査担当課等との連携を十分に図り、適正な施設運営について引

き続き指導をお願いしたい。

ウ 保育所への入所については、市町村や保育所の提供する情報に基

づき、保護者等が希望する保育所を選択して申し込みを行うことと

されているので、適正な情報の提供に配慮した指導をお願いしたい。

特に、市町村における入所児童の選考に当たっては、児童の家庭

の状況、地域の実情等を十分に踏まえて、市町村が定める客観的な

選考方法等に基づき公正に行われるよう指導をお願いしたい。

情報提供の実施状況あるいは広域入所の取組はもとより、待機児

童の解消についても、要保育児童数や保育ニーズの的確な把握を行

い、保育所の実情等をも勘案し、地域の実状にあった保育行政が行

われるよう、市町村の指導についてお願いしたい。

②児童の安全確保について

ア 児童福祉施設等における児童の安全確保については、従来より種

々ご尽力頂いているところであるが、各都道府県等におかれては、

事件・事故の発生の予防や発生した場合の迅速、的確な対応が図ら

れるよう、引き続き市町村及び児童福祉施設等に対する指導をお願
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いしたい。

また、児童福祉施設等においては、日頃からの職員の協力連携体

制は勿論のこと、保護者を含む地域との協力体制を確立することが

重要であり、地域全体の協力による児童福祉施設等の安全確保に努

められたい。

《参考》

・「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」（平成13年6

月15日雇児総発第402号）

・「児童福祉施設等における児童の安全確保・安全管理の一層の徹底

について（依頼）」（平成15年12月24日雇児総発第1224001号）

・「地域における児童の安全確保について」(平成18年1月12日職高高

発第0112001号、雇児総発第0112001号、老振発第0112001号）

・「児童福祉施設等における事故の防止について」（平成18年8月3日

雇児総発第0803002号）

イ 児童福祉施設等に設置している遊具については、「児童福祉施設

等に設置している遊具の安全確保について」（平成20年8月29日雇

児総発第0829002号、障障発第0829001号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通

知）に基づき日常の点検と不備があった場合の適切かつ速やかな対

応をお願いしているところである。この通知の別添「「都市公園に

おける遊具の安全確保に関する指針(改訂版)」について」（国土交

通省都市・地域整備局公園緑地・景観課長通知）は、子どもの遊び

や遊具の安全性・事故等に関する基本的な内容を示したものである

ことから、この指針を参考に、児童福祉施設等における遊具の事故

防止対策に活用していただくようお願いしたい。

ウ 社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等が発生した旨の情報を

得た場合には、消費者安全法第12条に基づき、消費者庁あて通知い

ただくこととなっているので、遺漏なきようお願いしたい。また、

消費者庁へ通知する際は、併せて、厚生労働省にも通知いただくよ

うお願いしたい。

《参考》

・「社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等の通知について」（平

成21年9月1日事務連絡）
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③感染症の予防対策等について

児童福祉施設等における感染症予防対策については、従来より特段

の指導をお願いしているところであるが、今後も引き続き十分な対応

を図ることが必要である。

ア 今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)対策については、新型インフ

ルエンザ対策本部決定の「基本的対処方針」及びその運用指針等に

より、感染の拡大状況に応じた対策が行われているところであり、

児童福祉施設における対応についても感染予防対策やサーベイラン

ス体制への協力などについて、各種通知・事務連絡により適切な対

応をお願いしているところである。各都道府県等においては常に新

型インフルエンザに係る最新の情報を収集し管内児童福祉施設等に

おける感染予防対策に係る指導及び周知を図られるようお願いす

る。

（参考）

○ 新型インフルエンザ対策関連情報

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04

/index.html

○ 新型インフルエンザ対策関連情報（自治体の方々へ）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04

/info_local.html

○ 国立感染症研究所感染症情報センター

http://idsc.nih.go.jp/index-j.html

○ 保育所における感染症対策ガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/za/0831/d01/d01.pdf

〇 「赤ちゃん・子どもの感染症予防ガイドブック」（平成１６年

度独立行政法人福祉医療機構[子育て支援基金]助成事業によ

り財団法人母子衛生研究会が作成）

イ 社会福祉施設等は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活して

いることを十分認識の上、ノロウイルスやインフルエンザ、レジオ

ネラ症等の感染症に対する適切な予防対策を講じることが極めて重

要であることから、下記の通知を参考に衛生主管部局、指導監査担

当課及び市町村とも連携しつつ、管内社会福祉施設等に対し適切な

予防対策を図るよう指導の徹底をお願いする。
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《参照通知等》

・「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる

感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」

（平成１９年１２月２６日雇児総発第1226001号、社援基発第12

26001号、障企発第1226001号、老計発第1226001号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、

社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通

知）

・「社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる

感染性胃腸炎の発生・まん延対策について」（平成１９年９月

２０日雇児総発第0920001号、社援基発第0920001号、障企発第

0920001号、老計発第0920001号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保

健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知）

・「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/04020

4-1.html

・「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」

（平成１７年２月２２日健康局長、医薬食品局長、雇用均等・

児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）

・「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底につい

て」（平成１５年７月２５日社援基発第725001号）別添「レジ

オネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」

・「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」（平成２

０年７月７日雇児総発第0707001号、社援基発第0707001号、障

企発第0707001号、老計発第0707001号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局

障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知）

・「児童福祉施設等における「学校における麻しん対策ガイドラ

イン」の活用について」（平成２０年６月１７日雇児総発第06

17001号、障障発第0617001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長）

また社会福祉施設等に対し、ウィルス肝炎等の感染症患者・感

染者に対する利用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部

局と連携し正しい知識の普及啓発を行い、利用者等に対する人権

上の配慮が適切に行われるよう指導されたい。
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④入所児童等からの苦情への対応について

児童福祉施設最低基準においては、その行った処遇に関する入所し

ている児童及びその保護者等からの苦情に迅速かつ適正に対応するた

めに、苦情を受け付けるための窓口の設置及び当該施設の職員以外の

第三者の関与等の必要な措置を講じなければならないとされており、

今後ともその適正な実施について指導をお願いしたい。

⑤児童福祉施設に係る第三者評価の推進について

福祉サービスの第三者評価事業の更なる普及・定着を図るため、平

成16年5月に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」

（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を

発出し、さらに、平成17年5月に「施設種別の「福祉サービス第三者

評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイド

ライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について」

（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を

発出したところであり、都道府県においては、関係部局と連携して、

一層の事業推進をお願いしたい。

⑥被措置児童等虐待の防止について

児童虐待の防止等に関する法律に規定されていない施設職員等によ

る虐待に対応して、社会的養護に関する質を確保し、子どもの権利擁

護を図るという観点から、改正児童福祉法に被措置児童等虐待に関す

る事項が規定され、さらに「被措置児童等虐待対応ガイドラインにつ

いて」を通知したところである。子どもの福祉を守るという観点から、

被措置児童等の権利が侵害されている場合や生命や健康、生活が損な

われるような事態が予測される場合等には、被措置児童等を保護し、

適切な養育環境の確保をお願いしたい。また、不適切な事業運営や施

設運営が行われている場合には、事業者や施設を監督する立場から、

児童福祉法に基づき適切な対応をお願いしたい。

さらに、被措置児童等虐待の防止について、関係機関との連携体制

の整備や周知を図られるようお願いしたい。

《参考》

・「被措置児童等虐待対応ガイドラインについて」（平成21年3月31日

雇児福発第0331002号、障障発第0331009号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局家庭福祉課長、社会援護局障害保健福祉部障害福祉課長連

名通知）
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⑦社会福祉法人の会計処理基準の一元化について

法人の会計処理については、平成１２年度以降、「社会福祉法人会

計基準」のほか、「老人福祉施設指導指針」や「老健準則」等、様々

な会計ルールが併存しており、事務処理が煩雑、計算処理結果が異な

る等の問題が指摘されている。

また、社会経済状況の変化に対応した一層の効率的な法人経営とと

もに、公的資金や寄附金等を受け入れていることから経営実態をより

正確に反映して国民や寄附者に示せるよう、事業の効率性に関する情

報や事業活動状況の透明化が求められている。こうしたことから、平

成２０年度より、日本公認会計士協会の協力のもと、法人の会計基準

一元化に向けての検討を行っているところである。

社会福祉法人会計基準の見直しに当たっては、都道府県・指定都市

・中核市及び福祉関係団体等からの意見等を踏まえつつ進めていくこ

ととしている。

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から昨年末に送付した素案に関

し、都道府県・指定都市・中核市からは３５０件を超える意見が寄せ

られたところであり、これらの意見や福祉関係団体からの意見を参考

に中身を精査し、パブリックコメント等所要の手続きを経て関係通知

を発出してまいりたい。

なお、社会福祉法人の新会計基準（素案）の概要については、３月

２日に開催される社会・援護局関係主管課長会議の資料を参照された

い。

(３）社会福祉施設等の防災対策について

①社会福祉施設等の防災対策への取組

社会福祉施設等は、自力避難が困難な者が多数入所する施設である

ことから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努め

るよう、管内社会福祉施設等に指導をお願いするとともに、指導監査

等にあたっては、特に重点的な指導をお願いしたい。

ア 火災発生の未然防止

イ 火災発生時の早期通報・連絡

ウ 初期消火対策

エ 夜間防火管理体制

オ 避難対策

カ 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

キ 各種の補償保険制度の活用

とりわけ、消防法施行令の一部を改正する政令（平成19年政令第17

9号）が平成21年4月に施行され、乳児院について、スプリンクラー設
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備については延べ面積２７５㎡以上に、自動火災報知設備及び消防機

関へ通報する火災報知設備については規模に関わらずに設置が義務づ

けられていることから（既存施設については、平成24年3月までの経

過措置あり。）、次世代育成支援対策施設整備交付金及び社会福祉施

設等耐震化等臨時特例基金を積極的に活用して、整備を進められたい。

（なお、乳児院以外の児童入所施設についても、２７５㎡以上であれ

ばスプリンクラー設備整備事業が次世代育成支援対策施設整備交付金

の対象となっているのでご活用いただきたい。）

また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがある

として指定されている地域等に所在している社会福祉施設等において

は、

ア 施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設へ

の周知

イ 施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立

ウ 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難並びに避難後の円滑な

援護

エ 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施

設の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、

避難後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等

社会福祉施設等の防災対策に万全を期していただくようお願いしたい。

《参考》

・「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」（昭和62年9

月18日社施第107号）

・「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」（平成10年

8月31日社施第2153号）

・「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」（平成11

年1月29日社援第212号）

・「認知症高齢者グループホーム等における防火安全体制の徹底等に

ついて」（平成18年1月10日雇児総発第0110001号、社援基発第0110

001号、障企発第0110001号、老計発第0110001号）

②児童福祉施設等の耐震化対策の推進

ア 児童福祉施設等の耐震化については、「建築物の耐震改修の促進

に関する法律」に基づき、管内社会福祉法人等に対し必要な指導等

が行われているところであるが、平成１８年に同法が一部改正され、

都道府県市が策定する「耐震改修促進計画」により、社会福祉施設
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を含む公共建築物等については、速やかに耐震診断を実施し、その

結果等の公表に努めることが必要となっているところである。

これらを踏まえ、旧建築基準法に基づき建設された施設の耐震診

断及び耐震化を優先的に実施するとともに、新耐震基準で建築され

た施設についても必要に応じて耐震診断を実施するなど、その安全

性を確認するために必要な対応を行うよう、管内市町村、社会福祉

法人等に対して指導をお願いしたい。

平成２１年に実施した児童福祉施設等の耐震化に関する状況調査

をみると、児童福祉施設等の耐震診断実施率は４２．６％（前年３

６．１）％、耐震化率は６４．８％（前年６１．４％）に留まって

いることから、各都道府県市においては、この取組状況を踏まえ、

管内の市町村に対し、情報提供を行い、児童福祉施設等へ入所・利

用する児童等の安全確保の観点から、耐震診断の未実施施設につい

ては、早急に診断を実施するとともに、要改修と診断された施設は、

耐震化のための整備を適切に行うよう、管内市町村、社会福祉法人

等に対して指導をお願いしたい。（関連資料６）

なお、これらの事業の実施にあたっては、「社会福祉施設等に関

する耐震診断及び耐震改修の実施について（通知）」（平成18年2月

15日社援基発第0215001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画

課長、老健局計画課長連名通知）で通知しているところであるが、

各都道府県市の建築指導担当部局と連携の上、耐震診断については

国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」、耐震化整備

等については社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（保育所等につ

いては安心こども基金）の積極的な活用をお願いしたい。

イ 社会福祉施設等の老朽化に伴う改築整備については、老朽化が著

しく災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上、万

全を期し難い社会福祉施設については、国庫補助や交付金の交付に

当たって優先的に採択してきたところである。

また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等におい

て指定された地すべり防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉

施設についても、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当

該区域外への移転整備を促進するため、国庫補助や交付金の交付に

当たって優先的に採択してきたところである。

これらの取り扱いについては、その事業の重要性に鑑み、平成２

２年度においても引き続き継続することとしているので、各都道府

県市におかれては、これらの施設について、速やかに対応願いたい。
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③被災施設の早期復旧

社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設

等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成１７年３月２４

日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)

に基づき、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期現状

回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。

なお、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、「社会

福祉施設等災害復旧費国庫負担(補助)金」により国庫負担(補助)して

きたところであるが、早期復旧の観点、社会福祉施設の地域の重要な

防災拠点としての役割及び災害救助法に基づく「福祉避難所」として

の位置付けを有していることから、平成１７年度より交付金化された

高齢者関連施設や児童関連施設及び平成１８年度から一般財源化され

た公立保育所等についても、引き続き「社会福祉施設等災害復旧費国

庫補助金」の対象となっているので了知願いたい。

④大規模災害への対応

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの

防災対策では十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な

連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局

においても積極的に参画をお願いしたい。

なお、社会福祉施設等は地域の防災拠点として、また、災害救助法

に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も

震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に

行っていただくようお願いしたい。

（４）社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

① 吹付けアスベスト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベスト使用実態については、「社会福

祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の結果の

公表及び今後の対応について（通知）」（平成２０年９月１１日雇児

発第0911001号、社援発第0911001号、障発第0911001号、老発第09110

01号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援

護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）に基づき、使用実態調査

の結果を公表し、未回答、分析依頼中及び未措置状態にある施設等へ

の対応、アスベストに係る施設の安全管理等、関係部局との連携など

について、適切な対応をお願いしているところである。

また、平成２１年１０月９日「社会福祉施設等における吹付けアス

ベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査結果」を公表
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したところであるが、依然として、未措置状態にある施設、未回答施

設、分析依頼中の施設が散見されており、引き続き法令等に基づき適

切な措置を講ずるよう指導等をお願いしたい。

また、これら施設の「追加フォローアップ調査」については、平成

２２年３月５日（金）までに提出をお願いしているのでご協力をお願

いしたい。

石綿等のばく露のおそれがない又は封じ込め、囲い込み等の措置を

図った施設であっても、風化･損傷等によりばく露する危険性もある

ことから経過観測に努めるとともに、石綿等の分析調査を行った場合

は、図面、調査結果を適切に保管し、撤去工事等を実施する際に活用

できるよう施設に対して周知いただくようお願いしたい。

《参考》

・「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調

査のフォローアップ調査結果の公表等について」（平成21年10月9

日雇児発1009第3号、社援発1009第5号、障発1009第2号、老発1009

第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会

・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）

② 吹付けアスベスト等の除去等について

児童養護施設等の吹付けアスベスト等の除去等に要する費用につい

ては、次世代育成支援対策施設整備交付金の交付対象となっており、

また、民間保育所等については安心こども基金の交付対象とすること

としていることから、これらの制度等を積極的に活用し、この早期処

理に努めるよう指導をお願いする。

４．児童福祉行政に対する指導監督の徹底について

（１）児童福祉施設等に対する指導監査の実施について

児童福祉施設等に対する指導監査の実施については、児童福祉行政の

適正かつ円滑なる実施の確保を図るため、平成12年4月25日児発第471号

厚生省児童家庭局長通知「児童福祉行政指導監査の実施について」の別

紙「児童福祉行政指導監査実施要綱」を参考の上、引き続き適切な指導

監査の実施を図られるようお願いしたい。

児童福祉施設等の指導監査の実施については、児童福祉法施行令に基

づき年１回以上の指導監査となっており、この際には、施設運営全般に
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わたる指導をお願いしたい。

特に、児童養護施設等入所児童等の処遇については、児童等の最善の

利益を確保するために、苦情解決のためのしくみが設けられているか、

体罰等懲戒権が濫用されていないか、児童相談所など関係機関との連携

を図りながら児童相談所の処遇指針に対応した児童自立支援計画が適正

に策定されているか等、人権に配慮した適切な施設運営が行われている

かという観点から、被措置児童等虐待防止にも配慮した指導監査を行う

ようお願いしたい。

また、児童の自立支援計画の策定・実践等を通じて進学・就労等の選

択に際し、児童の意向等に十分配慮し、児童の自立への支援の状況等に

ついても留意して、指導監督を行うよう配慮をお願いしたい。

（２）措置費等の施設運営費の適正化について

児童入所施設措置費及び保育所運営費等関係事務の適正な執行を確保

する観点から、これらの事務を行う関係機関における負担金等の支弁及

び徴収等経理事務に対する指導について配慮をお願いしたい。

特に昨年会計検査院より指摘された次の点については留意願いたい。

・保育所入所に係る徴収金の世帯階層区分の認定については、国基準

の徴収金基準額表を各年度ごとに正しく適用されることはもとよ

り、適正な事務が確保されるよう税務関係機関との連携強化を図り、

保護者から必要な書類を求める等課税状況の的確な把握に関しての

指導をお願いしたい。

・児童入所施設措置費及び保育所運営費の入所児童（者）処遇特別加

算費の算定にあたっては、民間施設給与等改善費の加算率の算定対

象とすべき職員（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務）は加算対

象とはならないので、交付要綱等に即した支弁事務が行われるよう

指導をお願いしたい。

（３）都道府県等が実施する指導監査の結果報告について

各都道府県等が実施する児童福祉施設等の指導監査の結果について

は、児童福祉施設等の適正な運営を確保するため、指導監査における指

摘事項の傾向等を全国に情報提供し、今後の指導に活用していただくこ

とを目的に、当局総務課調整係へ提出していただいたところである。現

在、その報告内容等について取りまとめているところであり、取りまと

まり次第別途通知する予定である。なお、当該監査報告書等の提出につ

いては、今後とも格段のご協力をお願いしたい。
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児
童
相
談
所
の
児
童
福
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司

配
置
状
況

○
児
童

福
祉
司
の
担
当
区
域

→
児
童
福
祉
司
の
担
当
区
域
は
、
法
に
よ
る
保
護
を
要
す
る
児
童

の
数
、
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情

等
を
考
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し
、
人
口
お
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ね
５
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万
ま

で
を
標
準
と
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る
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（
児
童
福
祉
法
施
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令
第
２
条
）

○
地
方
交
付
税
措
置

→
地
方
交
付
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算
定
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け
る
標
準
団
体
（
人
口
１
７
０
万
人
）
当

た
り
の
児
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福
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司
数

【
平
成
２
１
年
度
】

３
０
名
（
５
．
７
万
人
に
１
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配
置
）

児
童
福
祉
司
の
配
置

に
つ
い
て

都
道
府
県
別
児
童
福

祉
司
１
人
当
た
り
担
当

人
口

（
平
成

2１
年

4月
1日

現
在
）

（
万
人

）

5.
8 3.

36.
6 3.

36.
06.

1
6.

26.
6 5.

5 4.
75.

26.
37.

3 4.
9 4.

66.
5 4.

26.
36.

3 5.
96.

0
5.

9 4.
85.

7 4.
6 3.

74.
05.

35.
9 5.

2 3.
44.

65.
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2 5.
1

5.
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15.
6 3.
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55.
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44.
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0 3.
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５
．
３
万

人
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佐
賀

県
20

10
0.
0%

12
60

.0
%

福
井

県
16

94
.1
%

5
29

.4
%

長
崎

県
22

95
.7
%

17
73

.9
%

山
梨

県
23

82
.1
%

20
71

.4
%

熊
本

県
37

78
.7
%

18
38

.3
%

山
梨

県
熊

本
県

長
野

県
73

91
.3
%

44
55

.0
%

大
分

県
16

88
.9
%

10
55

.6
%

岐
阜

県
36

85
.7
%

16
38

.1
%

宮
崎

県
16

57
.1
%

5
17

.9
%

静
岡

県
33

89
.2
%

20
54

.1
%

鹿
児

島
県

28
62

.2
%

12
26

.7
%

愛
知

県
57

93
.4
%

36
59

.0
%

沖
縄

県
40

97
.6
%

18
43

.9
%

三
重

県
24

82
.8
%

15
51

.7
%

全
国

計
1,
51

2
84

.1
%

99
6

55
.4
%

平
成

20
年

度
1,
24

7
72

.2
%

79
9

45
.3
%

　
※

　
平
成

２
０
年
度

に
つ
い
て
は

「生
後
４
か

月
ま
で
の

全
戸
訪

問
事

業
」及

び
「育

児
支
援

家
庭

訪
問

事
業
」の

実
施
状

況
（平

成
２
０
年

度
次
世

代
育

成
支

援
対
策

交
付

金
交

付
決
定

ベ
ー

ス
）

　
※

　
雇
用

均
等

・児
童

家
庭

局
総

務
課

調
（平

成
２
１
年
７
月
１
日

現
在

）
　
※

　
各
都

道
府

県
に
は

政
令

指
定

都
市

・中
核

市
を
含
む
。
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研　修　名 対 象 者 区 分 日　程 実　施　機　関 開 催 地

児童相談所長研修（前期） 新任児童相談所長
４月21日～23日

（３日間）
子どもの虹

情報研修センター
横浜市

児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療
機関等医師専門研修

児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等で児童
虐待に携わる医師

５月12日～13日
（２日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所医師専門研修 児童相談所に勤務する医師
５月13日～14日

（２日間）
子どもの虹

情報研修センター
横浜市

地域虐待対応研修指導者養成研修

児童相談所、要保護児童対策地域協議会の調整機関の職員
及びこれらの機関を所管する本庁の職員で、都道府県・政
令市から研修講師、企画立案担当予定者として受講の推薦
を受けた者

６月８日～11日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所児童福祉司指導者基礎研修

児童相談所で児童福祉司や相談担当職員等の部下職員を指
導する立場に就いた課長・係長もしくはこれらに準ずる職
にあたる職員で、児童相談所経験が５年に満たない者（児
童相談所長、児童福祉司SV研修、児童心理司SV研修の受
講資格を満たす者は除く）

６月29日～７月２日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童虐待防止研修  

保健所及び市町村等において母子保健業務、精神保健福祉
業務等に従事している中堅保健師、助産師（実務経験５年
以上）の方。児童相談所に勤務する保健師等（虐待事例へ
の支援経験を有することが望ましい。）。

７月５日～９日（５日間） 国立保健医療科学院 埼玉県和光市

地域虐待対応合同アドバンス研修（福井県）
要保護児童対策地域協議会の調整機関職員及び児童相談所
の市町村支援担当者等で、より高度なステップアップ研修
を必要としている者

７月13日～14日
（２日間）

子どもの虹
情報研修センター

福井県

地域虐待対応合同アドバンス研修（愛媛県）
要保護児童対策地域協議会の調整機関職員及び児童相談所
の市町村支援担当者等で、より高度なステップアップ研修
を必要としている者

７月21日～22日
（２日間）

子どもの虹
情報研修センター

愛媛県

児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修
児童相談所経験通算５年を満たした児童相談所児童心理司
スーパーバイザー

８月３日～６日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

情緒障害児短期治療施設職員指導者研修
情緒障害児短期治療施設で基幹的職員など指導的立場にあ
る主任指導員、主任心理士、主任保育士等

９月７日～９日
（３日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修
児童相談所経験通算５年を満たした児童相談所児童福祉司
スーパーバイザー

９月14日～17日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所長研修（後期） 同研修（前期）に参加した児童相談所長
10月６日～８日

（３日間）
子どもの虹

情報研修センター
横浜市

児童養護施設職員指導者研修
児童養護施設で基幹的職員など指導的立場にある主任指導
員・主任保育士・家庭支援専門相談員・個別対応職員等

10月26日～29日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

公開講座 子ども虐待防止等に関心のある方 11月9日
子どもの虹

情報研修センター
未定

治療機関・施設専門研修
児童相談所・情緒障害児短期治療施設・小児精神科医療施
設等で子どもや家族の治療に携わる職員

11月９日～12日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同
研修

中堅児童福祉司・中堅児童心理司
（児童相談所経験3年以上5年以下） 11月１７日～１９日（３日間） 国立保健医療科学院 埼玉県和光市

児童福祉施設指導者合同研修

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の児童福祉施
設で基幹的職員など指導的立場にある主任指導員、主任保
育士、家庭支援専門相談員、個別対応職員等のうち、施設
経験５年を満たした者

12月１日～３日
（３日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童福祉施設心理担当職員合同研修
児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短
期治療施設、母子生活支援施設等に勤務する心理担当職員

12月15日～17日
（３日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同
研修

児童相談所の中堅クラスの児童福祉司又は児童心理司で、
児童相談所経験３年を満たした者

１月11日～14日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

乳児院職員指導者研修
乳児院で基幹的職員など指導的立場にある主任保育士・家
庭支援専門相談員等

１月25日～28日
（４日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

地域虐待対応合同アドバンス研修（栃木県）
要保護児童対策地域協議会の調整機関職員及び児童相談所
の市町村支援担当者等で、より高度なステップアップ研修
を必要としている者

２月２日～３日
（２日間）

子どもの虹
情報研修センター

栃木県

児童相談所・児童福祉施設職員合同研修 児童相談所・児童福祉施設経験３年を満たした者
２月16日～18日

（３日間）
子どもの虹

情報研修センター
横浜市

テーマ別研修「子ども虐待防止と周産期の支
援」

この問題に関わる専門職で、各所属機関等で指導的立場に
ある者

３月２日～４日
（３日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

テーマ別研修「ＤＶと子ども虐待」
この問題に関わる専門職で、各所属機関等で指導的立場に
ある者

３月９日～11日
（３日間）

子どもの虹
情報研修センター

横浜市

里親対応関係機関職員研修 児童相談所等里親対応担当職員等 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

児童相談所一時保護所指導者研修
※研修名の変更があり得る

一時保護所において指導的立場にある者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

思春期問題対応関係機関職員研修
※研修名の変更があり得る

思春期問題対応関係機関職員 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

全国研修指導者養成研修（子どもの権利擁護
と日々の養育）※テーマの変更があり得る

都道府県知事が推薦する者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

全国研修指導者養成研修（子どもの発達とア
セスメント）※テーマの変更があり得る

都道府県知事が推薦する者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

全国研修指導者養成研修（家族支援とソー
シャルワーク）※テーマの変更があり得る

都道府県知事が推薦する者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

全国研修指導者養成研修（チームアプローチ
とスーパーバイズ）※テーマの変更があり得る

都道府県知事が推薦する者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

全国研修指導者養成研修（子どもの精神的・
行動的な問題の理解とその対応）※テーマの変更
があり得る

都道府県知事が推薦する者 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

新任施設長研修 H21.4月以降に着任した施設長 日程調整中 国立武蔵野学院
（後期のみ国立きぬ川学院会場）

さいたま市
栃木県さくら市

新任職員研修（短期コース）
児童自立支援専門員・児童生活支援員職経験が３年未満で
ある者 日程調整中 国立武蔵野学院

（国立きぬ川学院会場）
栃木県さくら市

新任職員研修（実習コース）
児童自立支援専門員・児童生活支援員職経験が３年未満で
ある者 日程調整中 国立武蔵野学院

（国立きぬ川学院会場）
栃木県さくら市

スーパーバイザー研修 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ又は指導的立場にある者（※） 日程調整中 国立武蔵野学院
（国立きぬ川学院会場）

栃木県さくら市

中堅職員研修
児童自立支援専門員・児童生活支援員職経験が５年以上で
ある者（※） 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

児童自立支援専門員・児童生活支援員研修
児童自立支援専門員・児童生活支援員職経験が５年未満で
ある者（※） 日程調整中 国立武蔵野学院 さいたま市

学科指導関係職員研修
※研修名の変更があり得る

児童自立支援施設で学科指導に関わっている教員・職員等 日程調整中 国立武蔵野学院
（国立きぬ川学院会場）

栃木県さくら市

児童福祉司任用資格認定講習会

都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市の職員及び児
童福祉法第10条第1項に規定する業務に携わる市町村の職
員及び同法第２５条の２に規定する要保護児童対策地域協
議会の構成員であって、学校教育法第５２条による４年制
大学を卒業した者又は平成２１年３月に卒業見込みの者

４月１日から１年間通信教育及び
スクーリング10月5日～9日（5日

間）

全国社会福祉協議会
中央福祉学院

神奈川県
三浦郡葉山町

（※）武蔵野学院の研修は現段階の予定である。

平成２２年度  児童家庭相談に携わる職員等を対象とした研修等一覧

（※）児童福祉領域の経験を含める等、所属長の推薦がある場合にはこれに限らない。
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【
研
究

会
報

告
書

の
と
り
ま
と
め
】

○
法
務
省
が
主
と
な

て
進
め
て
き
た
「
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
親
権
制
度
研
究
会
」
（
学
者

弁
護
士

法
務
省

厚
生
労
働

児
童

虐
待

防
止

の
た
め
の

親
権

制
度

の
見

直
し
に
つ
い
て

○
法
務
省
が
主
と
な
っ
て
進
め
て
き
た
「
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
親
権
制
度
研
究
会
」
（
学
者

、
弁
護
士

、
法
務
省

、
厚
生
労
働

省
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
等
で
構
成
）
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
を
図
り
、
児
童
の
権
利
利
益
を
擁
護
す
る
観
点
か
ら

親
権
に
係
る
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
議
論
・
検
討
が
行
わ
れ
、
１
月
２
２
日
に
報
告
書
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

○
報
告
書
に
は
、
次
の
事
項
の
論
点
整
理
等
が
お
り
込
ま
れ
て
い
る
。

①
親
権
喪
失
制
度
の
見
直
し
、
親
権
の
一
時
的
制
限
制
度
及
び
一
部
制
限
制
度
の
創
設
等

②
施
設
入
所
等
の
措
置
又
は
一
時
保
護
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
親
権
を
部
分
的
に
制
限
す
る
制
度
の
創
設
等

③
法
人
に
よ
る
未
成
年
後
見
の
導
入

親
権
者
等
が
い
な
い
児
童
等
に
つ
い
て
の
親
権
行
使
の
在
り
方

③
法
人
に
よ
る
未
成
年
後
見
の
導
入

、
親
権
者
等
が
い
な
い
児
童
等
に
つ
い
て
の
親
権
行
使
の
在
り
方

④
接
近
禁
止
命
令
の
在
り
方

⑤
保
護
者
に
対
す
る
指
導
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
方
策

⑥
懲

戒
権
・
懲

戒
場
に
関

す
る
規
定
の

見
直

し
⑥

懲
戒

権
懲

戒
場

関
す

規
定

見
直

現
行

の
親

権
制

度
は

、
民

法
に
お
い
て
、
親

権
を
行

う
者

は
、
子

の
監

護
及

び
教

育
（
82

0条
）
、
居

所
の

指
定

（
82

1条
）
、
懲
戒
（
82

2条
）
、
職

業
の

許
可

（
82

3
条
）
、
財
産
の
管
理
（
82

4条
）
の

権
限

を
有
す
る
こ
と
。
一

方
、
親

権
喪

失
は

、
親

権
の

濫
用

又
は

著
し
く
不

行
跡

が
あ
る
場

合
と
し
て
規

定
（
83

4条
）
し
て
い
る
。

こ
の

た
め
、

こ
の

た
め
、

・
懲

戒
を
盾

に
虐

待
を
正

当
化

す
る
親

の
存

在
。

・
親

権
者

の
親

権
と
児

童
福

祉
施

設
長

等
の

監
護

権
の

優
先

関
係

が
明

確
で
な
い
た
め
親

が
介

入
。

・
親

権
を
止

め
る
に
は

親
権

の
全

て
を
喪

失
さ
せ

る
制

度
し
か

な
い
た
め
制

度
利

用
に
躊

躇
。

等
々

の
問

題
が

、
児

童
福

祉
等

の
現

場
で
生

じ
て
い
る
。

【
今

後
の

対
応

】
○

法
務
省
は
、
報
告
書
を
受
け
て
本
年
２
月
５
日
に
法
制
審
議
会
へ
諮
問
を
行
い
、
今
後
、
部
会
を
設
け
て
検
討
を
行
う
予
定
。

○
厚
生
労
働
省
で
は

法
務
省
の
動
き
と
併
せ
て

児
童
福
祉
法
等
の
改
正
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め

○
厚

生
労

働
省

で
は

、
法
務
省
の
動
き
と
併
せ
て
、
児
童
福
祉
法
等
の
改
正
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、

本
年
２
月
１
７
日
に
開
催
さ
れ
た
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
に
お
い
て
「
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
親
権
の
在
り
方
に
関
す
る

専
門
委
員
会
」
を
設
置
し
、
今
後
、
概
ね
１
年
を
か
け
て
検
討
を
行
う
予
定
。
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（資料６）

施設種別 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 保育所 22,331 10,339 11,992 53.7% 5,088 42.4% 3,721 63.0%
2 乳児院 139 79 60 43.2% 24 40.0% 15 67.6%
3 母子生活支援施設 307 134 173 56.4% 71 41.0% 40 56.7%
4 児童養護施設 1,321 690 631 47.8% 185 29.3% 121 61.4%
5 児童相談所一時保護施設 131 80 51 38.9% 32 62.7% 26 80.9%
6 第１種助産施設 449 293 156 34.7% 83 53.2% 42 74.6%
7 第２種助産施設 19 11 8 42.1% 0 0.0% 0 57.9%
8 情緒障害児短期治療施設 63 46 17 27.0% 13 76.5% 13 93.7%
9 児童自立支援施設 302 131 171 56.6% 99 57.9% 74 67.9%
10 児童家庭支援センター 52 39 13 25.0% 4 30.8% 2 78.8%
11 婦人相談所一時保護施設 49 26 18 36.7% 14 77.8% 13 79.6%
12 婦人保護施設 53 26 27 50.9% 15 55.6% 11 69.8%
13 児童厚生施設（児童遊園を除く。） 3,725 2,321 1,404 37.7% 644 45.9% 469 74.9%

合計 28,941 14,215 14,721 50.9% 6,272 42.6% 4,547 64.8%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

１．児童福祉施設等の耐震化に関する状況調査結果総括表

　P６０～P８４の資料は、２月１８日現在

の集計状況であり、今後変わりうる。

未定稿

－60－



【保育所】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 440 178 262 59.5% 31 11.8% 25 46.1%
2 青森県 193 130 63 32.6% 11 17.5% 11 73.1%
3 岩手県 118 58 60 50.8% 12 20.0% 8 55.9%
4 宮城県 153 79 74 48.4% 50 67.6% 45 81.0%
5 秋田県 108 53 55 50.9% 6 10.9% 3 51.9%
6 山形県 157 87 70 44.6% 2 2.9% 1 56.1%
7 福島県 195 105 90 46.2% 28 31.1% 16 62.1%
8 茨城県 337 192 145 43.0% 7 4.8% 4 58.2%
9 栃木県 152 76 76 50.0% 4 5.3% 4 52.6%
10 群馬県 364 206 158 43.4% 15 9.5% 11 59.6%
11 埼玉県 584 305 279 47.8% 48 17.2% 29 57.2%
12 千葉県 496 230 266 53.6% 160 60.2% 115 69.6%
13 東京都 1,766 615 1,151 65.2% 804 69.9% 585 68.0%
14 神奈川県 299 117 182 60.9% 119 65.4% 106 74.6%
15 新潟県 431 245 186 43.2% 66 35.5% 43 66.8%
16 富山県 221 110 111 50.2% 25 22.5% 17 57.5%
17 石川県 225 85 140 62.2% 30 21.4% 16 44.9%
18 福井県 233 107 126 54.1% 69 54.8% 44 64.8%
19 山梨県 250 116 134 53.6% 67 50.0% 57 69.2%
20 長野県 394 207 187 47.5% 52 27.8% 39 62.4%
21 岐阜県 454 224 230 50.7% 203 88.3% 117 75.1%
22 静岡県 309 178 131 42.4% 127 96.9% 64 78.3%
23 愛知県 913 306 607 66.5% 519 85.5% 411 78.5%
24 三重県 474 206 268 56.5% 186 69.4% 146 74.3%
25 滋賀県 259 172 87 33.6% 45 51.7% 31 78.4%
26 京都府 278 139 139 50.0% 62 44.6% 37 63.3%
27 大阪府 736 263 473 64.3% 164 34.7% 81 46.7%
28 兵庫県 543 229 314 57.8% 56 17.8% 48 51.0%
29 奈良県 226 108 118 52.2% 21 17.8% 18 55.8%
30 和歌山県 184 77 107 58 2% 53 49 5% 34 60 3%

２．都道府県・指定都市・中核市の施設種別毎の耐震化に関する状況調査結果について

未定稿

30 和歌山県 184 77 107 58.2% 53 49.5% 34 60.3%
31 鳥取県 181 86 95 52.5% 26 27.4% 23 60.2%
32 島根県 244 137 107 43.9% 10 9.3% 8 59.4%
33 岡山県 221 114 107 48.4% 11 10.3% 10 56.1%
34 広島県 326 125 201 61.7% 19 9.5% 5 39.9%
35 山口県 230 90 140 60.9% 15 10.7% 7 42.2%
36 徳島県 214 108 106 49.5% 36 34.0% 19 59.3%
37 香川県 184 74 110 59.8% 58 52.7% 33 58.2%
38 愛媛県 212 86 126 59.4% 33 26.2% 10 45.3%
39 高知県 155 69 86 55.5% 30 34.9% 15 54.2%
40 福岡県 457 215 242 53.0% 22 9.1% 15 50.3%
41 佐賀県 245 133 112 45.7% 16 14.3% 8 57.6%
42 長崎県 286 135 151 52.8% 3 2.0% 2 47.9%
43 熊本県 445 266 179 40.2% 14 7.8% 11 62.2%
44 大分県 256 114 142 55.5% 21 14.8% 16 50.8%
45 宮崎県 244 138 106 43.4% 7 6.6% 5 58.6%
46 鹿児島県 390 195 195 50.0% 33 16.9% 28 57.2%
47 沖縄県 389 225 164 42.2% 13 7.9% 8 59.9%

都道府県合計 16,171 7,513 8,658 53.5% 3,409 39.4% 2,389 61.2%

未定稿
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都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 147 115 32 21.8% 4 12.5% 3 80.3%
49 仙台市 90 63 27 30.0% 22 81.5% 21 93.3%
50 さいたま市 102 48 54 52.9% 23 42.6% 13 59.8%
51 千葉市 93 35 58 62.4% 58 100.0% 48 89.2%
52 横浜市 404 262 142 35.1% 121 85.2% 85 85.9%
53 川崎市 146 62 84 57.5% 84 100.0% 84 100.0%
54 新潟市 139 74 65 46.8% 24 36.9% 15 64.0%
55 静岡市 137 54 83 60.6% 83 100.0% 67 88.3%
56 浜松市 81 44 37 45.7% 37 100.0% 11 67.9%
57 名古屋市 351 91 260 74.1% 259 99.6% 252 97.7%
58 京都市 240 69 171 71.3% 59 34.5% 35 43.3%
59 大阪市 376 105 271 72.1% 139 51.3% 114 58.2%
60 堺市 101 54 47 46.5% 11 23.4% 5 58.4%
61 神戸市 233 113 120 51.5% 87 72.5% 59 73.8%
62 岡山市 152 90 62 40.8% 4 6.5% 3 61.2%
63 広島市 171 75 96 56.1% 4 4.2% 1 44.4%
64 北九州市 152 56 96 63.2% 2 2.1% 2 38.2%
65 福岡市 207 77 130 62.8% 40 30.8% 37 55.1%

指定都市合計 3,322 1,487 1,835 55.2% 1,061 57.8% 855 70.5%

66 函館市 38 18 20 52.6% 5 25.0% 3 55.3%
67 旭川市 61 29 32 52.5% 3 9.4% 2 50.8%
68 青森市 46 38 8 17.4% 5 62.5% 2 87.0%
69 盛岡市 31 17 14 45.2% 3 21.4% 3 64.5%
70 秋田市 30 17 13 43.3% 2 15.4% 2 63.3%
71 郡山市 25 17 8 32.0% 0 0.0% 0 68.0%
72 いわき市 61 31 30 49.2% 7 23.3% 1 52.5%
73 宇都宮市 57 34 23 40.4% 3 13.0% 2 63.2%
74 前橋市 79 42 37 46.8% 16 43.2% 16 73.4%
75 川越市 29 14 15 51.7% 0 0.0% 0 48.3%
76 船橋市 78 23 55 70.5% 15 27.3% 11 43.6%
77 柏市 39 12 27 69.2% 25 92.6% 24 92.3%
78 横須賀市 46 20 26 56.5% 10 38.5% 8 60.9%
79 相模原市 59 32 27 45.8% 26 96.3% 24 94.9%
80 富山市 77 32 45 58 4% 27 60 0% 17 63 6%

未定稿

80 富山市 77 32 45 58.4% 27 60.0% 17 63.6%
81 金沢市 112 14 98 87.5% 95 96.9% 51 58.0%
82 長野市 61 41 20 32.8% 4 20.0% 3 72.1%
83 岐阜市 39 18 21 53.8% 14 66.7% 12 76.9%
84 豊橋市 69 12 57 82.6% 57 100.0% 57 100.0%
85 岡崎市 93 24 69 74.2% 56 81.2% 56 86.0%
86 豊田市 81 49 32 39.5% 30 93.8% 23 88.9%
87 大津市 57 44 13 22.8% 1 7.7% 0 77.2%
88 高槻市 38 15 23 60.5% 4 17.4% 4 50.0%
89 東大阪市 73 47 26 35.6% 0 0.0% 0 64.4%
90 姫路市 117 56 61 52.1% 13 21.3% 8 54.7%
91 尼崎市 96 26 70 72.9% 18 25.7% 12 39.6%
92 西宮市 52 24 28 53.8% 4 14.3% 1 48.1%
93 奈良市 67 40 27 40.3% 10 37.0% 8 71.6%
94 和歌山市 73 30 43 58.9% 25 58.1% 18 65.8%
95 倉敷市 122 39 83 68.0% 27 32.5% 22 50.0%
96 福山市 71 41 30 42.3% 0 0.0% 0 57.7%
97 下関市 68 30 38 55.9% 6 15.8% 5 51.5%
98 高松市 87 43 44 50.6% 26 59.1% 21 73.6%
99 松山市 53 27 26 49.1% 19 73.1% 16 81.1%
100 高知市 58 25 33 56.9% 10 30.3% 6 53.4%
101 久留米市 64 26 38 59.4% 5 13.2% 5 48.4%
102 長崎市 115 58 57 49.6% 18 31.6% 9 58.3%
103 熊本市 151 77 74 49.0% 10 13.5% 8 56.3%
104 大分市 62 37 25 40.3% 8 32.0% 7 71.0%
105 宮崎市 93 51 42 45.2% 8 19.0% 7 62.4%
106 鹿児島市 110 69 41 37.3% 3 7.3% 3 65.5%

中核市合計 2,838 1,339 1,499 52.8% 618 41.2% 477 64.0%

合計 22,331 10,339 11,992 53.7% 5,088 42.4% 3,721 63.0%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿
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【乳児院】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
2 青森県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
3 岩手県 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
4 宮城県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
5 秋田県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
6 山形県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
7 福島県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
8 茨城県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
9 栃木県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
10 群馬県 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
11 埼玉県 4 2 2 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
12 千葉県 3 2 1 33.3% 1 100.0% 0 66.7%
13 東京都 14 8 6 42.9% 3 50.0% 3 78.6%
14 神奈川県 5 4 1 20.0% 0 0.0% 0 80.0%
15 新潟県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
16 富山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
17 石川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
18 福井県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
19 山梨県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 7 4 3 42.9% 0 0.0% 0 57.1%
21 岐阜県 3 2 1 33.3% 1 100.0% 1 100.0%
22 静岡県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
23 愛知県 6 5 1 16.7% 1 100.0% 1 100.0%
24 三重県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
25 滋賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
27 大阪府 5 3 2 40.0% 0 0.0% 0 60.0%
28 兵庫県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
29 奈良県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
30 和歌山県 1 0 1 100 0% 1 100 0% 0 0 0%

未定稿

30 和歌山県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
31 鳥取県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
32 島根県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
33 岡山県 0 0 0 － 0 － 0 －
34 広島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
35 山口県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
36 徳島県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
37 香川県 3 0 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
38 愛媛県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
39 高知県 0 0 0 － 0 － 0 －
40 福岡県 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
43 熊本県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
44 大分県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
45 宮崎県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
46 鹿児島県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
47 沖縄県 0 0 0 － 0 － 0 －

都道府県合計 106 63 43 40.6% 14 32.6% 9 67.9%

未定稿

－63－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
49 仙台市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
50 さいたま市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
51 千葉市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 3 1 2 66.7% 2 100.0% 0 33.3%
53 川崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
54 新潟市 0 0 0 － 0 － 0 －
55 静岡市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
56 浜松市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
57 名古屋市 4 2 2 50.0% 2 100.0% 2 100.0%
58 京都市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
59 大阪市 4 1 3 75.0% 2 66.7% 1 50.0%
60 堺市 0 0 0 － 0 － 0 －
61 神戸市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
62 岡山市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
63 広島市 0 0 0 － 0 － 0 －
64 北九州市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
65 福岡市 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%

指定都市合計 28 14 14 50.0% 9 64.3% 5 67.9%

66 函館市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
67 旭川市 0 0 0 － 0 － 0 －
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 0 0 0 － 0 － 0 －
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 0 0 0 0 0

未定稿

80 富山市 0 0 0 － 0 － 0 －
81 金沢市 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 0 0 0 － 0 － 0 －
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 0 0 0 － 0 － 0 －
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 0 0 0 － 0 － 0 －
95 倉敷市 0 0 0 － 0 － 0 －
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 0 0 0 － 0 － 0 －
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 0 0 0 － 0 － 0 －
104 大分市 0 0 0 － 0 － 0 －
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

中核市合計 5 2 3 60.0% 1 33.3% 1 60.0%

合計 139 79 60 43.2% 24 40.0% 15 67.6%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－64－



【母子生活支援施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
2 青森県 4 0 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
3 岩手県 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
4 宮城県 5 4 1 20.0% 1 100.0% 0 80.0%
5 秋田県 5 3 2 40.0% 0 0.0% 0 60.0%
6 山形県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
7 福島県 4 1 3 75.0% 2 66.7% 2 75.0%
8 茨城県 6 3 3 50.0% 1 33.3% 0 50.0%
9 栃木県 6 2 4 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
10 群馬県 5 0 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
11 埼玉県 7 6 1 14.3% 0 0.0% 0 85.7%
12 千葉県 3 1 2 66.7% 1 50.0% 1 66.7%
13 東京都 39 21 18 46.2% 14 77.8% 10 79.5%
14 神奈川県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%
15 新潟県 4 2 2 50.0% 1 50.0% 1 75.0%
16 富山県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0%
17 石川県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
18 福井県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
19 山梨県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
21 岐阜県 4 0 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0%
22 静岡県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0%
23 愛知県 9 2 7 77.8% 6 85.7% 5 77.8%
24 三重県 7 1 6 85.7% 2 33.3% 0 14.3%
25 滋賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
27 大阪府 4 1 3 75.0% 1 33.3% 1 50.0%
28 兵庫県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
29 奈良県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
30 和歌山県 5 1 4 80 0% 4 100 0% 3 80 0%

未定稿

30 和歌山県 5 1 4 80.0% 4 100.0% 3 80.0%
31 鳥取県 6 3 3 50.0% 2 66.7% 2 83.3%
32 島根県 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
33 岡山県 0 0 0 － 0 － 0 －
34 広島県 6 3 3 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
35 山口県 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
36 徳島県 4 2 2 50.0% 1 50.0% 1 75.0%
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 5 2 3 60.0% 1 33.3% 0 40.0%
39 高知県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
40 福岡県 12 7 5 41.7% 1 20.0% 1 66.7%
41 佐賀県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
42 長崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
43 熊本県 0 0 0 － 0 － 0 －
44 大分県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
45 宮崎県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
46 鹿児島県 6 1 5 83.3% 2 40.0% 1 33.3%
47 沖縄県 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%

都道府県合計 200 82 118 59.0% 48 40.7% 29 55.5%

未定稿

－65－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 6 0 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
49 仙台市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
50 さいたま市 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
51 千葉市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 8 5 3 37.5% 3 100.0% 1 75.0%
53 川崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
54 新潟市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
55 静岡市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
56 浜松市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
57 名古屋市 4 1 3 75.0% 3 100.0% 2 75.0%
58 京都市 3 2 1 33.3% 1 100.0% 0 66.7%
59 大阪市 4 1 3 75.0% 3 100.0% 2 75.0%
60 堺市 0 0 0 － 0 － 0 －
61 神戸市 9 7 2 22.2% 0 0.0% 0 77.8%
62 岡山市 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
63 広島市 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%
64 北九州市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
65 福岡市 3 2 1 33.3% 1 100.0% 1 100.0%

指定都市合計 56 33 23 41.1% 13 56.5% 7 71.4%

66 函館市 2 0 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0%
67 旭川市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
68 青森市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
69 盛岡市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
70 秋田市 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
71 郡山市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
74 前橋市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
75 川越市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
76 船橋市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 1 0 1 100 0% 1 100 0% 0 0 0%

未定稿

80 富山市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
81 金沢市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
82 長野市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
83 岐阜市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
84 豊橋市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
85 岡崎市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
86 豊田市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
87 大津市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
90 姫路市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
91 尼崎市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
92 西宮市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
93 奈良市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
94 和歌山市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
95 倉敷市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
96 福山市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
97 下関市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
98 高松市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
99 松山市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
100 高知市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
101 久留米市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
102 長崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
103 熊本市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
104 大分市 2 0 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
105 宮崎市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
106 鹿児島市 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%

中核市合計 51 19 32 62.7% 10 31.3% 4 45.1%

合計 307 134 173 56.4% 71 41.0% 40 56.7%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－66－



【児童養護施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 36 17 19 52.8% 0 0.0% 0 47.2%
2 青森県 11 7 4 36.4% 0 0.0% 0 63.6%
3 岩手県 10 4 6 60.0% 2 33.3% 0 40.0%
4 宮城県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%
5 秋田県 11 2 9 81.8% 4 44.4% 4 54.5%
6 山形県 6 4 2 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
7 福島県 29 14 15 51.7% 2 13.3% 1 51.7%
8 茨城県 24 15 9 37.5% 0 0.0% 0 62.5%
9 栃木県 24 13 11 45.8% 0 0.0% 0 54.2%
10 群馬県 16 11 5 31.3% 0 0.0% 0 68.8%
11 埼玉県 59 30 29 49.2% 10 34.5% 10 67.8%
12 千葉県 57 15 42 73.7% 25 59.5% 20 61.4%
13 東京都 179 114 65 36.3% 32 49.2% 18 73.7%
14 神奈川県 57 30 27 47.4% 13 48.1% 12 73.7%
15 新潟県 5 2 3 60.0% 1 33.3% 0 40.0%
16 富山県 8 2 6 75.0% 0 0.0% 0 25.0%
17 石川県 6 3 3 50.0% 1 33.3% 1 66.7%
18 福井県 5 0 5 100.0% 3 60.0% 0 0.0%
19 山梨県 7 3 4 57.1% 1 25.0% 1 57.1%
20 長野県 45 22 23 51.1% 2 8.7% 0 48.9%
21 岐阜県 19 9 10 52.6% 8 80.0% 6 78.9%
22 静岡県 20 16 4 20.0% 4 100.0% 3 95.0%
23 愛知県 39 25 14 35.9% 4 28.6% 2 69.2%
24 三重県 27 8 19 70.4% 2 10.5% 2 37.0%
25 滋賀県 11 3 8 72.7% 8 100.0% 7 90.9%
26 京都府 15 13 2 13.3% 0 0.0% 0 86.7%
27 大阪府 52 22 30 57.7% 4 13.3% 4 50.0%
28 兵庫県 31 15 16 51.6% 5 31.3% 2 54.8%
29 奈良県 9 7 2 22.2% 1 50.0% 0 77.8%
30 和歌山県 17 9 8 47 1% 0 0 0% 0 52 9%

未定稿

30 和歌山県 17 9 8 47.1% 0 0.0% 0 52.9%
31 鳥取県 5 1 4 80.0% 1 25.0% 0 20.0%
32 島根県 8 7 1 12.5% 0 0.0% 0 87.5%
33 岡山県 11 6 5 45.5% 0 0.0% 0 54.5%
34 広島県 17 4 13 76.5% 2 15.4% 0 23.5%
35 山口県 12 9 3 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
36 徳島県 10 5 5 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
37 香川県 5 3 2 40.0% 0 0.0% 0 60.0%
38 愛媛県 18 10 8 44.4% 1 12.5% 1 61.1%
39 高知県 6 2 4 66.7% 2 50.0% 0 33.3%
40 福岡県 24 11 13 54.2% 4 30.8% 4 62.5%
41 佐賀県 11 5 6 54.5% 0 0.0% 0 45.5%
42 長崎県 21 6 15 71.4% 0 0.0% 0 28.6%
43 熊本県 54 35 19 35.2% 0 0.0% 0 64.8%
44 大分県 19 12 7 36.8% 1 14.3% 1 68.4%
45 宮崎県 20 18 2 10.0% 0 0.0% 0 90.0%
46 鹿児島県 34 10 24 70.6% 3 12.5% 0 29.4%
47 沖縄県 21 14 7 33.3% 0 0.0% 0 66.7%

都道府県合計 1,133 593 540 47.7% 147 27.2% 100 61.2%

未定稿

－67－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 5 1 4 80.0% 0 0.0% 0 20.0%
49 仙台市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
50 さいたま市 6 5 1 16.7% 0 0.0% 0 83.3%
51 千葉市 6 6 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 17 11 6 35.3% 6 100.0% 1 70.6%
53 川崎市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
54 新潟市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
55 静岡市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
56 浜松市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
57 名古屋市 29 11 18 62.1% 16 88.9% 15 89.7%
58 京都市 17 10 7 41.2% 2 28.6% 1 64.7%
59 大阪市 9 0 9 100.0% 5 55.6% 3 33.3%
60 堺市 14 5 9 64.3% 1 11.1% 0 35.7%
61 神戸市 19 9 10 52.6% 7 70.0% 1 52.6%
62 岡山市 10 3 7 70.0% 1 14.3% 0 30.0%
63 広島市 8 5 3 37.5% 0 0.0% 0 62.5%
64 北九州市 9 9 0 0.0% 0 － 0 100.0%
65 福岡市 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%

指定都市合計 163 85 78 47.9% 38 48.7% 21 65.0%

66 函館市 7 0 7 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
67 旭川市 0 0 0 － 0 － 0 －
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

80 富山市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
81 金沢市 11 8 3 27.3% 0 0.0% 0 72.7%
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 0 0 0 － 0 － 0 －
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 0 0 0 － 0 － 0 －
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
95 倉敷市 0 0 0 － 0 － 0 －
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 0 0 0 － 0 － 0 －
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 0 0 0 － 0 － 0 －
104 大分市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 0 0 0 － 0 － 0 －

中核市合計 25 12 13 52.0% 0 0.0% 0 48.0%

合計 1,321 690 631 47.8% 185 29.3% 121 61.4%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－68－



【児童相談所一時保護施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 8 5 3 37.5% 0 0.0% 0 62.5%
2 青森県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
3 岩手県 3 0 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3%
4 宮城県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
5 秋田県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
6 山形県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
7 福島県 4 1 3 75.0% 3 100.0% 3 100.0%
8 茨城県 3 0 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
9 栃木県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
10 群馬県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
11 埼玉県 3 2 1 33.3% 1 100.0% 0 66.7%
12 千葉県 5 1 4 80.0% 4 100.0% 4 100.0%
13 東京都 6 3 3 50.0% 3 100.0% 2 83.3%
14 神奈川県 3 2 1 33.3% 1 100.0% 1 100.0%
15 新潟県 3 1 2 66.7% 1 50.0% 1 66.7%
16 富山県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
17 石川県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
18 福井県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
19 山梨県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
21 岐阜県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
22 静岡県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
23 愛知県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
24 三重県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
25 滋賀県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 3 1 2 66.7% 2 100.0% 1 66.7%
27 大阪府 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
28 兵庫県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
29 奈良県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
30 和歌山県 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

30 和歌山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
31 鳥取県 3 1 2 66.7% 2 100.0% 2 100.0%
32 島根県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
33 岡山県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
34 広島県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
35 山口県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
36 徳島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 3 0 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3%
39 高知県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
40 福岡県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
41 佐賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
42 長崎県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
43 熊本県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
44 大分県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
45 宮崎県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
46 鹿児島県 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
47 沖縄県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%

都道府県合計 109 61 48 44.0% 30 62.5% 25 78.9%

未定稿

－69－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
49 仙台市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
50 さいたま市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
51 千葉市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
53 川崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
54 新潟市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
55 静岡市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
56 浜松市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
57 名古屋市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
58 京都市 0 0 0 － 0 － 0 －
59 大阪市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
60 堺市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
61 神戸市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
62 岡山市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
63 広島市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
64 北九州市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
65 福岡市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%

指定都市合計 20 17 3 15.0% 2 66.7% 1 90.0%

66 函館市 0 0 0 － 0 － 0 －
67 旭川市 0 0 0 － 0 － 0 －
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 0 0 0 0 0

未定稿

80 富山市 0 0 0 － 0 － 0 －
81 金沢市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 0 0 0 － 0 － 0 －
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 0 0 0 － 0 － 0 －
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 0 0 0 － 0 － 0 －
95 倉敷市 0 0 0 － 0 － 0 －
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 0 0 0 － 0 － 0 －
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 0 0 0 － 0 － 0 －
104 大分市 0 0 0 － 0 － 0 －
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 0 0 0 － 0 － 0 －

中核市合計 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%

合計 131 80 51 38.9% 32 62.7% 26 80.9%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－70－



【第１種助産施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 18 15 3 16.7% 1 33.3% 0 83.3%
2 青森県 29 16 13 44.8% 4 30.8% 2 62.1%
3 岩手県 0 0 0 － 0 － 0 －
4 宮城県 7 4 3 42.9% 1 33.3% 1 71.4%
5 秋田県 5 4 1 20.0% 0 0.0% 0 80.0%
6 山形県 17 10 7 41.2% 7 100.0% 1 64.7%
7 福島県 7 3 4 57.1% 1 25.0% 1 57.1%
8 茨城県 0 0 0 － 0 － 0 －
9 栃木県 0 0 0 － 0 － 0 －
10 群馬県 0 0 0 － 0 － 0 －
11 埼玉県 0 0 0 － 0 － 0 －
12 千葉県 5 4 1 20.0% 1 100.0% 0 80.0%
13 東京都 0 0 0 － 0 － 0 －
14 神奈川県 13 7 6 46.2% 6 100.0% 1 61.5%
15 新潟県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
16 富山県 7 7 0 0.0% 0 － 0 100.0%
17 石川県 12 11 1 8.3% 1 100.0% 1 100.0%
18 福井県 0 0 0 － 0 － 0 －
19 山梨県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 43 28 15 34.9% 9 60.0% 5 76.7%
21 岐阜県 4 2 2 50.0% 2 100.0% 0 50.0%
22 静岡県 7 4 3 42.9% 3 100.0% 3 100.0%
23 愛知県 3 0 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
24 三重県 24 16 8 33.3% 3 37.5% 1 70.8%
25 滋賀県 7 7 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 9 6 3 33.3% 3 100.0% 1 77.8%
27 大阪府 35 23 12 34.3% 10 83.3% 5 80.0%
28 兵庫県 7 5 2 28.6% 1 50.0% 0 71.4%
29 奈良県 13 5 8 61.5% 6 75.0% 3 61.5%
30 和歌山県 11 8 3 27 3% 1 33 3% 1 81 8%

未定稿

30 和歌山県 11 8 3 27.3% 1 33.3% 1 81.8%
31 鳥取県 8 5 3 37.5% 0 0.0% 0 62.5%
32 島根県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
33 岡山県 5 1 4 80.0% 0 0.0% 0 20.0%
34 広島県 0 0 0 － 0 － 0 －
35 山口県 17 11 6 35.3% 1 16.7% 0 64.7%
36 徳島県 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
37 香川県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 3 1 2 66.7% 2 100.0% 1 66.7%
39 高知県 5 3 2 40.0% 0 0.0% 0 60.0%
40 福岡県 3 2 1 33.3% 1 100.0% 0 66.7%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
43 熊本県 0 0 0 － 0 － 0 －
44 大分県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
45 宮崎県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
46 鹿児島県 0 0 0 － 0 － 0 －
47 沖縄県 16 11 5 31.3% 0 0.0% 0 68.8%

都道府県合計 354 232 122 34.5% 64 52.5% 27 73.2%

未定稿

－71－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 3 0 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3%
49 仙台市 4 3 1 25.0% 1 100.0% 1 100.0%
50 さいたま市 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
51 千葉市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 6 5 1 16.7% 1 100.0% 1 100.0%
53 川崎市 4 3 1 25.0% 0 0.0% 0 75.0%
54 新潟市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
55 静岡市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
56 浜松市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
57 名古屋市 0 0 0 － 0 － 0 －
58 京都市 0 0 0 － 0 － 0 －
59 大阪市 13 6 7 53.8% 7 100.0% 6 92.3%
60 堺市 10 5 5 50.0% 1 20.0% 1 60.0%
61 神戸市 7 6 1 14.3% 0 0.0% 0 85.7%
62 岡山市 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
63 広島市 0 0 0 － 0 － 0 －
64 北九州市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
65 福岡市 0 0 0 － 0 － 0 －

指定都市合計 63 40 23 36.5% 13 56.5% 11 81.0%

66 函館市 4 3 1 25.0% 1 100.0% 1 100.0%
67 旭川市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 5 4 1 20.0% 0 0.0% 0 80.0%
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 3 1 2 66.7% 2 100.0% 2 100.0%
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 0 0 0 0 0

未定稿

80 富山市 0 0 0 － 0 － 0 －
81 金沢市 0 0 0 － 0 － 0 －
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 3 2 1 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 0 0 0 － 0 － 0 －
95 倉敷市 0 0 0 － 0 － 0 －
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 6 2 4 66.7% 1 25.0% 0 33.3%
104 大分市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%

中核市合計 32 21 11 34.4% 6 54.5% 4 78.1%

合計 449 293 156 34.7% 83 53.2% 42 74.6%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－72－



【第２種助産施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前
Ｓ56以前の
全棟数に
占める割合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 0 0 0 － 0 － 0 －
2 青森県 0 0 0 － 0 － 0 －
3 岩手県 0 0 0 － 0 － 0 －
4 宮城県 0 0 0 － 0 － 0 －
5 秋田県 0 0 0 － 0 － 0 －
6 山形県 0 0 0 － 0 － 0 －
7 福島県 0 0 0 － 0 － 0 －
8 茨城県 0 0 0 － 0 － 0 －
9 栃木県 0 0 0 － 0 － 0 －

10 群馬県 0 0 0 － 0 － 0 －
11 埼玉県 0 0 0 － 0 － 0 －
12 千葉県 0 0 0 － 0 － 0 －
13 東京都 0 0 0 － 0 － 0 －
14 神奈川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
15 新潟県 0 0 0 － 0 － 0 －
16 富山県 0 0 0 － 0 － 0 －
17 石川県 0 0 0 － 0 － 0 －
18 福井県 5 5 0 0.0% 0 － 0 100.0%
19 山梨県 0 0 0 － 0 － 0 －
20 長野県 0 0 0 － 0 － 0 －
21 岐阜県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
22 静岡県 0 0 0 － 0 － 0 －
23 愛知県 0 0 0 － 0 － 0 －
24 三重県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
25 滋賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
26 京都府 0 0 0 － 0 － 0 －
27 大阪府 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
28 兵庫県 0 0 0 － 0 － 0 －
29 奈良県 0 0 0 － 0 － 0 －
30 和歌山県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

未定稿

30 和歌山県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
31 鳥取県 0 0 0 － 0 － 0 －
32 島根県 0 0 0 － 0 － 0 －
33 岡山県 0 0 0 － 0 － 0 －
34 広島県 0 0 0 － 0 － 0 －
35 山口県 0 0 0 － 0 － 0 －
36 徳島県 0 0 0 － 0 － 0 －
37 香川県 0 0 0 － 0 － 0 －
38 愛媛県 0 0 0 － 0 － 0 －
39 高知県 0 0 0 － 0 － 0 －
40 福岡県 0 0 0 － 0 － 0 －
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
43 熊本県 0 0 0 － 0 － 0 －
44 大分県 0 0 0 － 0 － 0 －
45 宮崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
46 鹿児島県 0 0 0 － 0 － 0 －
47 沖縄県 0 0 0 － 0 － 0 －

都道府県合計 11 9 2 18.2% 0 0.0% 0 81.8%

未定稿

－73－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前
Ｓ56以前の
全棟数に
占める割合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
49 仙台市 0 0 0 － 0 － 0 －
50 さいたま市 0 0 0 － 0 － 0 －
51 千葉市 0 0 0 － 0 － 0 －
52 横浜市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
53 川崎市 3 0 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
54 新潟市 0 0 0 － 0 － 0 －
55 静岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
56 浜松市 0 0 0 － 0 － 0 －
57 名古屋市 0 0 0 － 0 － 0 －
58 京都市 0 0 0 － 0 － 0 －
59 大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
60 堺市 0 0 0 － 0 － 0 －
61 神戸市 0 0 0 － 0 － 0 －
62 岡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
63 広島市 0 0 0 － 0 － 0 －
64 北九州市 0 0 0 － 0 － 0 －
65 福岡市 0 0 0 － 0 － 0 －

指定都市合計 6 2 4 66.7% 0 0.0% 0 33.3%

66 函館市 0 0 0 － 0 － 0 －
67 旭川市 0 0 0 － 0 － 0 －
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 0 0 0 － 0 － 0 －
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 0 0 0 － 0 － 0 －

未定稿

80 富山市 0 0 0 0 0
81 金沢市 0 0 0 － 0 － 0 －
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 0 0 0 － 0 － 0 －
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 0 0 0 － 0 － 0 －
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 0 0 0 － 0 － 0 －
95 倉敷市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 0 0 0 － 0 － 0 －
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －

100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 0 0 0 － 0 － 0 －
104 大分市 0 0 0 － 0 － 0 －
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

中核市合計 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

合計 19 11 8 42.1% 0 0.0% 0 57.9%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－74－



【情緒障害児短期治療施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 0 0 0 － 0 － 0 －
2 青森県 0 0 0 － 0 － 0 －
3 岩手県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
4 宮城県 0 0 0 － 0 － 0 －
5 秋田県 0 0 0 － 0 － 0 －
6 山形県 0 0 0 － 0 － 0 －
7 福島県 0 0 0 － 0 － 0 －
8 茨城県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
9 栃木県 0 0 0 － 0 － 0 －
10 群馬県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
11 埼玉県 8 8 0 0.0% 0 － 0 100.0%
12 千葉県 0 0 0 － 0 － 0 －
13 東京都 0 0 0 － 0 － 0 －
14 神奈川県 0 0 0 － 0 － 0 －
15 新潟県 0 0 0 － 0 － 0 －
16 富山県 0 0 0 － 0 － 0 －
17 石川県 0 0 0 － 0 － 0 －
18 福井県 0 0 0 － 0 － 0 －
19 山梨県 0 0 0 － 0 － 0 －
20 長野県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
21 岐阜県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
22 静岡県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
23 愛知県 6 6 0 0.0% 0 － 0 100.0%
24 三重県 0 0 0 － 0 － 0 －
25 滋賀県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
27 大阪府 6 3 3 50.0% 3 100.0% 3 100.0%
28 兵庫県 3 0 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%
29 奈良県 0 0 0 － 0 － 0 －
30 和歌山県 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

30 和歌山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
31 鳥取県 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
32 島根県 0 0 0 － 0 － 0 －
33 岡山県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
34 広島県 0 0 0 － 0 － 0 －
35 山口県 4 0 4 100.0% 4 100.0% 4 100.0%
36 徳島県 0 0 0 － 0 － 0 －
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 0 0 0 － 0 － 0 －
39 高知県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
40 福岡県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
43 熊本県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
44 大分県 0 0 0 － 0 － 0 －
45 宮崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
46 鹿児島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
47 沖縄県 0 0 0 － 0 － 0 －

都道府県合計 53 39 14 26.4% 11 78.6% 11 94.3%

未定稿

－75－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 0 0 0 － 0 － 0 －
49 仙台市 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%
50 さいたま市 0 0 0 － 0 － 0 －
51 千葉市 0 0 0 － 0 － 0 －
52 横浜市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
53 川崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
54 新潟市 0 0 0 － 0 － 0 －
55 静岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
56 浜松市 0 0 0 － 0 － 0 －
57 名古屋市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
58 京都市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
59 大阪市 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
60 堺市 0 0 0 － 0 － 0 －
61 神戸市 0 0 0 － 0 － 0 －
62 岡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
63 広島市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
64 北九州市 0 0 0 － 0 － 0 －
65 福岡市 0 0 0 － 0 － 0 －

指定都市合計 10 7 3 30.0% 2 66.7% 2 90.0%

合計 63 46 17 27.0% 13 76.5% 13 93.7%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－76－



【児童自立支援施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前
Ｓ56以前の
全棟数に
占める割合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 25 16 9 36.0% 0 0.0% 0 64.0%
2 青森県 4 0 4 100.0% 4 100.0% 4 100.0%
3 岩手県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
4 宮城県 6 6 0 0.0% 0 － 0 100.0%
5 秋田県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
6 山形県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
7 福島県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
8 茨城県 9 0 9 100.0% 1 11.1% 0 0.0%
9 栃木県 7 7 0 0.0% 0 － 0 100.0%

10 群馬県 4 2 2 50.0% 2 100.0% 1 75.0%
11 埼玉県 15 7 8 53.3% 7 87.5% 0 46.7%
12 千葉県 4 1 3 75.0% 3 100.0% 2 75.0%
13 東京都 30 21 9 30.0% 9 100.0% 9 100.0%
14 神奈川県 10 9 1 10.0% 1 100.0% 1 100.0%
15 新潟県 3 0 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3%
16 富山県 4 1 3 75.0% 3 100.0% 2 75.0%
17 石川県 6 0 6 100.0% 1 16.7% 0 0.0%
18 福井県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
19 山梨県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
20 長野県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
21 岐阜県 4 2 2 50.0% 2 100.0% 2 100.0%
22 静岡県 10 4 6 60.0% 6 100.0% 5 90.0%
23 愛知県 6 3 3 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
24 三重県 3 0 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%
25 滋賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
26 京都府 4 1 3 75.0% 2 66.7% 2 75.0%
27 大阪府 18 4 14 77.8% 3 21.4% 1 27.8%
28 兵庫県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 2 100.0%
29 奈良県 7 2 5 71.4% 5 100.0% 4 85.7%
30 和歌山県 4 3 1 25.0% 1 100.0% 1 100.0%

未定稿

30 和歌山県 4 3 1 25.0% 1 100.0% 1 100.0%
31 鳥取県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
32 島根県 6 0 6 100.0% 6 100.0% 6 100.0%
33 岡山県 10 2 8 80.0% 0 0.0% 0 20.0%
34 広島県 5 1 4 80.0% 0 0.0% 0 20.0%
35 山口県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 1 50.0%
36 徳島県 3 1 2 66.7% 2 100.0% 1 66.7%
37 香川県 3 0 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0%
38 愛媛県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
39 高知県 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%
40 福岡県 8 8 0 0.0% 0 － 0 100.0%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 8 5 3 37.5% 2 66.7% 0 62.5%
43 熊本県 6 0 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
44 大分県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
45 宮崎県 6 0 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
46 鹿児島県 7 2 5 71.4% 0 0.0% 0 28.6%
47 沖縄県 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%

都道府県合計 272 123 149 54.8% 77 51.7% 53 64.7%

未定稿

－77－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前
Ｓ56以前の
全棟数に
占める割合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 0 0 0 － 0 － 0 －
49 仙台市 0 0 0 － 0 － 0 －
50 さいたま市 0 0 0 － 0 － 0 －
51 千葉市 0 0 0 － 0 － 0 －
52 横浜市 13 5 8 61.5% 8 100.0% 7 92.3%
53 川崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
54 新潟市 0 0 0 － 0 － 0 －
55 静岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
56 浜松市 0 0 0 － 0 － 0 －
57 名古屋市 12 0 12 100.0% 12 100.0% 12 100.0%
58 京都市 0 0 0 － 0 － 0 －
59 大阪市 4 2 2 50.0% 2 100.0% 2 100.0%
60 堺市 0 0 0 － 0 － 0 －
61 神戸市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
62 岡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
63 広島市 0 0 0 － 0 － 0 －
64 北九州市 0 0 0 － 0 － 0 －
65 福岡市 0 0 0 － 0 － 0 －

指定都市合計 30 8 22 73.3% 22 100.0% 21 96.7%

合計 302 131 171 56.6% 99 57.9% 74 67.9%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－78－



【児童家庭支援センター】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 6 5 1 16.7% 0 0.0% 0 83.3%
2 青森県 0 0 0 － 0 － 0 －
3 岩手県 0 0 0 － 0 － 0 －
4 宮城県 0 0 0 － 0 － 0 －
5 秋田県 0 0 0 － 0 － 0 －
6 山形県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
7 福島県 0 0 0 － 0 － 0 －
8 茨城県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
9 栃木県 0 0 0 － 0 － 0 －
10 群馬県 2 0 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
11 埼玉県 0 0 0 － 0 － 0 －
12 千葉県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
13 東京都 0 0 0 － 0 － 0 －
14 神奈川県 0 0 0 － 0 － 0 －
15 新潟県 0 0 0 － 0 － 0 －
16 富山県 0 0 0 － 0 － 0 －
17 石川県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
18 福井県 4 2 2 50.0% 1 50.0% 0 50.0%
19 山梨県 0 0 0 － 0 － 0 －
20 長野県 0 0 0 － 0 － 0 －
21 岐阜県 5 3 2 40.0% 1 50.0% 1 80.0%
22 静岡県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
23 愛知県 0 0 0 － 0 － 0 －
24 三重県 0 0 0 － 0 － 0 －
25 滋賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
26 京都府 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
27 大阪府 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
28 兵庫県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%
29 奈良県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
30 和歌山県 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

30 和歌山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
31 鳥取県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
32 島根県 0 0 0 － 0 － 0 －
33 岡山県 0 0 0 － 0 － 0 －
34 広島県 0 0 0 － 0 － 0 －
35 山口県 3 1 2 66.7% 0 0.0% 0 33.3%
36 徳島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
39 高知県 0 0 0 － 0 － 0 －
40 福岡県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
43 熊本県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
44 大分県 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
45 宮崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
46 鹿児島県 0 0 0 － 0 － 0 －
47 沖縄県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%

都道府県合計 43 31 12 27.9% 4 33.3% 2 76.7%

未定稿

－79－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 0 0 0 － 0 － 0 －
49 仙台市 0 0 0 － 0 － 0 －
50 さいたま市 0 0 0 － 0 － 0 －
51 千葉市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
52 横浜市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
53 川崎市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
54 新潟市 0 0 0 － 0 － 0 －
55 静岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
56 浜松市 0 0 0 － 0 － 0 －
57 名古屋市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
58 京都市 0 0 0 － 0 － 0 －
59 大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
60 堺市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
61 神戸市 2 1 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
62 岡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
63 広島市 0 0 0 － 0 － 0 －
64 北九州市 0 0 0 － 0 － 0 －
65 福岡市 0 0 0 － 0 － 0 －

指定都市合計 9 8 1 11.1% 0 0.0% 0 88.9%

66 函館市 0 0 0 － 0 － 0 －
67 旭川市 0 0 0 － 0 － 0 －
68 青森市 0 0 0 － 0 － 0 －
69 盛岡市 0 0 0 － 0 － 0 －
70 秋田市 0 0 0 － 0 － 0 －
71 郡山市 0 0 0 － 0 － 0 －
72 いわき市 0 0 0 － 0 － 0 －
73 宇都宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
74 前橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
75 川越市 0 0 0 － 0 － 0 －
76 船橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
77 柏市 0 0 0 － 0 － 0 －
78 横須賀市 0 0 0 － 0 － 0 －
79 相模原市 0 0 0 － 0 － 0 －
80 富山市 0 0 0 0 0

未定稿

80 富山市 0 0 0 － 0 － 0 －
81 金沢市 0 0 0 － 0 － 0 －
82 長野市 0 0 0 － 0 － 0 －
83 岐阜市 0 0 0 － 0 － 0 －
84 豊橋市 0 0 0 － 0 － 0 －
85 岡崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
86 豊田市 0 0 0 － 0 － 0 －
87 大津市 0 0 0 － 0 － 0 －
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 0 0 0 － 0 － 0 －
90 姫路市 0 0 0 － 0 － 0 －
91 尼崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
92 西宮市 0 0 0 － 0 － 0 －
93 奈良市 0 0 0 － 0 － 0 －
94 和歌山市 0 0 0 － 0 － 0 －
95 倉敷市 0 0 0 － 0 － 0 －
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 0 0 0 － 0 － 0 －
98 高松市 0 0 0 － 0 － 0 －
99 松山市 0 0 0 － 0 － 0 －
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 0 0 0 － 0 － 0 －
102 長崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
103 熊本市 0 0 0 － 0 － 0 －
104 大分市 0 0 0 － 0 － 0 －
105 宮崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
106 鹿児島市 0 0 0 － 0 － 0 －

中核市合計 0 0 0 － 0 － 0 －

合計 52 39 13 25.0% 4 30.8% 2 78.8%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－80－



【婦人相談所一時保護施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
2 青森県 0 0 0 － 0 － 0 －
3 岩手県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
4 宮城県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
5 秋田県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
6 山形県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
7 福島県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
8 茨城県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
9 栃木県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
10 群馬県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
11 埼玉県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
12 千葉県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
13 東京都 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
14 神奈川県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
15 新潟県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
16 富山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
17 石川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
18 福井県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
19 山梨県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
21 岐阜県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
22 静岡県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
23 愛知県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
24 三重県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
25 滋賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
27 大阪府 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
28 兵庫県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
29 奈良県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
30 和歌山県 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

30 和歌山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
31 鳥取県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
32 島根県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
33 岡山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
34 広島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
35 山口県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
36 徳島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
39 高知県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
40 福岡県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
41 佐賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
42 長崎県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
43 熊本県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
44 大分県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
45 宮崎県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
46 鹿児島県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
47 沖縄県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%

都道府県合計 49 31 18 36.7% 14 77.8% 13 89.8%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－81－



【婦人保護施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
2 青森県 0 0 0 － 0 － 0 －
3 岩手県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
4 宮城県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
5 秋田県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
6 山形県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
7 福島県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 1 100.0%
8 茨城県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
9 栃木県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
10 群馬県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
11 埼玉県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
12 千葉県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%
13 東京都 11 7 4 36.4% 0 0.0% 0 63.6%
14 神奈川県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
15 新潟県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
16 富山県 0 0 0 － 0 － 0 －
17 石川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
18 福井県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
19 山梨県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
20 長野県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
21 岐阜県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
22 静岡県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
23 愛知県 2 1 1 50.0% 1 100.0% 0 50.0%
24 三重県 2 0 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0%
25 滋賀県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
26 京都府 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
27 大阪府 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
28 兵庫県 2 0 2 100.0% 1 50.0% 1 50.0%
29 奈良県 0 0 0 － 0 － 0 －
30 和歌山県 1 1 0 0 0% 0 0 100 0%

未定稿

30 和歌山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
31 鳥取県 0 0 0 － 0 － 0 －
32 島根県 0 0 0 － 0 － 0 －
33 岡山県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
34 広島県 0 0 0 － 0 － 0 －
35 山口県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
36 徳島県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
37 香川県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
38 愛媛県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
39 高知県 0 0 0 － 0 － 0 －
40 福岡県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
41 佐賀県 0 0 0 － 0 － 0 －
42 長崎県 0 0 0 － 0 － 0 －
43 熊本県 0 0 0 － 0 － 0 －
44 大分県 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
45 宮崎県 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
46 鹿児島県 0 0 0 － 0 － 0 －
47 沖縄県 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

都道府県合計 53 26 27 50.9% 15 55.6% 11 69.8%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－82－



【児童厚生施設】

都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

1 北海道 148 93 55 37.2% 1 1.8% 1 63.5%
2 青森県 26 20 6 23.1% 1 16.7% 1 80.8%
3 岩手県 42 27 15 35.7% 1 6.7% 1 66.7%
4 宮城県 51 35 16 31.4% 6 37.5% 5 78.4%
5 秋田県 24 15 9 37.5% 1 11.1% 1 66.7%
6 山形県 38 29 9 23.7% 0 0.0% 0 76.3%
7 福島県 50 30 20 40.0% 4 20.0% 3 66.0%
8 茨城県 42 28 14 33.3% 1 7.1% 1 69.0%
9 栃木県 25 18 7 28.0% 0 0.0% 0 72.0%
10 群馬県 48 41 7 14.6% 3 42.9% 2 89.6%
11 埼玉県 96 70 26 27.1% 5 19.2% 1 74.0%
12 千葉県 55 37 18 32.7% 8 44.4% 4 74.5%
13 東京都 617 254 363 58.8% 284 78.2% 218 76.5%
14 神奈川県 5 3 2 40.0% 1 50.0% 0 60.0%
15 新潟県 47 44 3 6.4% 0 0.0% 0 93.6%
16 富山県 29 17 12 41.4% 2 16.7% 2 65.5%
17 石川県 73 47 26 35.6% 7 26.9% 5 71.2%
18 福井県 75 44 31 41.3% 13 41.9% 12 74.7%
19 山梨県 43 41 2 4.7% 1 50.0% 1 97.7%
20 長野県 65 59 6 9.2% 1 16.7% 1 92.3%
21 岐阜県 75 38 37 49.3% 30 81.1% 21 78.7%
22 静岡県 30 21 9 30.0% 7 77.8% 1 73.3%
23 愛知県 260 168 92 35.4% 72 78.3% 54 85.4%
24 三重県 41 25 16 39.0% 9 56.3% 6 75.6%
25 滋賀県 35 26 9 25.7% 2 22.2% 2 80.0%
26 京都府 29 10 19 65.5% 5 26.3% 5 51.7%
27 大阪府 38 18 20 52.6% 11 55.0% 5 60.5%
28 兵庫県 42 29 13 31.0% 1 7.7% 1 71.4%
29 奈良県 56 31 25 44.6% 2 8.0% 2 58.9%
30 和歌山県 85 28 57 67 1% 11 19 3% 6 40 0%

未定稿

30 和歌山県 85 28 57 67.1% 11 19.3% 6 40.0%
31 鳥取県 39 20 19 48.7% 1 5.3% 1 53.8%
32 島根県 4 1 3 75.0% 0 0.0% 0 25.0%
33 岡山県 20 13 7 35.0% 0 0.0% 0 65.0%
34 広島県 27 19 8 29.6% 1 12.5% 0 70.4%
35 山口県 32 14 18 56.3% 5 27.8% 1 46.9%
36 徳島県 59 43 16 27.1% 1 6.3% 1 74.6%
37 香川県 43 29 14 32.6% 2 14.3% 1 69.8%
38 愛媛県 25 16 9 36.0% 0 0.0% 0 64.0%
39 高知県 22 9 13 59.1% 2 15.4% 1 45.5%
40 福岡県 41 35 6 14.6% 0 0.0% 0 85.4%
41 佐賀県 26 10 16 61.5% 0 0.0% 0 38.5%
42 長崎県 38 23 15 39.5% 0 0.0% 0 60.5%
43 熊本県 26 20 6 23.1% 0 0.0% 0 76.9%
44 大分県 34 27 7 20.6% 1 14.3% 1 82.4%
45 宮崎県 27 15 12 44.4% 1 8.3% 0 55.6%
46 鹿児島県 28 13 15 53.6% 0 0.0% 0 46.4%
47 沖縄県 64 57 7 10.9% 0 0.0% 0 89.1%

都道府県合計 2,845 1,710 1,135 39.9% 504 44.4% 368 73.0%

未定稿

－83－



都道府県 全棟数 Ｓ57以降 Ｓ56以前

Ｓ56以前の
全棟数に
占める割
合

耐震診断
実施棟数

耐震診断
実施率

Ｓ56以前建
築の棟で耐
震性があ
る、及び既
に補強済み
の棟数

耐震化率

A B C D=C/A E F=E/C Ｇ H=(B＋G)/A

48 札幌市 27 25 2 7.4% 1 50.0% 0 92.6%
49 仙台市 72 68 4 5.6% 4 100.0% 4 100.0%
50 さいたま市 16 14 2 12.5% 0 0.0% 0 87.5%
51 千葉市 0 0 0 － 0 － 0 －
52 横浜市 0 0 0 － 0 － 0 －
53 川崎市 57 39 18 31.6% 18 100.0% 17 98.2%
54 新潟市 9 6 3 33.3% 0 0.0% 0 66.7%
55 静岡市 10 8 2 20.0% 2 100.0% 2 100.0%
56 浜松市 4 2 2 50.0% 2 100.0% 2 100.0%
57 名古屋市 19 6 13 68.4% 13 100.0% 12 94.7%
58 京都市 90 66 24 26.7% 14 58.3% 8 82.2%
59 大阪市 9 5 4 44.4% 1 25.0% 0 55.6%
60 堺市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%
61 神戸市 121 59 62 51.2% 47 75.8% 28 71.9%
62 岡山市 14 8 6 42.9% 0 0.0% 0 57.1%
63 広島市 96 71 25 26.0% 1 4.0% 0 74.0%
64 北九州市 42 25 17 40.5% 0 0.0% 0 59.5%
65 福岡市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

指定都市合計 588 402 186 31.6% 105 56.5% 73 80.8%

66 函館市 13 9 4 30.8% 0 0.0% 0 69.2%
67 旭川市 7 6 1 14.3% 0 0.0% 0 85.7%
68 青森市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
69 盛岡市 28 20 8 28.6% 0 0.0% 0 71.4%
70 秋田市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
71 郡山市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
72 いわき市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
73 宇都宮市 3 3 0 0.0% 0 － 0 100.0%
74 前橋市 5 3 2 40.0% 2 100.0% 2 100.0%
75 川越市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
76 船橋市 20 13 7 35.0% 0 0.0% 0 65.0%
77 柏市 3 0 3 100.0% 2 66.7% 2 66.7%
78 横須賀市 0 0 0 － 0 － 0 －
79 相模原市 26 26 0 0.0% 0 － 0 100.0%
80 富山市 7 3 4 57 1% 2 50 0% 1 57 1%

未定稿

80 富山市 7 3 4 57.1% 2 50.0% 1 57.1%
81 金沢市 31 15 16 51.6% 16 100.0% 14 93.5%
82 長野市 28 25 3 10.7% 0 0.0% 0 89.3%
83 岐阜市 13 10 3 23.1% 1 33.3% 1 84.6%
84 豊橋市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
85 岡崎市 1 0 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0%
86 豊田市 4 3 1 25.0% 1 100.0% 1 100.0%
87 大津市 8 4 4 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
88 高槻市 0 0 0 － 0 － 0 －
89 東大阪市 4 1 3 75.0% 3 100.0% 2 75.0%
90 姫路市 13 12 1 7.7% 0 0.0% 0 92.3%
91 尼崎市 0 0 0 － 0 － 0 －
92 西宮市 8 2 6 75.0% 1 16.7% 0 25.0%
93 奈良市 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%
94 和歌山市 8 7 1 12.5% 0 0.0% 0 87.5%
95 倉敷市 6 3 3 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
96 福山市 0 0 0 － 0 － 0 －
97 下関市 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%
98 高松市 11 6 5 45.5% 4 80.0% 2 72.7%
99 松山市 6 6 0 0.0% 0 － 0 100.0%
100 高知市 0 0 0 － 0 － 0 －
101 久留米市 1 0 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
102 長崎市 6 3 3 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
103 熊本市 1 1 0 0.0% 0 － 0 100.0%
104 大分市 2 2 0 0.0% 0 － 0 100.0%
105 宮崎市 10 7 3 30.0% 2 66.7% 2 90.0%
106 鹿児島市 4 4 0 0.0% 0 － 0 100.0%

中核市合計 292 209 83 28.4% 35 42.2% 28 81.2%

合計 3,725 2,321 1,404 37.7% 644 45.9% 469 74.9%

○調査対象
非木造で、２階建て以上または延べ床面積が２００㎡を超える建物。

○調査基準日
平成２１年４月１日現在

未定稿

－84－



住
宅

・
建

築
物

安
全

ス
ト
ッ
ク
形

成
事

業
（
国

土
交

通
省

所
管

）
の

概
要

児
童
福
祉
施
設
等
の
耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助

別
添
２

～
児
童
福
祉
施
設
等
の
耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助

～

○
補

助
対

象
事

業
○

補
助

対
象

事
業

（
１
）
地

方
公

共
団

体
等

が
行

う
建

築
物

の
耐

震
診

断
（
２
）
建

築
物

の
耐

震
診

断
を
行

う
民

間
事

業
者

等
に
対

す
る
地

方
公

共
団

体
の

補
助

（
児

童
福

祉
施

設
等

を
含

む
社

会
福

祉
施

設
全

般
も
補

助
対

象
）

※
耐
震
診
断
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3号

）
に

よ
る
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
取
組
方
針
に
基
づ
き
行
う
も
の
が
対
象

○
補

助
率

（
建

築
物

の
場

合
）

地
方

共
体
が
実
施
す
る
場
合

国
地
方

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
場
合

国
：
１
／
３
、
地
方

：
２
／
３

地
方
公
共
団
体
以
外
が
実
施
す
る
場
合

国
：
１
／
３
、
地
方
：
１
／
３
、
所
有
者
等
：
１
／
３

※
こ
の
他
に
補
助
限
度
額
が
あ
る

※
こ
の
他
に
補
助
限
度
額
が
あ
る

平
成
２
２
年
度
予
算
（
案
）
額

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

２
２
，
０
０
０
億
円
の
内
数

－85－



 

－86－



［職業家庭両立課関係］
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仕事と家庭の両立支援対策の推進について

（１）改正育児・介護休業法の施行について

育児・介護休業法は、平成３年の法律制定以来、数度の改正を経て、特

に女性の育児休業取得率は順調に上昇し９割に達するなど一定の成果が表

れてきている一方、女性の就業状況を見ると、第１子出産を機に依然とし

て約７割の女性労働者が離職している状況がある。また、男性の育児休業

取得率は 1.23%に過ぎず、男性の育児へのかかわりが不十分であり、女性に

家事や子育ての負荷がかかっていることが、女性の継続就業を困難にして

いる状況がある。

こうしたことも踏まえ、少子化対策の車の両輪の１つとされた「働き方

の見直し」の一環として、仕事と子育ての両立支援を一層進め、男女とも

に子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、平成

２１年６月に育児・介護休業法が改正された。主な内容は以下のとおりで

ある。

①子育て期間中の働き方の見直し

・３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けること

を事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免

除を制度化する。

・子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が、１人であれば年５

日（現行どおり）、２人以上であれば年１０日）。

②父親も子育てができる働き方の実現

・父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月（現行１歳）までの

間に、１年間育児休業を取得可能とする（パパ・ママ育休プラス）。

・父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を

取得可能とする。

・配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができ

る制度を廃止する。

③仕事と介護の両立支援

・介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の対象家族が、１

人以上であれば年５日、２人以上であれば年１０日）。

④実効性の確保

・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又

は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

改正法の施行日については政令により、原則、平成２２年６月３０日（た

だし、一部の規定は、常時１００人以下の労働者を雇用する事業主について

は３年以内の政令で定める日）となっているところであるが、④実効性の確
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保のうち、紛争解決の援助等については平成２１年９月３０日、調停制度の

創設については平成２２年４月１日に施行されることとなっている。

厚生労働省としては、今後、企業において改正法の内容に沿った措置等の

規定が適切に整備され制度として定着するよう、改正法の内容の周知徹底を

することとしており、各都道府県等におかれても御協力をお願いしたい。

（２）一般事業主行動計画の策定義務企業の拡大等について

（平成２３年４月 1 日施行）

平成２０年１２月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」に

より、次世代育成支援対策推進法が改正され、昨年４月から、一般事業主

行動計画の公表と労働者への周知が義務化されたところである。

また、平成２３年４月１日からは、一般事業主行動計画の策定・届出義

務企業が３０１人以上規模企業から１０１人以上規模企業に拡大される。

計画の公表については、インターネットの利用（「両立支援のひろば」

サイト（http://www.ryouritsushien.jp/）等）その他適切な方法により公表し

なければならないが、県の広報誌への掲載も適切な方法とされているので、

企業から公表方法について問い合わせがあった場合には、適切にご対応い

ただきたい。

また、平成２１年１２月末現在で、新たに行動計画の策定・届出が義務

となる１０１人以上３００人以下規模企業の行動計画の届出率は、８．５

％と大変低い状況である。

各都道府県におかれても、引き続き、一般事業主行動計画の策定・届出

等について、周知・啓発にご協力をお願いしたい。

（３）ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児預かり

等の実施について

地域における病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり、早朝・夜間の

緊急時の預かり等（以下「病児・病後児の預かり等」という。）を促進す

るため、本年度よりファミリー・サポート・センター事業において病児・

病後児の預かり等を行う事業を実施している。

病児・病後児の預かり等については、地域において実施していくという

方針の下、平成１７年度より実施していた「緊急サポートネットワーク事

業」を平成２０年度限りで廃止し、ファミリー・サポート・センター事業

の病児・病後児の預かり等への移行を目指しているところである。国の事

業として暫定的に実施している「病児・緊急預かり対応基盤整備事業」の

委託先団体とも連携のうえ、各市町村における事業の実施について積極的

な検討をお願いしたい。
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育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
及

び
雇

用
保

険
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
概

要

少
子

化
対

策
の

観
点

か
ら

、
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

仕
事

と
子

育
て

の
両

立
支

援
等

を
一

層
進

め
る

た
め

、
男

女
と

も
に

子
育

て
等

を
し

な
が

ら
働

き
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

雇
用

環
境

を
整

備
す

る
。

○
３
歳

ま
で
の

子
を
養

育
す
る
労

働
者

に
つ
い
て
、
短

時
間

勤
務

制
度

（
１
日

６
時

間
）
を
設

け
る
こ
と
を
事

業
主

の
義

務
と
し
、

労
働

者
か

ら
の

請
求

が
あ
っ
た
と
き
の

所
定

外
労

働
の

免
除

を
制

度
化

す
る
。

看
休

度
を
拡

充
す

学
校

就
学

前
が

あ
ば

年
ど

あ
ば

年

１
子

育
て
期

間
中

の
働

き
方

の
見

直
し

○
子
の

看
護

休
暇
制

度
を
拡
充
す
る
（
小

学
校

就
学

前
の

子
が
、
１
人

で
あ
れ
ば

年
５
日

（
現

行
ど
お
り
）
、
２
人

以
上

で
あ
れ

ば
年

１
０
日

）
。

○
父

母
が

と
も
に
育

児
休

業
を
取

得
す
る
場

合
、
１
歳

２
か

月
（
現

行
１
歳

）
ま
で
の

間
に
、
１
年

間
育

児
休

業
を
取

得
可

能
と
す
る
（
パ

パ
・
マ
マ

２
父

親
も
子

育
て
が

で
き
る
働

き
方

の
実

現

○
父

母
が

と
も
に
育

児
休

業
を
取

得
す
る
場

合
、
１
歳

２
か

月
（
現

行
１
歳

）
ま
で
の

間
に
、
１
年

間
育

児
休

業
を
取

得
可

能
と
す
る
（
パ

パ
マ
マ

育
休

プ
ラ
ス
）
。

○
父

親
が

出
産

後
８
週

間
以

内
に
育

児
休

業
を
取

得
し
た
場

合
、
再

度
、
育

児
休

業
を
取

得
可

能
と
す
る
。

○
配

偶
者

が
専

業
主

婦
（
夫

）
で
あ
れ

ば
育

児
休

業
の

取
得

不
可

と
す
る
こ
と
が

で
き
る
制

度
を
廃

止
す
る
。

※
れ
ら
に
あ
わ
せ

育
児
休
業
給
付
に

い
て
も
所
要
の
改
正

※
こ
れ
ら
に
あ
わ
せ

、
育
児
休
業
給
付
に
つ
い
て
も
所
要
の
改
正

○
介

護
の

た
め
の

短
期

の
休

暇
制

度
を
創

設
す
る
（
要

介
護

状
態

の
対

象
家

族
が

、
１
人

で
あ
れ

ば
年

５
日

、
２
人

以
上

で
あ
れ

ば
年

１
０
日

）
。

３
仕

事
と
介

護
の

両
立

支
援

○
苦

情
処

理
・
紛

争
解

決
の

援
助

及
び
調

停
の

仕
組

み
を
創

設
す
る
。

勧
告

従
わ
な

合
表
制
度

び
報

告
を
求

合
報

告
を

ず
虚

偽
報

告
を

者
す

料
を
創

す

４
実

効
性

の
確

保

○
勧
告
に
従
わ
な
い
場

合
の
公

表
制
度

及
び

報
告
を
求

め
た
場

合
に
報

告
を
せ

ず
、
又

は
虚
偽

の
報

告
を
し
た
者

に
対

す
る
過

料
を
創

設
す
る
。

【
施

行
期

日
】

平
成

２
２

年
６

月
３

０
日

（
た

だ
し

、
一

部
の

規
定

は
、

常
時

１
０

０
人

以
下

の
労

働
者

を
雇

用
す

る
事

業
主

に
つ

い
て

は
３

年
以

内
の

政
令

で
定

め
る

日
。

）

４
の

う
ち

、
調

停
に

つ
い

て
は

平
成

２
２

年
４

月
１

日
、

そ
の

他
は

平
成

２
１

年
９

月
３

０
日

。
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次
世

代
法

に
基

づ
く
企

業
の

行
動

計
画

策
定

・
実

施
に
つ
い
て

［
平

成
１
７
年

４
月

１
日

～
］

［
平

成
１
９
年

４
月

１
日

～
］

・
大

企
業

（
３
０
１
人

以
上

）
→
義

務
・
各

都
道

府
県

労
働

局
に

届
出

・
次

期
行

動
計

画
の

策
・
一

定
の

基
準

を
満

た
す

業
を

定

行
動
計

画
の

策
定

届
出

・
実

施
計

画
終

了
・
目

標
達

成
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る

認
定

・
中

小
企

業
（
３
０
０
人

以
下

）
→
努

力
義

務

※
改
正
法
に
よ
り
平
成
２
３
年
４
月
か

ら
１
０
１
人
以
上
に
義
務
化

・
計

画
の

公
表

・
従

業
員

へ
周

知
（
※

H
２
１
年

４
月

か
ら
）

・
目
標
達
成
に
向
け
て
計

画
実

施

定
・
実

施

・
認

定
の

申
請

す
企

業
を
認
定

・
企

業
は

商
品

等
に
認

定
マ
ー
ク
を
使
用
可

認
定

基
準

・
行

動
計

画
の

期
間

が
２
年

以
上

５
年

行
動

計
画

例
１

計
画

期
間

平
成

○
年

○
月

○
日
～

平
成
○
年
○
月
○
日
ま
で

○
届
出
状
況
（
平
成
２
１
年
１
２
月
末
時
点
）

３
０
１
人
以
上
企
業
の
９
８
．
３
％

９
８
．
３
％

３
０
０
人
以
下
企
業

２
２
，
９
５
４
社

２
２
，
９
５
４
社

（（
人

上
人

上
人

企
業

人
企
業

））
・
行

動
計

画
の

期
間

が
、
２
年

以
上

５
年

以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
策
定
し
た
行
動
計
画
を
実
施
し
、
そ
れ
に

定
め
た
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
。

１
計
画

期
間

平
成
○
年
○
月
○
日

平
成
○
年
○
月
○
日
ま
で

２
内
容

目
標
１

計
画
期
間
内
に
育
児
休
業
の
取
得
状
況
を
次
の
水
準
に
す
る

男
性

：
年

に
○

人
以

上
取
得

女
性

取
得

率
○

％
以

上

（（
10
1

10
1人

以
上

人
以

上
30
0

30
0人

以
下
企
業

の
人
以
下
企
業

の
8.
5
8.
5％

）
％
）

規
模
計
届
出
企
業
数

規
模
計
届
出
企
業
数

３
６
，
６
７
０
社

３
６
，
６
７
０
社

○
認
定
状
況
（
平
成
２
１
年
１
２
月
末
時
点
）

認
定
企
業

８
１
８
社

・
３
歳
か
ら
小
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
の

子
を
持

つ
労

働
者

を
対

象
と
す
る
「
育

児
休

業
の

制
度

ま
た
は

勤
務

時
間

短
縮

等
の

措
置

に
準

ず
る
措

置
」
を
講

じ
て
い
る
こ

女
性

：
取
得

率
○

％
以

上

対
策

平
成

○
年

○
月

管
理

職
を
対

象
と
し
た
研

修
の

実
施

平
成
○
年
○
月

育
児
休
業
中
の
社
員
で
希
望
す
る
者
を
対
象

と
す
る
職
場
復
帰
の
た
め
の
講
習
会
を
年
に

の
措

置
に
準

ず
る
措

置
」
を
講

じ
て
い
る
こ

と
。

・
計

画
期

間
内

に
、
男

性
の

育
児

休
業

等
取

得
者

が
お
り
、
か

つ
、
女

性
の

育
児

休

○
回

実
施

目
標
２

ノ
ー
残
業
デ
ー
を
月
に
１
日
設
定
す
る
。

対
策

平
成
○
年
○
月

部
署
ご
と
に
検
討
グ
ル
ー
プ
を
設
置

平
成
○
年
○
月

社
内
報
な
ど
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う

業
等

取
得

率
が

７
０
％

以
上

だ
っ
た
こ
と
。

な
ど

目
標

○
・
・
・

対
策

・
・
・

・ ・ ・
次

世
代

認
定

マ
ー
ク
「
く
る
み

ん
」
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フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
お
け
る
病
児
・
病
後
児
等
預
か
り
事
業
の
開
始

○
地

域
に
お
け
る
病

児
・
病

後
児

の
預

か
り
等

の
対

応
を
促

進
す
る
た
め

平
成

２
１
年

度
か

ら
地

域
住

民
間

の
相

互
援

助
○

地
域

に
お
け
る
病

児
・
病

後
児

の
預

か
り
等

の
対

応
を
促

進
す
る
た
め
、
平

成
２
１
年

度
か

ら
、
地

域
住

民
間

の
相

互
援

助

活
動

で
あ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

業
に
お
い
て
、
病

児
・
病

後
児

等
の

預
か

り
事

業
を
開

始
し
て
い
る
（
「
病

児
・

緊
急

対
応

強
化

事
業

」
）
。

○
な
お
、
平

成
１
７
年

度
よ
り
実

施
し
て
い
た
「
緊

急
サ

ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業
」
は

廃
止

し
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事

業
の

病
児

・
病

後
児

等
の

預
か

り
へ

の
移

行
を
促
進

す
る
（
移

行
期

間
（
平

成
２
１
年

度
・
２
２
年

度
）
に
お
い
て
は

、
国

フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト

・
セ

ン
タ

ー

に
お
い
て
円

滑
な
移

行
の

た
め
の

事
業

（
「
病

児
・
緊

急
預

か
り
対

応
基

盤
整

備
事

業
」
）
を
実

施
。
）

フ
ァ

ミ
リ

サ
ポ

ト
セ

ン
タ

〔
相

互
援

助
組

織
〕

ド
バ

イ
ザ

《
平

成
２
１
年

度
の

実
施

状
況

》

○
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事

業
ア

ド
バ

イ
ザ

ー

援
助
の
申
し
入
れ

援
助
の
打
診

○
フ
ァ
ミ
リ

サ
ポ

ト
セ
ン
タ

事
業

実
施

数
５
９
９
市

区
町

村

○
病

児
・
病

後
児

等
預

か
り
事

業

援
助

を
行

い
た

い
会

員
援

助
を

受
け

た
い

会
員

実
施

数
４
７
市

区
町

村

援
助

を
行

い
た

い
会

員
援

助
を

受
け

た
い

会
員
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１．社会的養護体制の拡充について

（１）子ども・子育てビジョンの策定等について（社会的養護関連）

現行の「少子社会対策大綱」及び「子ども・子育て応援プラン」につ

いては、政府として、その見直しに向けた検討が進められ、平成２２年

度から平成２６年度までの今後５年間の施策内容と数値目標を盛り込む

こととして、１月２９日、新たに「子ども・子育てビジョン」が閣議決

定されたところである。

国の策定した行動計画策定指針では、地域の実情に応じ社会的養護体

制の充実を図るため、社会的養護の提供量を見込む際に勘案する事項の

ほか、家庭的養護の推進や施設機能の見直し、自立支援策の強化、人材

確保のための仕組みの強化など、都道府県が後期行動計画を策定するに

当たっての方向性や考え方をお示ししたところであり、各自治体におか

れては、地域の実情を踏まえ、社会的養護関連の計画実施に努めていた

だきたい。

（２）里親委託等の推進について

虐待を受けた子ども等、家庭での養育に欠ける子どもに対しては、可

能な限り家庭的な環境の下で愛着関係を形成しつつ養育を行うことが重

要である。里親制度は、そのような観点から、社会的養護の諸施策の中

でも極めて重要なものの一つであり、その拡充を図る必要がある。

このため、昨年４月に改正された児童福祉法等においては、社会的養

護の担い手としての「養育里親」を養子縁組を前提とした里親と区別す

るとともに、養育里親に研修を義務付ける等、里親制度を推進する取組

を進めているところ。（関連資料１ 参照）

また、同法改正で「小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）」

が、里親委託、施設入所に加わる新たな社会的養護の受け皿として位

置づけられ、普及が期待されているところである。（関連資料２

参照）

さらに、里親に対する相談支援等の業務を施設やＮＰＯ等に委託して

総合的に行う「里親支援機関事業」については、平成２２年度予算案に

おいて、さらに推進することとしている。（関連資料３ 参照）各自治

体においては、里親会等に同事業の一部を委託する等の工夫をこらし、

積極的かつ効果的な実施を図っていただきたい。

（３）施設退所後の支援について

社会的養護の下で育った子どもは、施設等を退所し自立するに当たっ
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て、保護者等から支援を受けられない場合が多く、その結果さまざまな

困難に突き当たることが多い。このような子どもたちが他の子どもたち

と公平なスタートが切れるように自立への支援を進めるとともに、自立

した後も引き続き子どもを受け止め、支えとなるような支援の充実を図

ることが必要である。

このため、改正後の児童福祉法等においては、児童自立生活援助事業

（自立援助ホーム）について、都道府県にその実施を義務付け、費用を

負担金で支弁することとしているところである。（関連資料４ 参照）

また、平成２０年度からモデル事業として実施していた「地域生活・

自立支援事業」は、平成２２年度予算案において「退所児童等アフター

ケア事業」として組み換え、一般事業として実施することとしたところ

である。

施設等を退所する子ども等が、親がいない等の事情により身元保証人

を得られず、就職やアパート等の賃借に影響を及ぼすことがないように

支援することが必要であり、平成１９年度から、子ども等が就職やアパ

ート等を賃借する際に、施設長等が身元保証人となる場合の補助を行う

「身元保証人確保対策事業」を実施しているところである。

各自治体におかれては、引き続き自立援助ホームの設置促進をはじめ

として、施設等を退所した子どもに対する自立支援施策に積極的に取り

組んでいただきたい。

（４）児童福祉施設等におけるケアの充実について

① 施設の小規模化の推進について

近年、児童養護施設をはじめとする児童福祉施設においては、虐待

を受けた子どもの入所が増加しているが、虐待等により愛着形成に問

題のあった子どもに適切なケアを行い、他者との関係性を回復してい

くためには、これまでの大規模集団による養育では限界があり、でき

る限り家庭的な環境の中で、職員との個別的な関係性を重視したきめ

細かなケアを提供していくことが求められている。

このような趣旨を踏まえ、施設におけるケア形態の小規模化を図る

ため、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立

支援施設を対象とした小規模グループケアの実施を進めており、子ど

も・子育てビジョンでは平成２６年度までに８００か所を計画的に整

備することとしている。また、児童養護施設を対象とした地域小規模

児童養護施設は平成２６年度までに３００か所を整備することとして

いる。（関連資料５ 参照）

平成２２年度予算案においては、小規模グループケアにおける夜間

体制の充実を目的とした管理宿直等職員（非常勤）を配置するととも
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に、１本体施設において指定できる小規模グループケアのか所数を一

定の条件をもって緩和（１施設あたり３か所まで）することとしてお

り、これらを活用してケア形態の小規模化の一層の推進に努めていた

だきたい。

② 家庭支援専門相談員・個別対応職員等の拡充

社会的養護施設の職員について、平成２２年度予算案においては、

乳児院における被虐待経験のある乳幼児のケアの向上のため、被虐待

児個別対応職員の配置を拡充し、さらに乳児の家庭復帰や里親委託に

ついて保護者との調整等を強化するため、非常勤の家庭支援専門相談

員（ファミリーソーシャルワーカー）の配置の拡充を図ることとした。

また、児童養護施設において、日常の投薬管理や健康管理、感染症

の予防等医療的ケアが必要な児童に適切に対応するため、看護師の配

置の拡充を行うこととしており、これらを活用して児童福祉施設にお

けるケアの質的向上に努めていただきたい。

③ 児童家庭支援センター等の拡充

児童家庭支援センターについては、平成２２年度予算案において、

心理療法担当職員の常勤化を推進しているところである。（関連資料

７ 参照）

また、改正児童福祉法により、施設に附置されていなくても児童家

庭支援センターとなることが可能となった。

運営機関としては、例えば児童虐待関係で相談実績を有する団体や

妊産婦に対する相談支援を行っている医療機関などを想定している。

子ども・子育てビジョンでは、平成２６年度までに１２０か所を計

画的に整備することとしており、今後、児童家庭支援センターの設置

促進を図っていただくようお願いする。

（５）施設機能見直しのための調査について

平成１９年１１月の「社会的養護専門委員会報告書」で、

① 子どもの状態や年齢に応じた適切なケアを実施できるよう現行の施

設類型のあり方を見直すとともに、人員配置基準や措置費の算定基準

の見直し等を含めたケア改善に向けた方策を検討する必要がある。

② 見直しを具体的に進めるためには必要な財源の確保が不可欠である

とともに、現在施設内で行われているケアの現状を詳細に調査・分析

することが必要。

との提言が行われ、これを受けて、施設内で行われているケアの現状を

把握するための調査・分析を行い、その基本的な集計を昨年１０月の社

会的養護専門委員会へ報告したところである。

今後、さらに詳細な集計・分析を進め、その結果や次世代育成支援策
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の再構築及び財源のあり方に関する議論を踏まえ、施設機能の見直しに

ついての検討を進めることとしている。

２．児童養護施設等の整備について
児童福祉施設等の施設整備については、「児童福祉施設最低基準」等

の設備基準により行われているところであるが、これを遵守することの

みならず、次世代育成支援対策施設整備交付金（以下、「ハード交付金」

という。）に係る整備計画策定において入所者の居住環境への十分な配

慮をお願いする。

特に、入所者の居室については、中・高校生等の思春期児童やその他

の入所者のプライバシー等に十分配慮し、個室化を積極的に進めていた

だきたい。

また、子ども・子育てビジョンにおいて、平成２６年度までに児童養

護施設等のケア形態の小規模化を推進することとしている。

平成２２年度予算案においては、施設の小規模化を推進する観点から

児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

の整備のうち、おおむね６名程度の小規模なグループケアを行う場合の

整備について、ハード交付金の加算対象としており、これを積極的に活

用し、入所児童に対するケアの環境の充実に努めていただきたい。

３．総合的な母子家庭等自立支援策の展開について
（１）児童扶養手当について

ア 児童扶養手当の手当額について

児童扶養手当の手当額については、「児童扶養手当法」、「児童扶養手

当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、

年平均の全国消費者物価指数を基に所要の改定を行うこととされてい

る。

平成２２年度の児童扶養手当額については、平成２１年の全国消費者

物価指数の下落が対前年１．４％であるため、「児童扶養手当法による

児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」の規定による特例措置

により、平成２１年度と同額に据え置かれることとなる。
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手当額

（平成21年度） （平成22年度）

全部支給（月額） 41,720 円 → 据え置き

一部支給（月額） 41,710 円 → 据え置き

～ 9,850 円

イ 児童扶養手当の一部支給停止措置について

各自治体におかれましては、昨年度より実施している児童扶養手当の

一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外に係る事務について、多大

なご尽力とご協力をいただき厚く御礼申し上げる。

一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外に係る事務については、

「支給要件に該当するに至った日から７年」の要件に該当する受給資格

者が、平成２２年４月に初めて児童扶養手当法第１３条の２に基づく手

続を行うことが必要となるが、これらの方への事前通知の送付について

漏れがないよう対応頂くことに加え、一部支給停止適用除外手続を行っ

ていない受給資格者との連絡、手続の支援等引き続き進めていただくと

ともに、手続を行った受給資格者については、一部支給停止措置の決定

を取り消した後、速やかに差額を随意支払うなど、受給資格者の立場に

立ったきめ細かい対応を今後ともお願いしたい。

また、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられな

いために一部支給停止となった方に対しても、現況届などあらゆる機会

を通じ、就業に向けた取組を促していただくようお願いする。

ウ 児童扶養手当制度の運用について

児童扶養手当制度の運用については、日頃より、多大なご尽力とご協

力をいただいているところであるが、児童扶養手当の認定等の際の手続

に当たっては下記の事項に留意のうえ、引き続き適正な運用をお願いし

たい。

・ 児童扶養手当の申請を希望する相談があった場合には、必要な申請

書類等を速やかに渡すこと。

・ 児童扶養手当の申請があった場合には、書類の不備等が無ければ、

申請を受け付け、支給要件に関し、実態を確認した上で、認定又は却

下などの処分を行うこと。

・ 実態をよく確認せずに支給要件に該当しないと決めつけて、申請を

拒んだり、資格喪失処分を行うことがないよう留意すること。

・ なお、児童扶養手当は、その支給要件が離婚、遺棄、拘禁、事実婚

の解消、未婚の母、事実婚の不存在等個人の秘密に属する事項に関わ
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るため、受給資格者の認定に当たっては、プライバシーの問題に触れ

ざるを得ないところであるが、必要以上にプライバシーの問題に立ち

入らないよう事務運営に当たって配慮すること。（関連資料９ 参照）

（２）母子家庭等の就業支援対策の充実について

母子家庭等自立支援対策については、平成1４年に母子及び寡婦福祉

法等が改正され、平成１５年度から、①子育て・生活支援策、②就業支

援策、③養育費の確保策、④経済的支援策の４本柱による自立・就業に

主眼を置いた総合的な自立支援策を展開しているところであるが、母子

家庭の平均年間収入はなお低い水準にあり、低所得世帯が多くを占める

状況に大きな変化はみられないところである。

母子家庭等の自立促進のためには、就業支援に力を入れていく必要が

あるが、事業ごとに見ると、未実施の自治体も多く実施自治体の間でも

取組状況に差があるところである。未実施の自治体におかれては事業の

空白地がなくなるよう早急に事業を開始するとともに、既に事業を実施

している自治体においても、一層の積極的な取組を行うことにより、母

子家庭の就業の促進が図られるようお願いする。

また、就業支援に関する施策については、ハローワーク等の労働関係

機関においても様々な施策を実施しており、母子家庭の母等の就業支援

を推進するためには、それらの施策も効果的に活用することが必要であ

る。そのため、各自治体におかれては、ハローワーク等の労働関係機関

と十分に連携を図り、それらの実施している施策も含め広報等を行うと

ともに、各事業の実施にあたってもよく連携し、効果的な実施に努めら

れたい。

ア 母子家庭等就業・自立支援事業

①母子家庭等就業・自立支援センター事業

本事業については、センターの設置については全国的にサービスの

体制が整ったところであるが、就業支援事業等の各メニュー事業ごと

の実施状況をみると、各自治体により大きな差がある状況である。一

貫した就業支援サービス等を提供するという事業の趣旨に鑑みれば、

全てのセンターにおいて、全てのメニュー事業が実施されることが望

ましいので、未実施のメニュー事業がある自治体におかれては、早急

に実施することをお願いする。（関連資料10 参照）

また、センターの開所については、これまでも土日等における開所

について配慮をお願いしてきたところであるが、平成２２年度予算案

においては、本事業のうち「就業支援事業」及び「母子家庭等地域生

活支援事業」について、平日に加え土日に開所した場合に、開所日数
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に応じた運営費の加算を行うこととしているので、センターの土日開

所について積極的な実施をお願いする。

さらに、本事業の実施にあたっては、(1)職業紹介の許可の取得、(2)

ホームページの開設等により効果的な事業の実施に努めるとともに、

(3)相談中や講習中に子供を預かる託児コーナーの設置、(4)女性相談

員の設置等、母子家庭の生活実態に即した実施が可能となるよう、き

め細かな支援体制を整備されたい。

②一般市等就業・自立支援事業

本事業は、母子家庭の母等が、できるだけ身近な地域において就業

支援が受けられるよう、一般市等を実施主体として、母子家庭等就業

・自立支援センター事業と同様の事業を実施可能としたものである。

都道府県等におかれては、より多くの一般市等において事業が実施さ

れるよう母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施により培って

きたノウハウの一般市等への提供するなどその実施を支援するととも

に、実施に当たりセンターとの連携を図るなど効果的な実施体制の構

築にご協力をお願いしたい。

イ 母子自立支援プログラム策定等事業

①母子自立支援プログラム策定等事業

様々な事情や課題を抱える母子家庭の母に対して効果的な自立支援

を行うためには、個々の母子家庭の実情に応じた支援が重要となる。

本事業については、都道府県や市等が母子家庭の母の状況やニーズ

に応じた自立支援プログラムを策定するものであり、個別的なきめ細

やかな支援を行う上で極めて有効な事業である。そのため、「『福祉

から雇用へ』推進５か年計画」においても、平成２３年度までにプロ

グラム策定件数を２万件とすることを目標として掲げているところで

あり、未実施の自治体については早急に取り組まれたい。

また、平成２０年度から、直ちに就業活動に移行できない母子家庭

の母について、就業意欲を醸成するためにボランティア活動等を行う

就業準備支援コース事業を創設しているので、各自治体におかれては、

積極的な実施にご協力いただきたい。

②生活保護受給者等就労支援事業

母子自立支援プログラム策定等事業と関連して、児童扶養手当受給

者等を対象に、ハローワークが、福祉事務所等と連携して就労支援プ

ランを策定し、担当者制によるきめ細かな就業支援を行う「生活保護

受給者等就労支援事業」を実施しているところであるが、本事業につ
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いては、福祉事務所等の福祉関係部門とハローワーク等の雇用関係部

門間の連携が重要となることから、母子自立支援プログラム策定員等

の母子家庭の支援担当者からハローワーク等に対する円滑な支援要請

が行われるような体制整備等について、管内の市等も含め特段の配慮

をお願いする。また、その際には、プログラム策定に当たって、予め

ハローワークに個人情報を提供することについて本人の同意を得た上

で策定する等、円滑な支援要請が可能となるような工夫をお願いした

い。（関連資料11 参照）

ウ 母子家庭自立支援給付金事業

就業経験の少ない母子家庭の母の就業のためには、就業に結びつきや

すい資格を取得することが有効であるが、資格の取得のためには長期間、

養成機関に通うことが必要になることから、その間の生活の不安や負担

を小さくすることが重要である。

そのため、本事業のうち、養成機関に通う期間中の生活費の負担軽減

のため支給する高等技能訓練促進費について、より多くの母子家庭の母

の資格取得を促進する観点から、安心こども基金等を活用し、平成２１

年６月から、①支給額を引き上げるとともに、②平成２３年度末までに

修学を開始した者についての支給期間を、これまでの「修業期間の最後

の１／２の期間（上限１８か月）」から「修業期間の全期間」に延長し

たところである。各自治体におかれては、引き続き、必要な予算の確保

や母子家庭の母等に対する適切な周知についてお願いしたい。（関連資

料12 参照）

エ ひとり親家庭等の在宅就業支援

ひとり親家庭等の在宅就業支援については、安心こども基金を活用し

た「ひとり親家庭等の在宅就業支援事業」により、業務の開拓、仕事の

品質管理、従事者の能力開発、相談支援等の一体的取組等を実践し、家

庭と仕事の両立を図りやすい働き方である在宅就業の拡大に向けた環境

整備を図ることとしているところである。

本事業については、昨年１２月に閣議決定された「明日の安心と成長

のための緊急経済対策」において、「仕事と家庭の両立を図りやすい働

き方として、母子家庭等の『在宅就業』の拡大を図るための自治体の取

組をさらに推進する」とされたこと受け、事業の運用の改善を行い、地

方公共団体の策定する事業計画について、都道府県において審査・採択

する仕組み（都道府県審査分）を新たに設けたところであり、先月１８

日に開催した全国児童福祉主管課長会議において示した事業例を参考

に、積極的な実施をお願いしたい。
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また、在宅就業はひとり親の自立支援のみならず、障害者や高齢者の

生活も向上させる「これからの社会のセーフティーネット」としての意

義や人的能力の開発や経済への貢献、環境への貢献といった「活力ある

社会への貢献」、「地域づくり・地域再生への貢献」としての意義を持

つように、政策として多面的な意義を持つものであり、その実施に際し

ては、雇用関係部局、商工関係部局等との連携に特に留意いただきたい。

（関連資料14 参照）

オ 公共職業訓練

公共職業訓練において、母子家庭の母等を対象とした訓練としては、

①座学と実習を組み合わせた実践的な職業訓練である日本版デュアルシ

ステム、②事務やパソコン等女性の受講ニーズが高い分野における座学

中心の訓練に、託児サービスをセットして提供している委託訓練、③Ｄ

Ｖや離婚等により精神的にダメージを受けた者に配慮した特別訓練、④

自立支援プログラムに基づき、就職の準備段階としての「準備講習」と

職業訓練を組み合わせた「準備講習付き職業訓練」の４つを用意してい

る。

特に平成２１年度から開始した託児サービス付きの委託訓練について

は、訓練を申し込む際にあわせて託児サービスについても申し込むもの

で、受講生１人につき複数のお子さんを預かることも可能としている。

また、同じく今年度創設したＤＶ被害者等に対する職業訓練について

が、職業自立を可能とするための基礎スキルであるパソコン能力を習得

することを目的とし、実施機関の訓練担当者に事前研修を実施し、訓練

の指導スピードもゆるやかにするなど、精神的なダメージにも配慮した

訓練運営を行うとともに、託児サービスも提供している。

これらの新しい取組については、特に、支援を必要としている方々に

情報が行き届くことが重要であることから、各自治体におかれては、ハ

ローワーク等との連携を図るとともに、母子家庭の母等に対する周知を

お願いしたい。（都道府県等におかれては、管内の市等においても連携

・周知が図られるよう配慮願いたい。）（関連資料15～18 参照）

カ 緊急人材育成支援事業

雇用保険を受給できない者等に対する無料の職業訓練（基金訓練）と

訓練期間中の生活保障である「訓練・生活支援給付」の実施を内容とし

た緊急人材育成支援事業を平成２１年７月から実施している。

基金訓練では、①職種に関わりなく必要なＩＴスキル等（文書作成、

表計算・図表作成等）や②医療、介護・福祉等の分野で必要とされる基

本能力から実践能力を習得するための訓練を実施している。また、それ
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と併せて、それらの訓練及びハローワークのあっせんにより公共職業訓

練を受けている雇用保険を受給できない者のうち、年収等の一定の要件

を満たす者について、訓練期間中の生活保障として月１０万円（被扶養

者家族を有する方にあっては月１２万円）の「訓練・生活支援給付金」

を支給しているところである。（関連資料19 参照）

本事業については、公共職業訓練の受講ができない場合に受講するこ

とも可能であり、また、雇用保険や訓練手当を受給できない母子家庭の

母等であっても、要件に該当すれば「訓練・生活支援給付」を受給しな

がら訓練を受講することが可能である。

各自治体においては、公共職業訓練の各種メニューと併せて、積極的

な周知をお願いしたい。（都道府県等におかれては、管内の市等におい

ても周知が図られるよう配慮願いたい。）

なお、申請手続きや、各地における訓練の実施状況については、厚生

労働省や中央職業能力開発協会のホームページに掲載しているところで

ある。

＜関連ＨＰ＞

厚生労働省ＨＰ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/index.html

中央職業能力開発協会ＨＰ：http://www.javada.or.jp/kikin/areamap.html

キ 中小企業雇用安定化奨励金

ハローワークにおいて、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、

中小企業事業主が、正社員への転換制度を設け、実際に１人以上正社員

に転換させた場合等に、奨励金を支給しているところである。

本事業については、取組の一層の推進を図るため、平成２２年度から

支給額の引上げ等を行うこととしており、対象となる労働者が母子家庭

の母である場合の支給額も引上げとなるので、各自治体におかれては、

ハローワークと連携し、企業や母子家庭の母等に対する周知等をお願い

したい。（都道府県等におかれては、管内の市等においても連携・周知

が図られるよう配慮願いたい。）

＜支給内容＞

・就業規則等に有期契約労働者の正社員への転換

制度を設け、１人以上正社員に転換させた場合 １事業主につき４０万円

・転換制度導入後、３年以内に２人以上、正社員

に転換した場合 １労働者につき２０(３０※)万円

※労働者が母子家庭の母等の場合
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ク マザーズハローワーク事業の拡充

平成１８年度から、ハローワークにおいて、子育て女性等に対する就

職支援の充実を図るため、子ども連れで来所しやすい環境を整備すると

ともに、担当者制によるきめ細かな職業相談や求職者のニーズを踏まえ

た求人の確保、地方自治体等との連携による子育て情報等の提供など、

就職に向けた総合的かつ一貫した支援を行っているところである。既存

のマザーズハローワーク事業の拠点１４８か所（マザーズハローワーク

１２か所、マザーズサロン３６か所、マザーズコーナー１００か所）に

加え、平成２２年度予算案においては、新たに、ハローワーク内にマザ

ーズコーナーを１５か所設置する予定である。

各自治体におかれては、引き続き、子育て女性の就職支援や保育所、

地域の子育て支援サービスに関する各種情報の共有等、「マザーズハロ

ーワーク事業」との密接な連携・協力をお願いする。（都道府県におか

れては、管内市等においても、連携・周知が図られるようお願いする。）

（関連資料20 参照）

ケ 母子家庭の母等の積極的な雇入れについて

各自治体やその関連法人等における職員等の雇い入れに際しては、求

人情報を近隣の母子家庭等就業・自立支援センターに提供するなど、母

子家庭の母等の雇入れの促進に配慮していただきたい。

また、その際は、人事担当課等の協力を得て、福祉部局に限らず組織

全体において配慮がなされるようお願いする。

コ 母子福祉団体に対する事業発注について

平成１６年１１月に施行された「地方自治法施行令の一部を改正する

政令」により、母子福祉団体が行う事業で主として母子家庭の母及び寡

婦が従事するものに係る契約については、随意契約によることができる

こととされているところである。このことを踏まえ、母子福祉団体に対

して、積極的に事業を発注するなど、母子家庭の母等の就業促進につい

てご協力いただきたい。

（３）ひとり親家庭生活支援事業の改正について

ひとり親は、ひとり親家庭となったその時から、子育てと家計の２重

の負担を抱えることとなり、その生活が大きく変化するとともに、就業

と家事等の日々の生活に追われ、子どもの養育や自身の健康面など様々

な困難に直面することになる。

そのような課題に対応するため、生活支援講習会の開催、個々の家庭

の状況に応じた健康の面のアドバイス、平日夜間・休日における電話相
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談などを実施してきたところであるが、平成２２年度から、父子家庭を

はじめとする育児や家事などの生活面における相談ニーズに対する支援

体制の充実のため、現行の「健康支援事業」及び「土日・夜間電話相談

事業」を組み替え、それらの事業内容も含める形で、相談員を配置し、

土日も含めた生活相談を実施する「ひとり親家庭相談支援事業」を創設

することとしたので、各自治体におかれては積極的な取組をお願いする。

（都道府県においては、管内の市町村に対しても十分に周知されたい。）

＜ひとり親家庭相談支援事業のイメージ＞

【平成２１年度】 【平成２２年度】

・ひとり親家庭相談支援事業（新規）

・生活支援講習会事業 ・生活支援講習会事業

・健康支援事業

・土日・夜間電話相談事業

・児童訪問援助事業 ・児童訪問援助事業

・ひとり親家庭情報交換事業 ・ひとり親家庭情報交換事業

（４）養育費相談支援について

平成１９年度から、養育費の取決め等に関する困難事例への対応や、

養育費相談にあたる人材養成のための研修等を行う「養育費相談支援セ

ンター」を設置・運営しているところである。（関連資料21 参照）

同センターにおいては、母子自立支援員や母子家庭等就業・自立支援

センター相談員からの養育費に関する相談を受け付けているほか、自治

体が行う研修等への講師の派遣も実施しているので、積極的にご活用い

ただきたい。

また、養育費の取得率の向上を図るため、平成１９年度から、母子家

庭等就業・自立支援センターに、養育費専門の相談員を配置することと

したところである。相談員については、家庭裁判所の調査官のＯＢなど

養育費や離婚問題等に詳しい者を専任で配置することが望ましいが、新

たに相談員を配置することが困難な場合には、当面、既に配置されてい

る相談員等との兼務とすることも可能であるので、未配置の自治体にお

かれては早急に配置をお願いする。

養育費相談支援センターにおいて、養育費相談支援に関する研修会を

実施しており、平成２２年度においても、養育費専門相談員向けの研修

会及び母子自立支援員など広く養育費の相談に従事する者向けの研修会

を開催する予定であるので、各自治体におかれては、関係者が積極的に

参加できるようお取り計らいいただきたい。
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なお、養育費相談支援センターより、養育費の取り決めや確保の方法、

養育費相談支援センターの業務内容などを記載したパンフレットを各都

道府県・市町村に送付しているところであるので、離婚届を提出する戸

籍窓口や児童扶養手当の窓口、母子家庭等就業・自立支援センター等の

ひとり親が訪れる機会のある各種相談窓口等において配布する等ご活用

いただきたい。

（５）母子寡婦福祉貸付金について

ア 平成２２年度における拡充について

母子家庭の経済的自立のためには、安定した就業の確保が重要であ

り、高等技能訓練促進費による資格取得の促進等の就業支援策の推進

を図っているところであるが、多くの資格については、取得に際して

高等学校の卒業が必要であり、高等学校を卒業していない母子家庭に

とっては非常に厳しい状況にある。

このため、平成２２年度から、母子家庭の母等が高等学校等に通う

際に必要となる入学金や学費等について、技能習得資金を活用して貸

し付けることを可能とすることとしている。

また、公立高校に係る就学支度資金の貸付限度額についても、実際

に必要となる金額を考慮し、現行の８万５千円から１６万円に引き上

げることとしているのでご留意いただきたい。

イ 貸付の際の留意事項について

母子寡婦福祉貸付金の貸付けの償還については、平成１７年度の予

算執行調査により償還率の向上に向けた更なる取組の推進について指

摘されたところである。

本貸付金については、平成２１年６月から、貸付利率を引き下げる

とともに、連帯保証人がいない場合の貸付を可能にする等の拡充を行

ったところであるが、経済的自立の助成及び生活意欲の助長を図ると

いう貸付金の制度趣旨を踏まえ、貸付けに際して、償還計画を作成し

貸付内容について適性に審査するとともに、母子自立支援プログラム

策定員や母子家庭等就業・自立支援センター等と連携し、就業支援策

と一体的に実施する等、償還率の向上に努められたい。

（６）平成２２年度母子家庭の母の就業支援企業表彰について

母子家庭の母の就業支援表彰については、母子家庭の母の就業支援の

社会的機運を高めるため、母子家庭の母を多く雇用している企業、母子

福祉団体等に事業を多く発注している事業者を対象として、平成１８年

度から実施しているところである。
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平成２２年度においても、同様に表彰を実施する予定であり、後日、

推薦依頼を行うので、その際には、各自治体におかれては、母子福祉団

体やハローワーク等と連携し、事業者の推薦についてよろしくお取り計

らい願いたい。

（７）安心こども基金を活用した自立支援施策の積極的な実施について

母子家庭等の自立支援については、平成２１年度第１次補正予算によ

り安心こども基金を拡充し、高等技能訓練促進費の支給期間の延長やひ

とり親家庭が職業訓練を受ける際の託児サービスの提供、就業・社会活

動困難者への戸別訪問等の施策の拡充を図ったところである。

これらの事業については、平成２３年度までの事業について補助の対

象としていることから、各地自治体においても積極的な実施をお願いし

たい。

（８）母子家庭等対策総合支援事業の執行について

母子家庭等対策総合支援事業に係る平成２２年度の補助金交付につい

ては、下記のスケジュールにより行うこととしている。これに伴い、交

付申請の時期が大幅に早まることとなるが、早期執行の観点から御了知

頂くとともに、管内市等を含め事務に遺漏がなきよう取り計らいをお願

いする。

＜平成２２年度における補助金交付スケジュール（予定）＞

５月末 当初交付申請締切

夏頃 当初交付決定

秋頃 所要額調査

１月上旬 変更交付申請

年度末 変更交付決定
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４．配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）対

策等について

（１）婦人相談所等の体制の強化について

平成２０年度に婦人相談所及び婦人相談員が受け付けた来所による相

談状況を見ると、夫等の暴力を主訴とする者の相談件数・割合ともに増

加しており、２４，８７９人（前年度２３，７５８人）、３１．３％（前

年度３０．７％）となっている。（関連資料25、26 参照）

また、一時保護された女性６，６１３人のうち、夫等の暴力を入所理

由とする女性は４，６６６人で７０．６％を占めている。

一時保護委託契約施設数は２６１ヵ所（平成２１年４月１日現在）で

あり、前年度と同数である。

婦人相談所等に関しては、

①婦人相談所における休日・夜間電話相談事業および法的対応機能強化

事業

②婦人相談所職員等への専門研修

③婦人相談所一時保護所や婦人保護施設における心理療法担当職員およ

び同伴児童への対応等を行う指導員の配置

④婦人相談所や婦人保護施設における夜間警備体制の強化

等様々な事業を実施し、被害者等の相談、保護等の支援体制の充実、強

化を図ってきたところである。

平成２２年度予算案では、人身取引被害者支援体制の強化を図るため、

婦人保護施設において、通訳及びケースワーカー（外国人専門生活支援

者）の派遣を外国人支援に実績のある民間団体等に依頼するための経費

や医療費について補助することとしているので、被害者等の相談、保護

等の支援を一層充実させるため積極的に活用されたい。

さらに、障害があることや外国人であること等特別なニーズをもった

被害者等の相談や保護等に関しては、

①安心こども基金（児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業）

等を活用した施設のバリアフリー化の推進

②専門通訳者養成研修の実施等を通じた通訳者の確保

③婦人保護事業啓蒙普及費を活用したＤＶ相談・保護等に関する点字や

外国語のパンフレットおよびリーフレット等の作成・配布

④ノウハウのある一時保護委託契約先の活用

等により、適切な対応をお願いしたい。
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各都道府県においては、民間の支援団体を含む関係機関との連携、研

修の充実等、被害者等の安全確保、支援の充実に向けた一層の取組をお

願いする。

（２）ＤＶ被害者に対する自立支援等について

ＤＶ被害者に対する自立支援等については、婦人相談所、婦人保護施

設、婦人相談員等により従来から行われてきたところであるが、平成２

１年５月に総務大臣から厚生労働大臣に対し、「配偶者からの暴力の防

止等に関する政策評価」の結果として、「一時保護の機能の充実」につ

いての勧告が行われた。同勧告を踏まえ、同年１１月に家庭福祉課長名

で通知を発出し、

① 夜間・休日を問わず、被害者の安全の確保、負担の軽減等も配慮し

つつ、福祉事務所を経由していない申請の場合や，被害者が一時保護

委託契約施設に直接来所した場合も含め、被害者の危険度や緊急度を

勘案し、申請を受け付け、一時保護の要否を速やかに判断するなど柔

軟かつ弾力的な対応を図ること

② 一時保護にあたっては、被害者の安全な保護・自立支援を円滑に進

めるために、福祉事務所、警察等関係機関と速やかに連絡をとるなど、

緊密な連携を図ること

等の留意事項をお示ししたところであるので、引き続き適切な対応をお

願いしたい。

※「配偶者からの暴力の被害者の一時保護機能の充実について」（平

成２１年１１月２５日雇児福発1125第1号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局家庭福祉課長通知）

児童手当制度においては、ＤＶ被害者のみが子の監護を行い、生計同

一である場合、又は、配偶者の監護が認められても被害者の方が子の生

計を維持する程度が高い場合には、現に居住する市町村に対し、児童手

当の申請を行うことにより、当該被害者の配偶者の児童手当を停止し、

ＤＶ被害者が児童手当の支給を受けることができる取扱いとしていると

ころである。今国会に法案を提出している子ども手当についても、同様

の取扱いとする方向で検討がされている。申請の際には、ＤＶ被害者で

ある旨の証明書を添付することとされており、証明書の交付申請があっ

た場合の対応についてよろしくお願いするとともに、ＤＶ被害者に対し

て、こうした取扱いについて周知されたい。

（３）人身取引被害女性の保護について

人身取引被害女性の保護については、これまで婦人相談所等に保護を
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求めてきた２７０名（平成１３年４月１日～平成２１年１１月末現在）

について、適切に保護が行われてきたところである。

また、平成１７年度より、婦人相談所から民間シェルター等への人身

取引被害女性の一時保護委託を実施しているところであり、平成２１年

１１月末までに９１名の一時保護委託が実施されたところである。（関

連資料27 参照）

「人身取引対策行動計画」（平成１６年１２月策定、以下「旧計画」

という。）が策定されてから５年が経過し、その間、人身取引事犯の認

知件数が減少するとともに、適切な被害女性の保護が図られるなど、旧

計画に基づく各種対策は大きな成果を上げたと言える一方で、ブローカ

ー等が被害女性を偽装結婚させるなどして就労に制限のない在留資格を

もって入国させるなど、人身取引の手口がより巧妙化・潜在化してきて

いる。こうした国内情勢や、我が国の人身取引対策に対する国際社会の

関心の高さ等の内外からの指摘を踏まえ、このたび、犯罪対策閣僚会議

（平成２１年１２月２２日）において、「人身取引対策行動計画２００

９」（以下「新計画」という。）が決定されたところである。

新計画には、婦人保護事業に関連する事項として、

①潜在的被害者に対する被害者保護施策の周知

②被害者に対する法的援助に関する周知等

③中長期的な保護施策に関する検討

等が盛り込まれている。（関連資料28 参照）

これまでも婦人相談所の体制について、一時保護所における心理療法

担当職員の配置や外国人対応のための通訳雇上費、人身取引被害女性の

医療費（他法他制度が利用できない場合に限る）、弁護士等による法的

な援助や調整等、鋭意取組を進めてきたところであるが、各都道府県に

おいては、これらの事業を活用するとともに、警察、入国管理局、国際

移住機関（ＩＯＭ）等と緊密な連携を図りながら、今後も引き続き、人

身取引被害女性に対する適切な保護・支援を実施いただくようお願いす

る。

また、人身取引被害女性への対応における留意点等については、平成

１８年３月に厚生労働省が民間シェルター等の協力を得て作成し、婦人

相談所等の関係機関に配布した「婦人相談所における人身取引被害者支

援の手引き」等で示してきたところである。今後とも婦人相談所職員へ

の専門研修等の場において、人身取引等外国人被害女性に対する相談・

保護を課題として取り上げるなどにより、人身取引や被害女性の実態等

について知見を深めていただくようお願いする。その際には、すでにノ

ウハウを有している民間団体等の協力を得るなど、有効な研修等の実施

をお願いする。
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［家庭福祉課 関連資料］
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（世帯数）

登録数 受託数 登録数 受託数 登録数 受託数 登録数 受託数 登録数 受託数 登録数 受託数

1 北海道 464 192 8 8 2 1 315 180 139 3 40 5
2 青森県 113 36 3 3 13 2 58 29 39 2 15 9
3 岩手県 157 36 5 5 36 12 67 19 49 0 5 4
4 宮城県 85 27 3 3 9 0 45 23 20 0 3 0
5 秋田県 103 22 4 4 18 9 12 9 69 0 3 2
6 山形県 80 11 2 2 4 0 48 9 26 0 6 1
7 福島県 168 35 1 1 26 13 97 32 50 0 2 2
8 茨城県 132 60 1 1 0 0 86 57 58 0 5 1
9 栃木県 188 79 18 18 5 0 107 61 58 1 11 1
10 群馬県 128 40 3 3 9 0 104 37 12 0 3 0
11 埼玉県 308 100 3 3 137 3 237 94 109 0 18 1
12 千葉県 244 121 13 13 84 4 153 103 60 0 15 1
13 東京都 571 284 1 1 125 34 324 248 101 0 20 1
14 神奈川県 173 97 2 2 0 0 168 66 3 0 18 5
15 新潟県 154 55 17 17 60 1 53 33 53 0 6 4
16 富山県 72 10 1 1 17 2 31 7 19 0 4 0
17 石川県 32 11 3 3 9 1 13 7 7 0 2 0
18 福井県 56 11 4 4 19 0 9 7 24 0 3 1
19 山梨県 105 51 13 12 8 1 67 37 17 1 5 4
20 長野県 179 36 7 7 33 7 61 22 78 0 6 2
21 岐阜県 116 34 3 3 38 6 48 25 19 0 8 1
22 静岡県 199 72 8 8 1 0 115 63 73 0 3 2
23 愛知県 237 75 1 0 4 2 156 73 48 0 19 8
24 三重県 155 55 18 18 14 3 94 31 29 0 11 3
25 滋賀県 89 38 8 8 5 1 84 34 35 0 11 1
26 京都府 49 11 5 5 8 0 22 6 14 0 1 0
27 大阪府 145 45 15 15 39 8 75 19 11 0 4 3
28 兵庫県 211 72 2 2 9 3 119 67 81 0 18 8
29 奈良県 103 27 6 6 18 5 37 16 42 0 2 2
30 和歌山県 51 23 2 2 0 0 51 21 0 0 8 2
31 鳥取県 63 26 5 5 8 4 50 17 0 0 9 4
32 島根県 58 31 4 4 6 0 43 22 18 0 7 3
33 岡山県 61 14 1 1 0 0 21 13 41 0 6 0
34 広島県 104 29 4 3 4 0 74 30 27 0 12 0
35 山口県 133 32 9 9 3 0 133 23 0 0 20 7
36 徳島県 40 21 6 6 4 2 19 13 11 0 7 1
37 香川県 40 18 4 4 7 1 28 13 2 0 3 1
38 愛媛県 50 13 2 2 10 0 11 11 27 0 0 0
39 高知県 34 7 0 0 2 0 15 7 17 0 1 0
40 福岡県 115 49 15 15 6 1 62 33 33 0 6 0
41 佐賀県 39 10 3 3 16 3 20 7 5 0 0 0
42 長崎県 61 16 4 4 18 3 27 16 12 0 5 3
43 熊本県 89 37 1 1 0 0 57 35 32 2 14 4
44 大分県 95 52 1 1 21 2 75 48 17 1 12 2
45 宮崎県 118 44 4 4 4 0 81 40 33 0 9 4
46 鹿児島県 67 24 1 1 39 0 38 24 18 0 17 4
47 沖縄県 134 76 5 5 2 0 81 65 46 6 19 5
48 札幌市 128 71 1 1 15 2 92 59 20 0 11 5
49 仙台市 49 16 1 1 12 2 27 13 9 0 6 0
50 さいたま市 63 20 0 0 1 0 43 19 8 1 9 1
51 千葉市 37 21 2 2 2 0 33 16 0 0 6 3
52 横浜市 109 55 6 6 24 5 69 44 9 0 1 0
53 川崎市 98 81 6 6 0 0 88 44 0 0 10 3
54 新潟市 50 22 1 1 17 0 26 19 16 0 0 0
55 静岡市 81 33 2 2 0 0 51 33 28 0 5 5
56 名古屋市 85 24 3 3 30 6 39 13 22 2 1 0
57 浜松市 44 15 0 0 6 2 31 13 3 0 2 2
58 京都市 56 18 6 6 10 2 21 10 19 0 5 2
59 大阪市 88 51 29 9 8 8 46 34 5 0 2 1
60 堺市 21 9 4 4 2 2 10 3 5 0 0 0
61 神戸市 29 13 2 2 4 1 23 10 0 0 5 0
62 岡山市 30 11 1 1 0 0 13 9 16 0 10 3
63 広島市 28 10 0 0 3 0 28 10 0 0 0 0
64 北九州市 51 21 4 4 13 6 44 11 1 0 6 0
65 福岡市 79 42 3 3 2 0 54 39 20 0 7 2
66 横須賀市 17 8 1 1 0 0 15 6 1 1 0 0
67 金沢市 15 4 1 1 5 0 4 3 5 0 4 3

7326 2810 322 299 1054 170 4448 2260 1869 20 512 142
（平成２１年１０月１日現在　：　家庭福祉課調べ）

※　再掲部分重複計上あり
※　みなし里親　：　前年度から受託しているが、里親種別を未決定の里親

養育里親 みなし養育里親 専門里親

計

都道府県別　里親の登録世帯数及び受託世帯数等

里親 （再掲）
親族里親 養子縁組前提里親
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1 北 海 道 8 4

2 青 森 県 2

3 岩 手 県

4 宮 城 県 2

5 秋 田 県

6 山 形 県 2

7 福 島 県

8 茨 城 県 4

9 栃 木 県 1

10 群 馬 県 4

11 埼 玉 県 1

12 千 葉 県 2 1

13 東 京 都 9 3

14 神 奈 川 県

15 新 潟 県 1

16 富 山 県 1

17 石 川 県

18 福 井 県 1

19 山 梨 県 7

20 長 野 県

21 岐 阜 県

22 静 岡 県 2

23 愛 知 県 1

24 三 重 県

25 滋 賀 県 2 2

26 京 都 府

27 大 阪 府 1

28 兵 庫 県

29 奈 良 県

30 和 歌 山 県

31 鳥 取 県

32 島 根 県

33 岡 山 県 1

34 広 島 県 1

35 山 口 県 1

36 徳 島 県 1

37 香 川 県 1

38 愛 媛 県 1

39 高 知 県 1

40 福 岡 県 2

41 佐 賀 県

42 長 崎 県 1

43 熊 本 県

44 大 分 県 2 1

45 宮 崎 県

46 鹿 児 島 県 1

47 沖 縄 県 3 3

48 札 幌 市 4

49 仙 台 市 1

50 さ い た ま 市

51 千 葉 市

52 横 浜 市 3 7

53 川 崎 市 4

54 新 潟 市 1

55 静 岡 市

56 浜 松 市

57 名 古 屋 市

58 京 都 市 1

59 大 阪 市 3 2

60 堺 市

61 神 戸 市

62 岡 山 市 1

63 広 島 市 1

64 北 九 州 市 2 2

65 福 岡 市 2 2

66 横 須 賀 市 1
67 金 沢 市

53 65

資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)

合計

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の実施状況

都道府県市名 H21年度 H22年度予定
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タイプライターテキスト



1 北 海 道 ○
2 青 森 県 ○ 1
3 岩 手 県
4 宮 城 県 ○
5 秋 田 県
6 山 形 県 ○ 1
7 福 島 県 ○ 4
8 茨 城 県 ○ 1
9 栃 木 県 ○ 3
10 群 馬 県
11 埼 玉 県 ○
12 千 葉 県
13 東 京 都 ○ 1
14 神 奈 川 県
15 新 潟 県 ○
16 富 山 県 ○ 1
17 石 川 県 ○
18 福 井 県 ○
19 山 梨 県 ○ 1
20 長 野 県 ○
21 岐 阜 県 ○
22 静 岡 県
23 愛 知 県 ○ 2
24 三 重 県 ○ 1
25 滋 賀 県 ○ 1
26 京 都 府
27 大 阪 府 ○ 2
28 兵 庫 県 ○
29 奈 良 県 ○ 1
30 和 歌 山 県 ○ 1
31 鳥 取 県
32 島 根 県 ○
33 岡 山 県 ○ 1
34 広 島 県 ○ 3
35 山 口 県 ○ 1
36 徳 島 県
37 香 川 県 ○ 1
38 愛 媛 県 ○
39 高 知 県
40 福 岡 県 ○
41 佐 賀 県
42 長 崎 県
43 熊 本 県 ○ 1
44 大 分 県 ○ 2
45 宮 崎 県
46 鹿 児 島 県
47 沖 縄 県 ○ 2
48 札 幌 市
49 仙 台 市 ○
50 さ い た ま 市
51 千 葉 市
52 横 浜 市 ○
53 川 崎 市 ○ 1
54 新 潟 市
55 静 岡 市
56 浜 松 市
57 名 古 屋 市
58 京 都 市
59 大 阪 市
60 堺 市 1
61 神 戸 市 ○ 1
62 岡 山 市 ○ 1
63 広 島 市 ○ 1
64 北 九 州 市 ○ 1
65 福 岡 市 ○ 1
66 横 須 賀 市 1
67 金 沢 市

41 40
資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)

里親委託推進・
支援等事業

合計

都道府県市名 里親制度普及促進事業

平成２２年度　里親支援機関の設置予定状況
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1 北 海 道 1 1
2 青 森 県
3 岩 手 県 1
4 宮 城 県
5 秋 田 県 1
6 山 形 県
7 福 島 県
8 茨 城 県 2
9 栃 木 県 1 1

10 群 馬 県 1
11 埼 玉 県 3
12 千 葉 県 3 1
13 東 京 都 18
14 神 奈 川 県 2 1
15 新 潟 県
16 富 山 県
17 石 川 県
18 福 井 県
19 山 梨 県 1
20 長 野 県 1 -1
21 岐 阜 県 1
22 静 岡 県 1 1
23 愛 知 県
24 三 重 県 1
25 滋 賀 県 1
26 京 都 府
27 大 阪 府 1 1
28 兵 庫 県
29 奈 良 県
30 和 歌 山 県 1
31 鳥 取 県 3
32 島 根 県 1
33 岡 山 県 1
34 広 島 県
35 山 口 県 1
36 徳 島 県
37 香 川 県 1
38 愛 媛 県
39 高 知 県 1
40 福 岡 県
41 佐 賀 県
42 長 崎 県 1
43 熊 本 県 1
44 大 分 県 1
45 宮 崎 県 1
46 鹿 児 島 県 1
47 沖 縄 県 1
48 札 幌 市 2
49 仙 台 市 1
50 さ い た ま 市 1
51 千 葉 市 1 -1
52 横 浜 市 2
53 川 崎 市 1
54 新 潟 市 1
55 静 岡 市
56 浜 松 市
57 名 古 屋 市 1
58 京 都 市 1
59 大 阪 市 2
60 堺 市
61 神 戸 市
62 岡 山 市 1
63 広 島 市
64 北 九 州 市 1 1
65 福 岡 市 1
66 横 須 賀 市
67 金 沢 市

54 5 17

資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)
※「H21年度新規」は予定を含む。

自立援助ホームの設置状況

H21年度新規 H22年度新規予定

合計

都道府県市名 H20年度
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（資料４）
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施設数 実施施設数 実施率 施設数 実施施設数 実施率 施設数 実施施設数 実施率 施設数 実施施設数 実施率 施設数 実施施設数 実施率

1 北 海 道 3 18 8 44.4% 1 3 1 33.3% 18 9 50.0%
2 青 森 県 3 1 33.3% 6 5 83.3% - 1 6 1 16.7%
3 岩 手 県 2 6 5 83.3% 1 1 6 3 50.0%
4 宮 城 県 1 1 1 100.0% - 1 1 1 100.0%

5 秋 田 県 1 1 100.0% 4 2 50.0% - 1 4
6 山 形 県 1 5 3 60.0% - 1 5
7 福 島 県 1 8 5 62.5% - 1 8 2 25.0%
8 茨 城 県 2 17 7 41.2% 1 1 17 3 17.6%
9 栃 木 県 2 10 7 70.0% - 1 10 4 40.0%
10 群 馬 県 3 6 4 66.7% 1 1 6 4 66.7%
11 埼 玉 県 4 20 16 80.0% 1 1 20 9 45.0%
12 千 葉 県 2 15 6 40.0% - 1 15 3 20.0%
13 東 京 都 10 5 50.0% 52 42 80.8% - 2 52 34 65.4%
14 神 奈 川 県 3 1 33.3% 15 12 80.0% - 1 15 4 26.7%
15 新 潟 県 1 4 1 25.0% - 1 4 1 25.0%
16 富 山 県 1 3 2 66.7% - 1 3
17 石 川 県 1 4 1 25.0% - 1 4
18 福 井 県 2 5 - 1 5 1 20.0%
19 山 梨 県 1 6 4 66.7% - 1 6 2 33.3%
20 長 野 県 4 1 25.0% 16 14 87.5% 1 1 100.0% 1 16 1 6.3%
21 岐 阜 県 2 1 50.0% 10 8 80.0% 1 1 10 3 30.0%
22 静 岡 県 2 9 4 44.4% 1 1 9 2 22.2%
23 愛 知 県 4 1 25.0% 17 4 23.5% 2 1 17 7 41.2%
24 三 重 県 2 11 7 63.6% - 1 11 3 27.3%
25 滋 賀 県 1 1 100.0% 4 2 50.0% 1 1 100.0% 1 4 3 75.0%
26 京 都 府 2 6 5 83.3% 1 1 6
27 大 阪 府 3 23 12 52.2% 3 2 66.7% 2 23 5 21.7%
28 兵 庫 県 4 1 25.0% 15 7 46.7% 1 1 15 1 6.7%
29 奈 良 県 2 1 50.0% 6 3 50.0% - 1 6 2 33.3%
30 和 歌 山 県 1 7 - 1 7 1 14.3%
31 鳥 取 県 2 1 50.0% 5 4 80.0% 1 1 100.0% 1 5
32 島 根 県 1 1 100.0% 3 3 100.0% - 1 3
33 岡 山 県 1 7 5 71.4% 1 1 7
34 広 島 県 1 8 1 12.5% - 1 8 4 50.0%
35 山 口 県 1 10 6 60.0% 1 1 10 2 20.0%
36 徳 島 県 1 1 100.0% 7 2 28.6% - 1 7
37 香 川 県 1 3 1 33.3% 1 1 3
38 愛 媛 県 2 10 5 50.0% - 1 10 2 20.0%
39 高 知 県 1 1 100.0% 8 5 62.5% 1 1 8 1 12.5%
40 福 岡 県 3 3 100.0% 11 6 54.5% 1 1 11 4 36.4%
41 佐 賀 県 1 6 4 66.7% - 1 6
42 長 崎 県 1 11 5 45.5% 1 1 11 1 9.1%
43 熊 本 県 3 12 8 66.7% 1 1 12 4 33.3%
44 大 分 県 1 9 6 66.7% - 1 9 1 11.1%
45 宮 崎 県 1 1 100.0% 9 3 33.3% - 1 9 2 22.2%
46 鹿 児 島 県 3 14 6 42.9% 1 1 14 1 7.1%
47 沖 縄 県 1 1 100.0% 8 1 12.5% - 1 8 2 25.0%
48 札 幌 市 1 1 100.0% 5 3 60.0% - - 5
49 仙 台 市 1 1 100.0% 4 1 25.0% 1 - 4 1 25.0%
50 さ いた ま市 1 2 - - 2
51 千 葉 市 1 2 1 50.0% - - 2 1 50.0%
52 横 浜 市 3 2 66.7% 7 7 100.0% 1 1 100.0% 2 7 1 14.3%
53 川 崎 市 1 2 - - 2 2 100.0%

54 新 潟 市 - 1 1 100.0% - - 1
55 静 岡 市 1 1 - - 1 1 100.0%

56 浜 松 市 1 1 100.0% 3 2 66.7% - - 3
57 名 古 屋 市 3 1 33.3% 14 6 42.9% 1 1 14 5 35.7%
58 京 都 市 2 2 100.0% 7 5 71.4% 1 - 7 2 28.6%
59 大 阪 市 4 3 75.0% 10 4 40.0% 2 1 10 2 20.0%
60 堺 市 - 4 1 25.0% - - 4 1 25.0%
61 神 戸 市 3 3 100.0% 14 8 57.1% - 1 14
62 岡 山 市 - 5 2 40.0% - 5 2 40.0%
63 広 島 市 1 3 1 - 3 1 33.3%
64 北 九 州 市 1 1 100.0% 6 6 100.0% - - 6
65 福 岡 市 2 2 100.0% 3 3 100.0% - - 3 2 66.7%
66 横 須 賀 市 - 1 1 100.0% - - 1
67 金 沢 市 1 4 3 75.0% - - 4

計 123 40 32.5% 568 322 56.7% 32 6 18.8% 56 1 1.8% 568 154 27.1%
資料：家庭福祉課調べ（平成22年2月1日現在）
＊１：各施設の施設数は福祉行政報告例（平成21年3月31日現在）
＊２：児童自立支援施設については、国立の2施設を除く。

小規模化の実施率の状況（都道府県市別）
小規模グループケア

地域小規模児童養護施設
乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設
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1 北 海 道 ○

2 青 森 県

3 岩 手 県 ○ ○

4 宮 城 県 基幹的職員研修

5 秋 田 県

6 山 形 県 ○

7 福 島 県 ○

8 茨 城 県 ○

9 栃 木 県 ○ ○

10 群 馬 県 ○ ○

11 埼 玉 県 ○

12 千 葉 県 ○

13 東 京 都 ○ ○

14 神 奈 川 県 ○

15 新 潟 県

16 富 山 県 ○

17 石 川 県 ○

18 福 井 県 ○

19 山 梨 県

20 長 野 県 ○ ○

21 岐 阜 県 ○ ○

22 静 岡 県 ○

23 愛 知 県 ○

24 三 重 県

25 滋 賀 県 ○ ○

26 京 都 府 ○ ○

27 大 阪 府 ○ ○

28 兵 庫 県

29 奈 良 県 ○

30 和 歌 山 県 ○ ○

31 鳥 取 県 ○ ○

32 島 根 県 ○ ○

33 岡 山 県 ○ ○

34 広 島 県 ○ ○

35 山 口 県 ○ ○

36 徳 島 県 ○

37 香 川 県 ○

38 愛 媛 県 ○

39 高 知 県 ○ ○

40 福 岡 県 ○

41 佐 賀 県 ○

42 長 崎 県

43 熊 本 県

44 大 分 県 ○

45 宮 崎 県 ○

46 鹿 児 島 県

47 沖 縄 県 ○

48 札 幌 市 ○

49 仙 台 市 ○

50 さ い た ま 市

51 千 葉 市 ○

52 横 浜 市 ○

53 川 崎 市 ○

54 新 潟 市

55 静 岡 市 ○

56 浜 松 市 ○

57 名 古 屋 市

58 京 都 市 ○

59 大 阪 市 ○

60 堺 市 ○ ○

61 神 戸 市 ○

62 岡 山 市 ○ ○

63 広 島 市 ○ ○

64 北 九 州 市 ○

65 福 岡 市

66 横 須 賀 市
67 金 沢 市 ○ ○

30 42

資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)

合計

児童福祉施設基幹的職員研修の実施状況

都道府県市名 H21年度 H22年度予定
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1 北 海 道 8
2 青 森 県 1
3 岩 手 県 1
4 宮 城 県 1
5 秋 田 県
6 山 形 県 2
7 福 島 県
8 茨 城 県 2
9 栃 木 県

10 群 馬 県 2
11 埼 玉 県 3
12 千 葉 県 2 1
13 東 京 都
14 神 奈 川 県
15 新 潟 県
16 富 山 県
17 石 川 県 2
18 福 井 県 4
19 山 梨 県 1
20 長 野 県
21 岐 阜 県 3
22 静 岡 県 1
23 愛 知 県
24 三 重 県 1
25 滋 賀 県 1
26 京 都 府 1 1
27 大 阪 府 1
28 兵 庫 県 2 3
29 奈 良 県 2
30 和 歌 山 県 1
31 鳥 取 県 1
32 島 根 県
33 岡 山 県 1
34 広 島 県
35 山 口 県 4
36 徳 島 県 1
37 香 川 県 1
38 愛 媛 県 1
39 高 知 県 3
40 福 岡 県 1
41 佐 賀 県
42 長 崎 県 1
43 熊 本 県 1
44 大 分 県 2
45 宮 崎 県
46 鹿 児 島 県
47 沖 縄 県 1
48 札 幌 市 1 1
49 仙 台 市
50 さ い た ま 市
51 千 葉 市 3
52 横 浜 市 1 1
53 川 崎 市 1
54 新 潟 市
55 静 岡 市
56 浜 松 市
57 名 古 屋 市 1
58 京 都 市
59 大 阪 市 1
60 堺 市 1
61 神 戸 市 2
62 岡 山 市
63 広 島 市
64 北 九 州 市 1
65 福 岡 市
66 横 須 賀 市
67 金 沢 市 1

71 6 3

資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)
※「H21年度新規」は予定を含む。

H22年度新規予定

計

児童家庭支援センターの設置状況

都道府県市名 H20年度 H21年度新規
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1 北 海 道 1

2 青 森 県 1
3 岩 手 県 1

4 宮 城 県

5 秋 田 県

6 山 形 県

7 福 島 県

8 茨 城 県 1

9 栃 木 県 1
10 群 馬 県 1

11 埼 玉 県 1

12 千 葉 県

13 東 京 都

14 神 奈 川 県

15 新 潟 県

16 富 山 県

17 石 川 県

18 福 井 県

19 山 梨 県

20 長 野 県 1

21 岐 阜 県 1

22 静 岡 県 1

23 愛 知 県 2

24 三 重 県 1
25 滋 賀 県 1

26 京 都 府 1

27 大 阪 府 3

28 兵 庫 県 1

29 奈 良 県

30 和 歌 山 県 1

31 鳥 取 県 1

32 島 根 県 1
33 岡 山 県 1

34 広 島 県

35 山 口 県 1

36 徳 島 県

37 香 川 県 1

38 愛 媛 県

39 高 知 県 1

40 福 岡 県 1

41 佐 賀 県

42 長 崎 県 1

43 熊 本 県 1

44 大 分 県

45 宮 崎 県

46 鹿 児 島 県 1

47 沖 縄 県

48 札 幌 市

49 仙 台 市 1

50 さ い た ま 市

51 千 葉 市

52 横 浜 市 1

53 川 崎 市

54 新 潟 市

55 静 岡 市

56 浜 松 市

57 名 古 屋 市 1

58 京 都 市 1

59 大 阪 市 2

60 堺 市

61 神 戸 市

62 広 島 市 1

63 北 九 州 市 1

64 福 岡 市

65 横 須 賀 市
66 金 沢 市

32 2 4

資料：家庭福祉課調べ(H22.2.1)
※「H21年度新規」は予定を含む。

H22年度新規予定

情緒障害児短期治療施設の設置状況

合計

都道府県市名 H20年度 H21年度新規
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児
童

扶
養

手
当

制
度

の
運

用
に

つ
い

て
児

童
扶

養
手

当
制

度
の

運
用

に
つ

い
て

手
続

上
の

留
意

点

○
児

童
扶

養
手

当
の
申
請
が
あ

た
場
合
に
は

書
類
の
不
備
等
が
無
け
れ
ば

申
請
を
受
け
付

続
留 ○

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
希
望
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
申
請
書
類
等
を
速
や

か
に

渡
す

こ
と

。

○
児

童
扶

養
手

当
の

申
請

が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
書
類
の
不
備
等
が
無
け
れ
ば
、
申
請
を
受
け
付

け
、
支
給
要
件
に
関
し
、
実
態
を
確
認
し
た
上
で
、
認
定
又
は
却
下
な
ど
の
処
分
を
行
う
こ
と
。

○
実
態
を
よ
く
確
認
せ
ず
に
支
給
要
件
に
該
当
し
な
い
と
決
め
つ
け
て
、
申
請
を
拒
ん
だ
り
、
資

格
喪
失
処
分
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と

・
前
夫
の
住
所

が
近
隣
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
偽
装
離
婚
で
あ
る
と
申
請
を
拒
む
の
で
は
な
く
、
実
態

を
確
認
の
上

適
切
に
判
断
す
る

例
え

ば

格
喪
失
処
分
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

・
未
婚
で
子
ど

も
を
出
産
し
た
場
合
に
、
事
実
婚
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
資
格
喪
失
処
分
を
行
う
の
で
は
な
く
、
実

態
を
確
認
の
上

、
適
切
に
判
断
す
る
。

を
確
認
の
上
、

適
切
に
判
断
す
る
。

・
親
類
の
男
性
と
週
１
回
程
度
食
事
を
し
て
い
た
だ
け
で
、
事
実
婚
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
資
格
喪
失
を
促
す
の
で

は
な
く

実
態

を
確
認
の
上

適
切
に
判
断
す
る

・
Ｄ
Ｖ
被
害
者

（
母
）
に
対
す
る
加
害
者
（
父
）
か
ら
の
メ
ー
ル
の
内
容
が
、
そ
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
（
母
）
に
対
す
る

脅
し
の
内
容
で

あ
る
よ
う
な
場
合
に
、
メ
ー
ル
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
児
童
に
対
す
る
遺
棄
に
該
当
し
な

い
と
判
断
す
る

の
で
は
な
く
、
児
童
の
遺
棄
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
の
内
容
も
含
め
様
々
な
事
実

関
係
を
総
合
的

に
勘
案
の
上
判
断
す
る

は
な
く
、
実
態

を
確
認
の
上
、
適
切
に
判
断
す
る
。

関
係
を
総
合
的

に
勘
案
の
上
判
断
す
る
。

○
な
お
、
児
童
扶
養
手
当
は
、
そ
の
支
給
要
件
が
離
婚
、
遺
棄
、
拘
禁
、
事
実
婚
の
解
消
、
未

婚
の
母
、
事
実
婚
の
不
存
在
等
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
に
関
わ
る
た
め
、
受
給
資
格
者
の

認
定
に
当
た

て
は

プ
ラ
イ
バ
シ

の
問
題
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が

必
認

定
に

当
た

っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
問
題
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

必
要
以
上
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
事
務
運
営
に
当
た
っ
て
配
慮
す
る
こ

と
。
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母
子

家
庭

就
業

・
自

立
支

援
事

業
に

つ
い

て

母
子

家
庭

の
母

等
に

対
し

就
業

相
談

か
ら

就
業

支
援

講
習

会
就

業
情

報
の

提
供

等
ま

で
の

貫
し

た
就

業
支

援
サ

般
市

・
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市

母
子

家
庭

の
母

等
に

対
し

、
就

業
相

談
か

ら
就

業
支

援
講

習
会

、
就

業
情

報
の

提
供

等
ま

で
の

一
貫

し
た

就
業

支
援

サ
ー

ビ
ス

や
養

育
費

相
談

な
ど

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
事

業
。

一
般

市
・

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

支
援

メ
ニ

ュ
ー

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

の
支

援
メ

ニ
ュ

ー
（

就
業

支
援

事
業

、
就

業
支

援
講

習
会

等
事

業
、

就
業

情
報

提
供

事
業

、
地

域
生

活
支

援
事

業
、

在
宅

就
業

推
進

事
業

）
の

中
か

ら
地

域
の

実
情

に
応

じ
適

切
な

支
援

メ
ニ

を
選

択
し

実
施

就
業
支
援
事
業

就
業

支
援
講
習
会
等
事
業

・
就

業
相

談
・

助
言

の
実

施
・

企
業

の
意

識
啓

発
・

求
人

開
拓

の
実

施

・
就

業
準

備
等

に
関

す
る

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
・

資
格

等
を

取
得

す
る

た
め

の
情

に
応

じ
適

切
な

支
援

メ
ニ

ュ
ー

を
選

択
し

実
施

就
業
情
報
提
供
事
業

地
域
生
活
支
援
事
業

開
拓

の
実

施
等

・
資

格
等

を
取

得
す

る
た

め
の

就
業

支
援

講
習

会
の

開
催

・
求

人
情

報
の

提
供

・
生

活
支

援
の

実
施

求
人

情
報

の
提

供
・

電
子

メ
ー

ル
相

談
等

生
活

支
援

の
実

施
・

養
育

費
相

談
の

実
施

等

在
宅
就
業
推
進
事
業

・
在

宅
就

業
の

た
め

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
に

係
る

セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
等
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母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
事

業
に

つ
い

て

自
治

体

児

自
治

体
（

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

、
福

祉
事

務
所

等
）

自

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

就
労

支
援

チ
ー

ム

福
祉

事
務

所
担

当
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

し
て

の
参

加
等

連
携

し
た

支
援

の
実

施

・
面

接
相

談

・
状

況
、

課
題

等
の

把
握

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

の
関

係
機

関
等

と
の

連
絡

調
整

児 童 扶

（ 母 子 自 立 支 援

自 立 支 援 プ ロ

・
事

業
担

当
責

任
者

・
就

労
支

援
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

就
労

支
援

チ
ム

連
絡

調
整

扶 養 手
生

活
保

護
受

給
者

員 等 と の 兼 務 可

ロ グ ラ ム 策 定

福
祉

部
門

担
当

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

福
祉

事
務

所
等

面
接

の
上

就
労

支
援

当 受 給

等
就

労
支

援
事

業
へ

の
移

行

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

基
づ

い
た

支
援

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

作
成

可 ）
定 員

面
接

の
上

、
就

労
支

援
メ

ニ
ュ

ー
を

決
定

・
就

職
準

備
支

援
コ

ー
ス

事
業

・
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
・

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
福

祉
貸

付
金

給 者 等

・
職

業
準

備
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
・

就
労

支
援

ナ
ビ

ゲ
ー

タ
ー

に
よ

る
就

職
支

援
・

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
の

活
用

・
公

共
職

業
訓

練
の

受
講

あ
っ

せ
ん

民
間

の
教

育
訓

練
講

座
の

受
講

勧
奨

・
母

子
福

祉
貸

付
金

・
保

育
所

の
優

先
入

所
等

の
活

用

等
・

民
間

の
教

育
訓

練
講

座
の

受
講

勧
奨

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

よ
る

一
般

の
職

業
相

談
・

紹
介

の
実

施

就
業

に
よ

る
自

立
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○
母

子
家

庭
の

母
が

看
護

師
等

の
経

済
的

な
自

立
に

効
果

的
な

資
格

を
取

得
す

る
こ

と
を

支
援

す
る

た
め

、
高

等
技

能
訓

練
げ

高
等
技
能
訓
練
の
受
講
時
に
お
け
る
給
付
の
充
実

促
進

費
（

修
学

期
間

の
後

半
の

１
／

２
の

期
間

）
の

支
給

額
を

引
き

上
げ

る
。

【
一

般
会

計
】

○
特

に
現

在
の

厳
し

い
経

済
・

雇
用

情
勢

を
踏

ま
え

、
支

給
対

象
期

間
を

修
業

期
間

の
全

期
間

に
拡

大
す

る
と

と
も

に
特

別
枠

を
設

け
支

給
人

員
を

拡
大

す
る

。
【

安
心

こ
ど

も
基

金
】

象
道

が
［

対
象

資
格

］
：

看
護

師
、

介
護

福
祉

士
、

保
育

士
、

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

都
道

府
県

等
の

長
が

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
定

め
る

も
の

例
）

３
年

間
の

看
護

師
養

成
コ

ー
ス

を
利

用
す

る
場

合
(
住

民
税

非
課

税
世

帯
)

2
1
年

度
補

正
予

算
（

2
1
年

6
月

実
施

）

2
0
年

度
第

2
次

補
正

予
算

（
2
1
年

2
月

実
施

）

1
2
月

2
4
月

3
6
月

1
8
月

０
月

2
0
年

度
第

2
次

補
正

予
算

（
2
1
年

2
月

実
施

） （ 月 額 ） 1
4

支 給 額 の 引

（※ ）
※

支
給

対
象

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
は

、
「

安
心

こ
ど

も
基

金
」

を
活

用
し

て
実

施
（

平
成

２
３

年
度

の
入

学
者

ま
で

を
対

象
（ 月 額 ） 1
0

万

1
4

万 1 千 円

引 上 げ

（
平

成
２

３
年

度
の

入
学

者
ま

で
を

対
象

と
し

た
特

別
な

給
付

）
【

～
2
1
年

1
月

】
支

給
総

額
１

２
３

．
６

万
円

3 千 円
支

給
対

象
期

間
の

延
長

（
１

８
か

月
→

３
６

か
月

）
支

給
対

象
期

間
の

延
長

（
１

２
か

月
→

１
８

か
月

）

※
住

民
税

課
税

世
帯

に
つ

い
て

も
、

（
月

額
）

5
1
,5

0
0
円

か
ら

月
額

7
0
,5

0
0
円

へ
引

上
げ

。
入

学
支

援
終

了
一

時
金

の
支

給
５

万
円

※
住

民
税

課
税

世
帯

は
２

万
５

千
円
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経
済
危
機
対
策
（
ひ
と
り
親
家
庭
等
対
策
の
強
化
）

職
業

訓
練

等
に
よ
る
資

格
・
技

能
の
取
得
支
援

平
成
２
１
年
度
第
１
次
補
正
予
算
に
よ
る

安
心
こ
ど
も
基
金
の
拡
充
（1

,50
0億

円
→

2,5
00
億
円
）の

う
ち
、
「ひ

と
り
親
家
庭

等
の
支
援
の
拡
充
」5

00
億
円

職
業

訓
練

等
資

格
技

能
取
得
支
援

母
子
寡
婦
福
祉

貸
付
金

拡
充

ひ
と
り
親
家
庭
等

在
宅
就
業
支
援

・
資
格
が
な
い
の
で
不
安
定

な
就
労
か
ら
ぬ
け
出
せ
な
い

・
養
成
機
関
に
通
う
際
の
生

活
費
が
な
い

高
等
技
能
訓
練
の
受
講
時
に
お
け
る
給
付
の
充
実

・
支

給
額

の
引

き
上

げ
（
月
額
1
0
3
,
0
0
0
円
→
1
4
1
,
0
0
0
円
）

・
今
後
３
年
間
に
修
学
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
期

間
を
修
業
期
間
全
期
間
と
す
る

（
現
行
：
修
業
期
間
の
後
半

等
の
支
援
の
拡
充
」5

00
億
円

※
母
子
寡
婦
福
祉
貸
付
金
除
く

貸
付
金

の
拡
充

の
在
宅
就
業
支
援

活
費
が
な
い

職
業
訓
練
機
会
が
充
実
さ
れ

て
い
て
も
、
子
ど
も
が
預
け
ら

れ
な
い
の
で
参
加
で
き
な
い

間
を
修
業
期
間
全
期
間
と
す
る
。
（
現
行
：
修
業
期
間
の
後
半

の
１
／

２
）

母
子
家
庭
等
修
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
託
児

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
（
★
）

（
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ

1
0
6
か
所
）

生
活
が
苦
し
い

が
子

育
て
の

知
識
技
能
の
習

得
や
生
活
に
要

す
る
費

用
子

職
業
紹
介
等
を
行
う
企
業
等
に
よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
就
業
支
援

れ
な
い
の
で
参
加
で
き
な
い

（
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

1
0
6
か
所
）

子
育
て
と
生
計
２
重
の
負
担

職
業
紹
介
等
を
行
っ
て
い
る
企
業
等
に
委
託
し
て

相
談
支

が
、
子

育
て
の

た
め
、
こ
れ

以
上

パ
ー
ト
を
増

や
せ

な
い

す
る
費

用
、
子

ど
も
の

就
学

に
要

す
る
費

用
等

に
つ
い
て
貸
付

け
を
実
施

就
業
・
社
会
活
動
困
難
者
へ
の
訪
問
支
援
等
の
実
施

に
加
え
、
厳
し
い
雇
用
情
勢

に
よ
り
就
業
が
困
難

職
業
紹
介
等
を
行
っ
て
い
る
企
業
等
に
委
託
し
て
、
相
談
支

援
、
就
職
活
動
支
援
、
職
場
開
拓
等
を
行
う
（
★
）

母
子
家
庭
に
な
り
、
地
域
と

の
結

び
つ
き
が

薄
く
、
就

業
活
動
や
社
会
活
動
に
踏
み

出
せ
な
い

・
福

祉
事

務
所

等
に
臨

時
配

置
す
る
戸

別
訪

問
員

に
よ
る
相

談
支

援
の

実
施

、
就

業
支

援
策

の
活

用
へ

の
結

び
つ
け
等

ひ
と
り
親
家
庭
等

に
よ
る
在

宅
就

業
を
積
極
的
に

○
貸
付
利
率
の

引
き
下

げ

職
業
紹
介
等
を
行
っ
て
い
る
企
業
等
に
委
託
し
て

施
設
退

職
業
紹
介
等
を
行
う
企
業
等
に
よ
る
婦
人
保
護
施
設
等
の
退
所
者
等
の
就
業
支
援

業
を
積
極
的
に

支
援
し
よ
う
と
す

る
地

方
自

治
体

に
対
し
助
成
を

行
う
（
★
）

引
き
下

げ

○
貸
付
条
件
の

緩
和

精
神
的
に
傷
を
負
っ
て
い
る

職
業
紹
介
等
を
行
っ
て
い
る
企
業
等
に
委
託
し
て
、
施
設
退

所
者

等
に
対

す
る
相

談
支

援
、
就

職
活

動
支

援
、
職

場
開

拓
等
を
行
う

こ
と
等
に
加
え
、
厳
し
い
雇
用

情
勢
に
よ
り
一
層
就
業
が
困

難

★
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
父
子
家
庭
も
対
象
。
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「
明

日
の

安
心

と
成

長
の

た
め
の

緊
急

経
済

対
策

」
（
母

子
家

庭
等

の
在

宅
就

業
支

援
）
の

概
要

「
明

日
の

安
心

と
成

長
の

た
め
の

緊
急

経
済

対
策

」
（
平

成
２
１
年

１
２
月

８
日

閣
議

決
定

）
（
抜

粋
）

（
５
）
保

育
サ

ー
ビ
ス
の

拡
充

等
女

性
の

就
労

支
援

女
性
が
働
き
や
す
い
環
境

づ
く
り
の

た
め
、
良

質
な
保

育
サ

ー
ビ
ス
等

の
拡

充
、
母

子
家

庭
等

の
在
宅

就
業
の

支
援

に
取

り
組
む
。

○
母
子
家
庭
等
の
在
宅
就
業
支

援

・
仕

事
と
家

庭
の

両
立

を
図

り
や

す
い
働

き
方

と
し
て
、
母

子
家

庭
等

の
「
在

宅
就

業
」
の

拡
大

を
図

る
た
め
の

自
治

体
の

取
組

を
さ
ら
に

推
進

す
る

推
進

す
る
。

ひ
と
り
親

家
庭

等
が

仕
事

と
家

庭
の

両
立

を
図

り
や

す
い
働

き
方

と
し
て
の

在
宅

就
業

の
推

進
を
図

る
た
め

安

平
成

21
年

度
第

1次
補

正
予
算

ひ
と
り
親

家
庭

等
が

仕
事

と
家

庭
の

両
立

を
図

り
や

す
い
働

き
方

と
し
て
の

在
宅

就
業

の
推

進
を
図

る
た
め
、

安

心
こ
ど
も

基
金

を
活

用
し
た
「
ひ
と
り
親

家
庭

等
の

在
宅

就
業

支
援

事
業

」
に
お
い
て
、
在

宅
就

業
の

拡
大

に
向

け
た
環

境
整

備
を
積

極
的

に
行

う
自

治
体

（
都

道
府

県
・
市

）
に
対

し
て
、
国

に
よ
る
審

査
・
採

択
の

上
、
助

成
を
行

う
。

今
回

の
措

置

○
都

道
府

県
審

査
分

事
業

の
実

施
（
安

心
こ
ど
も
基

金
の

運
用

改
善

）

各
都

道
府

県
に
お
い
て
自

治
体

（
都

道
府

県
・
市

）
の

事
業

を
審

査
・
採

択
す
る
仕

組
み

を
創

設
し
、
よ
り
多

く
の

自
治

今
回

の
措

置

体
の

参
加

を
促

進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
り
親

家
庭

等
の

在
宅

就
業

の
推

進
を
さ
ら
に
図

る
。
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委
託

訓
練

活
用

型
デ

ュ
ア

ル
シ

ス
テ

ム
委

託
訓

練
活

用
型

デ
ュ

ア
ル

シ
ス

テ
ム

対
象

人
員

43
,5

00
人

フ
リ

ー
タ

ー
や

子
育

て
終
了
後
の
女
性
等
の
職
業
能
力
形
成
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
方
々
に
対
し
、
訓
練
受
講

意
欲
の
喚
起
か
ら
専
門
学
校
等
の
民
間
教
育
訓
練
機
関
で
の
座
学
訓
練
、
企
業
等
に
お
け
る
実
習
を
一

貫
し
た
形
で

１
．

事
業

の
目

的

対
象

人
員

43
,5

00
人

意
欲
の
喚
起
か
ら
専
門
学
校
等
の
民
間
教
育
訓
練
機
関
で
の
座
学
訓
練
、
企
業
等
に
お
け
る
実
習
を

貫
し
た
形
で

講
じ
る
こ
と
で
実
践
的
な
職
業
能
力
を
付
与
し
、
安
定
就
労
へ
の
移
行
を
図
る
。

ま
た
、
訓
練
修
了
後
に
実
習
先
事
業
主
に
よ
る
実
務
能
力
の
評
価
を
行
う
こ
と
で
就
職
支
援
の
強
化
を
図
る
。

２
．

訓
練

の
概

要

①
訓

練
期

間
：

標
準

４
ヶ

月
（

上
限

６
ヶ
月

）
②

対
象

者
：

フ
リ

ー
タ

ー
や

子
育

て
終

了
後

の
女

性
等

の
職
業
能
力
形
成
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
者

③
受

講
申

込
：

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
職

業
相
談

窓
口

④
受

講
料

：
無
料
（
た
だ
し

テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

訓
練

の
概

要

④
受

講
料

：
無

料
（

た
だ

し
、
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

⑤
訓

練
内

容
：

IT
関

係
、

経
理

事
務

、
営

業
・
販

売
、

医
療

事
務

、
介

護
福

祉
等

３
．

実
施

イ
メ

ー
ジ

座
　

学

３
ヶ

月
１

～
３

ヶ
月

標
準

４
ヶ

月
（
上

限
６

ヶ
月

）

職
場

実
習

（
民

間
教

育
訓

練
機

関
）

●
　

協
力

事
業

所
で

の
体

験
就

労
、

講
話

等

●
　

キ
ャ

リ
ア

・
シ

ー
ト

作
成

に
よ

る
個

人
目

標
の

設
定

グ
プ

な
ど

職
場

実
（
再

委
託

事
業

所
）

就 職
訓

練
導

入
講

習

座
学

で
習

得
し

た
知

識
及

び

技
能

を
も

と
に

実
践

的
な

能
力

の
習

得
・
向

上
を

図
る

能 力 評 価
《
４

日
程

度
》

●
　

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　

 な
ど

の
習

得
向

上
を

図
る

。
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託
児

サ
ー

ビ
ス
を
付

加
し
た
委

託
訓

練
の

実
施

対
象
人
員

3
,0
0
0
人

民
間

教
育

訓
練

機
関

等
の

施
設

内
託

児
施

設
を

活
用

し
、

又
は

周
辺

託
児

施
設

と
提

携
し

、
公

共
職

業
訓

練
の

受
講

者

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

託
児

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
場

合
に

、
託

児
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

委
託

費
を

あ
わ

せ
て

支
給

。

【
1
ケ

月
当

た
り

6
6

0
0
0
円

を
付

加
】

対
象
人
員

,
人

事
業

概
要

【
1
ケ

月
当

た
り

6
6
,0

0
0
円

を
付

加
】

【
対

象
者

】
原

則
と

し
て

就
学

前
の

児
童

を
扶

養
し

（
受

講
料

・
託

児
サ

ー
ビ

ス
は

無
料

）
就

民
間

教
育

訓
練

機
関

等

原
則

と
し

て
就

学
前

の
児

童
を

扶
養

し
、

訓
練

受
講

に
当

た
っ

て
託

児
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

な
者

就 職
標

準
３

ヶ
月

座
学

都
道

座
学

国
都

道
府

県
委

託
費

10
/1

0
委

託
費

1人
66

,0
00

円
/月

託
児

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
施

設
内

託
児

施
設

提
携

周
辺

託
児

施
設
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母
子

家
庭

の
母

等
の

特
性

に
応

じ
た
訓

練
コ
ー

ス
の

実
施

母
子

家
庭

の
母

等
に

対
す

る
相

談
・

支
援

に
実

績
と
ノ

ウ
ハ

ウ
を

有
す

る
民

間
機

関
と

共
同

で
開

発
し

た
母

子
家

庭
の

母
等

の
特

性
に

応
じ

た
訓

練
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

及
び

モ
デ

ル
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
等

を
活

用
し

た
訓

練
コ

ー
ス
を

民
間

機
関

等

（
対

象
人

員
４
０
０
人

）

母
等

の
特

性
に

応
じ

た
訓

練
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

及
び

モ
デ

ル
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
等

を
活

用
し

た
訓

練
コ

ス
を

民
間

機
関

等

に
お

い
て

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

母
子

家
庭

の
母

等
の

就
業

促
進

を
図

る
。

訓
練
の
流
れ

（
１
）
モ
デ
ル

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等

の
開

発
（
２
）
職

業
訓

練
の

実
施

平
成

21
年

度
開

発
終

了

連
携

民
間
機
関

雇
用
・

能
力
開

発
機
構

開 発

キ ャ リ ア ・ コ

キ ャ リ ア ・
就

座
学

①
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整

備
・
精

神
的

な
ダ
メ
ー
ジ
を
負

っ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
た

指
導

上
の

配
慮

・
心

理
的

配
慮

話
し
か
け
方

接
し
方
等
に
対
す
る
配
慮

コ ン サ ル テ ィ ン

コ ン サ ル テ ィ ン

（
民
間
機
関
等
）

ビ
提
供

就 職
２
ヶ
月

程
度

・
話
し
か
け
方
、
接
し
方
等
に
対
す
る
配
慮

②
モ
デ
ル

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

開
発

・
訓

練
ニ
ー
ズ
の

把
握

③
適

切
な
訓

練
の

運
用

・
実

施
に
先

立
っ
て

委
託

先
の

担
当
者
を
集
め

（
受

講
料

・
託

児
サ

ー
ビ
ス
は

無
料

）

ン グ
ン グ

託
児
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

実
施

に
先

立
っ
て
、
委

託
先

の
担
当
者
を
集
め

研
修

を
実

施
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母
子

家
庭

の
母

等
の

職
業

的
自

立
の
促
進

対
象

人
員

2,
21
0人

１
趣
旨

就
労
経
験
の
な
い
又
は
就
労
経
験
が
乏
し
い
母
子
家
庭
の
母
及
び
生
活
保
護
受
給
者
に
対
し
て
、
「
準
備
講
習

付
き
職
業
訓
練
」
を
実
施
し
、
就
職
を
促
進
す
る
。

付
き
職
業
訓
練
」
を
実
施
し
、
就
職
を
促
進
す
る
。

２
事
業
概
要

（
１
）
対

象
者

（
１
）
対

象
者

原
則
と
し
て
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
及
び
生
活
保
護
受
給
者
で
あ
っ
て
「
自

立
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
基

づ
き
、

福
祉
事
務
所
等
を
通
じ
て
公
共
職
業
安
定
所
に
支
援
の
要
請
が
あ
っ
た
者
で
、
本
事
業
を
受
け
る
こ
と
が
適
当

と
認
め
ら
れ
る
者
。

（
２
）
準

備
講

習
付

き
職

業
訓

練
①

就
職
の
た
め
の
準
備
段
階
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
習
や
自
己
の
職
業
適
性
理
解
講
習
な
ど
を
行
う

「
準

備
講

習
」
（
４
～

５
日

程
度

）
「
準

備
講

習
」
（
４
～

５
日

程
度

）
②

実
際

の
職

業
に
必

要
な
技
能
・
知
識
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
「
職

業
訓

練
」
（
３
～

６
月

程
度

）
を

セ
ッ
ト
に
し
た
「
準
備
講
習
付
き
職
業
訓
練
」
を
実
施
。

３
実
施
方
法

国
が
都
道
府
県
に
委
託
し
、
都
道
府
県
は
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
を
活
用
し
て
実
施
。

４
実
績 受
講

者
数

１
，
７
８
９
人

、
就

職
率

６
９
．
３
％
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緊
急

人
材

育
成

・
就

職
支

援
基

金
の

概
要

緊
急

人
材

育
成

・
就

職
支

援
基

金
の

概
要

○
雇

用
保

険
を
受

給
で
き
な
い
者

（
非

正
規

離
職

者
、
長

期
失

業
者

な
ど
）
等

に
対

す
る
新

た
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、

基
金

を
造

成
し
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
が

中
心

と
な
っ
て
、
職

業
訓

練
、
再

就
職

、
生

活
へ

の
支

援
を
総

合
的

に
実

施
。

１
職

業
訓

練
、

訓
練

期
間

中
の

生
活

保
障

①
職

業
訓

練
の

拡
充

新
規

成
長

や
雇

用
吸

収
の
見

込
め
る

分
野
（

医
療

介
護

福
祉
等

）
に
お

け
る
基

本
能
力

か
ら

・
新

規
成

長
や

雇
用
吸

収
の
見

込
め
る

分
野
（

医
療

、
介
護

・
福
祉
等

）
に
お

け
る
基

本
能
力

か
ら

実
践

能
力

ま
で

を
習
得

す
る
た

め
の
長

期
訓
練

・
再

就
職

に
必

須
の

IT
ス

キ
ル

を
習

得
す

る
た

め
の

訓
練

②
訓

練
期

間
中

の
生

活
保

障
・

訓
練

を
受

講
す

る
主

た
る
生

計
者
に

対
し
て

、
訓
練

期
間
中

の
生
活

費
を
給

付
（

単
身

者
：

月
10

万
円

扶
養

家
族

を
有

す
る

者
：

月
12

万
円
）

Ex

ハ ロ ー ワ

緊 急 人

２
中

小
企

業
等

に
お

け
る

雇
用

創
出

（
単

身
者

：
月

10
万

円
、

扶
養

家
族

を
有

す
る

者
：

月
12

万
円
）

・
希

望
者

に
は

貸
付
を

上
乗
せ

（
単

身
者

：
月

５
万
円

ま
で
、

扶
養
家

族
を
有

す
る
者

：
月
８

万
円
ま

で
）

事 業
余 儀製
造

業
ワ ー ク

人 材 育
①

実
習

型
雇

用
・

雇
入

れ
の

助
成

・
新

規
成

長
・

雇
用
吸

収
分
野

等
に
お

い
て
、

十
分
な

技
能
・

経
験
を

有
し
な

い
求
職

者
を
実

習
型
雇

用
に

よ
り

受
け

入
れ
る
中

小
企
業

等
に
対

し
助
成

（
実

習
型

雇
用

：
１
人

月
10

万
円

、
雇

入
れ

：
１

人
10

0万
円
）

②
職

場
体

験
等

を
通

じ
た

雇
入

れ
の

助
成

業 活 動 の 縮 小

儀 な く さ れ た
【

（

成 ・ 就 職

ニ ー ズ

求 職

３
長

期
失

業
者

等
の

再
就

職
支

援

②
職

場
体

験
等

を
通

じ
た

雇
入

れ
の

助
成

・
介

護
・

も
の

づ
く
り

分
野
等

に
お
い

て
、

職
場

体
験

、
職

場
見

学
を
通

じ
て
求

職
者

を
雇

い
入

れ
る
中

小
企

業
等

に
対

し
助

成
（
職

場
体

験
の

受
入

：
１
人

10
万

円
、
雇

入
れ

：
１
人

10
0万

円
）

等 を

た 事 業 主

【 離 職 者 等

（ 雇 止 め 等 に よ り

職 支 援

ズ や 状 況 に

職 者 の 送 り 出
①

長
期

失
業

者
に

対
す

る
再

就
職

支
援

・
長

期
失

業
者

に
つ
い

て
、
民

間
職
業

紹
介
事

業
者
に

委
託
し

て
、
再

就
職
支

援
（
カ

ウ
ン
セ

リ
ン
グ

・
再

就
職

先
の

開
拓
・
セ

ミ
ナ
ー

の
実
施

等
）
や

就
職
後

の
定
着

支
援
を

実
施

②
就

職
活

動
困

難
者

に
対

す
る

再
就

職
及

び
住

居
・

生
活

支
援

・
住

居
を

喪
失

し
就
職

活
動
が

困
難
と

な
っ
て

い
る
者

に
つ
い

て
民

間
職
業

紹
介
事

業
者
に

委
託
し

て

り 離 職 し た 非 正 規

援 基 金

に 応 じ て

出 し

住
居

を
喪

失
し

就
職

活
動
が

困
難
と

な
っ
て

い
る
者

に
つ
い

て
、

民
間
職
業

紹
介
事

業
者
に

委
託
し

て
、

再
就

職
支

援
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
セ
ミ
ナ
ー
の

実
施

等
）
と
住

居
・
生

活
支

援
（
住

居
の

提
供

、
生

活
・
就

職
活

動
費

の
支

給
）
を
併

せ
て
実

施

規 労 働 者 等 ） 】
※

１
～
３
の
ほ
か
、
帰
国
を
希
望
す
る
日
系
人
、
研
修
・
技
能
実
習
生
へ
の
帰
国
支
援
を
実
施
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基
金

訓
練

の
種

類
基

金
訓

練
の

種
類

１
職

業
横

断
的

ス
キ
ル

習
得

訓
練

コ
ー
ス
（
３
か

月
）

文
書
作
成
、
表
計
算

・
図
表
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
制

作
等

の
職

業
横

断
的

な
情

報
技

術
等

文
書
作
成
、
表
計
算

図
表
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

シ
ョ
ン
制
作
等
の
職
業
横
断
的
な
情
報
技
術
等

（
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル

等
）
が

不
十

分
な
者

を
対

象
と
し
た
訓

練
。

２
新

規
成

長
･雇

用
吸

収
分

野
等

訓
練

コ
ー
ス

新
規

成
長

雇
用

吸
収

分
野

等
訓

練

医
療
、
介
護
・
福
祉
、
ＩＴ
、
電
気
設
備
、
農
林
水
産
業
等
の
新
規
成
長
分
野
又
は
雇
用
吸
収
の
見
込
め

る
分
野
、
そ
の
他
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
が
あ
る
分
野
で
求
め
ら
れ
る
基
本
能
力
習
得
の
た
め
に
、
以
下
の

構
成
に
よ
り
実
施
す
る
訓
練
。

①
基

礎
演

習
コ
ー
ス
（
６
か

月
）

若
年
者
等
に
配
慮
し
、
（
ⅰ
）
就
職
に
必
要
な
基
礎
力
の
養
成
と
、
（
ⅱ
）
主

要
な
業

界
、
業

種
に

係
る
短

期
間

の
体

験
等

の
提

供
等

を
内

容
と
し
、
実

践
的

演
習

に
向

け
た
レ
デ
ィ
ネ
ス
（
職

業
準

備
性

）
の

付
与

及
び
具

体
的

な
職

業
選

択
へ

向
け
た
動

機
付

け
を
支

援
す
る
。

②
実

践
演

習
（

か
月

）
②

実
践

演
習

コ
ー
ス
（
３
～

６
か

月
）

新
規

成
長

分
野

、
雇

用
吸

収
分

野
等

に
お
け
る
職

種
に
つ
い
て
、
（
ⅰ
）
座
学
形
式
、
（
ⅱ
）
座
学

と
企

業
実

習
等

を
組

み
合

わ
せ

た
デ
ュ
ア
ル

形
式

、
（
ⅲ
）
事

業
所

に
お
け
る
実

習
形

式
等

に
よ
り
、

よ
り
実

践
的

な
能

力
の

習
得

を
支

援
す
る

よ
り
実

践
的

な
能

力
の

習
得

を
支

援
す
る
。
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基
礎
的
能
力
の
習
得
の
た
め

基
金
訓
練
の
実
施
イ
メ
ー
ジ

の
訓

練

基
礎

演
習

コ
ー
ス

基
礎

演
習

コ
ス

（6
ヶ
月

）

・
基
礎
力
の
養
成

・
主
要
な
業
界

職
種
に
係
る

実
践

演
習

コ
ー
ス

（ 3
～

6ヶ
月

）
【
実
践
演

習
コ
ー
ス
の

主
な
実

施
分

野
と
規

模
】

分
野

職
種

具
体

的
な
訓

練
コ

ス
・

主
要
な
業
界

、
職
種
に
係
る

短
期
間
の
体
験
の
場
の
提
供
等

・
各

業
界

、
職

種
で
求

め
ら
れ
る
知
識
・
技
能
の
習

得

分
野

・
職

種
具

体
的

な
訓

練
コ
ー
ス

情
報
通
信
、
情
報

処
理
、
コ
ン
テ
ン

ツ
等

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｊ
Ａ
Ｖ
Ａ
な
ど
）
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
運

用
・
構

築
プ
ロ
モ
ー
ト

等

職
種

横
断

的
ス
キ
ル

向
上

の
た
め
の

訓
練

介
護
・
福
祉

介
護
職
員
基
礎
研
修
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

２
級

等

医
療

医
師
事
務
作
業
補
助
者
（
医
療
秘
書
）
等

（3
ヶ
月

）

・
IT
ス
キ
ル

・
会
計

・
簿

記
等

農
業

造
園
、
農
業
経
営

等

環
境

リ
サ

イ
ク
ル

、
第

二
種

電
気

工
事

士
等

づ
ビ

会
計

簿
記

等

地
域

ニ
ー
ズ

地
場

産
業

、
も
の
づ
く
り
、
観
光
、
サ
ー
ビ
ス

等
の

地
域

ニ
ー
ズ
に
対

応
し
た
も
の

（
上

記
分

野
を
含

む
）
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趣
旨

訓
練

・
生

活
支

援
給

付
の

あ
ら
ま
し

趣

雇
用

保
険

を
受

給
で
き
な
く
て
も
安

心
し
て
職

業
訓

練
を
受

け
ら
れ

る
よ
う
に
、
主

た
る
生

計
者

等
一

定
の

要
件

を
満

た
す
受

講
者

に
は

、
訓

練
期

間
中

の
生

活
費

を
給

付
（
希

望
者

に
は

貸
付

を
上

乗
せ

）
す
る
。

（
１
）

主
な
要
件

①
公

共
職

業
安

定
所

長
の

あ
っ
旋

に
よ
り

職
業

訓
練

（
基

金
訓

練
ま
た
は

公
共

職
業

訓
練

）
を
受

講
し
て
い
る
こ
と

概
要

①
公
共
職
業
安
定
所
長
の
あ
っ
旋
に
よ
り
、
職

業
訓

練
（
基

金
訓

練
ま
た
は

公
共

職
業

訓
練

）
を
受

講
し
て
い
る
こ
と

②
次

の
い
ず
れ

に
も
該

当
す
る
こ
と

ア
雇

用
保

険
や

職
業

転
換

給
付

金
を
受

給
で
き
な
い
者

イ
原

則
と
し
て
申

請
時

点
の

前
年

の
状

況
で
世

帯
の

主
た
る
生

計
者

で
あ
る
こ
と

ウ
年
収
が

20
0万

円
以
下
で
あ
り

か
つ

世
帯
全
体
の
年
収
が

30
0万

円
以

下
で
あ
る
こ
と

ウ
年
収
が

20
0万

円
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
世

帯
全

体
の

年
収

が
30

0万
円

以
下
で
あ
る
こ
と
。

エ
世

帯
全

員
で
保

有
す
る
金

融
資

産
が

80
0万

円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

オ
現

在
住

ん
で
い
る
土

地
・
建

物
以

外
に
、
土

地
・
建

物
を
所

有
し
て
い
な
い
者

（
ｉｉ
）

（
２
）

受
講

者
に
対

す
る
給

付
金

・
貸

付

【
月

額
】

給
付

貸
付

（
１
）
単
身
者

１
０
万

円
上
限
５
万
円

（
２
）
被

扶
養

者
を
有

す
る
者

１
２
万

円
上

限
８
万

円

※
給

付
・
貸

付
を
受

け
る
に
は

訓
練

の
出

席
日

数
が

８
割

以
上

必
要
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マ
ザ

ー
ズ
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
事

業
の

概
要

ザ
ズ

概
要

マ
ザ

ー
ズ
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
（
平

成
１
８
年

度
よ
り
設

置
）

・
１
８
年
度
よ
り
全
国
１
２
箇
所
（
札
幌
、
仙
台
、
千
葉
、
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
広
島
、
福
岡
、
北
九
州
）
に
設
置
。

・
子

育
て
女

性
等

（
※

）
に
対
す
る
再
就
職
支
援
を
実
施
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
。

※
子
育
て
女
性
等
と
は
、
子
育
て
中
の
女
性
の
ほ
か
、
子
育
て
中
の
男
性
、
子
育
て
を
す
る
予
定
の
あ
る
女
性
を
含
む
。

マ
ザ

ー
ズ
サ

ロ
ン
（
平

成
１
９
年

度
よ
り
設

置
）

・
１
９
年
度
よ
り
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
未
設
置
県
の
主
要
な
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン
」
（３

６
県
各
１
箇
所
ず
つ
）
を
設
置
し
て

同
様

の
サ

ー
ビ
ス
を
展

開
。

マ
ザ

ズ
コ

ナ
（
平

成
２
０
年

度
よ
り
設

置
）

マ
ザ

ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
（
平

成
２
０
年

度
よ
り
設

置
）

・
２
０
年
度
に
よ
り
事
業
未
実
施
地
域
で
あ
っ
て
地
域
の
中
核
的
な
都
市
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
「
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
」
（
全
国
１
０
０
箇
所

（
２
１
年

度
）
）
を
設

置
・
２
２
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
更

に
全
国
に
１
５
箇
所
を
設
置
し
て
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
。

＊
平
成
２
２
年
度
設
置
予
定
の
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
１
５
箇
所
を
含
め

１
６
３
箇
所
を
整
備

支
援

サ
ー
ビ
ス
の

内
容

求
職

活
動

の
準

備
が

整
い

､
か

つ
具

体
的

な
就

職
希

望
を

有
す

る
子

育
て

女
性

等
に

対
す

る
就

職
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

＊
平
成
２
２
年
度
設
置
予
定
の
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
１
５
箇
所
を
含
め
、
１
６
３
箇
所
を
整
備

○
予

約
制

・
担

当
者

制
に
よ
る
き
め
細

か
な
職

業
相

談
・
職

業
紹

介

・
個
々
の
求
職
者
の
希
望
や
状
況
に
応
じ
た
再
就
職
実
現
の
た
め
の
計
画
の
策
定
、
予
約
制
・
担
当
者
制
に
よ
る
職
業
相
談
・
職
業
紹
介
等

に
よ
る
総
合
的
か
つ
一
貫
し
た
支
援
の
実
施

○
仕

事
と
子

育
て
が

両
立

し
や

す
い
求

人
の

確
保

等
○

仕
事

と
子

育
て
が

両
立

し
や

す
い
求

人
の

確
保

等

・
仕
事
と
子
育
て
が
両
立
し
や
す
い
求
人
情
報
の
収
集
・
提
供
や
求
職
者
の
希
望
や
ニ
ー
ズ
に
適
合
す
る
求
人
の
開
拓

○
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
携

に
よ
る
保

育
関

連
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

・
保

育
所

地
域

の
子

育
て
支

援
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供

保
育
所
入
所
の
取
次
ぎ
等

・
保

育
所
、
地
域
の
子
育
て
支
援
サ

ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
保
育
所
入
所
の
取
次
ぎ
等

○
子

ど
も
連

れ
で
来

所
し
や

す
い
環

境
の

整
備

・
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
、
ベ
ビ
ー
チ
ェ
ア
の
設
置
や
子
ど
も
連
れ
で
も
職
業
相
談
等
が
行
え
る
十
分
な
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
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養
育

費
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て

※
父
子
家
庭
も
対
象
と
な
る
事
業

○
夜

間
・

休
日

を
含

め
利

用
し

や
す

く
簡

易
・

迅
速

な
養

育
費

○
養

育
費

の
取

り
決

め
率

の
増

目
指

す
べ

き
方

向
養

育
費

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

設
置

の
趣

旨

※
父
子
家
庭
も
対
象
と
な
る
事
業

○
夜

間
・

休
日

を
含

め
利

用
し

や
す

く
、

簡
易

・
迅

速
な

養
育

費
の

取
り

決
め

や
確

保
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

相
談

機
関

の
確

保
を

図
る

。

○
国

に
お

い
て

は
相

談
担

当
者

の
養

成
と

各
地

の
相

談
機

関
の

養
育

費
取

決
率

○
養

育
費

の
受

給
率

の
増

○
ひ

と
り

親
家

庭
の

生
活

の
安

定
○

国
に

お
い

て
は

、
相

談
担

当
者

の
養

成
と

各
地

の
相

談
機

関
の

業
務

支
援

を
行

う
。

○
ひ

と
り

親
家

庭
で

育
つ

子
ど

も
の

健
や

か
な

成
長

≪
養

育
費

の
相

談
支

援
の

ス
キ

ー
ム

≫

国
地

方
公

共
団

体

養
育

費
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
（

委
託

先
（
H
21
年

度
）
:（

社
）

家
庭
問
題
情
報
セ
ン
タ
ー
）

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

国 委
託

地
方

公
共

団
体

実
施

・
委

託

○
養

育
費

に
係

る
各

種
手

続
に

つ
い

て
分

か
り

や
す

い
情

報
提

供
→

Ｈ
Ｐ

へ
の

掲
載

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

○
地

方
公

共
団

体
等

に
お

い
て

養
育

費
相

談
に

あ
た

る
人

材
の

養
成

の
た

め
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
作

成
と

研
修

会
の

実
施

（
委

託
先

（
H
21
年

度
）
:（

社
）

家
庭
問
題
情
報
セ
ン
タ
ー
）

○
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

に
よ

る
情

報
提

供
○

養
育

費
の

取
り

決
め

や
支

払
い

の
履

行
・

強
制

執
行

に
関

す
る

相
談

・
調

整
等

の
支

援
○

母
子

家
庭

等
へ

の
講

習
会

の
開

催

・
研

修
・

サ
ポ

ー
ト

成
の

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

作
成

と
研

修
会

の
実

施
○

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

等
に

対
す

る
支

援
（

困
難

事
例

へ
の

支
援

）
○

母
子

家
庭

等
に

対
す

る
電

話
・

メ
ー

ル
に

よ
る

相
談

・
困

難
事

例
の

相
談
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養
育

費
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
相

談
実

績
等

（
H
2
0
.4

～
H
2
1
.3

）

相
談
者
別
内
訳
（
Ｎ
＝
3
,
1
9
3
）

相
談
時
期
内
訳
（
Ｎ
＝
3
,
1
9
3
）

婚
姻
外

7.
6%

そ
の
他

1.
3%

不
明

1.
2%

男
性

機
関

5.
5%

不
明

0.
2%

離
婚
前

33
.0

%

男
性

14
.8

%
相 談

離
婚
後

56
.8

%
女
性

79
.5

%

談

面
接

交
渉

相
談
内
容
内
訳
（
Ｎ
＝
3
,
6
9
9
）
※
複
数
選
択
有

請
求
手
続

26
.5

%
養

育
費

一
般

4.
5%

婚
姻

費
用

2.
5%

面
接

交
渉

2.
4%

そ
の

他
12

.1
%

研

○
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
の

養
育

費

相
談

員
や

母
子

自
立

支
援

員
を

対
象

と
し

た
全

国

研
修

会
の

実
施

（
７

月
、

９
月

）
26

.5
%

養
育
費
算
定

養
育
費
不
履

減
額

請
求

6.
2%

強
制
執
行

5.
4%

研 修

研
修

会
の

実
施

（
７

月
、

９
月

）

○
地

方
公

共
団

体
の

行
う

研
修

に
対

す
る

研
修

講
師

の

派
遣

（
H
2
0

4
H
2
1

3
）

20
.9

%
養
育
費
不
履

行
19

.4
%

（
H
2
0
.
4
～

H
2
1
.
3
）

６
３

か
所

（
参

加
者

約
4
,
10

0
人

）
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自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

1
北

海
道

◎
◎

◎
◎

◎

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
、

千
歳

市
、

釧
路

市
、

登
別

市
、

帯
広

市
(7

/
3
5
)

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
(3

/
3
)

北
見

市
、

釧
路

市
（
2
/
3
2
）

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
、

小
樽

市
、

岩
見

沢
市

、
美

唄
市

、
芦

別
市

、
滝

川
市

、
砂

川
市

、
深

川
市

、
士

別
市

、
富

良
野

市
、

北
見

市
、

網
走

市
、

室
蘭

市
、

苫
小

牧
市

、
登

別
市

、
伊

達
市

、
帯

広
市

(1
9
/
3
5
)

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
、

石
狩

市
、

小
樽

市
、

岩
見

沢
市

、
芦

別
市

、
赤

平
市

、
滝

川
市

、
深

川
市

、
富

良
野

市
、

名
寄

市
、

北
見

市
、

網
走

市
、

室
蘭

市
、

苫
小

牧
市

、
登

別
市

、
伊

達
市

、
帯

広
市

(1
9
/
3
5
)

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
、

石
狩

市
、

滝
川

市
、

砂
川

市
、

深
川

市
（
北

斗
市

、
士

別
市

、
富

良
野

市
、

名
寄

市
、

留
萌

市
、

稚
内

市
、

北
見

市
、

網
走

市
、

紋
別

市
、

釧
路

市
、

根
室

市
在

住
者

分
は

道
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

8
/
3
5
)

札
幌

市
、

旭
川

市
、

函
館

市
、

赤
平

市
、

深
川

市
、

富
良

野
市

、
北

見
市

、
室

蘭
市

、
帯

広
市 (9

/
1
8
0
)

美
唄

市
(1

/
1
8
0
)

2
青

森
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

(0
/
1
0
)

青
森

市
(1

/
1
)

(0
/
9
)

弘
前

市
、

八
戸

市
、

む
つ

市
(3

/
1
0
)

(0
/
1
0
)

青
森

市
、

弘
前

市
(2

/
1
0
)

青
森

市
（
青

森
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(4

0
/
4
0
)

（
青

森
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(3

9
/
4
0
)

3
岩

手
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

盛
岡

市
(1

/
1
3
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）

(1
/
1
)

(0
/
1
2
)

盛
岡

市
、

八
幡

平
市

、
花

巻
市

、
北

上
市

、
奥

州
市

、
一

関
市

、
大

船
渡

市
、

陸
前

高
田

市
、

釜
石

市
、

宮
古

市
、

久
慈

市
、

二
戸

市
(1

2
/
1
3
)

盛
岡

市
、

八
幡

平
市

、
北

上
市

、
一

関
市

、
陸

前
高

田
市

、
奥

州
市

(6
/
1
3
)

盛
岡

市
、

釜
石

市
（
左

記
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

3
/
1
3
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

5
/
3
5
)

(0
/
3
5
)

4
宮

城
県

◎
◎

◎
◎

◎

仙
台

市
（
1
/
1
3
）

仙
台

市
(1

/
1
)

(0
/
1
2
)

仙
台

市
（
仙

台
市

以
外

の
県

内
市

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
1
3
/
1
3
）

仙
台

市
（
仙

台
市

以
外

の
県

内
市

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
1
3
/
1
3
）

仙
台

市
(1

/
1
3
)

仙
台

市
、

塩
竃

市
(2

/
3
5
)

仙
台

市
(1

/
3
5
)

5
秋

田
県

◎
◎

◎
◎

大
館

市
、

に
か

ほ
市

(2
/
1
3
)

秋
田

市
(1

/
1
)

大
仙

市
、

北
秋

田
市

、
に

か
ほ

市
(3

/
1
2
)

秋
田

市
、

能
代

市
、

大
館

市
、

湯
沢

市
、

潟
上

市
、

北
秋

田
市

、
仙

北
市

(7
/
1
3
)

秋
田

市
、

大
館

市
、

由
利

本
荘

市
、

潟
上

市
、

北
秋

田
市

(5
/
1
3
)

秋
田

市
(2

/
1
3
)

大
館

市
、

潟
上

市
、

大
仙

市
(3

/
2
5
)

(0
/
2
5
)

6
山

形
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

山
形

市
(1

/
1
3
)

－
(0

/
1
3
)

山
形

市
、

米
沢

市
、

鶴
岡

市
、

酒
田

市
、

寒
河

江
市

、
村

山
市

、
天

童
市

、
東

根
市

(8
/
1
3
)

山
形

市
、

米
沢

市
、

鶴
岡

市
、

酒
田

市
(4

/
1
3
)

(0
/
1
3
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

5
/
3
5
)

鶴
岡

市
、

酒
田

市
（
左

記
の

市
も

含
め

県
内

の
市

等
在

住
者

分
を

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(3

5
/
3
5
)

7
福

島
県

◎
◎

◎
○

郡
山

市
、

い
わ

き
市

、
須

賀
川

市
（
3
/
1
3
）

郡
山

市
（
い

わ
き

市
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）

(2
/
2
)

(0
/
1
1
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
1
3
/
1
3
）

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
1
3
/
1
3
）

(0
/
1
3
)

(0
/
5
9
)

(0
/
5
9
)

8
茨

城
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

鹿
嶋

市
(1

/
3
2
)

-

(0
/
3
2
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
3
2
/
3
2
）

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
3
2
/
3
2
）

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
3
2
/
3
2
）

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
4
4
/
4
4
）

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
4
4
/
4
4
）

9
栃

木
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

宇
都

宮
市

、
足

利
市

、
栃

木
市

、
佐

野
市

、
鹿

沼
市

、
日

光
市

、
小

山
市

、
大

田
原

市
、

さ
く
ら

市
、

那
須

鳥
山

市
、

下
野

市
(1

1
/
1
4
)

宇
都

宮
市

(1
/
1
)

(0
/
1
3
)

宇
都

宮
市

、
足

利
市

、
栃

木
市

、
佐

野
市

、
鹿

沼
市

、
日

光
市

、
小

山
市

、
真

岡
市

、
大

田
原

市
、

矢
板

市
、

那
須

塩
原

市
、

さ
く
ら

市
、

那
須

烏
山

市
、

下
野

市
(1

4
/
1
4
)

宇
都

宮
市

、
栃

木
市

、
鹿

沼
市

、
日

光
市

、
小

山
市

、
矢

板
市

、
さ

く
ら

市
(7

/
1
4
)

宇
都

宮
市

、
足

利
市

、
栃

木
市

、
佐

野
市

、
鹿

沼
市

、
日

光
市

、
小

山
市

、
真

岡
市

、
大

田
原

市
、

矢
板

市
、

那
須

塩
原

市
、

さ
く
ら

市
、

那
須

烏
山

市
、

下
野

市
(1

4
/
1
4
)

宇
都

宮
市

（
宇

都
宮

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

0
/
3
0
)

宇
都

宮
市

(1
/
3
0
)

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

関 東 ブ ロ ッ ク

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

就
業

・
自

立
支

援
事

業

北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

家
庭

の
母

の
自

立
支

援
関

係
事

業
の

実
施

状
況

等
（
平

成
２

１
年

１
０

月
１

日
現

在
）

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

市
　

等

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

都
道

府
県

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業
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自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

1
0

群
馬

県
◎

◎
◎

◎
◎

太
田

市
、

沼
田

市
、

み
ど

り
市

(3
/
1
2
)

前
橋

市
(1

/
1
)

(0
/
1
1
)

前
橋

市
、

高
崎

市
、

桐
生

市
、

伊
勢

崎
市

、
太

田
市

、
沼

田
市

、
館

林
市

、
渋

川
市

、
藤

岡
市

、
富

岡
市

、
安

中
市

、
み

ど
り

市
(1

2
/
1
2
)

前
橋

市
、

高
崎

市
、

桐
生

市
、

伊
勢

崎
市

、
太

田
市

、
沼

田
市

、
館

林
市

、
渋

川
市

、
藤

岡
市

、
富

岡
市

、
安

中
市

、
み

ど
り

市
(1

2
/
1
2
)

前
橋

市
、

桐
生

市
、

伊
勢

崎
市

、
藤

岡
市

（
左

記
以

外
の

市
在

住
者

に
つ

い
て

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

2
/
1
2
)

(0
/
3
6
)

(0
/
3
6
)

1
1

埼
玉

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

熊
谷

市
、

川
口

市
、

行
田

市
、

秩
父

市
、

所
沢

市
、

飯
能

市
、

加
須

市
、

本
庄

市
、

東
松

山
市

、
狭

山
市

、
羽

生
市

、
鴻

巣
市

、
深

谷
市

、
上

尾
市

、
草

加
市

、
越

谷
市

、
蕨

市
、

入
間

市
、

戸
田

市
、

鳩
ヶ

谷
市

、
朝

霞
市

、
和

光
市

、
新

座
市

、
久

喜
市

、
八

潮
市

、
富

士
見

市
、

坂
戸

市
、

蓮
田

市
、

幸
手

市
、

日
高

市
、

吉
川

市
(3

3
/
4
0
)

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
(2

/
2
)

(0
/
3
8
)

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

熊
谷

市
、

川
口

市
、

行
田

市
、

秩
父

市
、

所
沢

市
、

飯
能

市
、

加
須

市
、

本
庄

市
、

東
松

山
市

、
春

日
部

市
、

狭
山

市
、

羽
生

市
、

鴻
巣

市
、

深
谷

市
、

上
尾

市
、

草
加

市
、

越
谷

市
、

蕨
市

、
戸

田
市

、
入

間
市

、
鳩

ヶ
谷

市
、

朝
霞

市
、

志
木

市
、

和
光

市
、

新
座

市
、

桶
川

市
、

久
喜

市
、

北
本

市
、

八
潮

市
、

富
士

見
市

、
三

郷
市

、
蓮

田
市

、
坂

戸
市

、
幸

手
市

、
鶴

ヶ
島

市
、

日
高

市
、

吉
川

市
、

ふ
じ

み
野

市
(4

0
/
4
0
)

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

熊
谷

市
、

川
口

市
、

行
田

市
、

秩
父

市
、

所
沢

市
、

飯
能

市
、

加
須

市
、

本
庄

市
、

東
松

山
市

、
春

日
部

市
、

狭
山

市
、

羽
生

市
、

鴻
巣

市
、

深
谷

市
、

上
尾

市
、

草
加

市
、

越
谷

市
、

蕨
市

、
戸

田
市

、
入

間
市

、
鳩

ヶ
谷

市
、

朝
霞

市
、

志
木

市
、

和
光

市
、

新
座

市
、

桶
川

市
、

久
喜

市
、

北
本

市
、

八
潮

市
、

富
士

見
市

、
三

郷
市

、
蓮

田
市

、
坂

戸
市

、
鶴

ヶ
島

市
、

日
高

市
、

ふ
じ

み
野

市
(3

8
/
4
0
)

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

行
田

市
、

所
沢

市
、

狭
山

市
、

越
谷

市
、

新
座

市
、

鶴
ヶ

島
市

（
左

記
以

外
の

市
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）

(4
0
/
4
0
)

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

所
沢

市
、

戸
田

市
、

北
本

市
(5

/
7
0
）

さ
い

た
ま

市
、

川
越

市
、

熊
谷

市
（
さ

い
た

ま
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
に

つ
い

て
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(7

0
/
7
0
)

1
2

千
葉

県
◎

◎
◎

◎
○

千
葉

市
、

船
橋

市
、

松
戸

市
、

野
田

市
、

四
街

道
市

、
白

井
市

(6
/
3
6
)

千
葉

市
、

船
橋

市
、

柏
市

(3
/
3
)

野
田

市
、

浦
安

市
(2

/
3
3
)

千
葉

市
、

船
橋

市
、

柏
市

、
市

川
市

、
館

山
市

、
木

更
津

市
、

松
戸

市
、

野
田

市
、

成
田

市
、

茂
原

市
、

佐
倉

市
、

旭
市

、
習

志
野

市
、

市
原

市
、

流
山

市
、

八
千

代
市

、
我

孫
子

市
、

鎌
ヶ

谷
市

、
君

津
市

、
浦

安
市

、
四

街
道

市
、

袖
ヶ

浦
市

、
印

西
市

、
白

井
市

、
富

里
市

、
南

房
総

市
、

香
取

市
、

山
武

市
(2

8
/
3
6
)

千
葉

市
、

船
橋

市
、

柏
市

、
館

山
市

、
木

更
津

市
、

松
戸

市
、

野
田

市
、

成
田

市
、

旭
市

、
習

志
野

市
、

市
原

市
、

流
山

市
、

八
千

代
市

、
鎌

ヶ
谷

市
、

浦
安

市
、

袖
ヶ

浦
市

、
印

西
市

、
白

井
市

、
香

取
市

、
山

武
市

(2
0
/
3
6
)

千
葉

市
、

船
橋

市
、

柏
市

、
市

川
市

、
松

戸
市

、
野

田
市

、
流

山
市

、
浦

安
市

(8
/
3
6
)

千
葉

市
、

野
田

市
、

佐
倉

市
、

八
千

代
市

、
鎌

ヶ
谷

市
、

浦
安

市
、

白
井

市
(7

/
5
6
)

千
葉

市
、

野
田

市
(2

/
5
6
)

1
3

東
京

都
◎

◎
◎

◎
◎

◎

中
央

区
、

新
宿

区
、

世
田

谷
区

、
杉

並
区

、
八

王
子

市
、

調
布

市
、

国
分

寺
市

、
府

中
市

(8
/
4
9
)

-
墨

田
区

、
小

金
井

市
、

東
久

留
米

市
(3

/
4
9
)

千
代

田
区

、
中

央
区

、
港

区
、

新
宿

区
、

文
京

区
、

台
東

区
、

墨
田

区
、

江
東

区
、

品
川

区
、

目
黒

区
、

大
田

区
、

世
田

谷
区

、
渋

谷
区

、
中

野
区

、
杉

並
区

、
豊

島
区

、
北

区
、

荒
川

区
、

板
橋

区
、

練
馬

区
、

足
立

区
、

葛
飾

区
、

江
戸

川
区

、
八

王
子

市
、

立
川

市
、

武
蔵

野
市

、
三

鷹
市

、
青

梅
市

、
府

中
市

、
昭

島
市

、
調

布
市

、
町

田
市

、
小

金
井

市
、

小
平

市
、

日
野

市
、

東
村

山
市

、
国

分
寺

市
、

国
立

市
、

西
東

京
市

、
福

生
市

、
狛

江
市

、
東

大
和

市
、

清
瀬

市
、

東
久

留
米

市
、

武
蔵

村
山

市
、

多
摩

市
、

稲
城

市
、

羽
村

市
、

あ
き

る
野

市
(4

9
/
4
9
)

千
代

田
区

、
中

央
区

、
港

区
、

新
宿

区
、

文
京

区
、

台
東

区
、

墨
田

区
、

江
東

区
、

品
川

区
、

目
黒

区
、

大
田

区
、

世
田

谷
区

、
渋

谷
区

、
中

野
区

、
杉

並
区

、
豊

島
区

、
北

区
、

荒
川

区
、

板
橋

区
、

練
馬

区
、

足
立

区
、

葛
飾

区
、

江
戸

川
区

、
八

王
子

市
、

立
川

市
、

武
蔵

野
市

、
三

鷹
市

、
青

梅
市

、
府

中
市

、
調

布
市

、
町

田
市

、
小

金
井

市
、

日
野

市
、

小
平

市
、

東
村

山
市

、
国

分
寺

市
、

西
東

京
市

、
福

生
市

、
狛

江
市

、
東

大
和

市
、

東
久

留
米

市
、

武
蔵

村
山

市
、

多
摩

市
、

稲
城

市
、

羽
村

市
、

あ
き

る
野

市
(4

6
/
4
9
)

中
央

区
、

港
区

、
新

宿
区

、
台

東
区

、
墨

田
区

、
江

東
区

、
品

川
区

、
目

黒
区

、
世

田
谷

区
、

渋
谷

区
、

中
野

区
、

杉
並

区
、

豊
島

区
、

北
区

、
荒

川
区

、
練

馬
区

、
足

立
区

、
葛

飾
区

、
八

王
子

市
、

立
川

市
、

三
鷹

市
、

青
梅

市
、

府
中

市
、

昭
島

市
、

調
布

市
、

町
田

市
、

小
金

井
市

、
小

平
市

、
日

野
市

、
国

分
寺

市
、

西
東

京
市

、
福

生
市

、
東

大
和

市
、

清
瀬

市
、

武
蔵

村
山

市
、

稲
城

市
、

あ
き

る
野

市
(3

7
/
4
9
)

千
代

田
区

、
中

央
区

、
港

区
、

新
宿

区
、

文
京

区
、

台
東

区
、

目
黒

区
、

大
田

区
、

世
田

谷
区

、
渋

谷
区

、
中

野
区

、
杉

並
区

、
北

区
、

荒
川

区
、

板
橋

区
、

練
馬

区
、

江
戸

川
区

、
八

王
子

市
、

立
川

市
、

武
蔵

野
市

、
三

鷹
市

、
青

梅
市

、
府

中
市

、
昭

島
市

、
調

布
市

、
町

田
市

、
小

金
井

市
、

小
平

市
、

日
野

市
、

東
村

山
市

、
国

分
寺

市
、

国
立

市
、

西
東

京
市

、
福

生
市

、
狛

江
市

、
東

大
和

市
、

清
瀬

市
、

東
久

留
米

市
、

武
蔵

村
山

市
、

多
摩

市
、

稲
城

市
、

羽
村

市
、

あ
き

る
野

市
(4

3
/
6
2
)

三
鷹

市
、

国
立

市
（
左

記
の

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）

(6
2
/
6
2
)

1
4

神
奈

川
県

◎
◎

◎
◎

◎

横
浜

市
、

川
崎

市
、

相
模

原
市

、
藤

沢
市

(4
/
1
9
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

横
須

賀
市

、
相

模
原

市
(4

/
4
)

(0
/
1
5
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

横
須

賀
市

、
相

模
原

市
、

平
塚

市
、

鎌
倉

市
、

藤
沢

市
、

小
田

原
市

、
茅

ヶ
崎

市
、

逗
子

市
、

三
浦

市
、

秦
野

市
、

厚
木

市
、

大
和

市
、

伊
勢

原
市

、
海

老
名

市
、

座
間

市
、

南
足

柄
市

、
綾

瀬
市

(1
9
/
1
9
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

横
須

賀
市

、
相

模
原

市
、

平
塚

市
、

鎌
倉

市
、

藤
沢

市
、

小
田

原
市

、
茅

ヶ
崎

市
、

逗
子

市
、

秦
野

市
、

厚
木

市
、

大
和

市
、

伊
勢

原
市

、
海

老
名

市
、

座
間

市
、

綾
瀬

市
(1

7
/
1
9
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

相
模

原
市

(3
/
1
9
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

相
模

原
市

、
平

塚
市

、
鎌

倉
市

、
藤

沢
市

、
小

田
原

市
、

茅
ヶ

崎
市

、
逗

子
市

、
秦

野
市

、
厚

木
市

、
大

和
市

、
伊

勢
原

市
、

海
老

名
市

、
座

間
市

、
南

足
柄

市
（
町

村
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(3

0
/
3
3
)

横
浜

市
、

川
崎

市
、

相
模

原
市

(3
/
3
3
)

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

就
業

・
自

立
支

援
事

業
自

立
支

援
給

付
金

事
業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

関 東 ブ ロ ッ ク

都
道

府
県

市
　

等

－145－



自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

1
5

新
潟

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

新
潟

市
、

長
岡

市
、

柏
崎

市
(3

/
2
0
)

新
潟

市
(1

/
1
)

(0
/
1
9
)

新
潟

市
、

長
岡

市
、

上
越

市
、

柏
崎

市
、

十
日

町
市

、
燕

市
、

佐
渡

市
、

三
条

市
、

五
泉

市
、

魚
沼

市
、

南
魚

沼
市

(1
1
/
2
0
)

新
潟

市
、

長
岡

市
、

上
越

市
、

柏
崎

市
、

燕
市

、
南

魚
沼

市
(6

/
2
0
)

新
潟

市
、

長
岡

市
、

上
越

市
(3

/
2
0
)

新
潟

市
（
新

潟
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
に

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

1
/
3
1
)

（
新

潟
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
に

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

0
/
3
1
)

1
6

山
梨

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

(0
/
1
3
)

－

(0
/
1
3
)

甲
府

市
、

富
士

吉
田

市
、

都
留

市
、

山
梨

市
、

大
月

市
、

韮
崎

市
、

南
ア

ル
プ

ス
市

、
北

杜
市

、
甲

斐
市

、
笛

吹
市

、
上

野
原

市
、

甲
州

市
、

中
央

市
(1

3
/
1
3
)

甲
府

市
、

富
士

吉
田

市
、

都
留

市
、

山
梨

市
、

大
月

市
、

韮
崎

市
、

南
ア

ル
プ

ス
市

、
北

杜
市

、
甲

斐
市

、
笛

吹
市

、
上

野
原

市
、

甲
州

市
、

中
央

市
(1

3
/
1
3
)

甲
府

市
、

富
士

吉
田

市
、

都
留

市
、

山
梨

市
、

南
ア

ル
プ

ス
市

、
北

杜
市

、
上

野
原

市
(7

/
1
3
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

8
/
2
8
)

(0
/
2
8
)

1
7

長
野

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

長
野

市
(1

/
1
9
)

（
長

野
市

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

/
1
)

飯
山

市
、

塩
尻

市
、

安
曇

野
市

(3
/
1
8
)

長
野

市
、

松
本

市
、

上
田

市
、

岡
谷

市
、

飯
田

市
、

諏
訪

市
、

須
坂

市
、

小
諸

市
、

伊
那

市
、

中
野

市
、

大
町

市
、

茅
野

市
、

塩
尻

市
、

佐
久

市
、

千
曲

市
、

安
曇

野
市

(1
6
/
1
9
)

長
野

市
、

松
本

市
、

上
田

市
、

岡
谷

市
、

諏
訪

市
、

小
諸

市
、

伊
那

市
、

大
町

市
、

茅
野

市
、

塩
尻

市
、

佐
久

市
、

千
曲

市
、

安
曇

野
市

(1
3
/
1
9
)

小
諸

市
(1

/
1
9
)

松
本

市
、

上
田

市
、

岡
谷

市
、

諏
訪

市
、

須
坂

市
、

小
諸

市
、

伊
那

市
、

駒
ヶ

根
市

、
中

野
市

、
大

町
市

、
茅

野
市

、
塩

尻
市

、
佐

久
市

、
千

曲
市

、
安

曇
野

市
、

池
田

町
、

飯
島

町
、

箕
輪

町
、

南
箕

輪
村

、
筑

北
村

、
南

木
曽

町
、

木
曽

町
(2

2
/
8
0
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
（
8
0
/
8
0
）

1
8

静
岡

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

静
岡

市
、

浜
松

市
、

沼
津

市
(3

/
2
3
)

静
岡

市
、

浜
松

市
(2

/
2
)

(0
/
2
1
)

静
岡

市
、

浜
松

市
、

沼
津

市
、

熱
海

市
、

三
島

市
、

富
士

宮
市

、
伊

東
市

、
島

田
市

、
富

士
市

、
磐

田
市

、
焼

津
市

、
掛

川
市

、
藤

枝
市

、
御

殿
場

市
、

袋
井

市
、

下
田

市
、

裾
野

市
、

湖
西

市
、

伊
豆

市
、

御
前

崎
市

、
菊

川
市

、
伊

豆
の

国
市

、
牧

之
原

市
（
2
3
/
2
3
）

静
岡

市
、

浜
松

市
、

沼
津

市
、

熱
海

市
、

富
士

宮
市

、
伊

東
市

、
島

田
市

、
富

士
市

、
磐

田
市

、
掛

川
市

、
藤

枝
市

、
御

殿
場

市
、

袋
井

市
、

下
田

市
、

裾
野

市
、

湖
西

市
、

伊
豆

市
、

御
前

崎
市

、
菊

川
市

、
伊

豆
の

国
市

（
2
0
/
2
3
）

静
岡

市
、

浜
松

市
、

焼
津

市
、

牧
之

原
市

、
裾

野
市

（
5
/
2
3
）

静
岡

市
、

浜
松

市
、

袋
井

市
、

湖
西

市
（
市

以
外

の
在

住
者

は
県

の
事

業
対

象
と

し
て

実
施

）
（
1
8
/
3
7
）

静
岡

市
、

湖
西

市
（
市

以
外

の
在

住
者

は
県

の
事

業
対

象
と

し
て

実
施

）
（
1
6
/
3
7
）

1
9

富
山

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

(0
/
1
0
)

富
山

市
(1

/
1
)

(0
/
9
)

富
山

市
、

高
岡

市
、

魚
津

市
、

氷
見

市
、

滑
川

市
、

黒
部

市
、

砺
波

市
、

小
矢

部
市

、
南

砺
市

、
射

水
市

(1
0
/
1
0
)

富
山

市
、

高
岡

市
、

魚
津

市
、

氷
見

市
、

滑
川

市
、

黒
部

市
、

砺
波

市
、

小
矢

部
市

、
南

砺
市

、
射

水
市

(1
0
/
1
0
)

富
山

市
、

高
岡

市
、

魚
津

市
、

氷
見

市
、

滑
川

市
、

黒
部

市
、

砺
波

市
、

小
矢

部
市

、
南

砺
市

、
射

水
市

(1
0
/
1
0
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

5
/
1
5
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

5
/
1
5
)

2
0

石
川

県
◎

◎
◎

◎
◎

○

金
沢

市
、

小
松

市
(2

/
1
0
)

金
沢

市
(1

/
1
)

(0
/
9
)

金
沢

市
、

七
尾

市
、

小
松

市
、

輪
島

市
、

加
賀

市
、

か
ほ

く
市

、
白

山
市

、
能

美
市

(8
/
1
0
)

金
沢

市
、

七
尾

市
、

小
松

市
、

加
賀

市
、

か
ほ

く
市

、
白

山
市

、
能

美
市

(7
/
1
0
)

金
沢

市
、

小
松

市
、

輪
島

市
、

加
賀

市
、

能
美

市
(5

/
1
0
)

小
松

市
、

白
山

市
、

能
美

市
、

中
能

登
町

(4
/
1
9
)

金
沢

市
、

小
松

市
、

白
山

市
（
金

沢
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

9
/
1
9
)

2
1

福
井

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

鯖
江

市
、

越
前

市
(2

/
9
)

－
(0

/
9
)

福
井

市
、

敦
賀

市
、

小
浜

市
、

大
野

市
、

勝
山

市
、

鯖
江

市
、

あ
わ

ら
市

、
越

前
市

、
坂

井
市

(9
/
9
)

福
井

市
、

敦
賀

市
、

小
浜

市
、

大
野

市
、

勝
山

市
、

鯖
江

市
、

あ
わ

ら
市

、
越

前
市

、
坂

井
市

(9
/
9
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(9

/
9
)

福
井

市
、

敦
賀

市
、

小
浜

市
、

大
野

市
、

鯖
江

市
、

あ
わ

ら
市

、
越

前
市

、
坂

井
市

、
南

越
前

町
(9

/
1
7
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

7
/
1
7
)

2
2

岐
阜

県
◎

◎
◎

◎
◎

関
市

、
飛

騨
市

(2
/
2
1
)

岐
阜

市
(1

/
1
)

(0
/
2
0
)

岐
阜

市
、

大
垣

市
、

高
山

市
、

多
治

見
市

、
関

市
、

中
津

川
市

、
美

濃
市

、
瑞

浪
市

、
羽

島
市

、
恵

那
市

、
美

濃
加

茂
市

、
土

岐
市

、
各

務
原

市
、

可
児

市
、

山
県

市
、

瑞
穂

市
、

飛
騨

市
、

本
巣

市
、

郡
上

市
、

下
呂

市
、

海
津

市
(2

1
/
2
1
)

岐
阜

市
、

大
垣

市
、

高
山

市
、

多
治

見
市

、
関

市
、

美
濃

市
、

瑞
浪

市
、

恵
那

市
、

美
濃

加
茂

市
、

土
岐

市
、

各
務

原
市

、
可

児
市

、
瑞

穂
市

、
飛

騨
市

、
本

巣
市

、
郡

上
市

、
下

呂
市

、
海

津
市

(1
8
/
2
1
)

(0
/
2
1
)

岐
阜

市
、

大
垣

市
、

本
巣

市
、

下
呂

市
(4

/
4
2
)

岐
阜

市
、

可
児

市
(2

/
4
2
)

2
3

愛
知

県
◎

◎
◎

◎
◎

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

、
春

日
井

市
、

豊
川

市
、

碧
南

市
、

刈
谷

市
、

安
城

市
、

蒲
郡

市
、

小
牧

市
、

東
海

市
、

大
府

市
、

知
多

市
、

日
進

市
、

清
須

市
、

北
名

古
屋

市
、

田
原

市
、

常
滑

市
(1

9
/
3
5
)

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

(4
/
4
)

半
田

市
(1

/
3
1
)

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

、
一

宮
市

、
瀬

戸
市

、
半

田
市

、
春

日
井

市
、

豊
川

市
、

津
島

市
、

碧
南

市
、

刈
谷

市
、

安
城

市
、

西
尾

市
、

蒲
郡

市
、

犬
山

市
、

常
滑

市
、

江
南

市
、

小
牧

市
、

稲
沢

市
、

新
城

市
、

東
海

市
、

大
府

市
、

知
多

市
、

知
立

市
、

尾
張

旭
市

、
高

浜
市

、
岩

倉
市

、
豊

明
市

、
日

進
市

、
田

原
市

、
愛

西
市

、
清

須
市

、
北

名
古

屋
市

、
弥

富
市

(3
5
/
3
5
)

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

、
一

宮
市

、
瀬

戸
市

、
半

田
市

、
春

日
井

市
、

豊
川

市
、

津
島

市
、

碧
南

市
、

刈
谷

市
、

安
城

市
、

蒲
郡

市
、

常
滑

市
、

小
牧

市
、

稲
沢

市
、

新
城

市
、

東
海

市
、

大
府

市
、

知
多

市
、

知
立

市
、

尾
張

旭
市

、
岩

倉
市

、
日

進
市

、
田

原
市

、
愛

西
市

、
清

須
市

、
北

名
古

屋
市

、
弥

富
市

(3
0
/
3
5
)

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

、
一

宮
市

、
春

日
井

市
、

犬
山

市
、

小
牧

市
、

知
多

市
、

日
進

市
、

田
原

市
、

清
須

市
、

北
名

古
屋

市
(1

3
/
3
5
)

名
古

屋
市

、
豊

橋
市

、
岡

崎
市

、
豊

田
市

、
一

宮
市

、
半

田
市

、
春

日
井

市
、

豊
川

市
、

津
島

市
、

碧
南

市
、

刈
谷

市
、

安
城

市
、

西
尾

市
、

蒲
郡

市
、

犬
山

市
、

常
滑

市
、

江
南

市
、

小
牧

市
、

大
府

市
、

知
多

市
、

知
立

市
、

尾
張

旭
市

、
高

浜
市

、
岩

倉
市

、
豊

明
市

、
日

進
市

、
田

原
市

、
愛

西
市

、
清

須
市

、
北

名
古

屋
市

、
長

久
手

町
、

美
浜

町
、

一
色

町
、

幸
田

町
、

小
坂

井
町

(3
5
/
6
1
)

岡
崎

市
、

瀬
戸

市
、

半
田

市
、

春
日

井
市

、
安

城
市

、
西

尾
市

、
蒲

郡
市

、
犬

山
市

、
常

滑
市

、
知

多
市

、
清

須
市

、
長

久
手

町
(1

2
/
6
1
)

就
業

・
自

立
支

援
事

業
自

立
支

援
給

付
金

事
業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業

都
道

府
県

市
　

等

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

関 東 ブ ロ ッ ク 中 部 ブ ロ ッ ク
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自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

中 部

ブ ロ ッ ク

2
4

三
重

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

(0
/
1
4
)

－
(0

/
1
4
)

桑
名

市
、

い
な

べ
市

、
四

日
市

市
、

鈴
鹿

市
、

亀
山

市
、

津
市

、
松

坂
市

、
伊

勢
市

、
志

摩
市

、
尾

鷲
市

、
熊

野
市

、
伊

賀
市

、
名

張
市

(1
3
/
1
4
)

桑
名

市
、

い
な

べ
市

、
四

日
市

市
、

津
市

、
松

阪
市

、
鈴

鹿
市

、
熊

野
市

、
名

張
市

(8
/
1
4
)

四
日

市
市

、
鈴

鹿
市

、
津

市
、

名
張

市
(4

/
1
4
)

（
県

内
市

在
住

者
分

も
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

9
/
2
9
)

(0
/
2
9
)

2
5

滋
賀

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

(0
/
1
3
)

大
津

市
(1

/
1
)

(0
/
1
2
)

大
津

市
、

彦
根

市
、

長
浜

市
、

近
江

八
幡

市
、

草
津

市
、

守
山

市
、

栗
東

市
、

甲
賀

市
、

野
洲

市
、

湖
南

市
、

高
島

市
、

東
近

江
市

、
米

原
市

(1
3
/
1
3
)

大
津

市
、

彦
根

市
、

長
浜

市
、

近
江

八
幡

市
、

草
津

市
、

守
山

市
、

栗
東

市
、

甲
賀

市
、

野
洲

市
、

湖
南

市
、

高
島

市
、

東
近

江
市

、
米

原
市

(1
3
/
1
3
)

大
津

市
、

野
州

市
、

湖
南

市
(3

/
1
3
)

大
津

市
（
大

津
市

以
外

の
市

等
の

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

6
/
2
6
)

甲
賀

市
、

東
近

江
市

（
市

以
外

の
在

住
者

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）
(1

5
/
2
6
)

2
6

京
都

府
◎

◎
◎

◎
○

◎

京
都

市
、

京
丹

後
市

(2
/
1
5
)

京
都

市
(1

/
1
)

(0
/
1
4
)

京
都

市
、

福
知

山
市

、
舞

鶴
市

、
綾

部
市

、
宇

治
市

、
宮

津
市

、
亀

岡
市

、
城

陽
市

、
向

日
市

、
長

岡
京

市
、

八
幡

市
、

京
田

辺
市

、
京

丹
後

市
、

南
丹

市
、

木
津

川
市

（
1
5
／

1
5
)

京
都

市
、

福
知

山
市

、
舞

鶴
市

、
綾

部
市

、
宇

治
市

、
宮

津
市

、
亀

岡
市

、
城

陽
市

、
向

日
市

、
長

岡
京

市
、

八
幡

市
、

京
田

辺
市

、
京

丹
後

市
、

南
丹

市
、

木
津

川
市

（
1
5
／

1
5
)

京
都

市
、

福
知

山
市

、
舞

鶴
市

、
宇

治
市

、
宮

津
市

、
京

丹
後

市
、

木
津

川
市

(7
/
1
5
)

京
都

市
（
京

都
市

以
外

の
市

等
時

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）
(2

6
/
2
6
)

京
都

市
、

舞
鶴

市
、

綾
部

市
、

亀
岡

市
、

南
丹

市
(5

/
2
6
)

2
7

大
阪

府
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
、

岸
和

田
市

、
豊

中
市

、
池

田
市

、
吹

田
市

、
泉

大
津

市
、

貝
塚

市
、

守
口

市
、

枚
方

市
、

茨
木

市
、

八
尾

市
、

泉
佐

野
市

、
富

田
林

市
、

寝
屋

川
市

、
河

内
長

野
市

、
松

原
市

、
大

東
市

、
和

泉
市

、
箕

面
市

、
柏

原
市

、
門

真
市

、
摂

津
市

、
高

石
市

、
藤

井
寺

市
、

泉
南

市
、

四
條

畷
市

、
交

野
市

、
大

阪
狭

山
市

、
阪

南
市

、
島

本
町

(3
3
/
3
4
)

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
（
4
/
4
）

寝
屋

川
市

、
松

原
市

、
柏

原
市

、
交

野
市

（
4
/
3
0
）

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
、

岸
和

田
市

、
豊

中
市

、
池

田
市

、
吹

田
市

、
泉

大
津

市
、

貝
塚

市
、

守
口

市
、

枚
方

市
、

茨
木

市
、

八
尾

市
、

泉
佐

野
市

、
富

田
林

市
、

寝
屋

川
市

、
河

内
長

野
市

、
松

原
市

、
大

東
市

、
和

泉
市

、
箕

面
市

、
柏

原
市

、
羽

曳
野

市
、

門
真

市
、

摂
津

市
、

高
石

市
、

藤
井

寺
市

、
泉

南
市

、
四

條
畷

市
、

交
野

市
、

大
阪

狭
山

市
、

阪
南

市
、

島
本

町
(3

4
/
3
4
)

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
、

岸
和

田
市

、
豊

中
市

、
池

田
市

、
吹

田
市

、
泉

大
津

市
、

貝
塚

市
、

枚
方

市
、

茨
木

市
、

八
尾

市
、

泉
佐

野
市

、
富

田
林

市
、

寝
屋

川
市

、
河

内
長

野
市

、
松

原
市

、
大

東
市

、
和

泉
市

、
箕

面
市

、
柏

原
市

、
羽

曳
野

市
、

門
真

市
、

摂
津

市
、

高
石

市
、

藤
井

寺
市

、
泉

南
市

、
四

條
畷

市
、

交
野

市
、

大
阪

狭
山

市
(3

1
/
3
4
)

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
、

岸
和

田
市

、
豊

中
市

、
池

田
市

、
吹

田
市

、
泉

大
津

市
、

貝
塚

市
、

枚
方

市
、

八
尾

市
、

富
田

林
市

、
寝

屋
川

市
、

河
内

長
野

市
、

松
原

市
、

箕
面

市
、

柏
原

市
、

羽
曳

野
市

、
藤

井
寺

市
、

泉
南

市
、

四
條

畷
市

、
大

阪
狭

山
市

、
阪

南
市

(2
4
/
3
4
)

大
阪

市
、

堺
市

、
高

槻
市

、
東

大
阪

市
、

泉
大

津
市

、
貝

塚
市

、
枚

方
市

、
茨

木
市

、
八

尾
市

、
河

内
長

野
市

、
摂

津
市

、
藤

井
寺

市
、

泉
南

市
、

四
條

畷
市

、
島

本
町

（
大

阪
市

、
堺

市
、

高
槻

市
、

東
大

阪
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

府
の

事
業

対
象

者
に

含
め

て
実

施
）

(4
3
/
4
3
)

大
阪

市
、

堺
市

、
貝

塚
市

、
枚

方
市

（
大

阪
市

、
堺

市
、

高
槻

市
、

東
大

阪
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

府
の

事
業

対
象

者
に

含
め

て
実

施
）
(4

1
/
4
3
)

2
8

兵
庫

県
◎

◎
◎

◎
◎

神
戸

市
、

豊
岡

市
、

加
古

川
市

、
高

砂
市

(4
/
2
9
)

神
戸

市
、

姫
路

市
、

尼
崎

市
（
西

宮
市

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）
(4

/
4
)

(0
/
2
5
)

神
戸

市
、

姫
路

市
、

西
宮

市
、

尼
崎

市
､明

石
市

、
洲

本
市

､
芦

屋
市

､伊
丹

市
､相

生
市

､豊
岡

市
､加

古
川

市
､た

つ
の

市
､

赤
穂

市
､西

脇
市

､宝
塚

市
､三

木
市

､高
砂

市
､川

西
市

､小
野

市
､三

田
市

､加
西

市
､篠

山
市

､養
父

市
、

丹
波

市
､南

あ
わ

じ
市

､宍
粟

市
､朝

来
市

､淡
路

市
､加

東
市

(2
9
/
2
9
)

神
戸

市
、

姫
路

市
、

西
宮

市
、

尼
崎

市
、

明
石

市
、

洲
本

市
、

芦
屋

市
、

伊
丹

市
、

相
生

市
、

豊
岡

市
、

加
古

川
市

、
た

つ
の

市
、

赤
穂

市
、

西
脇

市
、

宝
塚

市
、

三
木

市
、

高
砂

市
、

川
西

市
、

小
野

市
、

加
西

市
、

篠
山

市
、

丹
波

市
、

南
あ

わ
じ

市
、

宍
粟

市
、

淡
路

市
、

加
東

市
(2

6
/
2
9
)

神
戸

市
、

姫
路

市
、

西
宮

市
、

明
石

市
、

芦
屋

市
、

伊
丹

市
、

赤
穂

市
、

高
砂

市
、

川
西

市
、

三
田

市
、

篠
山

市
、

丹
波

市
、

宍
粟

市
(1

3
/
2
9
)

神
戸

市
、

姫
路

市
（
左

記
の

市
、

西
宮

市
及

び
尼

崎
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(3

9
/
4
1
)

尼
崎

市
、

西
宮

市
（
左

記
の

市
、

神
戸

市
及

び
姫

路
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(3

9
/
4
1
)

2
9

奈
良

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

桜
井

市
、

御
所

市
、

葛
城

市
(3

/
1
3
)

奈
良

市
(1

/
1
)

(0
/
1
2
)

奈
良

市
、

大
和

高
田

市
、

大
和

郡
山

市
、

天
理

市
、

橿
原

市
、

桜
井

市
、

五
條

市
、

御
所

市
、

生
駒

市
、

香
芝

市
、

葛
城

市
、

宇
陀

市
(1

2
/
1
3
)

奈
良

市
、

大
和

高
田

市
、

大
和

郡
山

市
、

天
理

市
、

橿
原

市
、

桜
井

市
、

五
條

市
、

御
所

市
、

生
駒

市
、

香
芝

市
、

葛
城

市
、

宇
陀

市
(1

2
/
1
3
)

奈
良

市
、

大
和

高
田

市
、

橿
原

市
、

桜
井

市
、

五
條

市
、

御
所

市
、

生
駒

市
、

香
芝

市
（
左

記
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）

(1
3
/
1
3
)

奈
良

市
、

河
合

町
、

下
市

町
（
左

記
市

等
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

9
/
3
9
)

河
合

町
(1

/
3
9
)

3
0

和
歌

山
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

和
歌

山
市

、
有

田
市

、
橋

本
市

、
紀

の
川

市
、

御
坊

市
(5

/
9
)

和
歌

山
市

(1
/
1
)

(0
/
8
)

和
歌

山
市

、
海

南
市

、
橋

本
市

、
有

田
市

、
御

坊
市

、
田

辺
市

、
新

宮
市

、
紀

の
川

市
、

岩
出

市
(9

/
9
)

和
歌

山
市

、
海

南
市

、
橋

本
市

、
有

田
市

、
御

坊
市

、
田

辺
市

、
新

宮
市

、
紀

の
川

市
、

岩
出

市
(9

/
9
)

和
歌

山
市

、
海

南
市

、
田

辺
市

、
有

田
市

(4
/
9
)

和
歌

山
市

（
和

歌
山

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

0
/
3
0
)

和
歌

山
市

（
和

歌
山

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(3

0
/
3
0
)

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

就
業

・
自

立
支

援
事

業
都

道
府

県
市

　
等

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業
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自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

3
1

鳥
取

県
○

◎
◎

◎
◎

◎

倉
吉

市
(1

/
4
)

-

(0
/
4
)

鳥
取

市
、

倉
吉

市
(2

/
4
)

鳥
取

市
、

米
子

市
、

倉
吉

市
、

境
港

市
(4

/
4
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(4

/
4
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

9
/
1
9
)

(0
/
1
9
)

3
2

島
根

県
◎

◎
－

－
◎

◎
◎

松
江

市
、

隠
岐

の
島

町
(2

/
2
1
)

-

(0
/
2
1
)

松
江

市
、

浜
田

市
、

出
雲

市
、

益
田

市
、

大
田

市
、

安
来

市
、

江
津

市
、

雲
南

市
、

東
出

雲
町

、
奥

出
雲

町
、

飯
南

町
、

斐
川

町
、

川
本

町
、

美
郷

町
、

邑
南

町
、

津
和

野
町

、
吉

賀
町

、
海

士
町

、
西

ノ
島

町
、

知
夫

町
、

隠
岐

の
島

町
(2

1
/
2
1
)

松
江

市
、

浜
田

市
、

出
雲

市
、

益
田

市
、

安
来

市
、

江
津

市
、

雲
南

市
、

東
出

雲
町

、
奥

出
雲

町
、

飯
南

町
、

斐
川

町
、

川
本

町
、

美
郷

町
、

邑
南

町
、

津
和

野
町

、
吉

賀
町

、
海

士
町

、
西

ノ
島

町
、

知
夫

町
、

隠
岐

の
島

町
(2

0
/
2
1
)

浜
田

市
、

安
来

市
、

雲
南

市
（
左

記
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

1
/
2
1
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

1
/
2
1
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

1
/
2
1
)

3
3

岡
山

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

岡
山

市
、

倉
敷

市
(2

/
1
7
)

岡
山

市
（
倉

敷
市

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

/
2
)

(0
/
1
5
)

岡
山

市
、

倉
敷

市
、

津
山

市
、

総
社

市
、

瀬
戸

内
市

、
美

作
市

(6
/
1
7
)

岡
山

市
、

倉
敷

市
、

瀬
戸

内
市

(3
/
1
7
)

岡
山

市
、

倉
敷

市
、

玉
野

市
、

総
社

市
、

備
前

市
、

瀬
戸

内
市

、
美

作
市

、
(7

/
1
5
)

倉
敷

市
（
岡

山
市

、
倉

敷
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(2

6
/
2
7
)

(0
/
2
7
)

3
4

広
島

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

広
島

市
、

福
山

市
、

呉
市

(3
/
2
2
)

広
島

市
、

福
山

市
(2

/
2
)

(0
/
2
0
)

広
島

市
、

福
山

市
、

呉
市

、
竹

原
市

、
三

原
市

、
尾

道
市

、
府

中
市

、
三

次
市

、
庄

原
市

、
大

竹
市

、
東

広
島

市
、

廿
日

市
市

、
江

田
島

市
、

海
田

町
、

熊
野

町
、

坂
町

、
安

芸
太

田
町

、
北

広
島

町
、

大
崎

上
島

町
、

世
羅

町
、

神
石

高
原

町
(2

1
/
2
2
)

広
島

市
、

福
山

市
、

呉
市

、
竹

原
市

、
三

原
市

、
尾

道
市

、
府

中
市

、
三

次
市

、
庄

原
市

、
大

竹
市

、
東

広
島

市
、

廿
日

市
市

、
海

田
町

、
熊

野
町

、
坂

町
、

安
芸

太
田

町
、

北
広

島
町

、
大

崎
上

島
町

、
世

羅
町

(1
9
/
2
2
)

広
島

市
、

福
山

市
、

三
原

市
、

尾
道

市
、

三
次

市
、

庄
原

市
、

東
広

島
市

、
北

広
島

町
、

大
崎

上
島

町
(9

/
2
2
)

広
島

市
、

三
原

市
、

府
中

市
、

三
次

市
、

坂
町

(5
/
2
3
)

広
島

市
、

呉
市

（
左

記
及

び
福

山
市

 以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(2

2
 /

2
3
)

3
5

山
口

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

下
関

市
(1

/
1
3
)

下
関

市
(1

/
1
)

(0
/
1
2
)

下
関

市
、

宇
部

市
、

山
口

市
、

萩
市

、
防

府
市

、
下

松
市

、
岩

国
市

、
光

市
、

長
門

市
、

柳
井

市
、

美
祢

市
、

周
南

市
、

山
陽

小
野

田
市

(1
3
/
1
3
)

下
関

市
、

宇
部

市
、

山
口

市
、

萩
市

、
防

府
市

、
下

松
市

、
岩

国
市

、
光

市
、

長
門

市
、

柳
井

市
、

美
祢

市
、

周
南

市
、

山
陽

小
野

田
市

(1
3
/
1
3
)

下
関

市
、

宇
部

市
、

山
陽

小
野

田
市

（
左

記
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(1

3
/
1
3
)

（
下

関
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

9
/
2
0
)

（
下

関
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

9
/
2
0
)

3
6

徳
島

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

(0
/
8
)

－
(0

/
8
)

徳
島

市
、

鳴
門

市
、

小
松

島
市

，
阿

南
市

、
吉

野
川

市
、

阿
波

市
、

美
馬

市
、

三
好

市
(8

/
8
)

徳
島

市
、

鳴
門

市
、

小
松

島
市

、
阿

南
市

、
吉

野
川

市
、

阿
波

市
、

美
馬

市
、

三
好

市
(8

/
8
)

徳
島

市
、

鳴
門

市
、

小
松

島
市

、
阿

南
市

、
吉

野
川

市
、

阿
波

市
、

美
馬

市
、

三
好

市
(8

/
8
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

4
/
2
4
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

4
/
2
4
)

3
7

香
川

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

さ
ぬ

き
市

(1
/
8
)

高
松

市
(1

/
1
)

(0
/
7
)

高
松

市
、

丸
亀

市
、

坂
出

市
、

善
通

寺
市

、
観

音
寺

市
、

さ
ぬ

き
市

、
東

か
が

わ
市

、
三

豊
市

(8
/
8
)

高
松

市
、

丸
亀

市
、

坂
出

市
、

善
通

寺
市

、
観

音
寺

市
、

さ
ぬ

き
市

、
東

か
が

わ
市

、
三

豊
市

(8
/
8
)

高
松

市
、

観
音

寺
市

、
さ

ぬ
き

市
、

東
か

が
わ

市
、

三
豊

市
(5

/
8
)

（
高

松
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

6
/
1
7
)

(0
/
1
7
)

3
8

愛
媛

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

松
山

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

大
洲

市
、

四
国

中
央

市
、

東
温

市
(6

/
1
1
)

松
山

市
(1

/
1
)

(0
/
1
0
)

松
山

市
、

今
治

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

新
居

浜
市

、
西

条
市

、
大

洲
市

、
伊

予
市

、
四

国
中

央
市

、
西

予
市

、
東

温
市

(1
1
/
1
1
)

松
山

市
、

今
治

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

新
居

浜
市

、
西

条
市

、
大

洲
市

、
伊

予
市

、
四

国
中

央
市

、
東

温
市

(1
0
/
1
1
)

松
山

市
、

今
治

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

新
居

浜
市

、
西

条
市

、
大

洲
市

、
伊

予
市

、
四

国
中

央
市

、
西

予
市

、
東

温
市

(1
1
/
1
1
)

松
山

市
（
松

山
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(2

0
/
2
0
)

松
山

市
(1

/
2
0
)

3
9

高
知

県
◎

◎
◎

◎
◎

(0
/
1
1
)

高
知

市
(1

/
1
)

(0
/
1
0
)

高
知

市
、

室
戸

市
、

安
芸

市
、

南
国

市
、

土
佐

市
、

須
崎

市
、

宿
毛

市
、

土
佐

清
水

市
、

四
万

十
市

、
香

南
市

、
香

美
市

(1
1
/
1
1
)

高
知

市
、

室
戸

市
、

安
芸

市
、

南
国

市
、

土
佐

市
、

須
崎

市
、

宿
毛

市
、

土
佐

清
水

市
、

四
万

十
市

、
香

南
市

、
香

美
市

(1
1
/
1
1
)

高
知

市
(1

/
1
1
)

高
知

市
(1

/
3
4
)

(0
/
3
4
)
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4
0

福
岡

県
◎

◎
◎

◎
◎

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
宗

像
市

(3
/
2
8
)

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
久

留
米

市
(3

/
3
)

筑
紫

野
市

(1
/
2
5
)

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
久

留
米

市
、

直
方

市
、

飯
塚

市
、

田
川

市
、

柳
川

市
、

八
女

市
、

筑
後

市
、

大
川

市
、

行
橋

市
、

中
間

市
、

小
郡

市
、

筑
紫

野
市

、
春

日
市

、
大

野
城

市
、

宗
像

市
、

太
宰

府
市

、
前

原
市

、
古

賀
市

、
福

津
市

、
う

き
は

市
、

宮
若

市
、

嘉
麻

市
、

朝
倉

市
(2

5
/
2
8
)

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
久

留
米

市
、

大
牟

田
市

、
直

方
市

、
飯

塚
市

、
田

川
市

、
柳

川
市

、
八

女
市

、
筑

後
市

、
大

川
市

、
行

橋
市

、
豊

前
市

、
中

間
市

、
小

郡
市

、
筑

紫
野

市
、

春
日

市
、

大
野

城
市

、
宗

像
市

、
太

宰
府

市
、

前
原

市
、

古
賀

市
、

福
津

市
、

う
き

は
市

、
宮

若
市

、
嘉

麻
市

、
朝

倉
市

、
み

や
ま

市
(2

8
/
2
8
)

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
久

留
米

市
、

直
方

市
、

飯
塚

市
、

田
川

市
、

小
郡

市
、

福
津

市
、

宮
若

市
、

嘉
麻

市
、

朝
倉

市
(1

1
/
2
8
)

福
岡

市
、

北
九

州
市

、
飯

塚
市

、
田

川
市

、
柳

川
市

、
小

郡
市

、
春

日
市

、
大

野
城

市
、

宗
像

市
、

前
原

市
、

福
津

市
、

古
賀

市
、

う
き

は
市

、
篠

栗
町

、
志

免
町

、
志

摩
町

、
芦

屋
町

、
水

巻
町

、
岡

垣
町

、
遠

賀
町

、
川

崎
町

、
那

珂
川

町
(2

2
/
6
6
)

福
岡

市
(1

/
6
6
)

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

就
業

・
自

立
支

援
事

業
自

立
支

援
給

付
金

事
業

都
道

府
県

市
　

等

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

自
立

支
援

給
付

金
事

業
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自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業

高
等

技
能

訓
練

促
進

費
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

4
1

佐
賀

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

佐
賀

市
(1

/
1
0
)

－

佐
賀

市
(1

/
1
0
)

佐
賀

市
、

唐
津

市
、

鳥
栖

市
、

多
久

市
、

伊
万

里
市

、
武

雄
市

、
鹿

島
市

、
小

城
市

、
嬉

野
市

、
神

埼
市

(1
0
 /

1
0
)

佐
賀

市
、

唐
津

市
、

鳥
栖

市
、

多
久

市
、

伊
万

里
市

、
武

雄
市

、
鹿

島
市

、
小

城
市

、
嬉

野
市

、
神

埼
市

(1
0
 /

1
0
)

佐
賀

市
、

伊
万

里
市

、
嬉

野
市

（
左

記
以

外
の

市
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

0
/
1
0
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

0
/
2
0
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

0
/
2
0
)

4
2

長
崎

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

長
崎

市
(1

/
1
3
)

長
崎

市
(1

/
1
)

(0
/
1
2
)

長
崎

市
、

佐
世

保
市

、
島

原
市

、
諫

早
市

、
大

村
市

、
平

戸
市

、
松

浦
市

、
対

馬
市

、
壱

岐
市

、
五

島
市

、
西

海
市

、
雲

仙
市

、
南

島
原

市
(1

3
/
1
3
)

長
崎

市
、

佐
世

保
市

、
島

原
市

、
諫

早
市

、
大

村
市

、
平

戸
市

、
松

浦
市

、
対

馬
市

、
壱

岐
市

、
西

海
市

、
雲

仙
市

、
南

島
原

市
(1

2
/
1
3
)

長
崎

市
、

佐
世

保
市

、
島

原
市

、
諫

早
市

、
松

浦
市

、
五

島
市

、
西

海
市

、
雲

仙
市

、
南

島
原

市
(9

/
1
3
)

長
崎

市
（
長

崎
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(2

3
/
2
3
)

（
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

3
/
2
3
)

4
3

熊
本

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

熊
本

市
(1

/
1
4
)

熊
本

市
(1

/
1
)

(0
/
1
3
)

熊
本

市
、

八
代

市
、

人
吉

市
、

荒
尾

市
、

水
俣

市
、

玉
名

市
、

山
鹿

市
、

宇
土

市
、

宇
城

市
、

阿
蘇

市
、

合
志

市
、

天
草

市
(1

2
/
1
4
)

熊
本

市
、

八
代

市
、

人
吉

市
、

荒
尾

市
、

水
俣

市
、

玉
名

市
、

山
鹿

市
、

菊
池

市
、

宇
土

市
、

上
天

草
市

、
宇

城
市

、
阿

蘇
市

、
合

志
市

、
天

草
市

(1
4
/
1
4
)

熊
本

市
、

人
吉

市
、

荒
尾

市
、

水
俣

市
、

玉
名

市
、

山
鹿

市
、

宇
城

市
、

天
草

市
(8

/
1
4
)

熊
本

市
、

八
代

市
、

人
吉

市
、

水
俣

市
、

山
鹿

市
、

菊
池

市
、

宇
土

市
、

上
天

草
市

、
宇

城
市

、
合

志
市

、
天

草
市

(1
1
/
4
7
)

熊
本

市
（
熊

本
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(4

7
/
4
7
)

4
4

大
分

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

大
分

市
、

中
津

市
(2

/
1
4
)

大
分

市
（
県

と
共

同
実

施
）
(1

/
1
)

(0
/
1
3
)

大
分

市
、

別
府

市
、

中
津

市
、

日
田

市
、

佐
伯

市
、

臼
杵

市
、

豊
後

高
田

市
、

宇
佐

市
、

豊
後

大
野

市
、

由
布

市
、

国
東

市
(1

1
/
1
4
)

大
分

市
、

別
府

市
、

中
津

市
、

日
田

市
、

佐
伯

市
、

臼
杵

市
、

豊
後

高
田

市
、

宇
佐

市
、

由
布

市
(9

/
1
4
)

大
分

市
（
1
/
1
4
）

大
分

市
（
大

分
市

在
住

者
も

含
め

県
の

事
業

対
象

に
含

め
実

施
）
(1

8
/
1
8
)

中
津

市
、

佐
伯

市
、

竹
田

市
、

豊
後

高
田

市
(4

/
1
8
)

4
5

宮
崎

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎

(0
/
9
)

宮
崎

市
(1

/
1
)

(0
/
8
)

宮
崎

市
（
宮

崎
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(9

/
9
)

宮
崎

市
（
宮

崎
市

以
外

の
市

等
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(9

/
9
)

宮
崎

市
(1

/
9
)

宮
崎

市
（
宮

崎
市

以
外

の
市

等
）
在

住
者

分
は

県
の

事
業

対
象

に
含

め
て

実
施

）
(2

8
/
2
8
)

宮
崎

市
(1

/
2
8
)

4
6

鹿
児

島
県

◎
◎

◎
◎

◎
◎

鹿
児

島
市

、
出

水
市

(2
/
2
0
)

鹿
児

島
市

(1
/
1
)

(0
/
1
9
)

鹿
児

島
市

、
鹿

屋
市

、
枕

崎
市

、
阿

久
根

市
、

出
水

市
、

伊
佐

市
、

指
宿

市
、

薩
摩

川
内

市
、

日
置

市
、

曽
於

市
、

霧
島

市
、

志
布

志
市

、
い

ち
き

串
木

野
市

、
南

さ
つ

ま
市

、
奄

美
市

、
南

九
州

市
、

長
島

町
(1

7
/
2
0
)

鹿
児

島
市

、
鹿

屋
市

、
枕

崎
市

、
阿

久
根

市
、

出
水

市
、

伊
佐

市
、

指
宿

市
、

薩
摩

川
内

市
、

日
置

市
、

曽
於

市
、

霧
島

市
、

志
布

志
市

、
い

ち
き

串
木

野
市

、
南

さ
つ

ま
市

、
奄

美
市

、
南

九
州

市
、

長
島

町
(1

7
/
2
0
)

鹿
児

島
市

（
鹿

児
島

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）

(2
0
/
2
0
)

鹿
児

島
市

（
鹿

児
島

市
以

外
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

て
実

施
）

(4
5
/
4
5
)

鹿
児

島
市

(1
/
4
5
)

4
7

沖
縄

県
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

那
覇

市
、

宜
野

湾
市

、
浦

添
市

(3
/
1
1
)

－

(0
/
1
1
)

那
覇

市
、

う
る

ま
市

、
宜

野
湾

市
、

宮
古

島
市

、
石

垣
市

、
浦

添
市

、
名

護
市

、
糸

満
市

、
沖

縄
市

、
豊

見
城

市
、

南
城

市
(1

1
/
1
1
)

那
覇

市
、

う
る

ま
市

、
宜

野
湾

市
、

浦
添

市
、

名
護

市
(5

/
1
1
)

那
覇

市
、

沖
縄

市
(2

/
1
1
)

（
一

部
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

9
/
4
1
)

（
一

部
の

市
等

在
住

者
分

は
県

の
事

業
対

象
に

含
め

実
施

）
(2

9
/
4
1
)

継
続

し
て

実
施

（
◎

）
4
5

4
7

4
6

4
5

4
1

3
0

2
3

平
成

２
１

年
度

中
に

実
施

又
は

実
施

に
着

手
（
○

）
1

0
0

1
2

0
1

実
施

予
定

な
し

1
0

1
1

4
1
7

2
3

＜
都

道
府

県
を

含
む

実
施

状
況

＞

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
高

等
技

能
訓

練
促

進
費

事
業

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業
母

子
家

庭
及

び
寡

婦
自

立
促

進
計

画

実
施

状
況

（
平

成
２

１
年

１
０

月
１

日
）

２
３

５
／

８
８

０
（２

６
．

７
％

）
１

０
６

／
１

０
６

（１
０

０
％

）
２

０
／

７
７

４
（
２

．
６

％
）

７
９

５
／

８
７

９
（９

０
．

４
％

）
７

１
８

／
８

８
０

（８
１

．
６

％
）

４
８

６
／

８
８

０
（５

５
．

２
％

）
１

０
２

８
／

１
７

９
６

（５
７

．
２

％
）

７
９

３
／

１
７

９
６

（４
４

．
２

％
）

就
業

・
自

立
支

援
事

業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
生

活
支

援
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

就
業

・
自

立
支

援
事

業
自

立
支

援
給

付
金

事
業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業

都
道

府
県

市
　

等

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

自
立

促
進

計
画

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

自
立

支
援

給
付

金
事

業

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

実
施

状
況

（
平

成
２

１
年

１
０

月
１

日
）

九 州 ブ ロ ッ ク

１
０

２
８

／
１

７
９

６
（５

７
．

２
％

）
７

９
３

／
１

７
９

６
（４

４
．

２
％

）
１

８
９

／
８

３
３

（２
２

．
７

％
）

５
９

／
５

９
（１

０
０

％
）

都
道

府
県

合
計

４
４

３
／

８
３

３
（５

３
．

２
％

）
６

７
２

／
８

３
３

（８
０

．
７

％
）

２
０

／
７

７
４

（
２

．
６

％
）

７
４

９
／

８
３

３
（８

９
．

９
％

）
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護 

に関する法律の概要（チャート） 

 

 
 
 
 被 害 者 

配偶者暴力相談支援 

センター 

○相談又は相談機関の

紹介 

○カウンセリング 

○一時保護 

○自立支援、保護命令

利用、シェルターの利用

についての情報提供、

助言、関係機関との連

絡調整、その他の援助 

警 察 

○暴力の制止 

○被害者の保護 

○被害発生防止 

 のために必要 

 な措置・援助 

相手方 

申立人の配偶者・元配偶者 

（事実婚を含む） 

発令 

保護命令違反に対する罰則 

○１年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 

 

地裁の請求に基づく 

書面提出等 

地裁の請求に基づく書

面提出等 
連 

携 

国 民 

 （医師等） 
① 発見した者による通報の 

努力義務 

② 医師等は通報することが 

できる（被害者の意思を尊重 

するよう努る） 

相 談 

援 助 

保 護 

一
時
保
護
委
託
先 

  

（民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
、 

母
子
生
活
支
援
施
設
、  

婦
人
保
護
施
設 

等
） 

委 

託 

情報提供努力義務 

福祉事務所 

○自立支援等 

（母子生活支援施設への入

所、保育所への入所、生活保

護の対応、児童扶養手当の認

定 等） 

連 携 

民間団体 

○自立支援等 

連 携 

保護命令発令の通知 

 
地 
方 
裁 
判 
所 
 

＊配偶者暴力相談支援センター・警察 

への相談等がない場合、公証人面 

前宣誓供述書を添付 

保
護
（
施
設
入
所
） 

婦
人
保
護
施
設 

入 

所 
保護命令 

○被害者への接近禁止命令 

○電話等禁止命令  

○子への接近禁止命令 

○親族等への接近禁止命令 

○退去命令 （2 ヶ月） 

保護命令の申立て 

被害者の配偶者からの身体に対する暴

力・生命等に対する脅迫 

保護命令発令の通知 

＊配偶者暴力相談支援センターへの通知は、センター

への相談等があった場合のみ 

（6 ヶ月） 

「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 暴力」（内閣府男女共同参画局）より 
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厚
生

労
働

行
政

に
お

け
る

Ｄ
Ｖ

被
害

者
の

自
立

支
援

の
取

組
に

つ
い

て

婦
人

相
談

員
全

国
１
０
４
２
人

（
平

成
２
１
年

４
月

１
日

現
在

）
相

談
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

情
報

提
供

婦
人

相
談

所
４
７
ヶ
所

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
１
８
２
か

所
う
ち

相
談

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

情
報
提
供

連
婦
人
保

護
施
設

生
活
支
援

心
理

的
ケ
ア

他
省

庁
等

関
係

機
関

被 害

自

相
談

ウ
リ

グ
情
報
提
供

一
時
保
護
（
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
へ
の
委
託
を
含
む
）

同
伴
児
童
へ
の
対
応

婦
人
保
護
施
設
へ
の
入
所

等
携

心
理

的
ケ
ア

自
立
支
援

機
関

警
察

裁
判

所
福
祉
事
務
所
（
も
し
く
は
市
町
村
）

生
活
保
護

母
子
生
活
支
援
施
設
入
所

保
育
所
入
所

子
育
て
短
期
支
援
事
業

庭
援
事

害 者
立

・
母
子
生

活
支
援
施

設
生
活
支
援

子
育

支
援

裁
判

所

公
営
住
宅

窓
口

母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

等

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

協
子
育
て
支
援

心
理

的
ケ
ア

自
立
支
援

等

職
業

相
談

か
ら
就

業
支

援
講

習
会

の
実

施
、
就

業
情

報
提

供
等

公
共

職
業

安
定

所
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）

特
に
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・
マ
ザ
ー
ズ
サ
ロ
ン
に
お
け
る
子
育
て
女
性
な
ど
に

対
す
る
就

職
支

援

力

児
童

相
談
所

心
理
的
虐
待
等
を
受
け
た
子
ど
も
へ
の
心
理
的
ケ
ア
、
子
育
て
相
談
等
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平成２０年度 婦人保護事業実施状況報告の概要

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課

婦人保護事業実施状況報告は、全国の婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の

状況を、各都道府県の婦人保護事業担当部局に調査し、雇用均等・児童家庭局家庭

福祉課が行政資料として把握したものである。

（以下は、平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日の状況である。）

１ 婦人相談所の業務

婦人相談所は、売春防止法第３４条に基づき、各都道府県に設置されており、要保護女

子に関する各般の問題について相談を行い、必要な調査や医学的、心理学的、職能的判定と

これらに附随した指導を行い、一時保護を行うことを主たる業務としている。

また、平成１４年４月からは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以

下「ＤＶ法」という。）第３条により配偶者暴力相談支援センターとしての役割を果たすこ

ととなった。

さらに、平成１６年１２月からは、人身取引対策行動計画に基づき、人身取引被害者への

支援を行っている。

（１）相談別状況
婦人相談所において受け付けた相談実人員は、来所相談、電話相談等を合わせて

１３７，４３９人（暴力被害男性を含む）であった。

来 所 に よ る 相 談 電 話 相 談
総 数 巡回相談、出 そ の 他

種別 電話・巡回相 外国人から 張相談による （手紙等）
談等の来所指 の相談 相談 夜間相談
示による

(100%) (13.0%) (0.3%) (86.0%) (0.7%)
実 人 員 137,439 17,815 2,854 1,072 477 118,159 24,907 988

(100%) (33.9%) (0.4%) (63.9%) (1.8%)
延 人 員 230,376 78,111 12,274 4,503 911 147,212 30,486 4,142

（２）来所による相談実人員の主訴別内訳

(1)の来所による相談のうち、夫等の暴力を主訴とする実人員は９，３６４人であり、実

人員総数の５２．７％にあたる。

夫等の 離婚問題 帰住先な 親族間の 子どもの 人身取引
総数 暴力 家庭不和 し、 問題 問題 医療関係 経済関係 売春強要 その他

住居問題 など

(100%) (52.7%) (12.5%) (8.4％) (4.9%) (4.4%) (3.4%) (2.4%) (0.5%) (10.8%)
17,781 9,364 2,229 1,486 869 791 608 421 90 1,923

※暴力被害男性（34人）は含まない。
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（３）一時保護の状況

一時保護は、売春防止法に基づき、要保護女子の婦人保護施設への収容保護又は関係諸機

関への移送等の措置が採られるまでの間行うほか、短期間の更生指導を必要とする場合等に

行われる。

またＤＶ法により、配偶者からの暴力被害者及びその同伴する家族の一時保護を行うこと

とされ、母子生活支援施設、民間シェルター等一定の基準を満たす者には一時保護の委託が

可能となっている。

さらに、人身取引対策行動計画に基づき、被害者の一時保護（委託を含む）を行っている。

実 人 員 うち一時保護委託分 延 べ 人 員 うち一時保護委託分

要 保 護 女 子 等 ６，６１３ １，７６７ ９６，１０８ ２６，４７５

同 伴 す る 家 族 ５，５３２ ２，１４９ ８０，８８９ ２９，７２８

（４）在所者の一時保護時の主訴別内訳

夫等の 帰住先な 親族間の 子どもの 人身取引
総数 暴力 し、 問題 問題 売春強要 医療関係 経済関係 離婚問題 その他

住居問題 など 家庭不和

(100%) (70.6%) (14.3%) (4.4%) (3.0%) (1.3%) (0.8%) (0.8%) (0.7%) (4.1%)
6,613 4,666 947 291 198 83 56 54 45 273

※在所者とは、前年度末在所者と平成２０年度に新規に入所した者で、当該年度中１日でも在所した者をいう。

（５）一時保護後の状況

総 数 自 立 帰 宅 帰 郷 福祉 婦人保 友人宅・ 民間団体 病 院 その他
事務所 護施設 知人宅

(100%) (18.6%) (18.1%) (17.2%) (15.5%) (12.0%) (4.8%) (3.8%) (2.3%) (7.8%)
6,343 1,177 1,145 1,089 985 764 304 238 144 497

２ 婦人相談員の業務

婦人相談員は、売春防止法第３５条に基づき、社会的信望があり、熱意と識見を持って

いる者のうちから、都道府県知事又は市長から委嘱され、要保護女子の発見、相談、指導

等を行うこととされている。

また、ＤＶ法第４条により、配偶者からの暴力被害者の相談、必要な指導を行うことと

された。

平成２１年４月１日現在、４７都道府県４４４名（うち婦人相談所２２３名）、２６６

市区５９８名、合計１，０４２名の婦人相談員が全国に配置されている。

（１）相談別状況
来 所 に よ る 相 談 電 話 相 談

総 数 巡回相談、出 そ の 他
種別 電話・巡回相 外国人から 張相談による （手紙等）

談等の来所指 の相談 相談 夜間相談
示による

(100%) (51.8%) (2.6%) (45.1%) (0.5%)
実 人 員 119,426 61,847 3,856 3,124 3,049 53,889 1,243 641

(100%) (58.4%) (3.3%) (37.6%) (0.7%)
延 人 員 255,614 149,208 9,225 8,857 8,515 96,219 1,939 1,672

※婦人相談所以外の福祉事務所等に配置される婦人相談員が受け付けた相談。
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（２）来所による相談実人員の主訴別内訳

(1)の来所による相談のうち、夫等の暴力を主訴とする実人員は１５，５１５人であり、

実人員総数の２５．１％にあたる。

夫等の 離婚問題 帰住先な 子どもの 親族間の 人身取引
総数 暴力 家庭不和 経済関係 医療関係 し、 問題 問題 売春強要 その他

住居問題 など

(100%) (25.1%) (19.9%) (16.8%) (9.2%) (8.4%) (6.2%) (3.7%) (0.1%) (10.7%)
61,813 15,515 12,301 10,375 5,659 5,184 3,856 2,263 70 6,590

※暴力被害男性（34人）は含まない。

３ 婦人保護施設の業務

婦人保護施設は、要保護女子を収容保護する施設で、都道府県、市町村又は社会福祉法

人が設置することができる。（売春防止法第３６条）平成２１年４月１日現在４０都道府

県に５０か所設置されている。

また、ＤＶ法第５条により、配偶者からの暴力被害者の保護を行うことができることと

なった。

（１）入退所状況

前年度末在所者 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中
新 規 入 所 者 退 所 者 在 所 者 在 所 延 人 員

要保護女子等 ５１１ ８２３ ８１７ ５１７ １９０，８１０

同伴する家族 ６３ ４６６ ４８８ ４１ １７，８２３

うち同伴児 ６３ ４６０ ４８２ ４１ １７，７３２

（２）在所者の入所時における主訴別内訳

在所者の主訴別入所の内訳をみると、在所者総数のうち、「夫等の暴力」を主訴とする者

が３９．１％にのぼり、次いで「帰住先なし・住居問題」を主訴とする者が２９．１％にの

ぼる。

夫等の 帰住先な 親族間の 子どもの 人身取引 経済問題 離婚問題
総数 暴力 し 医療関係 問題 問題 売春強要 家庭不和 その他

住居問題 など

(100%) (39.1%) (29.1%) (12.4%) (6.1%) (3.2%) (2.8%) (2.2%) (1.3%) (3.8%)
1,334 522 388 165 82 43 37 29 17 51

※在所者とは、前年度末在所者と平成２０年度に新規に入所した者で、当該年度中１日でも在所した者をいう。
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ＤＶ被害者等の相談・保護等の状況について

婦人相談所及び婦人相談員による相談

○ 婦人相談所及び婦人相談員における夫等の暴力の相談件数は年々増加。

夫等の暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談） （人数）

24,87923,758
22 31521 125

25,000

30,000

夫等の暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談） （人数）

※（ ）内は、相談全体に占める夫等の暴力の割合。

22,31521,12520,11919,102
17,611

15 000

20,000

,

13,071
10,000

15,000

( ) ( ) （ ） （ ）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

0

5,000
(２８．３%)(１９．２%) (２４．２%) (２５．６%) (２８．９％) (２９．６％) （３０．７％） （３１．３％）

H13年度H14年度 H15年度 H16年度H17年度 H18年度 H19年度H20年度
（厚生労働省家庭福祉課調べ）

婦人相談所による一時保護

○ 婦人相談所により一時保護された女性及び同伴家族の数をみると、平成１３年度
から平成１６年度にかけて増加し、その後は微増減の傾向。

○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が６割～７割。○ 主訴別内訳をみると、「夫等の暴力」を入所理由とするものの割合が６割 ７割。

○ 平均一時保護日数は１４．５日（平成２０年度）

時保護された女性

（件数）
同伴家族

一時保護された女性
（うち夫等の暴力を理由とする者）

12 05 11 83711 734 12 007 12 145

5,529 5,5325,285 5,4785,5185,0294 642
7,90

10,90
3

11,476
12,05
9

11,83711,734 12,007 12,145

4,642

3,085

8

6,261 6,447 6,541 6,449 6,359 6,478 6,613

55.5
％

69.3％66.6％63.5％
（注1）

4,823

(2,680)

(3,974) (4,296) (4,535)

68.8%

(4,438) (4,565)

71.8%

（4､549）

70.2%

（4､666）

70.6%

H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

％

注1）夫等の暴力を入所理由とする者の割合。
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ＤＶ被害者の一時保護委託の状況

○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 委託契約施設数は年々増加し 平成２１年 月１日現在で２６１施設○ 委託契約施設数は年々増加し、平成２１年４月１日現在で２６１施設。

○ 平成２０年度における一時保護委託人数は、ＤＶケース以外を含めて、３，９１６人。
(女性本人1,767人、同伴家族2,149人)である。

○ DVケース以外を含めて、女性本人の平均在所日数１５．０日となっている。

ＤＶ法第３条第４項に基づく 時保護の委託契約施設数（平成21年4月1日現在）

施設 母子生活
民間団体

児童福祉
施設 婦人保護 老人福 身体障害 知的障害

保護施設 その他 合 計

ＤＶ法第３条第４項に基づく一時保護の委託契約施設数（平成21年4月1日現在）

区分

母子生活
支援施設

民間団体 施設

(注１)

婦人保護
施設

老人福
祉施設

身体障害
者施設

知的障害
者施設

保護施設 その他 合 計

か所
数

(注
２)

９９

（９６）

８６

（９0）

２５

（２５）

２０

（２０）

４

（４）

９

（８）

９

（９）

６

（６）

３
（３）

２６１

（２６１）

(注１) 母子生活支援施設を除く。 (注２) （ ）内は、平成20年4月1日現在
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厚生労働省における人身取引被害者への対応

１ 婦人相談所等における保護の状況

厚生労働省雇用均等・児童家庭局（平成21年11月30日現在）

○ 保護した被害者はすべて女性で合計270人。うち264人は婦人相談所が担当。
その他の6人は児童相談所が担当（平成17年度5人・18年度1人）。

○ フィリピン人・インドネシア人・タイ人の合計で全体の87％。
○ 保護に至る相談経路の95％は警察もしくは入国管理局。
○ 18歳未満は計15人。最年少は15歳。平均年齢24.7歳。

○年度別保護実績（合計270人）
平成13年度 1人（ﾀｲ1人）
平成14年度 2人（ﾀｲ2人）
平成15年度 6人（ﾀｲ3人・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人3人）
平成16年度 24人（ﾀｲ15人・台湾4人・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ3人・韓国1人・ｺﾛﾝﾋﾞｱ1人）
平成17年度 117人（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ64人・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ40人・台湾6人・ﾀｲ4人・中国2人・韓国1人）平成17年度 117人（ﾌｨﾘﾋ ﾝ64人 ｲﾝﾄ ﾈｼｱ40人 台湾6人 ﾀｲ4人 中国2人 韓国1人）
平成18年度 36人（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ17人・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ12人・ﾀｲ4人・台湾2人・韓国1人）
平成19年度 36人（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ19人・韓国5人・ﾀｲ5人・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ4人･ﾙｰﾏﾆｱ1人・台湾2人）
平成20年度 39人（ﾀｲ人22人･ﾌｨﾘﾋﾟﾝ11人･台湾3人･中国2人･ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ1人）
平成21年度 9人（ﾀｲ人4人･ﾌｨﾘﾋﾟﾝ2人･中国2人・台湾1人）

○都道府県別保護実績（合計270人）
愛知県 54人 長野県 33人 千葉県 30人 東京都 **28人 栃木県 24人愛知県 54人 長野県 33人 千葉県 30人 東京都 **28人 栃木県 24人
秋田県 18人 島根県 14人 岐阜県 12人 広島県 *9人 鳥取県 9人
群馬県 9人 神奈川県 8人 大阪府 7人 福岡県 6人 茨城県 5人
兵庫県 4人 徳島県 3人 熊本県 2人
新潟県・静岡県・大分県・鹿児島県・沖縄県 各1人

*6人が島根県より移管のため合計には算入せず
**3人が群馬県より移管 1人が長野県からの保護依頼のため合計に算入せず**3人が群馬県より移管、1人が長野県からの保護依頼のため合計に算入せず

○一時保護委託実績（270人のうち91人）
平成17年4月1日～平成21年11月30日までに91人の一時保護委託を実施
内訳 婦人保護施設 *35人・母子生活支援施設32人・民間シェルター24人

児童自立援助ホーム1人
*うち1人は2回目の委託のため合計には算入せず

○平均保護日数 ３３ ０日

○ 相談や支援における適切な母語通訳の確保
○ 母国の文化を尊重した日常生活場面での支援
○ 医師の診察や医療費の補助等による健康支援

２ 被害者に対する支援

○平均保護日数 ３３．０日

○ 医師の診察や医療費の補助等による健康支援
○ 必要に応じて弁護士等による法的対応支援
○ 心理療法担当職員によるカウンセリング等の心理的ケア
※ 被害者の立場に立ち、適切に保護を行うには、警察、入国管理局、大使館
ＩＯＭ（国際移住機関）等の関係機関との緊密な連携が欠かせない。
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認
知

○
潜
在
的
被
害
者
に
対
す
る
被
害
者
保
護
施
策
の

周
知

○
取
締
り
過
程
に
お

け
る
被
害
者
の

発
見
（

※
）

（
２
）

被
害

者
保

護
の

徹
底

４
人
身
取
引
対
策
の
総
合
的
・
包
括
的
推
進
の
た
め
の
基
盤
整
備

（
１
）

国
際

的
取

組
へ

の
参

画
○

人
身
取
引
議
定

書
の

締
結

○
被

害
者

と
し
て
の

立
場

へ
の
配

慮
○

被
害

者
の

法
的

地
位

の
安

定
（
３
）

シ
ェ
ル

タ
ー
の

提
供

と
支

援
○

婦
人
相
談
所
に
お
け
る
母
国
語
に
よ
る
通
訳
サ
ー
ビ
ス

○
被
害
者
に
対
す
る
法
的
援
助
に
関
す
る
周
知
等

（
４
）

被
害

者
保

護
施

策
の

更
な
る
充

実

○
人
身
取
引
議
定

書
の

締
結

（
２
）

国
民

等
の

理
解

と
協

力
の

確
保

○
人

身
取

引
に
関

連
す
る
行

為
を
規

制
す
る
法
令

の
遵

守
の

促
進

等
○

性
的

搾
取

の
需

要
側

へ
の

啓
発

（
３
）

人
身

取
引

対
策

の
推

進
体

制
の

強
化

○
関

係
行

政
機

関
職

員
の

知
識

・
意
識

の
向
上

（
４
）

被
害

者
保

護
施

策
の

更
な
る
充

実
○

中
長
期
的
な

保
護
施
策
に
関
す
る
検
討
等

○
男
性
被
害
者
の

保
護
施
策
に
関
す
る
検
討

（
５
）

帰
国

支
援

の
推

進
○

被
害
者
の
帰
国
に
際
し
て
の
安
全
確
認
の
実
施

○
関

係
行

政
機

関
の

連
携

強
化

・
情

報
交

換
の

推
進

○
外
国
人
施
策
の

推
進
・
検
討
の

た
め

の
枠
組
み

と
の

連
携

注
：
太

字
は
、
新
規
に
講
ず
る
施
策
。
※

に
つ
い
て
は
、
現
行
計
画
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
内
容
の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の

。
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１．「放課後子どもプラン」について

（１）「放課後子どもプラン」の着実な推進について

「放課後子どもプラン」については、原則としてすべての小学校区に

おいて、放課後や夏休み等の長期休暇時における子どもたちの安全・安

心で健やかな活動場所の確保を目指しているところであるが、平成２１

年度においては、放課後児童クラブが１８，４７９か所（平成２１年５

月現在）、放課後子ども教室が８，７１９か所（平成２１年度実施予定

含む）の実施となっている。

放課後子どもプランの着実な推進を図るため、平成２１年度第１次補

正予算に計上された「安心こども基金」の地域子育て創生事業には、「放

課後児童クラブと放課後子ども教室との連携を促進するための支援」に

かかる経費を盛り込んでおり、また、平成２２年度予算（案）において

は、放課後児童クラブは約２万５千か所分、放課後子ども教室は約１万

か所分の運営費補助等の経費を計上したところである。

また、本年１月２９日に策定された「子ども・子育てビジョン」にお

いても、「放課後子どもプランの推進」に取り組むとされており、引き

続き、全小学校区での実施を図るとされているところである。

各自治体におかれては、両事業の連携を含め必要な地域で必要なサー

ビスが提供されるよう、放課後子どもプランの着実な推進に向けて積極

的な取組をお願いしたい。なお、平成２１年３月に作成した放課後児童

クラブ実践事例集において、両事業の連携実施・一体的実施の事例等を

掲載したので、事業実施の際の参考にして頂きたい。

（２）「子ども・子育てビジョン」に基づく放課後児童クラブの充実について

放課後児童クラブについては、これまでも「新待機児童ゼロ作戦」等

に基づき、受入れ児童数の拡充に向け取り組みを進めてきたところであ

るが、今般策定された「子ども・子育てビジョン」において、放課後児

童クラブについても、５年後の新たな目標値を設定したところである。

放課後児童クラブへのニーズは依然として高い状況にあり、希望して

もクラブを利用できない児童（いわゆる待機児童）は、平成２１年５月

１日現在で１万１千人に上っている。

今回新たに設定された「子ども・子育てビジョン」の目標値は、各自

治体における女性の就労希望等の潜在的ニーズを踏まえた目標事業量の

積み上げ等を基に設定したものであり、厚生労働省としては、放課後児

童クラブの利用児童数を現在の８１万人（小学１～３年生の５人に１人

（サービス提供割合２１％））を５年後の平成２６年度までに１１１万
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（小学１～３年生の３人に１人（サービス提供割合３２％））とするこ

とを目指し、当該目標達成に向けて取り組みを進めていくこととしてい

る。また、本ビジョンにおいては、量的拡充とともに、「放課後児童ク

ラブガイドライン」を踏まえてクラブの質の向上を図ることとされてお

り、厚生労働省としても積極的にクラブの質の向上に取り組むこととし

ている。各自治体におかれても、それぞれの地域におけるニーズを踏ま

えたサービス提供体制の整備に努めるようお願いする。

（３）放課後児童クラブの国庫補助について

① 放課後児童クラブの平成２２年度予算（案）について

平成２２年度予算（案）においては、クラブを利用できなかった児童

の解消を図るための受入れ児童数の増加等に必要なソフト面及びハー

ド面での支援措置を盛り込んだところである。

ソフト面については、クラブの新設や分割に対応するため、２４，

８７２か所分の事業費を計上したところである。また、クラブ運営経

費には、受入児童に対する傷害保険及びクラブに対する賠償責任保険

の加入に要する経費（保険料）を盛り込んだところであるのでご配慮

願いたい。

また、平成２１年度第１次補正予算に計上された「安心こども基金」

の地域子育て創生事業には、「放課後児童クラブに対する賃借料や開

設準備経費の支援」にかかる経費についても盛り込んでいるところで

あり、こうした補助事業を活用して、未実施小学校区の早急な解消や、

希望してもクラブを利用できない児童の解消等に努めていただくよう

お願いする。

さらに、ハード面については、放課後児童クラブ室を新たに設置す

る際の創設費補助のか所数の増を図るとともに、大規模クラブの解消

等に向けた改修費・設備費についても、必要なか所数を計上したとこ

ろである。

なお、平成２２年度より、設備費については既存の放課後児童クラ

ブの設備の更新、追加的な備品購入も補助対象とすることとしている。

本補助基準額は、これまでも補助対象であった新たにクラブを実施

するための改修を伴わない設備整備と同額の補助基準額（１，０００

千円）を予定している。また、設備の更新については耐用年数を経過

していることを条件とし、追加的な備品購入については１クラブ原則

１回とすることを予定している。詳細については、平成２２年度放課

後子どもプラン推進事業費補助金実施要綱（案）及び放課後児童クラ

ブ関連 Q ＆ A をご参照頂きたい。

また、「放課後子どもプラン実施支援等事業」については、放課後
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児童対策関連事業の効率化を図る観点より、２１年度限りで廃止する

こととし、本事業における指導員を希望する者に対する研修は「放課

後児童指導員等資質向上事業」の研修対象を拡充することにより対応

することとしたのでお知らせする。

② 人数規模に応じたクラブに対する国庫補助の取り扱いについて

平成２２年度予算（案）においては、「放課後児童クラブガイドラ

イン」を踏まえ、児童数が７０人以下のクラブに対する補助を増額す

るとともに、７１人以上の大規模クラブに対する補助を減額し、望ま

しい人数規模のクラブへの移行を促進することとしたものである。

ア 児童数７１人以上の大規模クラブへの継続補助について

児童数７１人以上の大規模クラブについては、補助の廃止は行わ

ないものの、子どもの情緒面への影響や安全性の観点より、引き続

き適正規模化を促進するため、補助基準額については減額し、当分

の間、補助を継続することとしている。各自治体におかれても、引

き続き、積極的な放課後児童クラブの整備による大規模クラブの解

消に努めて頂くようお願いする。

イ 児童数７０人以下のクラブに対する増額補助について

児童数７０人以下のクラブについては、「放課後児童クラブガイ

ドライン」において、望ましいとされる児童数が４０人程度の人数

規模のクラブへの移行促進を図るため、児童数３６～４５人の人数

規模のクラブに最も高い補助基準額を設定することとしている。

本基準額の設定は、「放課後児童クラブガイドライン」を踏まえ

たものであり、本ガイドラインに沿ったクラブ運営に努めて頂くよ

うお願いする。

また、ガイドラインに示されている質の確保されたクラブの設置

促進とともに、クラブを利用できなかった児童の解消も重要な課題

であるため、クラブの質の向上と量的拡大の両方を勘案しながら取

り組んで頂くようお願いする。

さらに、今般の補助基準額の設定により、これまで利用していた

児童が、「受入児童数の変更」等により、利用できなくなるなどの

事態が生じることがないようにされたい。

③ 年間２００～２５０日未満開設クラブの取扱いについて

年間開設日数については、基本的に年間２５０日以上の開設が必要

であると考えるが、「利用者に対するニーズ調査の結果、実態として

－163－



年間２５０日開設する必要がないといったクラブ」については、年間

２５０日未満の開設日数であっても、特例として引き続き補助を行う

こととしている。

上記「利用者に対するニーズ調査」については、事業実施主体であ

る市町村が実施することとしており、調査方法については、市町村の

実情に応じて行って頂きたいと考えるが、以下の項目を満たしていな

い場合は補助対象としないこととするので留意願いたい。なお、参考

として調査様式例を別途送付する予定である。

「利用者に対するニーズ調査」

・すべての利用児童の保護者を対象とし、個々に利用希望を聴取する

こと

・期間（土曜日、日曜日、祝日、夏休み等）ごとの利用希望を聴取す

ること

・事業実施年度（平成２２年度）における利用希望を聴取すること

なお、調査結果は市町村において５年間保存すること。

また、個々のクラブの開設の必要性については、地域やクラブの実

情を踏まえ、事業の効率性及び個々の利用者にとっての必要性を十分

に勘案し、事業実施主体である市町村によって判断されるものである

と考える。

いずれにしても、各自治体におかれては、引き続き、利用者のニー

ズに応じた放課後児童クラブの運営の促進を一層図って頂くようお願

いする。

（４）放課後児童クラブガイドラインについて

放課後児童クラブについては、クラブを利用する子どもの健全育成

を図る観点などから、クラブを運営するに当たって必要な基本的事項

を示した「放課後児童クラブガイドライン」を平成１９年１０月に策

定したところである。

本ガイドラインは、国庫補助金の交付・不交付を問わず、全ての放

課後児童クラブが運営を行う際に参考としていただくことにより、ク

ラブ全体の質的向上を図ることを目的としているため、管内市町村及

び放課後児童クラブ関係者に対して、本ガイドラインの内容のより一

層の周知及び本ガイドラインの内容を踏まえた運用等を図っていただ

くようお願いする。

特に、本ガイドライン中「開所日・開所時間」については、「子ど

もの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮して設定
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すること」としているところであるが、保育所からの切れ目の無い子

育て支援サービスの実施の観点から、一層の利用者のニーズに応じた

サービスの提供の促進に努めて頂くようお願いする。

また、「安全対策」については、「あらかじめ、事故やケガの防止

に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、事故やケ

ガが発生した場合、速やかに適切な処置を行うこと」こととしており、

従来よりご尽力頂いているところであるが、放課後児童クラブにおけ

る事故やケガの発生の予防や、発生した場合の迅速な対応、事故把握

体制等の一層の強化を図るため、クラブに関する事故防止及び事故報

告について通知することを予定しているため、市町村への周知等、ご

協力をお願いする。

２．児童厚生施設等の設置運営について

（１）児童厚生施設等整備費の国庫補助について

平成２２年度における児童館、児童センター及び放課後児童クラブ

に係る施設整備の国庫補助等については「平成２２年度児童厚生施設

等整備費の国庫補助に係る協議等について」（雇児育発０１２６第１

号平成２２年１月２６日育成環境課長通知）によりお示ししたところ

であるので、管内市町村分を取りまとめの上、３月１日（月）までの

提出をお願いしたい。（関連資料２）

なお、昨年、国の内示前に工事の執行に着手していたという実態が、

交付申請書提出後の審査により発覚し、結果、内示取り消しに至る事

例がいくつかの自治体において見受けられたところである。

このような事態を未然に防ぐため、今回より協議書の様式中に新た

に「契約予定年月日」の欄を設けたところであるので、各都道府県に

おいては、こうした事態が生じることの無いよう、管内市町村と密接

に連携を図っていただきたい。

（２）児童館、児童センターの機能強化について

① 児童館の機能について

児童館・児童センターは、地域にあって①健全な遊びを手段として

児童の成長・発達を支援、②地域の子育て支援活動の拠点、③放課後

児童の健全育成活動の推進、④母親クラブなどの地域活動の支援、な

どを基本的機能として実施されているところである。

また、当該施設は、専門性を有した職員（児童の遊びを指導する者）

が配置され、乳幼児から中高生まで地域のすべての児童を連続的に支

援していくことができる施設である。
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平成２２度の児童育成事業推進等対策事業の採択方針において、児

童館の先駆的な取り組みとして、児童館長等が地域の児童健全育成の

総合的指導者の役割を果たし、地域内の子ども・大人・高齢者等あら

ゆる人々の交流活動の提供を通じて子どもを地域で育む体制づくりを

促進するなどの取組をお示ししているところであり、こういった事業

も活用し、「地域のすべての児童と保護者に対する総合的な支援拠点」

として、効果的な事業実施を行えるよう、各市町村等において積極的

な取組をお願いしたい。

② 地方分権改革推進計画について

また、昨年１０月の地方分権改革推進委員会「第３次勧告」により、

児童館の基準について、廃止又は条例委任するとされたことを受けて、

同年１２月に「地方分権改革推進計画」を閣議決定したところである。

「地方分権改革推進計画」においては、児童館の最低基準は条例で都

道府県等（都道府県、政令指定都市、中核市）が定めることとし、そ

の際、児童福祉施設最低基準に第３８条に定める児童館の職員（児童

の遊びを指導する者）については、国の基準と同じ内容でなければな

らない「従うべき基準」とし、同第３７条、第３９条、第４０条に定

める集会室、遊戯室、図書室等の設備の基準などについては、国の基

準を参考にすればよい「参酌すべき基準」とすることとした。

これらについては、地域主権改革推進一括法案（仮称）を今通常国

会に提出する予定であるが、法案の施行時期などについては、現在検

討中である。

３．児童委員及び主任児童委員について

（１）児童委員及び主任児童委員の積極的な活用・周知について

近年、家庭や地域の子育て機能の低下や、児童虐待事件や少年犯罪

が相次ぐなど、子どもや家庭を取り巻く環境が複雑・多様化している

中で、地域の住民に最も身近な児童委員、主任児童委員にこれらの問

題への適切な関わりが求められている。

子育て家庭等が必要な時に児童委員・主任児童委員へ相談できる

環境づくりのためには、「児童委員・主任児童委員」制度を周知し、

児童委員・主任児童委員についての理解を広げることが重要である

ことから、今 般 、 母 子 健 康 手 帳 の 任 意 様 式 に 児 童 委 員 ・ 主

任 児 童 委 員 の 活 動 に つ い て の 記 述 を 盛 り 込 ん だ（ 平 成 21

年 12 月 21 日付け雇児母発１２２１第 1 号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局母子保健課長通知）ところである。

また、児童委員・主任児童委員が、市町村の「子どもを守る地域

ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」に積極的に参画す
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るとともに、児童相談所や学校等の関係機関と連携を図り、地

域の子どもやその家族の実情を把握する等、児童虐待防止の上

で大きな役割を果たすことが期待されていることから、研修な

どの様々な機会を通じて特段のご指導をお願いしたい。

なお、円滑な児童委員・主任児童委員活動が図られるよう各都道府

県等の教育委員会教育長及び民生主管部（局）長あてに「児童委員・

主任児童委員の積極的な活用による児童健全育成及び家庭教育支援施

策の推進について」（平成21.3.16生参学第11号 雇児育発第0316001

号）を文部科学省と連名で発出する等、文部科学省と連携していると

ころであり、地域においても教育委員会と児童福祉部局、家庭教育支

援団体、学校等の関係機関との連携を強化し、児童委員・主任児童委

員が活動しやすい環境づくりに努めていただきたい。

（２）個人情報の取り扱いについて

民生委員・児童委員、主任児童委員については、民生委員法第１５

条に職務を遂行するにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関

する秘密を守るということが規定されているところである。

各地方自治体におかれては、地域住民に対して、児童委員、主任児

童委員制度の正しい理解が得られるよう努めていただくとともに、児

童委員・主任児童委員活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把

握しておくことが重要であることから、活動の重要性をご認識いただ

き、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いした

い。

（３）一斉改選について

平成２２年１２月１日には、３年ごとの一斉改選が行われる予定

であり、現在、委嘱手続きの簡素化等を盛り込んだ選任要領等、一斉

改選関連の通知の準備をしているところである。改選にあたっては児

童福祉に理解と熱意があり、かつ、地域の実情に精通した方を選任し

ていただくよう特段のご配慮をお願いしたい。

また、児童委員・主任児童委員の定数に対する充足率が低い自治体

においては、引き続き、児童委員・主任児童委員の確保に努めていた

だくとともに、児童委員・主任児童委員に欠員が生じた際には、欠員

補充の手続きについて、極力その迅速化に努めていただくようお願い

する。

４．母親クラブ等の地域組織活動等について

母親クラブや子育てＮＰＯ等の地域組織については、地域における親
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子交流・世代間交流をはじめ、子どもの健全育成の向上のための研修会

の実施や子どもの事故防止等のための活動など、多様な地域子育て支援

活動を実施いただいているところであるが、こうした取組のための経費

の補助を行う「地域組織活動育成事業」の活用も図りながら、引き続き

活動の推進に努めていただきたい。

特に、ここ数年、子どもが安全で安心して過ごせる地域へのニーズが

高まっていることから、児童館及び放課後児童クラブを利用する子ども

の来所・帰宅時における見守り活動や、児童遊園等の巡回や遊具の点検

などの取組をお願いしたい。

また、地域組織活動の活性化や放課後児童の安全確保などに関して、

児童の健全育成を図るための先駆的、模範的な取組については、平成２

２年度においても『児童育成事業推進等対策事業』の優先採択事項とし、

現在、事前協議を行っているところであるので、積極的な事業展開を図

られるようお願いするとともに、管内市町村への周知をお願いする。

なお、事前協議に対する内示については、年度当初に発出することを

予定しているので、提出期限（３月１２日）までに事前協議書を送付い

ただくようお願いする。

５．児童福祉週間について

（１）趣旨について

子どもや家庭について社会全体で考えること、また、子どもの健やか

な成長について社会的な喚起を図ることを目的に、昭和２２年より、毎

年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間（５月５日～

１１日）」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種事業及

び行事を行ってきている。

（２）児童福祉週間の標語について

平成２１年９月１日～１０月１５日にかけて、児童福祉週間の理念を

広く啓発する標語を募集したところ、７，６４６作品の応募があった。

標語の募集にあたっては管内市区町村をはじめ広く周知いただく等ご協

力いただき、御礼申し上げる。標語選定委員会で選考した結果、次の作

品を平成２２年度児童福祉週間の標語と決定した。

「地球はね 笑顔がつまった 星なんだ」

（宇野 絢子さん １１歳（滋賀県）の作品）
う の あ や こ

この標語を児童福祉週間の象徴として、広報・啓発ポスターや、厚生

労働省のホームページ等で広く周知を図ることとしているが、貴管内市
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区町村への周知及び啓発事業、行事等に幅広くご活用いただき、児童福

祉週間の趣旨等について普及を御願いする。

（３）児童福祉週間の事業展開について

子どもが家庭や地域で心豊かに生活できる環境づくりが重要であると

の認識の下に、児童福祉の理念の普及に努め、行政のみならず、民間企

業、団体等の一層の協力を得て、広報啓発活動を推進していくこととし

ている。

また、全国の地方自治体における児童福祉週間の取組について、毎

年お知らせいただき、取りまとめのうえ報道発表資料としているとこ

ろである。本年も地域における子育て支援に関連した先駆的・魅力的

な取組を中心にまとめることとしているので、貴管内市区町村の取り

組みについて、幅広くご報告願いたい。

６．児童福祉文化財の普及について

社会保障審議会では、児童福祉法第８条第７項により、児童の健やか

な育成に役立てるため、優れた出版物や演劇、ミュージカル、コンサー

ト等の舞台芸術、映画、放送、ビデオ等の映像・メディアについて、推

薦を行っており、各自治体の児童福祉主管部局、教育委員会等に情報提

供している。また、厚生労働省ホームページには最新の推薦児童福祉文

化財一覧を掲載しているので、児童福祉文化財の普及に御協力を御願い

したい。なお、本年度においては、子どもや子育て中の親子が集まる機

会の多い保育所や児童館、図書館、地域子育て拠点、乳幼児健診の場等

で活用していただくため、２０年度に推薦された絵本等の児童福祉文化

財を紹介したポスターを作成し、配布したところであるが、本ポスター

は厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/i

ndex.html）からも、ダウンロードできるので、活用いただきたい。

７．（財）こども未来財団の事業について

（財）こども未来財団については、昨年の行政刷新会議「事業仕分け」

において「見直しを行う」との結果であり、その内容は「基金全額を

国庫に返納」「補助金のあり方」などが指摘されたところである。

この結果を踏まえ、

① こども未来財団の基金については、基金事業の原資となってい

る国庫補助額３００億円を平成22年度中に国庫へ返還

② 平成21年度まで基金事業として実施していた事業については、

縮減等を行った上で、毎年の国庫補助事業として実施
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などの見直しを行ったところである。

国庫補助事業として、平成２２年度（財）こども未来財団の助成す

る事業（案）については、関連資料５を参照されたい。
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放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
関

連
Q
＆

A

番
号

質
問
内
容

回
答

【
ク
ラ
ブ
人
数
規
模
関
連
】

1
大
規
模
ク
ラ
ブ
の
補
助
継
続
は
、
今
後
(平

成
２
３
年
度
以
降
)も

続
け
る
方
針
な
の

か
。

大
規
模
ク
ラ
ブ
へ
の
補
助
は
、
平
成
２
２
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
が
、
永
続
的
に
補
助
し
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

2
年
度
途
中
に
分
割
し
た
場
合
、
補
助
基
準
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
し
た
ら
良
い
か
。

月
割
と
す
べ
き
か
。

補
助
基
準
額
の
算
定
は
、
年
間
の
平
均
登
録
児
童
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
年
度
途
中
に
ク
ラ
ブ
を
分
割
し
た
場
合
に
は
、
ク
ラ
ブ
が
継
続
し
て
い
る
と
見

な
し
、
利

用
児

童
数

に
お
い
て
は
、
分
割
前
の
利
用
児
童
数
を
含
め
、
年
間
を
通
じ

た
平
均
登
録
児
童
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

な
お
、
年

間
開

設
日

数
に
つ
い
て
も
、
分

割
前

の
ク
ラ
ブ
の

開
設

日
数

を
含

め
た
年

間
を
通
じ
た
開
設
日
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

【
開

設
日
数

関
連

】

1
２
５
０
日

未
満
開
設
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
調
査

に
つ
い
て
は

、
必

須
か

。
例

え
ば

、
既

に
土

曜
日

開
設

し
て
お
り
、
利

用
実

績
が

少
な
か

っ
た
等

、
調

査
を
行

わ
な

く
と
も
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
か
。

２
５
０
日

未
満

開
設

ク
ラ
ブ
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
実
績
と

は
別
に
、
事
業
実
施
年
度
に
お
け
る
利
用
者
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
た
め
、
調
査
は
必
須
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
調
査
方
法
に
つ
い

て
は

利
用

申
し
込

み
手

続
き
時

に
利

用
希

望
日

数
に
関

す
る
調

査
を
行

っ
て
い
る

な
ど
、
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
調
査
を
活
用
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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番
号

質
問
内
容

回
答

2

従
前

の
「
近

隣
ク
ラ
ブ
と
連
携
等
の
実
施
体
制

を
整

え
た
上

で
の

合
同

実
施

で
あ
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ブ
の
開
設
日
数
に
含
め
て
よ
い
」
と
す
る
考
え
方
と
、
今
回
示

さ
れ

た
「
ニ
ー
ズ
調

査
を
行

っ
た
上

で
ニ
ー
ズ
が

な
け
れ

ば
２
５
０
日

未
満

開
催

で
も

補
助
対
象
と
な
る
」
、
と
す
る
方
針
と
の
整
理
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

利
用

児
童

が
少

な
い
土

曜
日

等
に
複

数
の

ク
ラ
ブ
の

児
童

を
１
つ
の

ク
ラ
ブ
に
集

め
て
実
施
す
る
場
合
は
、
実
施
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
開
設
日
数
と
し
て
算
定

す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
今
般
の
利
用
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
、

ニ
ー
ズ
が
無
く
開
設
し
な
い
日
に
つ
い
て
は
、
開
設
日
数
と
し
て
算
定
し
な
い
も
の
で

あ
る
。

3
２
５
０
日
未
満
開
設
ク
ラ
ブ
の
補
助
継
続
は
、
今
後
(平

成
２
３
年
度
以
降
)も

続
け
る

方
針

な
の

か
。

２
５
０
日

未
満

開
設

ク
ラ
ブ
へ
の
補
助
は
、
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
、
年
間
２
５
０
日
開

設
す
る
必
要
が
な
い
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
特
例
と
し
て
補
助
を
行
う
予
定

で
あ
る
。

【
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
環
境
整
備
事
業
関
連
】

1
平
成
２
２
年
度
よ
り
新
た
に
対
象
と
な
る
既
存
ク
ラ
ブ
に
か
か
る
設
備
の
整
備
（
備
品

の
購
入
等
）
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
経
費
を
補
助
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
か
。

ク
ラ
ブ
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
、
ロ
ッ
カ
ー
、
机
、
畳
、
エ
ア
コ
ン
等
を
想
定

し
て
い
る
。
な
お
、
図
書
購
入
費
や
軽
微
な
備
品
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
で
対
応
さ

れ
た
い
。
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児
童
厚
生
施
設
等
整
備
費
　
新
旧
対
照
表

（
別

　
紙
）

（
２

２
年
度
単
価
（

案
）

）
（

２
１

年
度

単
価
）

（
別

紙
）

（
別

紙
）

平
成

２
２

年
度
　

児
童

厚
生
施
設
等
整
備
補
助
基
準
額
等

（
案

）
平

成
２

１
年

度
　

児
童
厚
生
施
設
等
整
備
補
助
基
準
額
等

〈
創

設
・

改
築

施
設

整
備
国
庫
補
助
基
準
単
価
〉

〈
創

設
・

改
築

施
設
整
備
国
庫
補
助
基
準
単
価
〉

ク
ラ
ブ
室
設
置

3
9
,
1
4
7
千

円
ク
ラ
ブ
室
設
置

3
8
,
4
5
5
千
円

ク
ラ
ブ
室
未
設
置

3
2
,
2
9
8
千

円
ク
ラ
ブ
室
未
設
置

3
1
,
7
2
7
千
円

ク
ラ
ブ
室
設
置

5
5
,
5
0
5
千

円
ク
ラ
ブ
室
設
置

5
4
,
5
2
4
千
円

ク
ラ
ブ
室
未
設
置

4
8
,
6
5
6
千

円
ク
ラ
ブ
室
未
設
置

4
7
,
7
9
6
千
円

ク
ラ
ブ
室
設
置

7
1
,
7
6
3
千

円
ク
ラ
ブ
室
設
置

7
0
,
4
9
4
千
円

ク
ラ
ブ
室
未
設
置

6
4
,
9
1
4
千

円
ク
ラ
ブ
室
未
設
置

6
3
,
7
6
6
千
円

大
型

児
童

館
Ａ

型
１
㎡
当
た
り

3
7
0
,
6
0
0
円

大
型

児
童

館
Ａ

型
１
㎡
当
た
り

3
6
4
,
0
0
0

円
大

型
児

童
館

Ｂ
型

5
5
5
,
9
5
2
千

円
大

型
児

童
館

Ｂ
型

5
4
6
,
1
2
2
千
円

大
型
児
童
セ
ン
タ
ー

4
,
6
3
3
千

円
大
型
児
童
セ
ン
タ
ー

4
,
5
5
1
千
円

大
型
児
童
館

1
0
4
,
2
4
0
千

円
大
型
児
童
館

1
0
2
,
3
9
7
千
円

移
動

型
児

童
館

用
車

両
整
備
加
算
（
大
型
児
童
館
）

3
,
8
2
4
千

円
移

動
型

児
童

館
用
車
両
整
備
加
算
（
大
型
児
童
館
）

3
,
7
5
6
千
円

〈
拡

張
施

設
整

備
国

庫
補
助
基
準
単
価
〉

〈
拡

張
施

設
整

備
国
庫
補
助
基
準
単
価
〉

拡
張

単
価

１
㎡
当
た
り

1
2
9
,
7
0
0
円

拡
張

単
価

１
㎡
当
た
り

1
2
7
,
4
0
0

円
年

長
児

童
用

設
備

加
算

4
,
6
3
3
千

円
年

長
児

童
用

設
備
加
算

4
,
5
5
1
千
円

〈
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
室
（
単
独
設
置
分
）
創
設
施
設

整
備

国
庫

補
助

基
準

単
価

〉
〈

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ
室
（
単
独
設
置
分
）
創
設
施
設
整
備
国
庫
補
助
基
準
単
価
〉

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
（
単
独
設
置
分
）

2
1
,
5
0
4
千

円
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
室
（
単
独
設
置
分
）

2
1
,
1
2
4
千
円

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
加
算

6
,
8
4
9
千

円
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
室
加
算

6
,
7
2
8
千
円

千
円

児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー

児
童

セ
ン

タ
ー

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

初
度

設
備

相
当

加
算

児
童

セ
ン

タ
ー

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

千
円

児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー

2
,
5
6
3

初
度

設
備

相
当

加
算

2
4
,
7
4
0
千

円

2
,
5
1
8

小
型

児
童

館

都
市

部
で

児
童

館
用

地
の
取
得
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

場
合

等
（

１
６

３
．

２
㎡

以
上
）

現
行

種
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

基
準

額
種

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

基
準
額

改
正

後

小
型

児
童

館

都
市

部
で

児
童

館
用
地
の
取
得
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等

（
１

６
３

．
２

㎡
以
上
）

2
4
,
3
0
3
千
円

－175－

TKUUG
タイプライターテキスト
（資料２）



改
正

後
現

行
様

式
２

－
１

 

 

平
成

２
１

年
度

小
型

児
童

館
・

児
童

セ
ン

タ
ー

・
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
整

備
計

画
協

議
書

 

 

 優
先

順
位

 
 

 
 

 

位
／

 
 
 

件

 都
道

府
県

（
市

）
名

 施
設

種
別

 
 

 
 

 １
．

小
型

児
童

館
 

２
．

児
童

セ
ン

タ
ー

 
３

．
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
 

 施
設

名
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施
設

建
設

地

 工
事

区
分

 
 

 
 

 

１
．

創
設

 
２

．
改

築
 

３
．

拡
張

 
４

．
大

規
模

修
繕
 

 設
置

主
体

 
 

 
 

 

運
営

主
体

 
 

 
 

 継
続

・
複

合

 

継
続

（
有

・
無

）
 
 
複

合
（

有
・

無
）
 

 

       ①   事   業   費   等              

 
規

模
等

 
 
 

 
 

 
 

       事   業   費   の   内   訳

  整
 

備
 

区
 

分

 
国

庫
補

助
 

  
 
基

 
準

 
額
 

 
都

道
府

県
 

(
指

定
都

市
・

中
核

市
)

補
助

予
定

額

 
国

庫
補

助
 

  
 
基

 
本

 
額
 

  要
国

庫
補

助
額

 継
続

事
業

の
場

合
の

出
来

高
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 構
造

 
 

Ｒ
Ｃ

・
Ｂ

・
Ｗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
階

建
 

 建
築

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 延
床

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

  放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
 

 
 
＊

再
掲

 
 
 

 
 

 
㎡

 
 創

作
活

動
室

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 相
談

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 静
養

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

  

 平
成

2
0
年

度

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

  施  設  整  備  費

   
整

 
備

 
費

 
千

円

 

 
 

 
 平

成
2
1
年

度
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 平
成

2
2
年

度

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

  
初

度
設

備
 

 
相

当
加

算
 

  
  
 
 
 
計
 

  
 
１

０
０

 
 
％
 

 改
築

の
場

合
の

老
朽

度
・

現
存

率
 

  
年

長
児

童
 

 
用

 
加

 
算

 

(
3
．
拡

張
、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

・
％
 

   
合

 
計
 

  
 改

築
に

伴
う

財
産

処
分

の
有

無
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有

・
無
 

 大
規

模
修

繕
の

場
合

の
見

積
金

額
 

 総
 

事
 

業
 

費
 
＜

寄
附

金
等

＞

 （
 

 
 

 
）

 ＜
 

 
 

 
＞

 公
的

機
関

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円
 

 民
間

業
者

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円
 

 対
象

経
費

の
 
 

 
 

 
 実

支
出

(
予

定
)
額

 （
 

 
 

 
）

 

 既
存

施
設

の
状

況
 

  
 
建

築
年

度
 
 
 

 
年

度
 

  
 
構

造
 
 
Ｒ

Ｃ
・

Ｂ
・

Ｗ
 

他
（

）

 
 

 
品

 
 

 
目
 

 対
象

経
費

の
 

 
 
 

 
 

実
支

出
（

予
定

）
額

 
整

 
 

 
備

 
 

 
状

 
 

 
況
 

  

整
備

費
の

う
ち

 
千

円
 １

．
体

力
の

増
進

に
資

す
る

 

２
知

力
の

増
進

に
資

す
る

様
式

２
－

１
 

 

平
成
２
２

年
度

小
型

児
童

館
・

児
童

セ
ン

タ
ー

・
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
整

備
計

画
協

議
書

 

 

 優
先

順
位

 
 

 
 
 

 

位
／

 
 
 

件
 
 

 都
道

府
県

（
市

）
名

 施
設

種
別

 
 

 
 
 

 １
．

小
型

児
童

館
 

２
．

児
童

セ
ン

タ
ー

 
３

．
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
 

 施
設

名
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施
設

建
設

地
 
 

 工
事

区
分

 
 

 
 

 

１
．

創
設

 
２

．
改

築
 

３
．

拡
張

 
４

．
大

規
模

修
繕
 

 設
置

主
体

 
 

 
 
 
 

 

運
営

主
体

 
 

 
 
 
 

 継
続

・
複

合

 

継
続

（
有

・
無

）
 
 
複

合
（

有
・

無
）

 契
約

予
定

年
月

日
：

平
成

 
年

 
月

 
日

 
 

 
 

       ①
 

  事
 

  業
 

  費
 

  等
 

             

 

規
模

等
 

 
 

 
 

 
 

       事
 

  業
 

  費
 

  の
 

  内
 

  訳
 

  整
 

備
 

区
 

分

 

国
庫

補
助

 

  
 
基

 
準

 
額
 

 

都
道

府
県

 

(
指

定
都

市
・

中
核

市
)
 

補
助

予
定

額
 

 

国
庫

補
助

 

  
 
基

 
本

 
額
 

  要
国

庫
補

助
額

 継
続

事
業

の
場

合
の

出
来

高
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 構
造

 
 

Ｒ
Ｃ

・
Ｂ

・
Ｗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
階

建
 

 建
築

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 延
床

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

  放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
 

 
 
＊

再
掲

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 創
作

活
動

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 相
談

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 静
養

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

  

 

平
成

2
1
年

度

 

％
 

  施
 

 設
 

 整
 

 備
 

 費
 

   

整
 
備

 
費

 

千
円

 
 

 

 
 

 
 

平
成

2
2
年

度

 

％
 

 
平

成
2
3
年

度
 

％
 

  
初

度
設

備
 

 
相

当
加

算
 

  
 

 
 

計
 

 

１
０

０
 
 
％

 改
築

の
場

合
の

老
朽

度
・

現
存

率
 

  
年

長
児

童
 

 
用

 
加

 
算

 
(
3
．
拡

張
、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

・
％
 

   
合

 
計
 

  
 

 
 改

築
に

伴
う

財
産

処
分

の
有

無
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有

・
無
 

 
 大

規
模

修
繕

の
場

合
の

見
積

金
額
 

 総
 

事
 

業
 

費

 

＜
寄

附
金

等
＞

 （
 

 
 

 
）

 

 ＜
 

 
 

 
＞
 

 
 

 公
的

機
関

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

 民
間

業
者

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

 対
象

経
費

の
 

 
 

 
 

 実
支

出
(
予

定
)
額

 （
 

 
 

 
）

 

 

 
 

 既
存

施
設

の
状

況
 

  
 
建

築
年

度
 
 
 

 
年

度
 

 

構
造

Ｒ
Ｃ

・
Ｂ

・
Ｗ

  
 

 
品

 
 

 
目
 

 対
象

経
費

の
 

 
 

 
 
 

実
支

出
（

予
定

）
額

 
整

 
 

 
備

 
 

 
状

 
 

 
況
 

 
 

千
円

 １
体

力
の

増
進

に
資

す
る

様
式

２
－

１
 

 

平
成

２
１

年
度

小
型

児
童

館
・

児
童

セ
ン

タ
ー

・
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
整

備
計

画
協

議
書

 

 

 優
先

順
位

 
 

 
 

 

位
／

 
 
 

件

 都
道

府
県

（
市

）
名

 施
設

種
別

 
 

 
 

 １
．

小
型

児
童

館
 

２
．

児
童

セ
ン

タ
ー

 
３

．
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
 

 施
設

名
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施
設

建
設

地

 工
事

区
分

 
 

 
 

 

１
．

創
設

 
２

．
改

築
 

３
．

拡
張

 
４

．
大

規
模

修
繕
 

 設
置

主
体

 
 

 
 

 

運
営

主
体

 
 

 
 

 継
続

・
複

合

 

継
続

（
有

・
無

）
 
 
複

合
（

有
・

無
）
 

 

       ①   事   業   費   等              

 
規

模
等

 
 
 

 
 

 
 

       事   業   費   の   内   訳

  整
 

備
 

区
 

分

 
国

庫
補

助
 

  
 
基

 
準

 
額
 

 
都

道
府

県
 

(
指

定
都

市
・

中
核

市
)

補
助

予
定

額

 
国

庫
補

助
 

  
 
基

 
本

 
額
 

  要
国

庫
補

助
額

 継
続

事
業

の
場

合
の

出
来

高
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 構
造

 
 

Ｒ
Ｃ

・
Ｂ

・
Ｗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
階

建
 

 建
築

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 延
床

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

  放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
 

 
 
＊

再
掲

 
 
 

 
 

 
㎡

 
 創

作
活

動
室

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 相
談

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 静
養

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

  

 平
成

2
0
年

度

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

  施  設  整  備  費

   
整

 
備

 
費

 
千

円

 

 
 

 
 平

成
2
1
年

度
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 平
成

2
2
年

度

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

  
初

度
設

備
 

 
相

当
加

算
 

  
  
 
 
 
計
 

  
 
１

０
０

 
 
％
 

 改
築

の
場

合
の

老
朽

度
・

現
存

率
 

  
年

長
児

童
 

 
用

 
加

 
算

 

(
3
．
拡

張
、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

・
％
 

   
合

 
計
 

  
 改

築
に

伴
う

財
産

処
分

の
有

無
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有

・
無
 

 大
規

模
修

繕
の

場
合

の
見

積
金

額
 

 総
 

事
 

業
 

費
 
＜

寄
附

金
等

＞

 （
 

 
 

 
）

 ＜
 

 
 

 
＞

 公
的

機
関

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円
 

 民
間

業
者

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円
 

 対
象

経
費

の
 
 

 
 

 
 実

支
出

(
予

定
)
額

 （
 

 
 

 
）

 

 既
存

施
設

の
状

況
 

  
 
建

築
年

度
 
 
 

 
年

度
 

  
 
構

造
 
 
Ｒ

Ｃ
・

Ｂ
・

Ｗ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
延

床
面

積
 
 
 

 
 

㎡
 

  
 
国

庫
補

助
 
 
 
 
有

・
無
 

 
 

 
品

 
 

 
目
 

 対
象

経
費

の
 

 
 
 

 
 

実
支

出
（

予
定

）
額

 
整

 
 

 
備

 
 

 
状

 
 

 
況
 

  

整
備

費
の

う
ち

年
長

児
童

用
 

設
備

の
内

容
 

(
1
．

創
設

、
2
.
改

築
に

限
る

)

 

 
千

円
 １

．
体

力
の

増
進

に
資

す
る

 

２
．

知
力

の
増

進
に

資
す

る
 

３
．

そ
の

他
 

 

  
初

度
設

備
 

相
当

加
算

 

 

千
円

 １
．

施
設

と
一

体
的

 
２

．
施

設
に

固
定

 
３

．
施

設
設

計
に

影
響

 

４
．

そ
の

他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

年
長

児
童

 

用
加

算
 

(
3
．

拡
張

、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

千
円

 １
．

体
力

の
増

進
に

資
す

る
 

２
．

知
力

の
増

進
に

資
す

る
 

３
．

そ
の

他
 

 

 ②  財   源

  国
庫

補
助

金
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
県

（
市

）
補

助
金
 

 

設
置

者
負

担
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
合

 
 

計
 

 
 

 一
般

財
源

 
 

 
 

 特
別

地
方

債

 

福
祉

医
療

機
構

借
入

金
 

 

寄
付

金
そ

の
他
 

 

計
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
千

円

 

   
 
 
 
 
 
 
 
千

円
 

 都
道

府
県

（
市

）
の

予
算

措
置

状
況

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
初

 
・

 
補

正
（

 
 

月
）

 設
置

市
町

村
の

予
算

措
置

状
況

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 当

初
 
・

 
補

正
（

 
 

月
）
 

 

様
式

２
－

１
 

 

平
成
２
２

年
度

小
型

児
童

館
・

児
童

セ
ン

タ
ー

・
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
整

備
計

画
協

議
書

 

 

 優
先

順
位

 
 

 
 
 

 

位
／

 
 
 

件
 
 

 都
道

府
県

（
市

）
名

 施
設

種
別

 
 

 
 
 

 １
．

小
型

児
童

館
 

２
．

児
童

セ
ン

タ
ー

 
３

．
大

型
児

童
セ

ン
タ

ー
 

 施
設

名
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施
設

建
設

地
 
 

 工
事

区
分

 
 

 
 

 

１
．

創
設

 
２

．
改

築
 

３
．

拡
張

 
４

．
大

規
模

修
繕
 

 設
置

主
体

 
 

 
 
 
 

 

運
営

主
体

 
 

 
 
 
 

 継
続

・
複

合

 

継
続

（
有

・
無

）
 
 
複

合
（

有
・

無
）

 契
約

予
定

年
月

日
：

平
成

 
年

 
月

 
日

 
 

 
 

       ①
 

  事
 

  業
 

  費
 

  等
 

             

 

規
模

等
 

 
 

 
 

 
 

       事
 

  業
 

  費
 

  の
 

  内
 

  訳
 

  整
 

備
 

区
 

分

 

国
庫

補
助

 

  
 
基

 
準

 
額
 

 

都
道

府
県

 

(
指

定
都

市
・

中
核

市
)
 

補
助

予
定

額
 

 

国
庫

補
助

 

  
 
基

 
本

 
額
 

  要
国

庫
補

助
額

 継
続

事
業

の
場

合
の

出
来

高
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 構
造

 
 

Ｒ
Ｃ

・
Ｂ

・
Ｗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
階

建
 

 建
築

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 延
床

面
積

 
 
 

 
 

 
㎡

 

  放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
 

 
 
＊

再
掲

 
 
 

 
 

 
㎡

 

 創
作

活
動

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 相
談

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

 静
養

室
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
・

無
 

  

 

平
成

2
1
年

度

 

％
 

  施
 

 設
 

 整
 

 備
 

 費
 

   

整
 
備

 
費

 

千
円

 
 

 

 
 

 
 

平
成

2
2
年

度

 

％
 

 
平

成
2
3
年

度
 

％
 

  
初

度
設

備
 

 
相

当
加

算
 

  
 

 
 

計
 

 

１
０

０
 
 
％

 改
築

の
場

合
の

老
朽

度
・

現
存

率
 

  
年

長
児

童
 

 
用

 
加

 
算

 
(
3
．
拡

張
、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

・
％
 

   
合

 
計
 

  
 

 
 改

築
に

伴
う

財
産

処
分

の
有

無
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有

・
無
 

 
 大

規
模

修
繕

の
場

合
の

見
積

金
額
 

 総
 

事
 

業
 

費

 

＜
寄

附
金

等
＞

 （
 

 
 

 
）

 

 ＜
 

 
 

 
＞
 

 
 

 公
的

機
関

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

 民
間

業
者

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

 対
象

経
費

の
 

 
 

 
 

 実
支

出
(
予

定
)
額

 （
 

 
 

 
）

 

 

 
 

 既
存

施
設

の
状

況
 

  
 
建

築
年

度
 
 
 

 
年

度
 

  
 
構

造
 
 
Ｒ

Ｃ
・

Ｂ
・

Ｗ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
他

（
 

 
 

）
 

  
 
延

床
面

積
 
 
 

 
 

㎡
 

  
 
国

庫
補

助
 
 
 
 
有

・
無
 

  
 

 
品

 
 

 
目
 

 対
象

経
費

の
 

 
 

 
 
 

実
支

出
（

予
定

）
額

 
整

 
 

 
備

 
 

 
状

 
 

 
況
 

  

整
備

費
の

う
ち

年
長

児
童

用
 

設
備

の
内

容
 

(
1
．

創
設

、
2
.
改

築
に

限
る
)

 

 
千

円
 １

．
体

力
の

増
進

に
資

す
る

 

２
．

知
力

の
増

進
に

資
す

る
 

３
．

そ
の

他
 

 

  
初

度
設

備
 

相
当

加
算

 

 

千
円

 １
．

施
設

と
一

体
的

 
２

．
施

設
に

固
定

 

３
．

施
設

設
計

に
影

響
 

４
．

そ
の

他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

年
長

児
童

 
用

加
算

 
(
3
．

拡
張

、
４

．
大

規
模

修
繕

に
限

る
)
 

千
円

 １
．

体
力

の
増

進
に

資
す

る
 

２
．

知
力

の
増

進
に

資
す

る
 

３
．

そ
の

他
 

 

 ②
 

 財
 

  源
 

  国
庫

補
助

金
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
県

（
市

）
補

助
金
 

 
設

置
者

負
担

金
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

合
 

 
計

 

 
 

 一
般

財
源

 
 

 
 

 特
別

地
方

債
 

 

福
祉

医
療

機
構

借
入

金
 

 

寄
付

金
そ

の
他
 

 

計
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
千

円
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千

円

   
 
 
 
千

円
 

   
 
 
 
 
 
 
 
千

円

 都
道

府
県

（
市

）
の

予
算

措
置

状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
初

 
・

 
補

正
（

 
 

月
）
 

 設
置

市
町

村
の

予
算

措
置

状
況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 当

初
 
・

 
補

正
（

 
 

月
）
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事 務 連 絡

平成２１年１２月２２日

都道府県

各 指定都市 児童委員、主任児童委員事務担当者 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 育 成 環 境 課

円滑な児童委員・主任児童委員活動について（依頼）

児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、近年、少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化に加え

て、児童虐待をはじめ、いじめや不登校、少年非行等、支援を必要とする子

どもや家庭をめぐる問題が複雑化・深刻化している中、児童委員・主任児童

委員は、住民の立場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭

への支援活動を行う地域のボランティアとして活動を行っており、児童委員・

主任児童委員に対する期待は高まっています。

子育て家庭等が必要な時に児童委員・主任児童委員へ相談できる環境

づくりが求められているところあり、子育て家庭に「児童委員・主任児童委員」

制度を周知し、児童委員・主任児童委員についての理解を広げることが重要

であると考えています。

このため、今般、平成21年12月21日付け雇児母発１２２１第1号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知により、母子健康手帳の任

意様式に児童委員・主任児童委員の活動についての記述を盛り込んだとこ

ろです（別紙参照）。

管内市区町村及び関係機関等に御周知いただき、地域住民に対して、児童委

員、主任児童委員制度の正しい理解が得られるようご配慮願います。

また、児童委員・主任児童委員活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把

握しておくことが重要であることから、各自治体におかれましては、活動の重要性を

ご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いい

たします。

（本件担当）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課

育成環境係 斉藤、岡田

℡03-5253-1111 内7905、7910
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児
童

福
祉

文
化

財
に
つ
い
て

児
童

福
祉

文
化

財
に
つ
い
て

１
．
社

会
保

障
審

議
会

に
よ
る
児

童
文

化
財

推
薦

社
会
保
障
審
議
会
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
に
対
し
て
答
申
や
意
見
の
具
申
を
行
う
他
、
児

童
福
祉
法
第
８
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
の
福

祉
の

向
上

を
図

る
た
め
に
、
芸

能
、
出

版
物

等
の

推
薦

を
行

い
、
又

、
そ
れ

ら
の

製
作

者
や

興
行

者
に
対

し
て
必

要
な
勧

告
を
行

う
権

限
が

与
え
ら
れ

て
い

るる
。 社
会

保
障

審
議

会
福

祉
文

化
分

科
会

は
、
平

成
１
３
年

３
月

２
３
日

よ
り
児

童
福

祉
文

化
財

の
推

薦
を
実

施
し
て
い
る
。

児
童

福
祉

法
第

８
条

第
７
項

社
会
保
障
審
議
会
及
び
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
及
び
知
的
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
た
め
、
芸
能
、
出
版
物
、
が
ん
具
、

が
遊

戯
等

を
推

薦
し
、
又

は
そ
れ

ら
を

製
作

し
、
興

行
し
、
若

し
く
は

販
売

す
る
者

等
に
対

し
、
必

要
な
勧

告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
．
児

童
福

祉
文

化
財

の
推

薦
業

務
福

祉
文

化
分

科
会

は
、
優

れ
た
作

品
・
公

演
等

の
審

査
を
円

滑
に
行

う
た
め
「
委

員
会

」
を
設

置
し
て
審

議
。
福

祉
文

化
分

科
会

は
、
３
つ
の

委
員

会
で

構
成

推
薦
の
決
定
が
委
任
さ
れ
て
い
る

構
成
。
推
薦
の
決
定
が
委
任
さ
れ
て
い
る
。

各
委
員
会
は
、
社
会
保
障
審
議
会
の
本
委
員
、
各
分
野
に
お
け
る
学
識
経
験
者
の
臨
時
委
員
と
専
門
委
員
若
干
名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

出
版
物
委
員
会

図
書
等

舞
台

芸
術

委
員

会
演

劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

、
コ
ン
サ

ー
ト
、
舞

踏
等

映
像

・
メ
デ
ィ
ア
等

委
員

会
映

画
、
放

送
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｄ
等

３
．
推

薦
基

準
・

児
童
に
適
当
な
文
化
財
で
あ
っ
て
、
児
童
の
道
徳
、
情
操
、
知
能
、
体
位
等
を
向
上
せ
し
め
、
そ
の
生
活
内
容
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
児
童
を

社
会
の
健
全
な
一
員
と
す
る
た
め
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ
も
の
。

・
児
童
福
祉
に
関

す
る
社

会
の
責
任
を
強
調

し
、
児

童
の
健
全
な
育
成

に
関

す
る
知

識
を
広

め
、
ま
た
は
、
児

童
問

題
の
解
決
に
つ
い
て
の

関
心

児
童

福
祉

関
す
る
社

会
責

任
を
強

調
、
児

童
健

な
育

成
関

す
る
知

識
を
広

、
ま

、
児

童
問

題
解

決
関

及
び
理
解
を
深
め
る
等
、
児
童
福
祉
思
想
の
啓
発
普
及
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ
も
の
。

・
児
童
の
保
育
、
指
導
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
に
積
極
的
な
効
果
を
も
つ
も
の
。

４
．
推

薦
数

平
成

２
０
年

度
の

推
薦

数
１
０
２
点

平
成

２
０
年

度
の

推
薦

数
１
０
２
点

出
版

物
：
６
０
点

舞
台

芸
術

：
２
２
点

映
像

・
メ
デ
ィ
ア
等

：
２
０
点

平
成

２
０
年

度
の

特
別

推
薦

１
５
点

出
版

物
：
６
点

舞
台

芸
術

：
４
点

映
像

・
メ
デ
ィ
ア
等

：
５
点

－178－

TKUUG
タイプライターテキスト
（資料４）

TKUUG
タイプライターテキスト



－179－



平
成

２
２

年
度

の
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

費
等

（
（
財

）
こ

ど
も

未
来

財
団

の
助

成
す

る
事

業
）
に

つ
い

て
 

子
育

て
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業
費

等
民
間
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
が
行
う
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

整
備

や
商

工
会

等
が
行

う
子

育
て
支

援
活

動
な
ど
の

取
組

を
実

施
す
る
た
め
の
経

費
を
助

成
す
る
。

・
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
環

境
整

備
事

業
・
授

乳
室

・
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
等

整
備

助
成

事
業

・
事

業
所

内
保

育
施

設
環
境

づ
く
り
支

援
事

業
・
商

工
会

等
児

童
健

全
育
成

活
動

助
成

事
業

・
コ
ン
サ
ー
ト
、
講

演
会

等
託

児
室

支
援

事
業

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
振

興
部

０
３
－

６
４
０
２
－

４
８
２
３

特
別

保
育

事
業

等
推

進
施

設
の

助
成

延
長
保
育
や
一
時
保
育
、
夜
間
保
育
等
の
特
別
保

育
事

業
等

を
実

施
す
る
民

間
の
保

育
所

に
対

し
、
軽

微
な
改

修
工

事
等

に
要

す
る
経

費
を
助

成
す
る
。

・
特

別
保

育
事

業
等

推
進
施

設
助

成
事

業
（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
事

業
振

興
部

０
３
－

６
４
０
２
－

４
８
２
３

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

育
成

支
援

等
事

業
費

子
育

て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
指

導
者

や
子

育
て
サ
ー
ク
ル
リ
ー
ダ
ー

等
の
育

成
と
資

質
の
向

上
を
図

る
た
め
の
研

修
等

を
開

催
す
る
た
め
の
経

費
を
助

成
す
る

子
育

て
N
P
O
活

動
者

・
子

育
て
サ
ー
ク
ル
活

動
者

研
修

事
業

　
・
子

育
て
N
P
O
活

動
者

研
修

事
業

　
・
子

育
て
サ
ー
ク
ル
活

動
者

研
修

事
業

　
・
み
ん
な
で
子

育
て
研

修
会

子
育

ち
・
子

育
て
支

援
活

動
研

修
事

業
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
研

修
事

業
企

業
関

係
者

・
団

塊
世

代
等

の
子

育
て
支

援
協

働
セ
ミ
ナ
ー

　
・
企

業
と
N
P
O
の
子

育
て
支

援
協

働
推

進
セ
ミ
ナ
ー

　
・
団
塊
の
世
代
へ
の
次
世
代
育
成
推
進
セ
ミ
ナ
ー

地
域

活
動

支
援

研
修

事
業

　
・
地

域
活

動
支

援
事

業
　
・
地

域
活

動
研

修
会

事
業

（
財

）
こ
ど
も
未

来
財

団
研

修
事

業
部

０
３
－

６
４
０
２
－

４
８
２
１

照
　

　
会

　
　

窓
　

　
口

主
　

　
な

　
　

内
　

　
容

　
　

（
案

）
国

庫
補

助
事

業
名

事
　

　
業

　
　

内
　

　
容
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１．待機児童解消に向けた取組について

平成２１年４月時点における保育所入所待機児童数は２年続けて増加

し、前年同月に比べて５，８３４人増の２万５，３８４人となった。

このような状況で、待機児童の解消を加速させるため、平成２０年度か

ら平成２２年度において集中重点的に保育サービスを量的に拡充するとと

もに、家庭的保育事業など地域の実情等に応じた保育の提供手段の多様化

を図るため、安心こども基金の創設など、待機児童解消の取組を実施して

いるところである。

また、「子ども・子育てビジョン」（平成２２年１月２９日閣議決定）

では、待機児童の８割を占める３歳未満児の公的保育サービスの利用割合

について、平成２１年度末には対象児童の２４％、潜在的な保育需要を合

わせると、平成２９年度には４４％に達すると見込まれることから、女性

の就業率が段階的に上昇することを勘案し、平成２６年度までに３５％の

保育サービス提供割合を目指し、潜在需要にも対応した待機児童の解消を

図ることとしている。

各地方公共団体においては、それぞれの地域における保育ニーズを的確

に把握し、計画的なサービス提供体制の整備に努められたい。

特に、待機児童が５０人以上で、児童福祉法に基づき保育の実施の事業

等の供給体制の確保に関する計画を策定することが義務づけられている市

区町村（特定市区町村）においては、毎年少なくとも１回は当該計画に定

めた事業の実施状況を公表し、保育所整備の他、家庭的保育等の施策を積

極的に活用するなど、地域における保育ニーズに応えることができるよう

積極的な取組をされるよう推進をお願いしたい。また、特定都道府県にお

いては都道府県保育計画の実施状況を毎年少なくとも１回は公表し、特定

市区町村に対し必要な助言を行うなどの援助に努められたい。

なお、民間保育所の施設整備については、平成２０年度第２次補正予算

及び平成２１年度第１次補正予算により設置した安心こども基金によって

その推進を図っているところであり、さらに平成２１年度第２次補正予算

において安心こども基金に２００億円の積み増しを行い、地域の余裕スペ

ース（学校、公営住宅、公民館等）を活用した小規模な認可保育所の分園

等の設置促進を図ることとしているので、より一層積極的な取組をお願い

したい。
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２．多様な保育サービスの推進について

延長保育や休日保育等の多様な保育サービスについては、本年１月に決

定した「子ども・子育てビジョン」に基づき、平成２６年度までの具体的

な目標を掲げて重点的に推進しているところである。

平成２２年度予算案においては、「子ども・子育てビジョン」の目標の

達成に向けた必要な予算を計上するとともに、以下のとおり事業内容の見

直し（改善）を図っているところであるので、積極的な取り組みをお願い

したい。

あわせて、管内市町村及び保育所が地域における多様な保育需要に対す

る積極的な取り組みができるよう、特段のご配慮をお願いする。

（１）家庭的保育事業の推進について

家庭的保育事業については、児童福祉法の改正により、平成２２年４

月より法定化することとなっており、保育者の要件を、保育士又は研修

により市町村長が認めた者へ拡大するとともに、

① 連携保育所等による「相談、助言、巡回指導等」の保育内容の支援

② 家庭的保育者が休暇等で保育を行うことができない場合の「代替保

育」

等について、平成２１年厚生労働省令第１５０号「児童福祉法施行規則

等の一部を改正する省令」により実施基準を、平成２１年１０月３０日

雇児発１０３０第２号「家庭的保育事業の実施について」によりガイド

ラインを発出したところであるので、各都道府県におかれては、各市町

村あて周知方よろしくお願いしたい。

また、各都道府県に設置した「安心こども基金」において、家庭的保

育事業を推進するため、家庭的保育の実施場所に係る改修費の補助を行

う「家庭的保育改修事業」、家庭的保育者の研修費用の補助を行う「家

庭的保育者研修事業」、自宅以外の賃貸物件により新たに家庭的保育事

業を実施する場合の賃貸料補助を行う「家庭的保育賃貸料補助事業」を

実施している。

さらに、平成２１年１０月２３日緊急雇用対策本部決定における「緊

急雇用対策」に基づき「NPO法人等を活用した家庭的保育の試行的事業」

を実施しており、平成２１年度第２次補正予算においては、安心こども

基金における国庫補助率の嵩上げ条件に基づき、地域の余裕スペース（学

校、公営住宅、公民館等）を活用して家庭的保育事業を行う場合の改修

費、賃貸料補助の補助基準額及び補助率の引き上げを行ったところであ

る。
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加えて、平成２２年度予算（案）においては、対象児童数５，０００

人から１０，０００人に拡充することとしている。

各自治体におかれては、家庭的保育事業の取組みを積極的に行われる

ようお願いする。（関連資料１参照）

（２）病児・病後児保育事業について

①国庫補助基準額について

本事業（病児対応型、病後児対応型）の国庫補助基準額については、

平成２１年度より基本分（定額補助）と加算分（利用児童数に応じた

実績補助）の２階建て方式により、実施してきているところであるが、

平成２２年度においては、より地域の利用状況に応じた事業実施がで

きるよう国庫補助基準額の見直しを図ることとしたので、積極的な取

り組みをお願いする。

②利用料について

本事業に係る利用料については、これまで事業費の２分の１相当の

額が適当であると周知している。一方、低所得者（生保世帯、市町村

民税非課税世帯）に対しては、実施施設の判断により利用料の減免が

できるよう、減免分についても国庫補助することとしている。以上を

踏まえ、引き続き、適切な利用料の設定を行っていただくよう管内市

町村及び実施施設への周知方お願いする。

③体調不良児対応型の実施要件について

体調不良児対応型においては、予算の効率的配分の観点から、実施

要綱に定める要件のほか、採択基準（国庫補助を受けるための要件）

を別途定めているところであるが、平成２２年度の採択基準について

は、次のいずれかの要件を満たす実施施設を補助対象とするので、ご

留意願いたい。

＜補助の要件＞

① 看護師（保健師・助産師・准看護師を含む）を常時２名以上配置し

ている保育所

② 延長保育を２時間以上実施している保育所（注１、注２）

③ 夜間保育所（注３）

④ へき地（山間地・離島・過疎地）に所在する保育所（注４）

⑤ 平成１９年度経過措置分（旧自園型実施保育所）
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注１ 「保育対策等促進事業の実施について」（平成20年6月9日雇児発第0609001号通知）

の別添６「延長保育促進事業」に定める延長保育促進事業の定義に基づき２時間以

上の延長保育を実施している保育所

注２ 公立保育所にあっては注１と同等の要件を具備する保育所であって、市町村が適当

と認める保育所

注３ 「保育対策等促進事業の実施について」（平成20年6月9日雇児発第0609001号通知）

の別添２「夜間保育推進事業」の実施要件を具備する保育所

注４ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第１４３号）第１３条の２第１

項の規定による特地勤務手当の支給を受けている官署（人事院規則９－５５別表）か

ら半径４㎞以内に所在する保育所

（３）延長保育促進事業について

行政刷新会議における事業仕分けの評価結果を踏まえ、これまで一般

会計において実施していた延長保育促進事業については、仕事を持つ保

護者向けの保育サービスである休日保育事業や夜間保育事業と同様に、

平成２２年度は事業主拠出金財源による児童育成事業として実施するこ

ととした。これに関連して、これまで年金特別会計児童手当勘定におい

て実施していた一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業及び児童ふれ

あい交流促進事業については、保護者の就業の有無に関わらずすべての

子育て家庭を対象とした事業であることも踏まえて、平成２２年度は一

般会計による次世代育成支援対策交付金の対象事業として実施すること

としている。

このため、延長保育促進事業に係る国庫補助については保育対策等促

進事業費補助金により補助することとしているので、御承知おき願いた

い。（関連資料２参照）

（４）保育対策等促進事業費補助金について

保育対策等促進事業費補助金については、各事業ごとの実態を把握す

る必要があるため、各事業ごとに対象経費差引額と基準額を比較し、選

定額等を算出することを予定しているので、予め御承知おき願いたい。

（関連資料３参照）

（５）送迎保育ステーション試行事業について

平成１４年度より、駅前等の利便性の高い場所に送迎保育ステーショ

ンを整備し、保育所への送迎を実施する送迎保育ステーション試行事業

を行ってきた。当事業については、試行事業として開始より８年が経過

したことにより、平成２１年度をもって終了することとしたところであ

るが、安心こども基金において自宅から遠距離にある保育所でも通所を
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可能とするための体制整備として平成２１年度から広域的保育所利用事

業を創設したので、今後はこちらの事業の活用を検討されたい。

３．認定こども園の実施状況等について

認定こども園の認定状況については、平成１８年１０月１日の法律施行

以来、平成２１年４月１日現在で３５８件の認定があり、今後、２，００

０か所以上とすることを目標としているところである。（関連資料４参照）

各都道府県におかれては、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律等の施行に際しての留意事項について」（平

成18年９月18日18初幼教第６号・雇児保発第0915001号）、「認定こども園

制度の普及促進について（通知）」（平成21年３月31日20文科初第8100号

・雇児発第0331017号）においてお願いしているとおり、利用者や事業者

（施設）等の視点に立ち、認定こども園に関する窓口の一元化等、関係機

関相互の密接な連携協力を図るなど、認定こども園の設置促進に向けて積

極的な取組をお願いしたい。

特に、会計処理、税制上の取扱いについては、「社会福祉法人が設置・

経営する認定こども園に係る会計処理の取り扱いについて」（平成19年４

月６日雇児保発第0406002号）、「認定こども園の税制上の取扱いに関する

留意事項について」(平成19年４月20日19初幼教第５号・雇児保発第04200

01号)を踏まえ、市区町村及び事業者等の制度に関する認識を深めるため、

情報提供や普及啓発について、格別の配慮をお願いしたい。

なお、国においても、厚生労働省と文部科学省が連携して幼保連携推進

室を設置し、認定こども園に関する照会への一元的な対応やホームページ

を通じた情報提供等を行っており、全国の認定こども園に関する情報や関

係法令、通知等を随時掲載しているところである。各都道府県におかれて

は、認定予定状況をはじめ、関連する情報を幅広く提供されたい。

（参考）

○ 幼保連携推進室ホームページ http://www.youho.go.jp/index.html

○ 幼保連携推進室メールアドレス info@youho.go.jp

また、認定こども園制度の在り方に関しては、「認定こども園制度の在

り方に関する検討会」が昨年３月に報告書を取りまとめ、認定こども園の

さらなる推進とともに、これに当たっての課題とその解消方策、就学前教

育と保育の総合的な提供の在り方等について提言を行っているところであ
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る。（関連資料５参照）

さらに、昨年１２月には、幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援の

ための包括的・一元的な制度の構築について、平成２２年前半を目途に基

本的な方向を固め、平成２３年通常国会までに所要の法案を提出するとの

閣議決定が行われ、これに基づき、本年１月２９日に少子化社会対策会議

（会長は内閣総理大臣、委員は各閣僚）において、「子ども・子育て新シ

ステム検討会議」の設置が決定されたところである。同会議においては、

平成２２年６月を目途に新たな制度について基本的な方向を固め、少子化

社会対策会議、行政刷新会議及び成長戦略策定会議に報告することとされ

ている。（関連資料６、７参照）

４．保育所の規制緩和等について

（１）地方分権改革について

昨年１０月の地方分権改革推進委員会「第３次勧告」により、保育

所の基準について、廃止又は条例委任するとされたことを受けて、同

年１２月に「地方分権改革推進計画」を閣議決定したところである。

「地方分権改革推進計画」においては、保育所の最低基準は条例で都

道府県等（都道府県、政令指定都市、中核市）が定めることとし、そ

の際、保育士の配置基準、居室の面積基準、保育の内容（保育所保育

指針）、調理室などについては、国の基準と同じ内容でなければなら

ない「従うべき基準」とし、屋外遊戯場の設置、耐火上の基準などの

その他の基準については、国の基準を参考にすればよい「参酌すべき

基準」とすることとした。ただし、居室の面積基準については、東京

等の一部の地域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、合理

的な理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることができ

る「標準」とすることとした。（関連資料８参照）

これらについては、地域主権改革推進一括法案（仮称）を今通常国

会に提出する予定であるが、法案の施行時期、居室の面積基準の特例

の地域や期間などについては、現在検討中である。

（２）構造改革特区について

「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」については、

平成１９年度、２０年度に引き続き、平成２１年度においても、構造

改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価が行われた。

厚生労働省の調査では、外部搬入による場合、個々の子どもの発達
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段階に応じた給食の提供、当日の体調不良の場合の臨機応変の対応、

食育推進の観点等から一定の課題がみられた。

しかしながら、構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会による

調査においては、食物アレルギー児等に対応しつつ、節減した経費で

多様な保育ニーズへの対応が可能となった等の効果が発現し、また、

私立保育所における外部搬入の容認を求める声も強かったとのことで

あった。

これらを踏まえ、本年２月４日の構造改革特別区域推進本部評価・

調査委員会における「特区において講じられた規制の特例措置の在り

方に係る評価意見」においては、結論として、地域を限定することな

く全国において実施（ただし、３歳以上児に対する給食に限る。）す

ることとされ、３歳以上児については公・私立ともに外部搬入方式を

採用することを可能し、３歳未満児については、公立のみについて、

引き続き特区の認定を受けた市町村に限り外部搬入方式を採用するこ

とが可能（私立は自園調理）との意見をとりまとめたところである。

今後、構造改革特別区域推進本部（本部長は内閣総理大臣、本部員

は国務大臣。）により政府の対応方針が決定されることとなるが、厚

生労働省としては、３歳以上児の給食の外部搬入が可能となった場合

には、従来の特区認定要件を踏まえ、基準を策定し、質を担保した場

合のみ実施できることとする必要があると考えている。（関連資料９

参照）

家庭における食育の機能が低下している中で、保育所において乳幼

児期からの適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、豊かな人間

性の育成等について、しっかりと実施していくことが求められる。市

町村においては、これらの観点を踏まえ、適切な給食の提供をお願い

する。

５．保育所保育指針の施行及び保育所における質の向上のた

めのアクションプログラムの策定について

昨年４月１日に施行された「保育所保育指針」は、①質の向上の観点か

ら大臣告示化により最低基準としての性格を明確化すること、②各保育所

の創意工夫や取組を促す観点から内容の大綱化を図ること、③保育現場で

活用され、保護者にも理解されるよう、明確で分かりやすい表現を用いる

こと、④指針と併せ、解説を作成すること、という基本的考え方を踏まえ、

保育所の役割等の明確化、保育の内容（養護と教育）の充実、小学校との
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連携、保護者に対する支援、計画・評価、職員の資質向上などの内容の見

直しがなされたところである。

保育指針の告示化と同時に、国においては、保育指針に基づく現場での

実践を支援するための行動計画（国の施策及び地方公共団体の取組が望ま

しい施策に関する総合的な行動計画）として、「保育所における質の向上

のためのアクションプログラム」（以下「アクションプログラム」という。）

を策定した。

アクションプログラムにおいては、①保育実践の改善・向上、②子ども

の健康及び安全の確保、③保育士等の資質・専門性の向上、④保育を支え

る基盤の強化の４つの柱とそのねらいを設定し、具体的に取り組むべき内

容について示している。また、国が取り組むことと、各地方公共団体が取

り組むことが望ましいことを示している。

国としては、このアクションプログラムに基づき、昨年３月には「保育

所における自己評価ガイドライン」を、８月には「保育所における感染症

予防対策ガイドライン」を策定し、各都道府県等あて通知した。また、平

成２２年度中に「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（仮称）」

についても策定し、各都道府県等あて通知する予定としている。

アクションプログラムの実施期間は、平成２０年度から平成２４年度ま

での５年間としており、既にアクションプログラムを策定している都道府

県及び市町村においては計画に沿って進められるよう、未策定の自治体に

おいては、関係者で協議して策定するようお願いしたい。

また、保育指針が児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第

３５条に基づく告示となったことに伴い、保育指針の遵守状態に関する指

導監査を行うこととなる。保育内容等の監査に当たっては、保育指針を踏

まえた保育所の取組の過程等を尊重するとともに、行政側からの保育内容

等へのアプローチや現場との対話・協議が欠かせないことに引き続き留意

されたい。（関連資料10参照）

６．保育士養成課程等検討会の検討状況について

子どもや家庭を取り巻く様々な環境の変化等に伴う子どもの育ちの課題

や保護者支援の必要性など、保育所や保育士に求められる役割や機能が深

化・拡大している。保育所保育指針の改定は、このような状況を背景とし

たものであり、今般、その改定内容を踏まえた保育士養成課程等の見直し

を行うため、昨年１１月より保育士養成課程等検討会を開催しているとこ

ろである。

検討会においては年度内に報告書をまとめる予定であり、その報告内容
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に伴い所要の通知等の改正を平成２２年度早々に行う予定であるので、通

知がなされた際には速やかに周知等行われるようお願いする。

７．保育所の耐震化の促進について

保育所を利用している子どもの安心・安全を確保する観点から、保育所

の建物の耐震化を図ることは重要である。全国的な取組状況をみると、保

育所の耐震診断実施率は４２．４％、耐震化率は６３％に留まっている。

また、各都道府県等における取組は大きな格差が生じていると同時に、

設置主体別の耐震化率をみると、公立保育所は６０．６％、私立保育所６

５％となっている。これらを踏まえ、各都道府県等においては、管内市町

村に対する情報提供を通じて、保育所の耐震化の推進に努められたい。

また、各地方公共団体の関係部局と連携を図り、耐震診断に要する費用

については、国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」を活用

し耐震診断を着実に実施されたい。なお、この耐震診断を行う際の法人負

担分の経費については、施設運営に支障のない範囲で施設会計からの支出

が可能であることを申し添える。（関連資料11参照）

８．認可外保育施設に対する指導監督について

事業所内託児施設を含む認可外保育施設の指導監督については、児童福

祉法第５９条及び「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（平

成１３年３月２９日雇児発第１７７号）により行われているところである

が、平成１９年度の認可外保育施設の点検結果においては、都道府県知事

等への設置の届出等が義務づけられている施設（届出対象施設）のうち、

認可外保育施設指導監督基準に適合している施設は４５％（2,350か所）、

届出対象施設のうちベビーホテルについては、基準に適合している施設が

３５％（480か所）であり、昨年度から改善したものの依然として低い水

準にあるところである。

一方で、多数の死亡事故が発生しているほか、滞在期間が数年にもわた

る長期滞在児の存在が明らかになるなど、認可外保育施設に対する適切か

つ厳正な指導監督の徹底が改めて必要不可欠である。

このため、都道府県等においては、改めて児童福祉法及び認可外保育施

設指導監督基準に基づく指導監督の徹底を図るとともに、特に改善を求め

る必要がある施設に対しては、
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① 改善状況を確認するため、必要に応じて施設の設置者等に対する出

頭要請や、施設に対する特別立ち入り調査を行う、

② 改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善の見通しがない

などの悪質な場合には、児童福祉法第５９条第３項に基づく改善勧告

を行う、

等、速やかに改善がなされるよう厳格な措置を講じるなど、届出対象であ

るか否かにかかわらず適切な指導監督の実施をお願いする。

さらに、一昨年の例にあるとおり、急な事業廃止により、保育を利用す

る者が緊急に他の保育手段を選ぶ必要が生じることなどによって、子ども

の育ちに影響を与えるなど、不適切な事例が生じていることも踏まえ、特

段のご指導をお願いしたい。

また、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、

あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当

該手続きを経ないで事業停止又は施設閉鎖を命じることができることとさ

れており、施設の施設長や設置者が利用児童に虐待を加え、危害を及ぼし

ていることが明白である場合などは、こういった緊急時に該当すると想定

されるので、特段の配慮をお願いしたい。
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適
切
な
保
護
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
専
用
の
部
屋
を
有
す
る
こ
と

・
保
育
を
行
う
居
室
は
9
.9
㎡
以
上
、
３
人
を
超
え
る
場
合
は
１
人
超
え
る
に
つ
き
3
.3
㎡

を
加
算

◎
配
置
基
準

・
家
庭
的
保
育
者
１
人
で
保
育
す
る
場
合
は
３
人
以
下
、

・
補
助
者
と
と
も
に
２
人
以
上
で
保
育
す
る
場
合

は
５
人
以
下

の
適
切
な
保
護
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◎
事
業
の
開
始

等
【
法
３
４
の
１
４
①
】

市
町
村
は
、
厚

生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令

で
定

め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

◎
市
町
村
の
体
制
整
備

市
町
村
は
、
保
育
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
以
下
の
業
務
を
実
施

（
保
育
内
容
の
支
援

巡
回
指
導

相
談

代
替
保
育

等
）

補
助
者
と
と
も
に

人
以
上
で
保
育
す
る
場
合

は
人
以
下

◎
保
育
内
容

：
保
育
所
保
育
指
針
に
準
拠
し
、
家
庭
的
保
育
の
特
性
に
留
意

◎
実
施
基
準
の

遵
守
【
法
３
４
の
１
５
】

家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
市
町
村
は
、
そ
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◎
都
道
府
県
に

よ
る
指
導
監
督
【
法
３
４
の
１
６
】

都
道
府
県
知
事

前
条

基
準
を
維
持
す

た
め

家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
市
町

（
保
育
内
容
の
支
援
、
巡
回
指
導
・
相
談
、
代
替
保
育

等
）

家
庭
的
保
育
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

・
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
基
準
を
維
持
す

る
た
め
、
家

庭
的

保
育

事
業

を
行

う
市

町
村
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し

て
質
問
を
さ
せ
、
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
都
道
府
県
知
事
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
市
町
村
に
対
し
て
、
・
・
・
そ
の
事
業
の
制

限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
法
令
違
反
や
乳
幼
児
の
処
遇
に
不
当
な
行
為
を

し
た
と
き
）

◎
家
庭
的
保
育
事
業
の
実
施
体
制
：

家
庭
的
保
育
者
又
は
保
育
所
等
を
経
営
す
る
者
に
委
託

◎
情
報
提
供

：
家
庭

的
保
育
の
氏
名
、
資
格
、
居
宅
、
保
育
内
容
等
を
適
切
な
方
法
で
周
知

◎
家
庭
的
保
育
者

：
保
育
士
資
格
を
有
さ
ず
研
修
に
よ
っ
て
家
庭
的
保
育
者
と
し
て
認
め
る
際

な
し
た
と
き
）

◎
情
報
提
供
【

法
３
４
の
１
７
】

家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
市
町
村
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
よ
る
保
育
を
行
う
こ
と
を
希
望

す
る
保
護
者
の
家
庭
的
保
育
者
の
選
択
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に

資
す
る
た
め
、
・
・
・
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
家
庭
的
保
育
者
、
家
庭
的
保
育
事
業
の
運
営
の

◎
市
町
村
の
体
制
整
備
：

家
庭

的
保

育
者

を
支

援
す

る
た
め
、
助

言
・
指

導
を
行

う
体

制
整

備
、

連
携
保
育
所
の
確
保
、
代
替
保
育
の
体
制
整
備

ど
に
お
い
て
適
切
な
評
価
を
行
う
。

◎
研
修

：
保
育
士
資
格
を
有
さ
な
い
者
が
家
庭
的
保
育
者
と
な
る
た
め
の
認
定
研
修

就
業

状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
事
項
に
関
し
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

◎
研
修

：
保
育
士
資
格
を
有
さ
な
い
者
が
家
庭
的
保
育
者
と
な
る
た
め
の
認
定
研
修

、
就
業

前
に
全

て
の
家

庭
的

保
育

者
に
課

す
基

礎
研

修
、
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
研

修
、
現

任
研

修
、
指

導
者
養
成
の
た
め
の
指
導
者
研
修
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延長保育促進事業Ｑ＆Ａ
（詳細については「実施要綱案」を参照されたい。）

問１ 公立保育所についても、延長保育促進事業の補助対象となるのか。

（答）児童福祉法39条に規定する、市町村以外の者の設置する保育所（以下、「民間保育

所」という。）を補助対象としており、公立保育所については補助対象とはならない。

問２ 延長保育促進事業を交付申請する場合、延長保育推進事業（基本分）（以下、「基

本分」という。）のみで申請はできるのか。また、延長保育事業（加算分）（以下、

「加算分」という。）のみで申請はできるのか。

（答）基本分については、延長保育を実施することを前提として、11時間の開所時間の始

期及び終期前後の保育需要への対応の推進を図る事業であるため、基本分のみでの申

請は不可である。

なお、加算分のみでの申請は可能である。

問３ 延長保育事業（加算分）を実施した場合、

① 実延長が１時間で平均対象児童が３人の場合

② 実延長が２時間で平均対象児童が２人の場合

には、何時間延長に該当するのか。

（答） ①の場合については、１時間延長の要件「１時間以上の延長、かつ平均対象児童

数が６人以上」を満たしていないことから、30分延長に該当することとなる。

②の場合については、２時間延長の要件「２時間以上の延長、かつ平均対象児童

数が３人以上」を満たしていないことから、１時間延長（要件を満たす場合）、ま

たは30分延長に該当することとなる。

問４ ２２年度より年間延べ利用児童数を把握する理由如何。

（答） 本年１月に決定された「子ども・子育てビジョン」に掲げる数値目標の進ちょく

状況の把握及び昨年行われた行政刷新会議における事業仕分けにおいてデータ収集

について指摘されていることから、２２年度より把握することとしているので趣旨

を御理解のうえ、よろしくお願いしたい。

なお、年間延べ利用児童数の計上方法については、延長時間区分に関わらず１日

（１回）利用につき１人と計上すること。

・例１：（１日）１時間延長、利用児童数６人・・・延べ利用児童数６人

・例２：（１日）６時間延長、利用児童数３人・・・延べ利用児童数３人
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（現行）

（改正後）

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その
他の収入額

③

差引額
（②－③）=

④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．一時預かり事業

　　（１）保育所型

　　（２）地域密着型

　　（３）地域密着Ⅱ型

２．特定保育事業

３．休日・夜間保育事業 （ ）

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所） （ ）

　　（４）夜間保育推進事業
　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

４．病児・病後児保育事業 （ ）

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者加算（病児保育） （ ）

　　（３）病後児対応型

　　（４）低所得者加算（病後児保育） （ ）

　　（５）体調不良児対応型 （ ）

５．待機児童解消促進等事業 （ ）

　　（１）送迎保育ステーション試行事業 （ ）

　　（２）家庭的保育事業 （ ）

　　（３）認可化移行促進事業 （ ）

　　（４）保育所分園推進事業 （ ）

　　（５）保育所体験特別事業

　　（６）認可外保育施設の衛生・
　　　　安全対策事業

６．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

合計

１．都道府県分

対象経費

か所数
　①

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

か所

○○市

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、４（2）・(4)は減免した人数を、５(2)は「家庭的保育者数」を記入すること。

区分内訳

都道府県
補助額

⑧

国 庫 補 助
　基 本 額

（⑦と⑧を比
較して少な

い方の額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

基 準 額
⑤

選　  定
額

（④と⑤を比
較して少な

い方の額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

別表２

都道府県名

支出
予定額

②

寄付金その
他の収入額

③

差引額
（②－③）=

④

円 円 円 円 円 円 円 円 円

１．特定保育事業

２．休日・夜間保育事業 （ ）

　　（１）休日保育事業（認可保育所）

　　（２）休日保育事業（認可保育所以外）

　　（３）夜間保育推進事業（認可保育所） （ ）

　　（４）夜間保育推進事業
　　　　　　　（認可保育所以外） （ ）

３．病児・病後児保育事業 （ ）

　　（１）病児対応型

　　（２）低所得者加算（病児保育） （ ）

　　（３）病後児対応型

　　（４）低所得者加算（病後児保育） （ ）

　　（５）体調不良児対応型 （ ）

４．待機児童解消促進等事業 （ ）

　　（１）家庭的保育事業 （ ）

　　（２）認可化移行促進事業 （ ）

　　（３）保育所分園推進事業 （ ）

　　（４）保育所体験特別事業

　　（５）認可外保育施設の衛生・
　　　　安全対策事業

５．保育環境改善等事業

　　（１）基本改善事業

　　（２）環境改善事業

６．延長保育促進事業

　　（１）延長保育推進事業（基本分） （ ）

　　（２）延長保育事業（加算分） （ ）

合計

対象経費

か所数
　①

か所

１．都道府県分

平成　　年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要額内訳表

○○市

（注）１．①の（　　）は、６ヶ月未満事業を実施する「か所数」を内数で記入し、３（2）・(4)は減免した人数を、４(1)は「家庭的保育者数」を、６(2)は事業数を記入すること。

区分内訳

都道府県
補助額

⑧

国 庫 補 助
　基 本 額

（⑦と⑧を比
較して少な

い方の額）⑨

要国庫
補助額

（⑨×１／２）
⑩

基 準 額
⑤

選　  定
額

（④と⑤を比
較して少な

い方の額）⑥

（⑥×２／３）
＝⑦

－198－

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
引き出し線
合計にて差引額④、基準額⑤を比較し選定額⑥を算出

HTYBN
線

HTYBN
線

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
楕円

HTYBN
線

HTYBN
線

HTYBN
線

HTYBN
線

HTYBN
引き出し線
各事業ごとに差引額④、基準額⑤を比較し選定額⑥を算出

HTYBN
線
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「
認

定
こ

ど
も

園
」
制

度
の

概
要

と
現

状
①

認
定

こ
ど

も
園

制
度

の
概

要

「
認

定
こ

ど
も

園
」
と

は

○
幼

稚
園

、
保

育
所

等
の

う
ち

、
以

下
の

機
能

を
備

え
る

も
の

を
都

道
府

県
が

認
定

①
教

育
及

び
保

育
を

一
体

的
に

提
供

（
保

育
に

欠
け

る
子

ど
も

に
も

、
欠

け
な

い
子

ど
も

に
も

対
応

）

②
地

域
に

お
け

る
子

育
て

支
援

の
実

施
（
子

育
て

相
談

や
親

子
の

集
い

の
場

の
提

供
）

認
定

こ
ど

も
園

の
類

型
と

財
政

措
置

類
型

財
政

措
置

幼
稚

園
と

保
育

所

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

選
択

認
定

数
（
Ｈ

21
.4

.1
現

在
）

幼
稚

園

幼
保

連
携

型

幼
稚

園
型

幼
稚

園
と

保
育

所
の

補
助

の
組

合
せ

幼
稚

園
の

補
助

制
度

幼
稚

園
保

育
所

保
育

所
機

能

１
５

８
ヵ

所

１
２

５
ヵ

所

保
育

所
保

育
所

型
保

育
所

の
補

助
制

度

保
育

所
機

能

幼
稚

園
機

能
５

５
ヵ

所

幼
稚

園
機

能
＋ 保

育
所

機
能

地
方

裁
量

型
（
一

般
財

源
）

２
０

ヵ
所

計
35

8ヵ
所
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「
認

定
こ

ど
も

園
」
制

度
の

概
要

と
現

状
②

各
都

道
府

県
の

認
定

状
況

都
道

府
県

認
定

数
都

道
府

県
認

定
数

北
海

道
2
2

滋
賀

県
7

青
森

県
2

京
都

府
0

青
森

県
2

京
都

府
0
 

岩
手

県
7
 

大
阪

府
5
 

宮
城

県
1
 

兵
庫

県
1
9
 

秋
田

県
1
5
 

奈
良

県
1

山
形

県
7

和
歌

山
県

4
山

形
県

7
和

歌
山

県
4
 

福
島

県
8

鳥
取

県
0
 

茨
城

県
1
1
 

島
根

県
2
 

栃
木

県
7
 

岡
山

県
5

群
馬

県
1
8
 

広
島

県
1
2
 

埼
玉

県
8

山
口

県
2

千
葉

県
1
2
 

徳
島

県
2
 

東
京

都
3
3
 

香
川

県
1
 

神
奈

川
県

1
9
 

愛
媛

県
8
 

高
新

潟
県

5
高

知
県

5
 

富
山

県
3
 

福
岡

県
1
3
 

石
川

県
5
 

佐
賀

県
1
0

福
井

県
2
 

長
崎

県
2
6
 

山
梨

県
1

熊
本

県
1

山
梨

県
1
 

熊
本

県
1
 

長
野

県
8
 

大
分

県
5
 

岐
阜

県
2
 

宮
崎

県
1
1

静
岡

県
2
 

鹿
児

島
県

1
6

愛
知

県
5

沖
縄
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「
認

定
こ

ど
も

園
制

度
の

在
り

方
に

関
す

る
検

討
会

」
の

開
催

１
趣

旨
１

趣
旨

１
．
趣
旨

１
．
趣
旨

「
経

済
財

政
改

革
の

基
本

方
針

２
０
０
８
」
（
平

成
２
０
年

６
月

）
及

び
「
５
つ
の

安
心

プ
ラ
ン
」
（
平

成
２
０
年

７
月

）
に
盛

り
込

ま
れ

た
認
定
こ
ど
も
園
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
た
め
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
）
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚

生
労
働
大
臣
の
３
大
臣
合
意
に
よ
り

「
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
開
催

２
検
討
会
委
員

２
検
討
会
委
員

生
労
働
大
臣
の
３
大
臣
合
意
に
よ
り
、
「
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
開
催

。

３
開
催
実
績

３
開
催
実
績

２
．
検
討
会
委
員

２
．
検
討
会
委
員

秋
田

喜
代

美
東

京
大

学
大

学
院

教
育

学
研

究
科

教
授

安
藤

哲
也

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
フ

ァ
ザ

ー
リ

ン
グ

・
ジ

ャ
パ

ン
代

表
理

事
池

本
美

香
日

本
総

合
研

究
所

主
任

研
究

員

３
．
開
催
実
績

３
．
開
催
実
績

第
１
回

Ｈ
２
０

.１
０

.１
５

・
認
定
こ
ど
も
園
を
め
ぐ
る
現
状

と
課
題
に
つ
い
て

池
本

美
香

日
本

総
合

研
究

所
主

任
研

究
員

井
戸

敏
三

兵
庫

県
知

事
猪

熊
律

子
読

売
新

聞
東

京
本

社
編

集
局

社
会

保
障

部
次

長
長

田
朋

久
横

川
さ

く
ら

保
育

園
園

長
駒

村
康

平
慶

應
義

塾
大

学
経

済
学

部
教

授

と
課
題
に
つ
い
て

第
２
回

Ｈ
２
０
．
１
１
．
７

・
認
定
こ
ど
も
園
の
意
義
や
課
題

等
に
つ
い
て

駒
村

康
平

慶
應

義
塾

大
学

経
済

学
部

教
授

齋
藤

正
寧

秋
田

県
井

川
町

長
田

村
哲

夫
認

定
こ

ど
も

園
青

葉
学

園
野

沢
こ

ど
も

園
園

長
中

澤
卓

史
高

知
県

教
育

長
無

藤
隆

白
梅

学
園

大
学

教
授

・
認

定
こ
ど
も
園

、
幼

稚
園

・
保

育
所

運
営

委
員

へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ

第
３
回

Ｈ
２
０
．
１
２
．
１
２

議
論
の
整
理
（
案
）
に
つ
い
て

無
藤

隆
白

梅
学

園
大

学
教

授
森

貞
述

愛
知

県
高

浜
市

長
※

山
縣

文
治

大
阪

市
立

大
学

生
活

科
学

部
教

授
吉

田
敬

岳
自

由
ヶ

丘
幼

稚
園

園
長

吉
田

正
幸

（
有

）
遊

育
代

表
取

締
役

・
議
論
の
整
理
（
案
）
に
つ
い
て

第
４
回

Ｈ
２
１
．
２
．
１
８

・
認
定
こ
ど
も
園
制
度
に
関
す
る

論
点
に
つ
い
て

吉
田

正
幸

（
有

）
遊

育
代

表
取

締
役

若
盛

正
城

認
定

こ
ど

も
園

こ
ど

も
の

も
り

園
長

渡
邉

英
則

認
定

こ
ど

も
園

ゆ
う

ゆ
う

の
も

り
幼

保
園

長
※
：
座
長

第
５
回

Ｈ
２
１
．
３
．
３
１

・
報
告
書
と
り
ま
と
め
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現
状

（
課

題
）

改
革

の
方

向

今
後
の
認
定

こ
ど
も
園
制
度
の
在
り
方

に
つ
い
て

今
後
の
認
定

こ
ど
も
園
制
度
の
在
り
方

に
つ
い
て

＜
認

定
こ
ど
も
園

制
度

の
在

り
方

に
関

す
る
検
討
会
報
告
書
＞

＜
認

定
こ
ど
も
園

制
度

の
在

り
方

に
関

す
る
検
討
会
報
告
書
＞

●
保
護
者
や
施
設
か
ら
は
評
価
が
高
い
が
、
普
及
が

進
ま
な
い
。
／

22
9件

（
H

20
.４
）

●
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
施
設
の
認
定
申
請
の
希
望
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成

23
年
度
に
は

認
定
件
数
が

20
00

件
以
上
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

認
定

こ
ど
も
園

の
緊

急
整

備

財
政

支
援

の
充

実

●
財

政
支

援
が

不
十

分
。

●
「
安

心
こ
ど
も
基

金
」
等

に
よ
り
「
幼

稚
園

型
の
保
育
所
機
能
部
分
」
、
「
保
育
所
型
の
幼
稚
園

機
能
部
分
」
、
「
地
方
裁
量
型
」
へ
の
新
た
な
財
政
措
置
が
実
現
。

財
政

支
援

の
充

実

二
重

行
政

の
解

消

●
会
計
処
理
や
申
請
手
続
が
煩
雑
。

●
省
庁
間
や
自
治
体
間
の
連
携
が
不
十
分
。

●
「
こ
ど
も
交
付
金
」
を
制
度
化
し
、
補
助
金
等
の
窓
口
・
申
請
・
執
行
手
続
の
一
本
化
の
促
進
。

●
窓
口
の
一
本
化
、
書
類
の
重
複
の
整
理
、
監
査
事
務
の
簡
素
化
な
ど
、
速
や
か
に
手
続
の

一
本

化
・
簡

素
化

。

教
育

・保
育

・子
育

て
支

援
の

総
合

的
な
提

供
／

質
の

維
持

・向
上

●
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
教
育
・
保
育
・
子
育
て
支

援
が
総
合
的
に
提
供
さ
れ
る
仕
組
み
が
必
要
。

●
職

員
の

資
質

の
維

持
・向

上
が
必
要
。

●
将
来
的
に
は
幼
保
連
携
型
へ
の
集
約
を
目
指
す
。

●
家
庭
や
地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
強
化
。

●
教
育
・
保
育
の
質
の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
研
修
や
運
営
上
の
工
夫
。

●
幼
稚
園
教
諭
と
保
育
士
資
格

養
成
課
程
や
試
験

弾
力
化

教
育

・保
育

・子
育

て
支

援
の

総
合

的
な
提

供
／

質
の

維
持

・向
上

●
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
教
育
・
保
育
・
子
育
て
支
援
の
「
機
能
」
が
総
合
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
。

●
職
員
の
資
質
の
維
持

向
上
が
必
要
。

●
幼
稚
園
教
諭
と
保
育
士
資
格

の
養
成
課
程
や
試
験
の

弾
力
化
。

今
後

の
就

学
前

教
育

・保
育

に
関

す
る
制

度
の

在
り
方

●
新
し
い
幼
稚
園
教
育
要
領
や
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
く
取
組
や
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
取
組
状
況
等
を
検
証
。

●
幼
稚
園
と
保
育
所
を
担
当
す
る
行
政
部
局
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
、
児
童
健
全
育
成
、
母
子
保
健
、
障
害
児
福
祉
、
労
働
等
の
他
の
行
政
分

野
と
の
連
携
な
ど
に
留
意
す
る
必
要
。
現
行
の
「
幼
保
連
携
推
進
室
」
の
機
能
強
化
と
内
閣
府
の
総
合
調
整
機
能
の
発
揮
が
必
要
。

今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

●
今
後
、
見
直
し
の
進
捗
状
況
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
。

●
保
育
制
度
改
革
の
方
向
性
を
踏
ま
え
、
今
後
、
具
体
的
な
制
度
的
検
討
を
推
進
。

●
法
施
行
後
５
年
を
経
過
し
た
場
合
に
検
討
を
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
保
育
制
度
改
革
に
係
る
検
討
に
あ
わ
せ
て
必
要
な
見
直
し
を
実
施
。

今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ

ル
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「
明

日
の

安
心

と
成

長
の

た
め
の

緊
急

経
済

対
策

」
（
抄

）

平
成

２
１
年

１
２
月

８
日

閣
議

決
定

～
平

成
２
１
年

１
２
月

８
日

閣
議

決
定

～

６
．
「
国

民
潜

在
力

」
の

発
揮

―
「
ル
ー
ル

の
変

更
」
や

社
会

参
加

支
援

を
通

じ
て
、
国

民
の

潜
在

力
の

発
揮

に
よ
る
景

気
回

復
を
目

指
す
。

ル
ル

の
変

更
」
や

社
会

参
加

支
援

を
通

じ
て
、
国

民
の

潜
在

力
の

発
揮

に
よ
る
景

気
回

復
を
目

指
す
。

（
１
）
「
制

度
・
規

制
改

革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
仮

称
）
」

新
た
な
需

要
創

出
に
向

け
て
、
こ
れ

ま
で
大

き
な
岩

盤
に
突

き
当

た
り
、
停

滞
し
て
い
た
制

度
・規

制
改

革
に
正

面
か

ら
取

り
組

む
。

①
制

度
・
規

制
改

革

新
た
な
需

要
創

出
に
向

け
た
規

制
改

革
の

重
要

課
題

に
つ
い
て
は

、
行

政
刷

新
会

議
に
お
い
て
下

記
を
含

む
重

点
テ
ー
マ
を
設

定
し
、
そ
の

実
現
に
向
け
積
極
的
に
取
り
組
む
。

＜
具

体
的

な
措

置
＞

○
幼

保
一

体
化

を
含

め
た
保

育
分

野
の

制
度

・
規

制
改

革
―

 幼
保

一
体

化
を
含

め
、
新

た
な
次

世
代

育
成

支
援

の
た
め
の

包
括

的
・
一

元
的

な
制

度
の

構
築

を
進

め
る
。

―
こ
の

た
め
、
主

担
当

と
な
る
閣

僚
を
定

め
、
関

係
閣

僚
の

参
加

も
得

て
、
新

た
な
制

度
に
つ
い
て
平

成
２
２
年

前
半

を
目

途
に
基

本
的

な
方

向
こ
の

た
め
、
主

担
当

と
な
る
閣

僚
を
定

め
、
関

係
閣

僚
の

参
加

も
得

て
、
新

た
な
制

度
に
つ
い
て
平

成
２
２
年

前
半

を
目

途
に
基

本
的

な
方

向
を
固

め
、
平

成
２
３
年

通
常

国
会

ま
で
に
所

要
の

法
案

を
提

出
す
る
。

（
ｱ
）
利

用
者

本
位

の
保

育
制

度
に
向

け
た
抜

本
的

な
改

革
・
利

用
者

と
事

業
者

の
間

の
公

的
契

約
制

度
の

導
入

、
保

育
に
欠

け
る
要

件
の

見
直

し
、
利

用
者

補
助

方
式

へ
の

転
換

の
方

向
な
ど
、
利

用
者

本
位

の
制

度
を
実

現
す
る
。
ま
た
、
保

育
料

設
定

の
在

り
方

に
つ
い
て
、
水

準
の

在
り
方

も
含

め
、
制

度
設

計
の

中
で
検

討
す
る
。

用
者

本
位

の
制

度
を
実

現
す
る
。
ま
た
、
保

育
料

設
定

の
在

り
方

に
つ
い
て
、
水

準
の

在
り
方

も
含

め
、
制

度
設

計
の

中
で
検

討
す
る
。

（
ｲ
）
イ
コ
ー
ル

フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
株

式
会

社
・
N

PO
の

参
入

促
進

・
株

式
会

社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
社

会
的

企
業

も
含

め
た
更

な
る
参

入
促

進
を
図

る
べ

く
、
客

観
的

基
準

に
よ
る
指

定
制

度
の

導
入

を
検

討
す
る
。

・
ま
た
、
施

設
整

備
補

助
の

在
り
方

、
運

営
費

の
使

途
範

囲
・
会

計
基

準
等

の
見

直
し
に
つ
い
て
も
、
制

度
設

計
の

中
で
検

討
す
る
。

（
ｳ
）
幼

保
一

体
化

の
推

進
（
ｳ
）
幼
保

体
化

の
推
進

・
上

記
制

度
に
お
け
る
新

た
な
給

付
体

系
の

検
討

等
と
あ
わ

せ
て
、
認

定
こ
ど
も
園

制
度

の
在

り
方

な
ど
幼

児
教

育
、
保

育
の

総
合

的
な
提

供
（
幼

保
一

体
化

）
の

在
り
方

に
つ
い
て
も
検

討
し
、
結

論
を
得

る
。
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「
子

ど
も
・
子

育
て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
」
に
つ
い
て

～
平

成
２
２
年

１
月

２
９
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
～

平
成

２
２
年

１
月

２
９
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定

１
趣

旨
「
明
日
の
安
心
と
成
長
の
た
め
の
緊
急
経
済
対
策
」
（
平
成
2
1
年
1
2
月
8
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
幼
保
一
体
化
を
含
む
新
た
な
次
世
代
育
成
支
援
の

た
め
の
包
括
的

・
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検

討
を
行

う
た
め
、
「
子

ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
」
（
以
下
、
「
会

議
」
と
い
う
。
）

を
開

た
め
の

包
括

的
元

的
な
シ
ス
テ
ム
の

構
築

に
い
て
検

討
を
行

う
た
め
、

子
ど
も

子
育

て
新

シ
ス
テ
ム
検

討
会

議
」
（
以

下
、

会
議

」
と
い
う
。
）

を
開

催
す
る
。

２
構
成
員

会
議

の
構

成
員

は
、
以

下
の

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
議

長
は

、
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
構

成
員

を
追

加
し
、
又

は
関

係
者

に
出

席
を
求

め
る
こ
と

が
で
き
る

が
で
き
る
。

（
共
同
議
長
）
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
）
・
国
家
戦
略
担
当
大
臣

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
）

（
構
成
員
）

総
務
大
臣

財
務
大

財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

経
済
産
業
大
臣

そ
の
他

、
必

要
に
応
じ
て
議
長
が
指

名
す
る
者

そ
他
、
必

要
議
長

指
名

す
る
者

３
作
業
グ
ル
ー
プ

会
議
の
下
に
「
作
業
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
す
る
。
作
業
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
会
議
の
構
成
員
た
る
府
省
の
副
大
臣
又
は
政
務
官
及
び
必
要
に
応
じ
て
議

長
が

指
名

す
る
者

と
す
る
。

４
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平
成
2
2
年
6
月
を
目
途
に
基
本
的
な
方
向
を
固
め
、
少
子
化
社
会
対
策
会
議
、
行
政
刷
新
会
議
及
び
成
長
戦
略
策
定
会
議
に
報
告
す
る
。

５
庶

務 会
議
の
庶
務
は

厚
生
労
働
省

文
部
科
学
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て

内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る

会
議
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○○
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
（（
平

成
平

成
2
1

2
1
年年

1
0

1
0
月月

77
日日

））

地
方

分
権

改
革

（
保

育
所

の
基

準
関

係
）
に
つ
い
て

○○
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
内

容
（（
平

成
平

成
年年

月月
日日

））
保

育
所

の
基

準
に
つ
い
て
、
廃

止
又

は
条

例
委

任
す
る
。

○○
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
の

内
容

（
平

成
地

方
分

権
改

革
推

進
計

画
の

内
容

（
平

成
2
1

2
1
年年

1
2

1
2
月月

1
5

1
5
日

閣
議

決
定

）
日

閣
議

決
定

）

保
育

所
の

最
低

基
準

は
条

例
で
都

道
府

県
等

（
※

）
が

定
め
る
。
そ
の

際
、

１
．
○

保
育
士
の
配
置
基
準

○
居

室
の

面
積

基
準

（
乳

児
室

1
.
6
5
㎡
、
ほ
ふ
く
室
3
.
3
㎡

、
2
歳

以
上

の
保

育
室

1
.
9
8
㎡
）

○
保

育
の

内
容

（
保

育
指

針
）
、
調

理
室

（
自

園
調

理
）

な
ど
に
つ
い
て
は

国
の

基
準

と
同

じ
内

容
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

→
「
従

う
べ

き
基

準
」

な
ど
に
つ
い
て
は

、
国

の
基

準
と
同

じ
内

容
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

→
「
従

う
べ

き
基

準
」

２
．
○

屋
外
遊
戯
場
の
設
置

○
必
要
な
用
具
の
備
え
付
け

○
耐
火
上
の
基
準

○
保
育
時
間

○
保
護
者
と
の
密
接
な
連
絡

な
ど
に
つ
い
て
は

、
国

の
基

準
を
参

考
に
す
れ

ば
よ
い
。

→
「
参

酌
す
べ

き
基

準
」

３
．

た
だ
し
、
居

室
の

面
積

基
準

に
つ
い
て
は

、
東

京
等

の
一

部
の

地
域

に
限

り
、
待

機
児

童
解

消
ま
で
の

一
時

的
な
措

置
と
し
て
、
合

理
的

な

理
由

が
あ
る
範

囲
内

で
、
国

の
基

準
と
異

な
る
内

容
を
定

め
る
こ
と
が

で
き
る
。

→
「
標

準
」

（
※

）
都

道
府

県
、
政

令
指

定
都

市
、
中

核
市

→
地

域
主

権
改

革
推

進
一

括
法

案
（
仮

称
）
を
、
平

成
2
2
年

通
常

国
会

に
提

出
す
る
予

定
。
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保
育

所
に
お
け
る
給

食
の

外
部

搬
入

方
式

に
つ
い
て

「
特
区
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
規
制
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
に
係
る
評
価
意
見
」

【
評

価
】

地
域

を
限

定
す
る
こ
と
な
く
全

国
に
お
い
て
実

施
（
た
だ
し
、
３
歳

以
上

児
に
対

す
る
給

食
に
限

る
。
）

（
評
価
の
判
断
の
理
由
等
）

「
特
区
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
規
制
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
に
係
る
評
価
意
見
」

（
平

成
22

年
2月

4日
構

造
改

革
特

別
区

域
推

進
本

部
評

価
・
調

査
委

員
会

）

現
行

特
区

の
全

国
展

開
後

（
平

成
２
２
年

４
月

（
予

定
）
）

（
評
価
の
判
断
の
理
由
等
）

３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は
、
全
国
展
開
を
不
適
当
と
す
る
よ
う
な
弊
害
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
３
歳
未
満
児
に
つ
い
て
は
、
咀
し
ゃ
く
機
能
発
達
等
の

観
点
か
ら
特
に
配
慮
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
懸
念
さ
れ
る
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
の

適
切
な
方
策
を
引
き
続
き
検
討
し
つ
つ
、
特
区
と
し
て
継
続
す
る
こ
と

と
す
る
。

○
特

区
の

認
定

を
受

け
た
市

町
村

で
は

公
立
保
育
所
の
全
年
齢
に
お
い
て

現
行

特
区

の
全

国
展

開
後

（
平

成
２
２
年

４
月
～
（
予
定
）
）

※
３
歳

以
上

児
の

給
食

の
外

部
搬

○
３
歳

以
上

児
に
つ
い
て
は
公
・
私
立
と
も

に
外

部
搬

入
方

式
を
採

用
す
る
こ
と
が

可
能

、
公
立
保
育
所
の
全
年
齢
に
お
い
て

外
部

搬
入

方
式

を
採

用
す
る
こ
と
が

可
能
。

入
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
の
特
区
認

定
要

件
を
踏

ま
え
、
基

準
を
策

定
し

、
質
を
担
保
し
た
場
合
の
み
実
施
で

き
る
こ
と
と
す
る
。

に
外

部
搬

入
方

式
を
採

用
す
る
こ
と
が

可
能
。

○
３
歳

未
満

児
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
み
に

つ
い
て
、
引

き
続

き
特

区
の

認
定

を
受

け
た

市
町

村
に
限

り
外

部
搬

入
方

式
を
採

用
す

る
こ
と
が

可
能

。
（
私

立
は

自
園

調
理

）

公
立

私
立

公
立

私
立

3
5
歳

特
区

に
よ
ら
ず

（
特
区
認
定
要
件
）

・
調

理
室

と
し
て
加

熱
、
保

存
等

の
た
め
の

調
理

機
能

を
有

し
て
い
る
こ
と
。

・
入
所
児
童
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
食
事

を
提
供
す

る
こ
と
が

可
能

。
（
私

立
は

自
園

調
理

）

0
～

5
歳

（
特
区
）

外
部
搬
入
可
能

自
園
調
理

3
～
5
歳

特
区

に
よ
ら
ず

外
部
搬
入
可
能

0
～
2
歳

（
特
区
）

外
部
搬
入
可
能

自
園
調
理

を
提
供
す
る
こ
と
。

・
食
育
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
食
事
を

提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

等

※
平
成
２
２
年
１
月
現
在
、
８
６
市
町
村
４
５
５
施
設
が
特
区
認
定
さ
れ
て
い
る
。
（
う
ち
３
歳
以
上
児
の
み
：
１
７
０
施
設
）

※
今
後
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
（
本
部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
。
本
部
員
は
国
務
大
臣
。
）
に
よ
り
政
府
の
対
応
方
針
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ

れ
を
踏
ま
え
、
所
要
の
法
令
改
正
を
行
う
。
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新
保
育
所
保
育
指
針
に
つ
い
て

○
第

1章
～
第

7章
で
構

成
、
保

育
所

に
お
け
る
保

育
の

内
容

を
定

め
る

○
厚

生
労

働
大

臣
告

示
（
平

成
20

年
3月

28
日

公
布

）
○

厚
生

労
働

大
臣

告
示

（
平

成
20

年
3月

28
日

公
布

）

第
２
章

子
ど
も
の
発
達

第
３
章

保
育
の
内
容

第
４
章

保
育
の
計
画
及
び
評
価

乳
幼

児
期

の
子

ど
も
が

身
に
つ
け
る
こ
と
が

望
ま
れ

る
心

情
、

１
．
保
育
の
ね
ら
い
及
び
内
容

２
保

育
の

実
施

上
の

配
慮

事
項

保
育

士
等

が
子

ど
も
の

発
達

及
び
生

活
の
連
続
性
に
配
慮
し
て
保
育
す
る
た
め
、

乳
幼
児
期
の
発
達
の
特
性
や
発
達
過
程

に
つ
い
て
示
す

意
欲
、
態
度
な
ど
の
事
項
及
び
保
育
士
等
が
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
等
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
内
容
を
示
す

計
画
に
基
づ
い
た
保
育
の
実
施
の
た
め
、

「
保
育
課
程
」
及
び
「
指
導
計
画
」
を
明
確
化

す
る
と
と
も
に
、
保
育
の
質
の
向
上
の
観
点

か
ら
、
保

育
所

や
保

育
士

等
の

自
己

評
価

第
１
章

総
則

１
．
乳

幼
児
期
の
発
達
の
特
性

２
．
発

達
過
程

２
．
保

育
の

実
施

上
の

配
慮

事
項

１
．
保
育
の
計
画

２
．
保
育
の
内
容
等
の
自

己
評
価

保
育
所
保
育
指
針
の
基
本
と
な
る
考
え
方
と
全
体
像
を
示
す

か
ら
、
保

育
所

や
保

育
士

等
の

自
己

評
価

に
つ
い
て
示
す

第
５
章

健
康
及
び
安
全

第
７
章

職
員
の
資
質
向
上

１
．
趣

旨
２
．
保

育
所

の
役

割
３
．
保

育
の

原
理

保
育
の
内
容
等
の
自

評
価

（
２
章
以
下
の
根
幹
を
成
す
）

第
６
章

保
護
者
に
対
す
る
支
援

３
保

育
の

原
理

４
．
保

育
所

の
社

会
的

責
任

子
ど
も
の
生
命
の
保
持
と
健
や
か
な
生
活

の
基
本
と
な
る
健
康
及
び
安
全
の
確
保
の

た
め
、
保

育
所

に
お
い
て
留

意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事

項
に
つ
い
て
示
す

質
の
高
い
保
育
を
展
開
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
職
員
の
資
質
向
上
に
つ

い
て
、
施
設
長
の
責
務
を
明
確
化
す
る

と
と
も
に
研
修
等
に
つ
い
て
示
す

１
．
子
ど
も
の
健
康
支
援

２
．
環

境
及

び
衛

生
管

理
並

び
に

安
全
管
理

１
．
保

育
所

に
お
け
る
保

護
者

に
対

す
る

支
援

の
基

本

１
．
職
員
の
資
質
向
上
に
関
す
る

基
本
事
項

２
施
設
長
の
責
務

項
保
護
者
支
援
の
原
則
や
基
本
を
踏
ま
え
、
保
育
所
の
特
性
を

生
か
し
た
入
所
児
の
保
護
者
へ
の
支
援
及
び
地
域
の
子
育
て

支
援
に
つ
い
て
示
す

と
と
も
に
研
修
等
に
つ
い
て
示
す

安
全
管
理

３
．
食
育
の
推
進

４
．
健
康
及
び
安
全
の
実
施
体
制
等

支
援

の
基

本
２
．
保
育
所
に
入
所
し
て
い
る
子
ど
も
の

保
護
者
に
対
す
る
支
援

３
．
地

域
に
お
け
る
子

育
て
支

援

２
．
施
設
長
の
責
務

３
．
職
員
の
研
修
等
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保
育

所
に

お
け

る
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
国

（
厚

生
労

働
省

）
が

取
り

組
む

施
策

及
び

地
方

公
共

団
体

（
都

道
府

県
及

び
市

町
村

）

が
取

り
組

む
こ

と
が

望
ま

れ
る

施
策

に
関

す
る

総
合

的
な

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
し

、
保

育
所

保
育

指
針

改
定

（
平

成
２

０
年

３
月

告
示

）
に

併
せ

て
通

知
。

各
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
も

保
育

所
に

お
け

る
質

の
向

上
の

た
め

の
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

す
る

こ
と

を
奨

励
。

（
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く
都

道
府

県
行

動
計

画
及

び
市

町
村

行
動

計
画

と
一

体
的

に
策

定
す

る
こ

と
も

可
）

平
成

２
０

年
度

か
ら

平
成

２
４

年
度

ま
で

の
５

年
間

（
１

）
保

育
実

践
の

改
善

・
向

上

自
己

評
価

、
保

育
実

践
に

関
す

る
調

査
研

究
の

推
進

、
情

報
技

術
を

活
用

し
た

業
務

効
率

化
な

ど

（
２

）
子

ど
も

の
健

康
及

び
安

全
の

確
保

保
健

・
衛

生
面

の
対

応
の

明
確

化
、

看
護

師
等

の
専

門
的

職
員

の
確

保
の

推
進
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保
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養

成
の

在
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を

支
え

る
基

盤
の
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（
４
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を
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え

る
基

盤
の

強
化

評
価

の
充

実
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果
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ー

タ
ベ

ー
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化
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び
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、

保
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環
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の
改
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・

充
実

の
た

め
の

財
源

確
保
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平
成

21
（
20

09
）
年

保
育
所
の
耐
震
化
に
関
す
る
状
況
調
査
に
よ
る
耐
震
化
の
状
況

平
成

21
年

4月
1日

現
在

昭
和

56
（
19

81
）
年
以
前
の
建
物

P2
09

～
P2

17
の
資
料
は

２
月
１
８
日
現
在
の

未
定

稿 昭
和

57
（
19

82
）
年
以
降
の
建
物

10
33

9棟
（
46

3％
）

昭
和

56
（
19

81
）
年
以
前
の
建
物

11
,9

92
棟
（
53

.7
％
）

P2
09

～
P2

17
の
資

料
は
、
２
月
１
８
日
現
在
の

集
計

状
況

で
あ
り
、
今

後
変
わ

り
う
る
。 10

,3
39

棟
（
46

.3
％
）

耐
震
診
断
未
実
施
建
物

6,
90

4棟
（
30

.9
％
）

全
体

棟
数

22
,3

31
棟

耐
震
性
が
あ
る
建
物

耐
震
性
が
な
い
建
物
で
未
改
修
の
も
の

1,
36

7棟
（
6.

1％
）

耐
震
性
が
あ
る
建
物

（
改
修
済
み
を
含
む
）

3,
72

1棟
（
16

.7
％
）

,
棟
（

）

耐
震
性
あ
り

耐
震

診
断

済
み

08
8棟

（
42

4
）

耐
震
性

な
し
＋

未
実

施
震

14
,0

60
棟
（
63

.0
％
）

5,
08

8棟
（
42

.4
％

）
震 8,
27

1棟
（
37

.0
％
）

※
42

.4
％
＝

5,
08

8棟
（
耐
震
診
断
実
施
棟
数
）

11
,9

92
棟
（
昭
和

56
年
以
前
）

－209－

TKUUG
タイプライターテキスト
（資料１１）

TKUUG
タイプライターテキスト



平
成

21
（
20

09
）
年

公
立
保
育
所
の
耐
震
化
に
関
す
る
状
況
調
査
に
よ
る
耐
震
化
の
状
況

平
成

21
年

4月
1日

現
在

昭
和

56
（
19

81
）
年
以
前
の
建
物

未
定

稿

昭
和

57
（
19

82
）
年
以
降
の
建
物

3
76

1棟
（
36

7％
）

昭
和

56
（
19

81
）
年
以
前
の
建
物

6,
49

0棟
（
63

.3
％
）

3,
76

1棟
（
36

.7
％
）

耐
震
診
断
未
実
施
建
物

3,
15

2棟
（
30

.7
％
）

全
体

棟
数

耐
震
性
が
な
い
建
物
で
未
改
修
の
も
の

全
体

棟
数

10
,2

51
棟

耐
震
性
が
あ
る
建
物

（
改
修
済
み
を
含
む
）

2,
45

2棟
（
23

.9
％
）

耐
震
性
が
な
い
建
物
で
未
改
修
の
も
の

88
6棟

（
8.

6％
）

耐
震
性
あ
り

耐
震

診
断

済
み

3
33

8棟
（

1
4

）
耐
震
性

な
し
＋

未
実

施
震

6,
21

3棟
（
60

.6
％
）

3,
33

8棟
（
51

.4
％

）
震 4,
03

8棟
（
39

.4
％
）

※
51

.4
％
＝

3,
33

8棟
（
耐
震
診
断
実
施
棟
数
）

6,
49

0棟
（
昭
和

56
年
以
前
）
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平
成
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（
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）
年

私
立
保
育
所
の
耐
震
化
に
関
す
る
状
況
調
査
に
よ
る
耐
震
化
の
状
況

平
成

21
年

4月
1日

現
在

昭
和

56
（
19

81
）
年
以
前
の
建
物

5
50

2棟
（
45

5％
）

未
定

稿

昭
和

57
（
19

82
）
年
以
降
の
建
物

6
57

8棟
（
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5％
）

5,
50

2棟
（
45

.5
％
）
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57

8棟
（
54

.5
％
）

耐
震
診
断
未
実
施
建
物

3,
75

2棟
（
31

.1
％
）

全
体

棟
数

12
08

0棟

耐
震
性
が
な
い
建
物
で
未
改
修
の
も
の

48
1棟

（
4.

0％
）

12
,0

80
棟

耐
震
性
が
あ
る
建
物

（
改
修
済
み
を
含
む
）

1,
26

9棟
（
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.5
％
）

耐
震
性
あ
り

耐
震

診
断

済
み

1
0棟

（
31

8
）

耐
震
性

な
し
＋

未
実

施
震

7,
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7棟
（
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.0
％
）

1,
75

0棟
（
31

.8
％

）
震 4,
23

3棟
（
35

.0
％
）

※
31

.8
％
＝

1,
75

0棟
（
耐
震
診
断
実
施
棟
数
）

5,
50

2棟
（
昭
和

56
年
以
前
）
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未
定

稿

全
国
耐
震
化
率

（
63

.0
%
）

全
国
耐
震
診
断

実
施
率

（
42

.4
%
）
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（
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.4
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（
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%
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全
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断

実
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率

（
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.4
%
）

－214－



未
定

稿

全
国
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（
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（
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.4
%
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耐
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化
率

全
国
耐
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化
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（
65

.0
%
）

全
国
耐
震
診

断
実
施
率

（
31

.8
%
）
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都道府県・指定都市・中核市別特別保育実施状況
① 延長保育促進事業　 ② 一時保育促進事業 ③ 特定保育事業

公　立 民　間   公　営 民　営   公　営 民　営 
 北海道 73 116 189  北海道 83 57 140  北海道 3 7 10
 青森県 11 265 276  青森県 8 98 106  青森県 1 1 2
 岩手県 69 123 192  岩手県 31 88 119  岩手県 0 0 0
 宮城県 85 44 129  宮城県 27 13 40  宮城県 6 6 12
 秋田県 66 86 152  秋田県 38 51 89  秋田県 0 0 0
 山形県 71 80 151  山形県 32 47 79  山形県 3 15 18
 福島県 64 73 137  福島県 23 47 70  福島県 2 7 9
 茨城県 114 254 368  茨城県 41 179 220  茨城県 0 17 17
 栃木県 83 101 184  栃木県 50 82 132  栃木県 0 4 4
 群馬県 33 229 262  群馬県 27 137 164  群馬県 2 1 3
 埼玉県 242 307 549  埼玉県 84 153 237  埼玉県 22 47 69
 千葉県 222 151 373  千葉県 71 87 158  千葉県 21 27 48
 東京都 716 614 1,330  東京都 127 240 367  東京都 6 15 21

 神奈川県 93 157 250  神奈川県 22 84 106  神奈川県 2 19 21
 新潟県 157 92 249  新潟県 88 64 152  新潟県 0 0 0
 富山県 69 70 139  富山県 23 60 83  富山県 0 0 0
 石川県 139 68 207  石川県 88 66 154  石川県 0 0 0
 福井県 86 106 192  福井県 53 69 122  福井県 5 2 7
 山梨県 57 73 130  山梨県 25 40 65  山梨県 1 1 2
 長野県 178 62 240  長野県 107 43 150  長野県 0 1 1
 岐阜県 87 102 189  岐阜県 59 62 121  岐阜県 0 1 1
 静岡県 61 136 197  静岡県 90 127 217  静岡県 1 17 18
 愛知県 218 87 305  愛知県 98 47 145  愛知県 18 14 32
 三重県 61 105 166  三重県 29 59 88  三重県 1 10 11
 滋賀県 59 114 173  滋賀県 14 68 82  滋賀県 0 1 1
 京都府 51 75 126  京都府 25 49 74  京都府 0 1 1
 大阪府 224 347 571  大阪府 26 184 210  大阪府 2 24 26
 兵庫県 139 263 402  兵庫県 21 188 209  兵庫県 0 6 6
 奈良県 63 54 117  奈良県 16 32 48  奈良県 1 6 7

 和歌山県 49 27 76  和歌山県 8 14 22  和歌山県 0 3 3
 鳥取県 74 53 127  鳥取県 30 14 44  鳥取県 0 0 0
 島根県 38 146 184  島根県 24 151 175  島根県 2 45 47
 岡山県 69 65 134  岡山県 34 38 72  岡山県 0 1 1
 広島県 77 75 152  広島県 37 42 79  広島県 4 11 15
 山口県 45 120 165  山口県 71 94 165  山口県 0 6 6
 徳島県 47 70 117  徳島県 15 42 57  徳島県 2 19 21
 香川県 21 39 60  香川県 7 24 31  香川県 0 0 0
 愛媛県 32 43 75  愛媛県 17 20 37  愛媛県 1 3 4
 高知県 6 28 34  高知県 12 3 15  高知県 0 0 0
 福岡県 86 247 333  福岡県 27 134 161  福岡県 2 3 5
 佐賀県 37 149 186  佐賀県 11 106 117  佐賀県 0 0 0
 長崎県 20 249 269  長崎県 19 160 179  長崎県 0 0 0
 熊本県 87 274 361  熊本県 19 146 165  熊本県 0 4 4
 大分県 24 89 113  大分県 23 79 102  大分県 0 6 6
 宮崎県 23 162 185  宮崎県 5 87 92  宮崎県 0 5 5

 鹿児島県 19 189 208  鹿児島県 8 81 89  鹿児島県 0 0 0
 沖縄県 62 223 285  沖縄県 18 109 127  沖縄県 5 39 44
 札幌市 17 139 156  札幌市 5 67 72  札幌市 0 0 0
 仙台市 49 68 117  仙台市 6 22 28  仙台市 6 22 28

さいたま市 62 56 118 さいたま市 9 32 41 さいたま市 0 0 0
 千葉市 58 33 91  千葉市 4 15 19  千葉市 4 15 19
 横浜市 56 276 332  横浜市 32 110 142  横浜市 31 161 192
 川崎市 87 49 136  川崎市 0 23 23  川崎市 0 0 0
 新潟市 44 101 145  新潟市 52 64 116  新潟市 0 0 0
 静岡市 21 39 60  静岡市 15 47 62  静岡市 0 0 0
 浜松市 20 61 81  浜松市 19 59 78  浜松市 0 0 0

 名古屋市 61 95 156  名古屋市 0 27 27  名古屋市 0 26 26
 京都市 16 153 169  京都市 7 30 37  京都市 7 30 37
 大阪市 51 159 210  大阪市 11 41 52  大阪市 11 40 51
 堺市 25 73 98  堺市 1 42 43  堺市 0 5 5

 神戸市 73 115 188  神戸市 9 64 73  神戸市 9 83 92
 広島市 36 70 106  広島市 0 37 37  広島市 0 0 0

 北九州市 12 118 130  北九州市 1 51 52  北九州市 0 5 5
 福岡市 17 146 163  福岡市 0 32 32  福岡市 0 2 2
 旭川市 3 17 20  旭川市 0 8 8  旭川市 0 0 0
 函館市 1 18 19  函館市 0 27 27  函館市 0 0 0
青森市 2 80 82 青森市 1 66 67 青森市 0 0 0
盛岡市 17 35 52 盛岡市 0 13 13 盛岡市 0 0 0
 秋田市 15 29 44  秋田市 8 25 33  秋田市 15 0 15
 郡山市 12 13 25  郡山市 2 3 5  郡山市 2 3 5

 いわき市 0 20 20  いわき市 3 10 13  いわき市 0 0 0
 宇都宮市 18 52 70  宇都宮市 2 45 47  宇都宮市 0 0 0
 川越市 20 13 33  川越市 5 6 11  川越市 0 0 0

柏市 23 8 31 柏市 4 5 9 柏市 0 0 0
 船橋市 15 32 47  船橋市 1 12 13  船橋市 0 0 0

 横須賀市 11 28 39  横須賀市 2 6 8  横須賀市 1 0 1
 相模原市 20 40 60  相模原市 10 33 43  相模原市 0 0 0
 富山市 29 35 64  富山市 15 25 40  富山市 0 0 0
 金沢市 13 97 110  金沢市 6 82 88  金沢市 0 0 0
 長野市 7 42 49  長野市 6 4 10  長野市 0 0 0
 岐阜市 3 19 22  岐阜市 3 14 17  岐阜市 0 0 0
 豊橋市 4 25 29  豊橋市 1 2 3  豊橋市 0 0 0
 岡崎市 16 17 33  岡崎市 8 4 12  岡崎市 0 0 0
 豊田市 18 10 28  豊田市 5 3 8  豊田市 2 0 2
 高槻市 13 24 37  高槻市 0 19 19  高槻市 0 0 0

 東大阪市 14 43 57  東大阪市 3 29 32  東大阪市 0 0 0
西宮市 23 22 45 西宮市 0 10 10 西宮市 0 0 0
 姫路市 14 49 63  姫路市 2 25 27  姫路市 0 0 0
 奈良市 0 17 17  奈良市 0 6 6  奈良市 0 0 0

 和歌山市 2 33 35  和歌山市 2 7 9  和歌山市 0 0 0
 岡山市 24 60 84  岡山市 25 55 80  岡山市 0 0 0
 倉敷市 12 56 68  倉敷市 0 16 16  倉敷市 0 0 0
 福山市 69 51 120  福山市 56 15 71  福山市 4 4 8
 下関市 8 25 33  下関市 7 33 40  下関市 0 3 3
 高松市 22 30 52  高松市 3 25 28  高松市 0 0 0
 松山市 22 33 55  松山市 9 21 30  松山市 9 19 28
 高知市 17 25 42  高知市 1 7 8  高知市 0 0 0

久留米市 0 46 46 久留米市 1 22 23 久留米市 0 0 0
 長崎市 0 79 79  長崎市 0 55 55  長崎市 0 0 0
 熊本市 18 115 133  熊本市 0 14 14  熊本市 0 0 0
 大分市 0 40 40  大分市 1 8 9  大分市 0 0 0
 宮崎市 2 89 91  宮崎市 0 57 57  宮崎市 0 0 0

 鹿児島市 11 83 94  鹿児島市 0 32 32  鹿児島市 0 30 30

合計 5,630 9,903 15,533  合計 2,174 5,477 7,651  合計 214 843 1,057
（注１）実施か所数は平成20年度交付決定ベースである。（ただし、延長保育（公立分）については、保育課調べ）
（注２）都道府県の実施か所数は、その区域内の政令指定都市、中核市に係る数値を除いたものである。

 実施か所数  実施か所数 
計 計計

 実施か所数 
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④ 休日保育事業 ⑤ 夜間保育所の設置状況 ⑥ 病児・病後児保育事業

  公　営 民　営   公　営 民　営  病児対応型 病後児対応型 体調不良児対応型

 北海道 3 11 14 北海道 0 2 2 北海道 0 7 1 8
 青森県 1 62 63 青森県 0 0 0 青森県 3 4 0 7
 岩手県 0 25 25 岩手県 0 0 0 岩手県 0 5 19 24
 宮城県 1 1 2 宮城県 0 0 0 宮城県 0 0 0 0
 秋田県 1 12 13 秋田県 0 0 0 秋田県 7 8 10 25
 山形県 0 7 7 山形県 0 0 0 山形県 1 3 18 22
 福島県 0 4 4 福島県 0 0 0 福島県 0 3 2 5
 茨城県 0 49 49 茨城県 0 2 2 茨城県 3 22 23 48
 栃木県 2 20 22 栃木県 0 0 0 栃木県 1 13 13 27
 群馬県 1 17 18 群馬県 0 0 0 群馬県 0 9 20 29
 埼玉県 0 19 19 埼玉県 0 1 1 埼玉県 6 16 2 24
 千葉県 0 15 15 千葉県 0 0 0 千葉県 7 17 22 46
 東京都 5 42 47 東京都 0 3 3 東京都 22 61 11 94

 神奈川県 2 10 12 神奈川県 0 6 6 神奈川県 1 6 1 8
 新潟県 3 9 12 新潟県 0 0 0 新潟県 1 9 0 10
 富山県 0 18 18 富山県 0 0 0 富山県 1 8 11 20
 石川県 2 18 20 石川県 0 1 1 石川県 3 19 12 34
 福井県 1 9 10 福井県 0 2 2 福井県 12 16 0 28
 山梨県 0 3 3 山梨県 0 1 1 山梨県 2 4 10 16
 長野県 17 5 22 長野県 0 0 0 長野県 6 9 1 16
 岐阜県 1 2 3 岐阜県 0 0 0 岐阜県 1 7 0 8
 静岡県 7 15 22 静岡県 0 0 0 静岡県 3 28 3 34
 愛知県 5 11 16 愛知県 0 0 0 愛知県 7 11 0 18
 三重県 4 5 9 三重県 0 0 0 三重県 7 2 0 9
 滋賀県 1 13 14 滋賀県 0 2 2 滋賀県 3 6 5 14
 京都府 1 3 4 京都府 0 0 0 京都府 4 7 7 18
 大阪府 1 19 20 大阪府 0 4 4 大阪府 9 24 61 94
 兵庫県 0 15 15 兵庫県 0 1 1 兵庫県 5 8 8 21
 奈良県 0 2 2 奈良県 0 0 0 奈良県 1 4 10 15

 和歌山県 1 3 4 和歌山県 0 0 0 和歌山県 1 3 1 5
 鳥取県 2 4 6 鳥取県 0 1 1 鳥取県 4 12 0 16
 島根県 1 25 26 島根県 0 3 3 島根県 5 10 2 17
 岡山県 1 5 6 岡山県 0 0 0 岡山県 2 6 16 24
 広島県 0 2 2 広島県 0 0 0 広島県 5 6 2 13
 山口県 3 7 10 山口県 0 0 0 山口県 15 0 0 15
 徳島県 0 4 4 徳島県 0 0 0 徳島県 4 4 3 11
 香川県 1 4 5 香川県 0 0 0 香川県 4 1 0 5
 愛媛県 0 3 3 愛媛県 0 0 0 愛媛県 6 1 1 8
 高知県 0 1 1 高知県 0 0 0 高知県 0 4 1 5
 福岡県 3 9 12 福岡県 0 0 0 福岡県 9 12 0 21
 佐賀県 2 9 11 佐賀県 0 0 0 佐賀県 0 5 0 5
 長崎県 1 31 32 長崎県 0 2 2 長崎県 4 7 7 18
 熊本県 1 25 26 熊本県 0 1 1 熊本県 5 6 0 11
 大分県 0 11 11 大分県 0 0 0 大分県 0 6 0 6
 宮崎県 0 13 13 宮崎県 0 0 0 宮崎県 2 8 0 10

 鹿児島県 0 17 17 鹿児島県 0 0 0 鹿児島県 6 3 0 9
 沖縄県 0 4 4 沖縄県 0 3 3 沖縄県 6 6 0 12
 札幌市 2 0 2 札幌市 0 3 3 札幌市 0 0 0 0
 仙台市 0 6 6 仙台市 0 0 0 仙台市 4 0 0 4

さいたま市 0 5 5 さいたま市 0 0 0 さいたま市 4 0 0 4
 千葉市 0 3 3  千葉市 0 0 0  千葉市 7 0 0 7
 横浜市 0 9 9  横浜市 0 1 1  横浜市 10 5 0 15
 川崎市 0 6 6  川崎市 0 1 1  川崎市 0 2 0 2
 新潟市 0 4 4  新潟市 0 1 1  新潟市 3 0 0 3
 静岡市 0 0 0  静岡市 0 0 0  静岡市 0 0 0 0
 浜松市 0 3 3  浜松市 0 0 0  浜松市 0 6 0 6

 名古屋市 0 8 8  名古屋市 0 4 4  名古屋市 4 2 0 6
 京都市 1 2 3  京都市 0 7 7  京都市 0 5 0 5
 大阪市 14 7 21  大阪市 0 6 6  大阪市 8 20 0 28
 堺市 0 3 3  堺市 0 1 1  堺市 0 1 0 1

 神戸市 0 1 1  神戸市 0 0 0  神戸市 6 1 0 7
 広島市 0 2 2  広島市 0 0 0  広島市 7 0 0 7

 北九州市 0 7 7  北九州市 0 1 1  北九州市 9 0 0 9
 福岡市 0 5 5  福岡市 0 1 1  福岡市 10 1 0 11
 旭川市 1 0 1  旭川市 0 1 1  旭川市 0 1 0 1
 函館市 0 2 2  函館市 0 0 0  函館市 0 1 0 1
青森市 0 15 15 青森市 0 0 0 青森市 0 0 0 0
盛岡市 0 7 7 盛岡市 0 0 0 盛岡市 0 3 0 3
 秋田市 0 4 4  秋田市 0 0 0  秋田市 0 2 2 4
 郡山市 0 0 0  郡山市 0 0 0  郡山市 0 2 0 2

 いわき市 1 2 3  いわき市 0 0 0  いわき市 0 2 0 2
 宇都宮市 0 1 1  宇都宮市 0 1 1  宇都宮市 1 2 0 3
 川越市 0 0 0  川越市 0 0 0  川越市 1 0 0 1

柏市 0 2 2 柏市 0 0 0 柏市 0 0 0 0
 船橋市 0 2 2  船橋市 0 0 0  船橋市 2 1 0 3

 横須賀市 0 1 1  横須賀市 0 0 0  横須賀市 1 0 0 1
 相模原市 0 2 2  相模原市 0 1 1  相模原市 0 1 0 1
 富山市 0 19 19  富山市 0 0 0  富山市 3 0 11 14
 金沢市 0 7 7  金沢市 0 2 2  金沢市 5 0 3 8
 長野市 1 2 3  長野市 0 1 1  長野市 0 1 0 1
 岐阜市 0 0 0  岐阜市 0 0 0  岐阜市 4 0 0 4
 豊橋市 1 0 1  豊橋市 0 0 0  豊橋市 1 1 0 2
 岡崎市 0 0 0  岡崎市 0 0 0  岡崎市 0 2 0 2
 豊田市 1 4 5  豊田市 0 0 0  豊田市 2 1 0 3
 高槻市 0 0 0  高槻市 0 0 0  高槻市 0 1 0 1

 東大阪市 0 0 0  東大阪市 0 1 1  東大阪市 2 2 0 4
西宮市 0 0 0 西宮市 0 0 0 西宮市 0 1 0 1
 姫路市 0 2 2  姫路市 0 0 0  姫路市 0 4 0 4
 奈良市 0 2 2  奈良市 0 1 1  奈良市 0 1 0 1

 和歌山市 0 0 0  和歌山市 0 0 0  和歌山市 0 0 0 0
 岡山市 0 9 9  岡山市 0 1 1  岡山市 5 0 0 5
 倉敷市 0 6 6  倉敷市 0 1 1  倉敷市 4 0 0 4
 福山市 1 2 3  福山市 0 2 2  福山市 4 0 0 4
 下関市 1 2 3  下関市 0 0 0  下関市 3 0 0 3
 高松市 0 3 3  高松市 0 1 1  高松市 3 1 0 4
 松山市 0 9 9  松山市 0 1 1  松山市 2 0 0 2
 高知市 0 0 0  高知市 0 0 0  高知市 0 3 0 3

久留米市 0 3 3 久留米市 0 0 0 久留米市 2 0 0 2
 長崎市 0 0 0  長崎市 0 0 0  長崎市 0 4 0 4
 熊本市 0 0 0  熊本市 0 1 1  熊本市 0 4 0 4
 大分市 0 0 0  大分市 0 0 0  大分市 4 0 0 4
 宮崎市 0 25 25  宮崎市 0 1 1  宮崎市 2 3 0 5

 鹿児島市 0 6 6  鹿児島市 0 0 0  鹿児島市 5 0 0 5

 合　計 99 828 927  合　計 0 77 77  合　計 322 523 319 1,164

計
 実施か所数 

計
 実施か所数 

（注）派遣型を除く。（注）夜間保育所の設置状況は平成21年4月1
日現在である。

計
 実施か所数 
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都道府県・指定都市・中核市別×公民別特別保育実施保育所の割合
１．延長保育促進事業

※　実施割合　＝　実施保育所数（Ｈ２０年度）／全保育所数（Ｈ２１．３現在）
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新潟県

富山県

石川県
福井県
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鹿児島市
平均

公立保育所の実施割合
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平均

民間保育所の実施割合

－220－



２．一時保育事業
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公立保育所の実施割合
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民間保育所の実施割合
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３．特定保育事業
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公立保育所の実施割合
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民間保育所の実施割合
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４．休日保育事業
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公立保育所の実施割合
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障害児保育の実施状況について 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 実施か所数 受入れ児童数（人） 

平成１９年度 7,120 （- 10） 10,749 （+79） 

平成２０年度 7,260 （+140） 10,719 （-30） 

             ※（ ）は対前年度増減数  

 
【実施か所数】 

 平成２０年度の障害児保育の実施か所数は 7,260 か所で、前年から 140 か所

（2.0％）の増。 

 
【対象児童数】 

 平成２０年度の障害児保育対象児童数は 10,719 人で、前年から 30 人（0.3％）

の減。 
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［母子保健課関係］
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１．妊婦健康診査等について

妊婦健康診査については、必要な回数（１４回程度）の健診を受けら

れるよう、平成２０年度第２次補正予算（７９０億円）において、地方

財政措置されていなかった残りの９回分について、平成２２年度までの

間、国庫補助（１／２）と地方財政措置（１／２）により支援を行って

いるところである。

平成２１年４月における公費負担の状況について調査を行ったところ、

公費負担回数の全国平均は１３．９６回であった（平成２０年４月時点

では５．５回）。（関連資料１）平成２２年４月時点の状況については、

近日中に調査を行う予定であるので、ご協力をお願いしたい。

なお、平成２３年度以降の対応については、妊婦健診が適切に実施さ

れるよう、実施主体である市区町村における妊婦健診の実施・定着状況

を踏まえつつ、今後、検討することとしているが、各自治体におかれて

は、公費負担の更なる充実が図られるよう、引き続き積極的な取組みをお

願いしたい。

また、妊娠中は母体や胎児の健康の確保を図る上で、定期的に健診を受

診し、普段以上に健康に気をつけることが必要であることから、妊婦健診

の受診を勧奨するため、厚生労働省において、健診の重要性の理解を促進

するためのリーフレットデザインを作成し、ホームページに掲載している。

各自治体におかれては、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレットの

作成、各種窓口での配布等の普及啓発に活用されたい。

○すこやかな妊娠と出産のために

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html

さらに、Ｂ型肝炎母子感染防止については、「Ｂ型肝炎母子感染防止対

策の周知徹底について（平成１６年４月２７日雇児母発第0427001号)」等

によりお願いしているところであるが、引き続き各医療機関において適切

な対応が行われるよう指導等をお願いしたい。
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２．不妊治療に対する支援について

子どもを持つことを望みながら不妊に悩む方々への施策については、引

き続き一層の充実が求められているところである。

このため、体外受精及び顕微授精を対象に高額な不妊治療を選択せざる

を得ない夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費助成事業を

実施し、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しているところで

ある。平成２１年度第１次補正予算において、給付額を１回当たり１０万

円から１５万円に引き上げるとともに、不妊治療に関する啓発や広報に関

する予算を計上したところであるが、平成２２年度予算（案）においては

給付実績等を勘案し、事業の継続実施に必要な予算を計上したところであ

るので、各都道府県等におかれては、不妊に関する専門的な相談に応じる

不妊専門相談センター事業と併せて積極的な取組みをお願いする。

また、不妊治療の実施医療機関の指定については、平成２１年５月に「特

定不妊治療費助成事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に

関する指針」を改正し、「医療法施行規則に定められている安全確保のた

めの体制確保」や「実施責任者の責務」などを明記したところであるので、

引き続き各都道府県等におかれては実施医療機関の指定や再審査に当たっ

て留意願いたい。

３．子どもの心の問題等への対応について

近年、ひきこもりなどの適応障害、小児うつ、摂食障害など様々な子ど

もの心の問題、児童虐待や発達障害（自閉症、アスペルガー症候群その他

の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等）などへの関心が高

まり、積極的な対応の強化が社会的要請となっている。しかしながら、子

どもの心の診療を専門的に行う医師及び専門医療機関が絶対的に不足して

いる状況である。また、関係機関への技術支援・情報提供等のネットワー

ク機能を有する拠点病院の整備も課題となっているところである。

こうしたことから、平成２０年度より都道府県域における拠点病院を中

核とし、地域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市町村保健センター、

要保護児童対策地域協議会、発達障害者支援センター、児童福祉施設及び

教育機関等と連携した支援体制の構築を図るため「子どもの心の診療拠点

病院機構推進事業」を創設し、モデル事業として実施している。
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本事業においては、

（１）子どもの心の診療支援（連携）事業

（２）子どもの心の診療関係者研修事業

（３）普及啓発・情報提供事業

を実施することとし、都道府県に対して３年を限度に補助を行うものであ

る。平成２１年度は、１１都道府県において実施されており、また、厚生

労働省において当該事業等に対する助言・評価を目的とした有識者会議を開

催しているところであり、年度内に第２回目の開催を予定している。

また、国立成育医療センターを中央拠点病院として、人材育成や都道府

県拠点病院に対する技術的支援等を行っており、平成２１年度は都道府県

拠点病院の担当者を集めた研修会を実施した。

なお、平成２３年度以降の対応については、本モデル事業の結果等を踏

まえ、今後、検討することとしている。

４．健やかな妊娠等サポート事業について

健やかな妊娠等サポート事業（旧：健やかな妊娠・出産等サポート事業）

については、小児科医療・産科医療の体制整備のための都道府県における

女性医師の労働環境整備の取組及び妊娠・出産の安全・安心の確保を目的

とする助産師等を活用した、健やかな妊娠・出産等をサポートするための

地域の先駆的な取組に必要な経費の補助を行ってきたところであるが、行

政刷新会議において決定された「事務事業の横断的見直し」を踏まえ、平

成２１年度をもって廃止することとしたので、御了知願いたい。

なお、妊娠期からの支援体制に関する取組については、引き続き、実施

することとしている。（別冊 交付要綱、実施要綱等 参照）

５．「健やか親子２１」について

「健やか親子２１」は、妊産婦死亡や乳幼児の事故死などの課題と、思

春期における健康問題や親子の心の問題などについて、２１世紀の母子保

健の取組の方向性と目標（値）を示して、関係機関・団体が一体となって

取り組む国民運動計画である。その達成のためには、国民をはじめ、教育

・医療・保健・福祉・労働・警察等の関係者、関係機関・団体がそれぞれ
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の立場から寄与することが重要である。

このため、関係機関・団体が一体となって各種取組を効率的に進めるこ

とを目的として、平成１３年４月に「健やか親子２１推進協議会」が設立

され、平成２２年２月現在で８５団体が参加している。

○「健やか親子２１」公式ホームページ

http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/

（１）「健やか親子２１」第２回中間評価について

２１世紀の母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１」につ

いては、平成２２年度で開始から１０年目を迎え、平成２１年３月か

ら、厚生労働省において、「『健やか親子２１』の評価等に関する検

討会」（以下「検討会」という。）を開催し、その取組について検討

を進めているところである。

「健やか親子２１」は、母子保健分野において「健康日本２１」の

一翼を担うという位置づけだけでなく、次世代育成支援対策の一環と

しての位置づけも有しており、第１回検討会において、「健やか親子

２１」は、次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画及び

市町村行動計画とともに、一体的に推進することが効果的であるとの

結論に達し、平成２２年度までの「健やか親子２１」の実施期間を４

年間延長し、平成２６年度までとしたところである。

この検討会では、平成２１年度内に、国民運動計画の実施状況の評

価、今後５年間の重点取組等について検討を行い、報告書を取りまと

めて、ホームページで公表する等、周知を図る予定である。各自治体

におかれては、母子保健に関する計画策定及び見直しの際に、当該報

告書を参考にするなどして、引き続き、「健やか親子２１」の一層の

推進について、ご尽力をお願いしたい。

（２）健やか親子２１全国大会について

今年度の全国大会は、「育てよう親のちから! こどもの未来!!

～私たちが今できる一歩を踏み出そう～」をテーマに静岡県で開催さ

れた。来年度は、「笑顔あふれる家族・地域！！～今、できること、

すべきこと～（仮）」をテーマとして、平成２２年１１月１０日（水）

～１２日（金）に、埼玉県において開催される予定である。

（３）マタニティマークについて

「健やか親子２１」の取組の一環として、妊娠・出産に関する安全

性と快適性の確保を目指し、妊産婦に対する社会の理解と配慮を促す
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ため、平成１８年３月に「マタニティマーク」を発表した。

平成１９年度から、各市町村において、母子健康手帳と併せてマタ

ニティマークの配布を行ったり、マタニティマークの趣旨を普及啓発

したりできるよう、地方財政上の措置を行っている。

平成２１年８月に各都道府県・政令市・特別区を通じ調査したとこ

ろ、取組を始めた市区町村が平成２０年度よりも増加していた。

しかしながら、未だ国民への周知が十分でないとの指摘もあること

から、国においても啓発に積極的に取り組んでいるところであり、都

道府県、市町村においても、更なるマタニティマークの周知、普及に

向けた取組の推進をお願いする。（関連資料２）

○ マタニティマークのホームページ

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0301-1.html

６．児童福祉施設における食事の提供等について

（１）「日本人の食事摂取基準」の改定について

日本人の食事摂取基準については、昨年６月に、「日本人の食事摂

取基準（２０１０年版）」を策定し、報告書としてとりまとめられた

ところである。この「日本人の食事摂取基準（２０１０年版）」は、

平成２２年度から使用するものであり、本年３月末に告示として示す

こととされている。この告示に合わせて、児童福祉施設における食事

の提供に当たっての食事摂取基準の活用に関する通知を発出すること

としており、適切な運用及び関係者等への周知・普及啓発をお願いす

る。

（２）「児童福祉施設における食事の提供ガイド（仮称）」について

児童福祉施設における食事は子どもの健全な発育・発達及び健康

の維持・増進の基盤であるとともに、望ましい食生活習慣の形成を

図るなど、その果たす役割は極めて大きい。

食事摂取基準の改定を受けて、昨年９月からは、児童福祉施設に

おける食事の提供及び栄養管理のあり方について、子どもの健やか

な発育・発達を支援する観点から、「児童福祉施設における食事の提

供及び栄養管理に関する研究会」において、具体的な食事計画の作

成や評価など食事摂取基準もふまえた栄養管理の手法について、検
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討を行っており、今年度中にガイドとしてとりまとめを行うことと

しているので、適切な運用及び関係者等への周知・普及啓発をお願

いする。

７．乳幼児身体発育調査の実施について

全国の乳幼児の身体発育の状態を調査し、我が国の乳幼児の身体発育値

を定めて、乳幼児の保健指導の改善に資するため、平成２２年度予算案に

おいて、乳幼児身体発育調査（１０年周期の調査）を実施することとして

いる。前回調査どおり９月に調査を実施する予定であり、事前に乳幼児身

体発育調査説明会を開催することとしている。調査にあたっては御協力を

お願いする。（関連資料４）
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マタニティマークについて 

 

１．趣旨 

21 世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子 21」では、その課題の

一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」を挙げている。この課題の達成

のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防止、

各種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機関、企業、地方公

共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重要である。 

とりわけ、各種交通機関における優先的な席の確保については、優先席のマークな

どにおなかの大きな妊婦のマークが使われているが、妊娠初期には外見からは妊娠し

ていることが分かりづらいことから、周囲からの理解が得られにくいという声も聞か

れるなど、さらなる取組が必要とされている。 

こうした課題の解決に向けて、「健やか親子 21」推進検討会において、マタニティ

マークを募集し、マークを妊産婦に役立てていただくとともに、妊産婦に対する気遣

いなど、やさしい環境づくりに関して広く国民の関心を喚起することとし、平成 18

年 3月に発表した。 

 

２．マタニティマークの利用方法等について 

マークは厚生労働省ホームページからダウンロードし、個人、自治体、民間団体

等で自由に利用できる。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0301-1.html 

            

３．マークの普及に向けた取り組み 

厚生労働省のホームページ、政府広報、ポスター等様々な機会をとおして多くの

人に広く周知するとともに、関係省庁をとおして、交通機関、職場、飲食店等に本

取り組みへの協力を依頼している。 

○マタニティマークとは？ 

・妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの。 

・さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポ

スターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの。  
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平成21年8月末現在

原則として全員

希望者のみ

その他

合計

３　市区町村におけるその他の取組例

○役所の駐車場にマタニティマークを表示し、妊産婦が優先駐車できるスペースの設置

○市営バス、市営鉄道における妊産婦への優先的な席確保に関する啓発

○学生を対象とした思春期講座等でマタニティマークの趣旨を説明

○広報誌、役所ホームページ、公民館の掲示板、市民向け健康カレンダー等を用いた普及啓発

○団体等から寄付されたマタニティマーク入りグッズの配付

４　都道府県における取組例　

○一括してマタニティマーク入りグッズを購入し、市町村が活用できるように市町村に配布

○大型店舗や公共的施設に妊婦用駐車スペースの設置依頼をし、当該スペースにマタニティマークを表示

○連絡用封筒にマタニティマークを印刷

○ラッピングバスにマタニティーマークを表示

一
般
啓
発
用

妊
産
婦
個
人
用

16 5 4 25

934 10 12 956

855 1 3 859

63 4 5 72

２　マタニティマーク入りグッズの配付状況

　　平成21年度の市区町村の事業として、妊産婦個人用グッズを作成・購入している場合におけるグッズの
　配付方法別の市区町村数

母子健康手帳
交付と同時配付

母親・両親学級
で配付

その他の方法 合計

妊産婦個人用グッズその他の取組 262 307

（再掲）上記のうちいずれかの方法で、妊産婦個人用
　　　　グッズを作成・購入している市区町村の実数

881 956

妊産婦が服や持ち物につけるマーク入り
グッズ（キーホルダー・ストラップ・バッジ等）

594 674,681 635 744,210

妊産婦が使用するマーク入り
シール・ステッカー・マグネット

222 183,430 260 181,305

啓発用シール・ステッカー・マグネット 59 77,037 50 28,578

啓発に関するその他の取組 501 445

啓発用ポスター 80 10,626 69 8,750

啓発用リーフレット 59 60,369 61 45,036

マタニティマークに関する取組の状況調査結果

１　マタニティマークに関する広報物やグッズの作成・購入状況

　　ポスターやリーフレットを用いた「マタニティマークをとおした妊産婦にやさしい環境づくり」に関する広報や、
妊産婦個人が使用するマタニティマーク入りグッズの作成・購入に関する市区町村事業の実施状況

平成20年度（実績） 平成21年度（予定含む）

実施している
市区町村数

作成・
購入数

実施している
市区町村数

作成・
購入数
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7.1% 9.1% 0.9% 1.9%
81.0% 19.0%％

100.0% 49.0%
53.1% 4.7% 3.4%

- - 100.0%

19.7%

355 128 164 16 34
1,457 342

合計 1,799 881
956 85 61

1 8 11 6 2 1
9 5 8 1 1

沖縄県 41 8 11 1
鹿児島県 45 15 17 3 1

2 9 3 3 0 0
2 4 1 0 2

宮崎県 28 9 11 0
大分県 18 8 6 1 2

0 11 1 4 6 1
6 6 0 0 0

熊本県 47 15 18 6
長崎県 23 12 11 0 0

0 5 1 1 0 0
15 11 3 0 2

佐賀県 20 11 12 1
福岡県 66 31 29 3 3

2 8 3 5 0 3
3 1 0 1 0

高知県 34 8 8 5
愛媛県 20 12 12 2 1

1 0 1 1 0 0
3 1 4 0 2

香川県 17 12 14 0
徳島県 24 11 11 1 2

1 4 2 2 0 0
3 1 1 0 2

山口県 20 8 11 0
広島県 23 12 15 0 1

3 5 1 2 0 0
3 1 2 1 0

岡山県 27 21 15 1
島根県 21 8 11 0 3

0 3 0 4 0 0
14 3 2 0 0

鳥取県 19 8 9 3
和歌山県 30 10 9 2 0

1 8 3 5 0 0
7 0 2 0 1

奈良県 39 19 21 1
兵庫県 41 27 29 2 0

1 6 2 0 0 0
3 2 1 0 0

大阪府 43 32 32 2
京都府 26 18 20 0 0

0 0 0 0 0 0
5 2 2 0 0

滋賀県 26 26 26 0
三重県 29 16 17 1 2

3 6 3 3 0 0
3 1 3 1 0

愛知県 61 40 44 2
静岡県 37 24 25 4 0

2 6 0 2 0 0
27 3 10 0 2

岐阜県 42 29 31 1
長野県 80 25 29 3 6

0 5 0 1 0 0
4 1 2 0 0

山梨県 28 17 20 2
福井県 17 9 8 2 0

1 2 3 2 0 0
8 1 0 0 0

石川県 19 4 9 2
富山県 15 6 5 0 1

0 5 0 6 0 0
4 3 0 0 1

新潟県 31 12 16 4
神奈川県 33 25 25 0 0

1 5 3 3 1 6
11 4 2 0 1

東京都 62 40 42 1
千葉県 56 30 34 2 2

2 5 1 0 0 0
11 1 2 0 0

埼玉県 70 57 60 2
群馬県 38 21 23 0 1

0 1 3 0 0 0
6 2 1 0 0

栃木県 30 21 25 1
茨城県 44 25 29 5 1

0 13 7 9 0 1
6 4 2 0 0

福島県 59 21 24 5
山形県 35 16 19 3 1

1 7 1 9 0 1
12 1 5 0 0

秋田県 25 5 5 1
宮城県 36 12 14 3 1

2 3 5 6 0 0
11 7 2 0 0

岩手県 35 16 19 0
青森県 40 15 16 2 2

7 54 9 35 3 7

4_団体等か
らゆずりう
けたグッズ

を活用

5_必要だが
財政的に困

難

6_活用の場
が少なく要
望もない

7_グッズな
しでも妊産
婦にやさし
い環境であ

る

8_その他

北海道 179 54 59 5

５　マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズの配付に関する取組状況別の市区町村数

　　平成２1年度において、「1_作成・購入して配付中」53.1％、「2_平成22年度は作成・購入を検討中」4.7％、「3_以前に
作成・購入した在庫を配付中」3.4％、「4_団体等からゆずりうけたグッズを活用」19.7％であり、合計すると、妊産婦個人
用グッズを何らかの方法で配付している又は今後作成・購入を検討している市区町村は81.0%(1,457か所)になる。

都道府県
名

回答
市区町
村数

平成20年度
（
）

平成21年度
（最も当てはまるものを1つ回答。ただし、1を優先して回答。
  2～8の複数に当てはまる場合は2を優先、重複回答なし）

作成・購入
して配付

1_作成・購入
して配付中

「1_作成・購入して配付中」ではない理由や今後の予定

2_平成22年
度は作成・
購入を検討

中

3_以前に作
成・購入し
た在庫を配

付中

（注）％については、端数処理の

影響で合計すると100%になって

いないものもある。
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％ 100.0% 32.1% 100.0% 49.0%

沖縄県 41

53.1%

合計 1,810 581 1,799 881 956

2 41 8 11
鹿児島県 46 14 45 15 17
宮崎県 30 8 28 9 11
大分県 18 6 18 8 6
熊本県 48 8 47 15 18
長崎県 23 3 23 12 11
佐賀県 20 12 20 11 12
福岡県 66 19 66 31 29
高知県 34 5 34 8 8
愛媛県 20 7 20 12 12
香川県 17 8 17 12 14
徳島県 24 3 24 11 11
山口県 20 8 20 8 11
広島県 23 10 23 12 15
岡山県 27 12 27 21 15
島根県 21 7 21 8 11
鳥取県 19 4 19 8 9

和歌山県 30 3 30 10 9
奈良県 39 12 39 19 21
兵庫県 41 13 41 27 29
大阪府 43 26 43 32 32
京都府 26 9 26 18 20
滋賀県 26 9 26 26 26
三重県 29 10 29 16 17
愛知県 61 40 61 40 44
静岡県 41 18 37 24 25
岐阜県 42 16 42 29 31
長野県 81 16 80 25 29
山梨県 28 9 28 17 20
福井県 17 4 17 9 8
石川県 19 5 19 4 9
富山県 15 8 15 6 5
新潟県 31 7 31 12 16

神奈川県 33 21 33 25 25
東京都 62 35 62 40 42
千葉県 56 25 56 30 34
埼玉県 70 47 70 57 60
群馬県 38 11 38 21 23
栃木県 31 11 30 21 25
茨城県 44 19 44 25 29
福島県 59 12 59 21 24
山形県 35 6 35 16 19
秋田県 25 2 25 5 5
宮城県 36 10 36 12 14
岩手県 35 9 35 16 19
青森県 40 4 40 15 16
北海道 180 28 179 54 59

＜参考＞マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズの配付に取り組んでいる市区町村数の推移

　平成２０年８月末時点の調査結果と、今回の調査結果を比較すると、マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズを市区
町村の事業として作成・購入し配付している市区町村数の推移は、平成18年度199か所（10.9％）、平成19年度581か所
（32.1％）、平成20年度881か所（49.0％）、平成21年度956か所（53.1％）となっている。

都道府県
名

平成20年8月末時点
調査

平成21年8月末時点
調査

回答
市区町
村数

平成19年度

作成・購入
して配付

回答
市区町
村数

平成20年度

作成・購入
して配付

平成21年度

作成・購入
して配付中
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取
組
の
方
向
性

食
育

基
本

法
（
食
育
の
推
進
に
係
る
基
本
的
施
策
）

○
妊
産
婦
・
乳
幼
児
に
対
す
る
栄
養
指
導
の
充
実

○
保
育
所
等
に
お
け
る
食
育
の
推
進

子
ど
も
・
子

育
て
ビ
ジ
ョ
ン
（
「
食
育
」
の
普
及
促
進
に
関
す
る
目
標
）

○
食
育
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
国
民
の
割
合

90
%
以
上

○
食
育
の
推
進
に
つ
い
て
取
組
を
し
て
い
る
市
町
村

の
割
合

10
0%

「
健

や
か

親
子

２
１
」
に
お
け
る
目
標

○
保
育
所
、
学
校
、
住
民
組
織
等
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
り
取
組
を
推
進
し
て
い
る
市
町
村

10
0%

（
現
状

92
.9

%
）

食
育
の
推
進

（
母
子
保
健
・
児
童
福
祉
分
野
）

子
ど
も
の
頃
か
ら
の
健
全
な
食
習
慣
の
形
成
が

生
活
習
慣
病
対
策
の
観
点
か
ら
も
重
要

◎
取

組
内

容
の

充
実
・
実
践
の
促
進
が
必

要

（
子
ど
も
の
健
全

育
成

の
観

点
か

ら
の

取
組

の
充

実
）

○
取
組
事
例

の
収

集
・
分

析
→

公
表

○
食
環
境
づ
く
り
に
関

す
る
普

及
啓

発

現
状
の
取
組

○
自
治
体
に
お
け
る
取
組

自
治
体
に
お
け
る
取
組
の
推
進

（
次

世
代
育
成
支
援
対
策
交
付
金
）

妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
栄
養
指
導
の
実
施

○
保
育
所
に
お
け
る
取
組

保
育
所
保
育
指
針
の
改
定
（
食
育
に
つ
い
て
も
明
記
）

保
育
所
に
お
け
る
食
育
計
画
づ
く
り
ガ
イ
ド
の
作

成
・
公
表
（
平
成

19
年

11
月
）

○
民
間
企
業
等
の

取
組

幼
児

の
た
め
の
食
環
境
づ
く
り

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定

○
食
か
ら
始
ま
る
健
や
か
ガ
イ
ド
（
平
成

1
6
年

2
月

）

○
妊
産
婦
の
た
め
の
食
生
活
指
針
（
平
成

1
8
年

2
月

）

○
授
乳
・
離
乳
の

支
援
ガ
イ
ド

(平
成

1
9
年

3
月

）

◎
科

学
的

根
拠

の
整
理

○
妊
産
婦
・
乳
幼
児

の
食

事
摂

取
基

準
の

作
成

及
び

そ
の
活
用
に
関
す
る
検

討

（
平
成

2
0
年
度
）
基

準
づ
く
り
（
分

科
会

設
置

）

（
平
成

2
1
年
度
）
児

童
福

祉
施

設
に
お
け
る
食

事
の

提
供

ガ
イ
ド
の

作
成

食
事

摂
取

基
準

の
改

定
に
伴

う
関

連
通

知
の

発
出

○
乳
幼
児
身
体

発
育

調
査

の
実

施
（
平

成
2
2
年

度
）

健
や
か
生
活
習
慣

国
民
運
動

平
成

20
年
度
～

関
係

団
体

の
推

薦

取
組

事
例

の
提

供
等

普 及 啓 発 基 盤 整 備
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乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
実
施

全
国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し
、
新
た
に
我
が
国
の
乳
幼
児
の
身
体
発
育
値
を

定
め
て
、
乳
幼
児
の
保
健
指
導
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

乳
幼
児
身
体

発
育
調
査

２
２
年

度

調
査
の
実
施
に
当
た
り
、
調
査
項
目
、
調

査
方
法
、
解
析
方
法
等
に
つ
い
て
、
専
門

的
な
観
点

か
ら
検
討

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
専
門
委
員
会

一
般
調
査
・
病
院
調
査
の
実
施

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査

結
果
の
活
用

集
計
・
解
析

・
身
体
発
育
曲
線
（
身
長
、
体
重
、

胸
囲
、
頭
囲

）
の
作
成

・
運
動
・
言
語
機
能
通
過
率
曲
線
の

作
成

・
妊
娠
中
の
状
況
と
児
の
体
位
等
の

検
討

等


母
子
健
康
手
帳
の
身
体
発
育
曲
線

に
反
映


乳
幼
児
健
診
時
の
基
準
と
し
て
活
用


保
健
指
導
の
現
場
で
活
用

等
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健康教育
事業

女性健康
支援セン
ター事業

不妊専門
相談セン
ター事業

不妊専門相談センター実施機関
小児科・産科
医療体制鴟尾

事業

安心・安全な
妊娠・出産等
支援体制整備

事業

001 北 海 道 ○ ○ ○ 旭川医科大学医学部附属病院 ○

002 青 森 県 ○ ○ ○ ○ 弘前大学医学部附属病院 ○

003 岩 手 県 ○ ○ ○ ○ 岩手医科大学附属病院 ○ ○ ○

004 宮 城 県 ○ ○ 東北大学病院 ○ ○ ○

005 秋 田 県 ○ 秋田大学医学部附属病院 ○

006 山 形 県 ○ ○ ○ ○ 山形大学医学部附属病院 ○

007 福 島 県 ○ ○

008 茨 城 県 ○ ○ 三の丸庁舎、県南生涯学習センター ○

009 栃 木 県 ○ ○ ○ ○ パルティとちぎ男女共同参画センター ○

010 群 馬 県 ○ (財)群馬県健康づくり財団 ○

011 埼 玉 県 ○ ○ ○
埼玉医科大学総合医療センター
川口総合文化センター

○

012 千 葉 県 ○ ○ ○ ○ 松戸市保健所、印旛保健所、長生保健所、君津保健所 ○

013 東 京 都 ○ ○ ○ ○ (社)日本家族計画協会 ○ ○

014 神 奈 川 県 ○ ○ ○ ○ 神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所 ○ ○

015 新 潟 県 ○ ○ ○ 新潟大学医歯学総合病院 ○

016 富 山 県 ○ ○ ○ ○ 富山県立中央病院 ○

017 石 川 県 ○ ○ ○ 石川県不妊相談センター ○ ○

018 福 井 県 ○
福井県看護協会会館、福井大学医学部付属病院、国
立病院機構福井病院

○

019 山 梨 県 ○ ○ ○ ○ 県民情報プラザ ○

020 長 野 県 ○ 看護総合センターながの ○ ○

021 岐 阜 県 ○ 岐阜保健所、岐阜県県民ふれあい会館 ○

022 静 岡 県 ○ ○ ○ ○ ○ 静岡県総合健康センター ○

023 愛 知 県 ○ ○ ○ ○ 名古屋大学医学部附属病院 ○

024 三 重 県 ○ ○ 三重県立看護大学 ○ ○

025 滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ 滋賀医科大学附属病院 ○ ○

026 京 都 府 ○ ○ 京都府立医科大学附属病院 ○

027 大 阪 府 ○ ○ ○
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年セ
ンター）

○ ○ ○

028 兵 庫 県 ○ ○ ○ ○ 兵庫県立男女共同参画センター ○

029 奈 良 県 ○ ○ ○ ○ 奈良県健康づくりセンター ○ ○

030 和 歌 山 県 ○ ○ ○ 岩出保健所、田辺保健所 ○

031 鳥 取 県 ○ ○ ○ ○ 鳥取県立中央病院 ○

032 島 根 県 ○ ○ ○ 島根県立中央病院 ○

033 岡 山 県 ○ ○ 岡山大学病院 ○

034 広 島 県 ○ ○ 県立広島病院 ○ ○

035 山 口 県 ○ ○ ○ ○ 山口県立総合医療センター ○ ○

036 徳 島 県 ○ ○ ○ ○ 徳島大学病院 ○ ○

037 香 川 県 ○ ○ ○ ○ 香川県立中央病院研修棟 ○

038 愛 媛 県 ○ ○ ○ ○ 愛媛県心と体の健康センター ○

039 高 知 県 ○ ○
各保健所
（安芸、中央東、中央西、須崎、幡多）

○ ○

040 福 岡 県 ○ ○ ○ ○
保健福祉環境事務所
（宗像、鞍手、久留米）

○

041 佐 賀 県 ○ ○ ○ 佐賀県中部保健福祉事務所 ○ ○

042 長 崎 県 ○ ○ ○ ○ ○ 各保健所 ○

043 熊 本 県 ○ ○ ○ ○ 熊本県女性相談センター ○ ○

044 大 分 県 ○ 大分大学医学部付属病院 ○ ○

045 宮 崎 県 ○ ○ ○ ○
各保健所
（中央、都城、延岡）

○

046 鹿 児 島 県 ○ 鹿児島大学病院 ○ ○

047 沖 縄 県 ○ ○ ○ 沖縄県不妊専門相談センター ○ ○

11 32 25 30 46 47 5 17 0

　母子保健医療対策等総合支援事業の実施状況

子どもの心
の診療拠点
病院機構推

進事業

平成２１年度(国庫補助対象分）

生涯を通じた女性の健康支援事業
健やかな妊娠・出産等

サポート事業 妊産婦ケア
センター運

営事業

特定不妊治
療費助成事

業

療育指導事
業

小  計
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健康教育
事業

女性健康
支援セン
ター事業

不妊専門
相談セン
ター事業

不妊専門相談センター実施機関
小児科・産科
医療体制鴟尾

事業

安心・安全な
妊娠・出産等
支援体制整備

事業

子どもの心
の診療拠点
病院機構推

進事業

生涯を通じた女性の健康支援事業
健やかな妊娠・出産等

サポート事業 妊産婦ケア
センター運

営事業

特定不妊治
療費助成事

業

療育指導事
業

048 札 幌 市  ○ ○ 札幌市不妊専門相談センター ○

049 仙 台 市  ○ ○ ○

050 さいたま市  ○ さいたま市保健所 ○

051 千 葉 市  ○ 千葉市保健所 ○

052 横 浜 市  ○ 横浜市立大学附属市民総合医療センター ○

053 川 崎 市 ○ ○ ○ ○ 川崎市ナーシングセンター ○

054 新 潟 市  ○

055 静 岡 市  ○

056 浜 松 市  ○

057 名 古 屋 市  ○ ○
058 京 都 市  ○ 下京保健所、京都市子ども保健医療相談・事故防止センター ○
059 大 阪 市 ○ ○

060 堺 市  ○

061 神 戸 市  ○

062 岡 山 市 ○

063 広 島 市 ○ ○ ○

064 北 九 州 市  ○ 小倉北区役所 ○

065 福 岡 市  ○ ○ ○ 博多区保健福祉センター ○

066 旭 川 市  ○

067 函 館 市  ○

068 青 森 市 ○ ○ 青森市保健所（青森市健康増進センター） ○

069 盛 岡 市 ○ ○ ○

070 秋 田 市  ○

071 郡 山 市  ○

072 い わ き 市 ○ ○

073 宇 都 宮 市  ○

074 前 橋 市 ○

075 川 越 市  ○ ○ 埼玉医科大学総合医療センター ○

076 船 橋 市  ○ ○

077 柏 市 ○ ○

078 横 須 賀 市  ○

079 相 模 原 市  ○

080 富 山 市  ○

081 金 沢 市 ○ ○

082 長 野 市  ○

083 岐 阜 市  ○

084 豊 田 市  ○

085 豊 橋 市  ○

086 岡 崎 市  ○

087 大 津 市 ○

088 高 槻 市  ○

089 東 大 阪 市 ○ ○

090 姫 路 市 ○

091 西 宮 市  ○

092 尼 崎 市 ○

093 奈 良 市 ○ ○

094 和 歌 山 市  ○

095 倉 敷 市  ○

096 福 山 市  ○

097 下 関 市  ○

098 高 松 市  ○

099 松 山 市 ○ ○

100 高 知 市  ○

101 久 留 米 市 ○ ○ ○

102 長 崎 市 ○ ○

103 熊 本 市  ○

104 大 分 市  ○

105 宮 崎 市 ○ ○

106 鹿 児 島 市  ○

107 小 樽 市  

108 八 王 子 市
109 藤 沢 市  

110 四 日 市 市  

111 呉 市  

112 大 牟 田 市  

113 佐 世 保 市  

114 千 代 田 区
115 中 央 区
116 港 区
117 新 宿 区
118 文 京 区
119 台 東 区
120 墨 田 区
121 江 東 区
122 品 川 区
123 目 黒 区
124 大 田 区
125 世 田 谷 区
126 渋 谷 区
127 中 野 区
128 杉 並 区
129 豊 島 区
130 北 区
131 荒 川 区
132 板 橋 区
133 練 馬 区
134 足 立 区
135 葛 飾 区
136 江 戸 川 区

13 6 8 10 59

11都府県 32都道府県 25都県 30都県
46都道府

県
47都道府県 5府県 17都府県 0県

13市 6市 8市 10市 59市

合　計

小　計
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1000g 1001g 1501g 1801g 2001g 2301g 2501g 1000g 1001g 1501g 1801g 2001g 2301g 2501g

　 ～～～～～ ～～～～～

以下 1500g 1800g 2000g 2300g 2500g 以上 以下 1500g 1800g 2000g 2300g 2500g 以上

1 北 海 道 82 103 112 107 24 5 26 459 65  旭 川 11 8 13 9 7 2 15 65
2 青 森 31 29 36 53 28 12 13 202 66  函 館 9 11 7 8 0 0 0 35
3 岩 手 26 42 34 30 33 17 26 208 67  青 森 6 5 12 14 9 1 8 55
4 宮 城 39 46 51 48 40 12 20 256 68  盛 岡 8 11 11 11 5 2 1 49
5 秋 田 10 16 27 25 19 8 26 131 69  秋 田 9 20 14 26 34 13 31 147
6 山 形 19 19 22 29 20 3 1 113 70  郡 山 9 11 11 15 9 4 15 74
7 福 島 32 32 31 30 36 15 27 203 71  い わ き 6 15 10 11 12 6 2 62
8 茨 城 53 92 92 87 26 7 21 378 72  宇 都 宮 22 21 27 23 5 7 10 115
9 栃 木 27 42 61 41 31 12 36 250 73  川 越 11 12 10 13 7 3 18 74
10 群 馬 25 46 63 47 18 13 74 286 74  船 橋 13 19 24 28 8 0 2 94
11 埼 玉 145 178 217 201 160 75 339 1,315 75  柏 4 17 15 19 12 0 1 68
12 千 葉 80 180 174 173 118 39 25 789 76  横 須 賀 5 14 15 16 14 8 10 82
13 東 京 94 136 128 118 82 37 110 705 77  相 模 原 29 28 37 31 28 16 15 184
14 神 奈 川 46 98 87 55 48 45 39 418 78  富 山 6 10 14 9 4 5 5 53
15 新 潟 40 51 74 53 45 15 30 308 79  金 沢 11 24 21 18 13 7 32 126
16 富 山 15 26 29 13 11 5 19 118 80  長 野 8 11 22 20 5 4 9 79
17 石 川 20 20 21 18 13 5 29 126 81  岐 阜 7 13 23 11 3 1 12 70
18 福 井 24 39 33 28 33 10 30 197 82  豊 橋 13 17 16 17 2 3 2 70
19 山 梨 22 35 38 42 4 1 1 143 83  豊 田 11 14 14 9 6 2 11 67
20 長 野 54 69 69 71 44 28 70 405 84  岡 崎 12 12 8 14 2 0 3 51
21 岐 阜 41 53 69 58 19 7 35 282 85  高 槻 16 17 18 13 12 9 17 102
22 静 岡 85 121 111 120 41 14 38 530 86  東 大 阪 5 11 13 13 8 5 10 65
23 愛 知 81 132 143 161 87 43 77 724 87  西 宮 18 18 16 13 9 4 23 101
24 三 重 43 72 60 64 42 16 27 324 88  姫 路 16 29 18 26 4 1 0 94
25 滋 賀 29 56 48 55 16 9 14 227 89  奈 良 10 7 16 13 15 11 32 104
26 京 都 52 169 45 37 23 21 22 369 90  和 歌 山 5 15 14 13 12 1 5 65
27 大 阪 110 169 148 137 93 48 165 870 91  岡 山 20 26 26 21 13 9 20 135
28 兵 庫 41 76 68 88 31 17 21 342 92  倉 敷 12 17 19 19 8 6 27 108
29 奈 良 34 33 39 53 41 15 109 324 93  福 山 12 26 23 21 19 6 40 147
30 和 歌 山 17 29 33 27 5 2 13 126 94  下 関 6 14 15 21 3 3 5 67
31 鳥 取 7 29 23 16 5 1 4 85 95  高 松 11 19 15 24 18 6 13 106
32 島 根 9 16 27 44 10 5 17 128 96  松 山 18 12 24 32 7 2 12 107
33 岡 山 17 7 10 21 9 4 18 86 97  高 知 9 14 18 19 4 0 3 67
34 広 島 15 35 38 52 32 10 38 220 98  久 留 米 19 16 13 24 2 1 1 76
35 山 口 37 45 44 60 28 23 77 314 99  長 崎 18 24 17 26 6 2 10 103
36 徳 島 6 25 30 22 11 2 8 104 100 熊 本 19 40 42 56 33 20 41 251
37 香 川 12 22 20 19 2 5 14 94 101 大 分 6 14 22 26 39 23 38 168
38 愛 媛 8 32 33 27 4 2 3 109 102 宮 崎 15 31 26 33 13 1 1 120
39 高 知 14 15 12 22 3 2 4 72 103 鹿 児 島 15 33 26 38 44 22 14 192
40 福 岡 74 101 128 144 26 12 14 499 460 676 705 773 454 216 514 3,798
41 佐 賀 36 32 27 48 4 4 16 167 104 小 樽 1 3 2 2 4 1 1 14
42 長 崎 28 41 44 33 7 7 26 186 105 八 王 子 16 21 14 11 7 1 20 90
43 熊 本 39 45 45 46 43 13 58 289 106 藤 沢 12 12 16 13 16 5 17 91
44 大 分 14 26 24 34 21 10 38 167 107 四 日 市 6 13 18 25 6 3 3 74
45 宮 崎 27 32 33 39 27 12 14 184 108 尼 崎 12 19 17 20 24 13 21 126
46 鹿 児 島 36 67 51 71 39 19 27 310 109 呉 10 4 11 19 14 8 6 72
47 沖 縄 65 115 121 118 57 12 27 515 110 大 牟 田 2 3 5 2 0 1 0 13

1,861 2,894 2,873 2,885 1,559 699 1,886 14,657 111 佐 世 保 5 10 11 15 19 1 10 71
48 札 幌 57 72 80 57 8 5 9 288 112 千 代 田 2 5 0 1 0 0 0 8
49 仙 台 54 59 53 52 44 12 19 293 113 中 央 0 5 6 3 5 0 2 21
50 さいたま 44 53 67 68 61 26 86 405 114 港 7 9 14 9 5 1 10 55
51 千 葉 25 34 40 46 27 3 2 177 115 新 宿 5 12 3 9 0 1 9 39
52 横 浜 86 176 185 153 120 74 197 991 116 文 京 2 4 11 10 2 4 3 36
53 川 崎 51 96 98 111 128 71 87 642 117 台 東 7 6 3 5 4 1 2 28
54 新 潟 9 24 19 23 16 9 27 127 118 墨 田 4 6 6 7 2 2 8 35
55 静 岡 4 23 32 27 8 5 19 118 119 江 東 10 16 17 22 6 0 8 79
56 浜 松 20 29 42 36 8 3 8 146 120 品 川 8 8 16 22 10 7 36 107
57 名 古 屋 49 62 72 77 34 12 36 342 121 目 黒 4 6 6 8 4 4 5 37
58 京 都 46 61 62 61 36 27 89 382 122 大 田 18 19 24 29 19 7 34 150
59 大 阪 79 87 98 83 47 24 67 485 123 世 田 谷 16 23 23 29 8 9 18 126
60 堺 22 36 42 24 21 8 39 192 124 渋 谷 9 10 5 6 3 0 9 42
61 神 戸 42 66 45 85 47 9 74 368 125 中 野 9 9 12 3 3 1 10 47
62 広 島 24 55 48 51 56 18 57 309 126 杉 並 17 18 16 19 13 7 24 114
63 北 九 州 34 56 47 63 12 6 12 230 127 豊 島 4 5 9 9 5 0 0 32
64 福 岡 38 66 66 77 15 4 3 269 128 北 6 14 12 8 7 2 8 57

684 1,055 1,096 1,094 688 316 831 5,764 129 荒 川 4 8 10 5 3 0 7 37
3,272 5,005 5,055 5,154 2,926 1,332 3,552 26,296 130 板 橋 12 11 18 13 5 5 10 74

※平成20年度母子保健衛生費国庫負担金事業実績報告による。 131 練 馬 16 22 25 25 11 3 17 119
132 足 立 13 31 23 17 7 6 10 107
133 葛 飾 11 25 15 13 3 4 5 76
134 江 戸 川 19 23 13 23 10 4 8 100

267 380 381 402 225 101 321 2,077

特別区

小　　計

　未熟児養育医療給付事業の実施状況（平成２０年度）

（単位　人）

合　　計

小　　計

計計

小　　計

小　　計

都道府県

指定都市

中核市
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　　　　　　　　　　　　　　小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況（平成２０年度）　 （単位　人）

悪性新生物 慢性腎疾患
慢性呼吸器

疾患
慢性心疾患 内分泌疾患 膠原病 糖尿病

先天性代謝
異常

血友病等血
液・免疫疾

患

神経・筋疾
患

慢性消化器
疾患

合計

北 海 道 289 231 25 286 676 76 181 110 69 113 52 2,108
青 森 県 210 90 22 196 248 114 112 43 49 43 47 1,174
岩 手 県 182 92 42 168 349 70 92 70 62 39 34 1,200
宮 城 県 149 97 78 165 429 36 98 60 30 43 33 1,218
秋 田 県 118 91 11 72 176 38 35 49 28 14 29 661
山 形 県 171 58 13 88 320 23 78 46 42 32 27 898
福 島 県 180 131 12 117 342 42 128 47 59 32 28 1,118
茨 城 県 323 136 20 442 561 64 168 82 81 103 63 2,043
栃 木 県 195 101 66 287 311 40 94 48 54 102 41 1,339
群 馬 県 240 123 21 233 404 46 136 58 48 53 45 1,407
埼 玉 県 752 414 140 921 1,315 182 326 226 203 169 142 4,790
千 葉 県 453 383 182 630 897 154 242 124 105 216 89 3,475
東 京 都 984 724 145 1,553 2,009 273 455 352 290 481 215 7,481
神 奈 川 県 334 206 47 341 310 75 306 57 85 77 56 1,894
新 潟 県 308 133 22 128 399 39 71 48 44 75 58 1,325
富 山 県 102 41 46 53 214 15 41 18 14 5 12 561
石 川 県 82 44 8 219 207 48 41 24 18 11 23 725
福 井 県 102 59 14 79 276 17 40 34 23 24 22 690
山 梨 県 73 63 40 45 302 23 57 28 23 25 28 707
長 野 県 292 98 29 142 485 44 102 73 88 49 58 1,460
岐 阜 県 153 87 11 77 405 34 98 61 41 28 41 1,036
静 岡 県 286 149 29 210 824 53 114 96 87 59 46 1,953
愛 知 県 529 689 125 168 737 104 187 256 183 63 86 3,127
三 重 県 221 104 51 171 558 42 93 55 66 56 51 1,468
滋 賀 県 182 101 29 352 459 81 83 49 67 88 40 1,531
京 都 府 202 83 55 277 319 58 92 49 57 50 31 1,273
大 阪 府 536 407 153 854 1,524 137 252 245 149 283 101 4,641
兵 庫 県 293 137 45 154 799 72 168 114 83 66 56 1,987
奈 良 県 160 97 50 341 421 65 52 44 67 62 19 1,378
和 歌 山 県 81 43 9 85 167 28 31 38 20 7 11 520
鳥 取 県 79 32 10 52 135 22 43 21 14 23 26 457
島 根 県 92 38 9 75 283 31 32 33 28 19 22 662
岡 山 県 92 52 5 36 297 20 52 26 24 32 26 662
広 島 県 162 106 20 192 354 35 63 58 46 56 38 1,130
山 口 県 126 73 27 96 481 34 71 42 41 31 23 1,045
徳 島 県 123 125 6 31 157 23 68 27 31 16 11 618
香 川 県 67 20 11 12 179 8 35 19 16 17 13 397
愛 媛 県 111 44 11 58 317 28 62 37 36 14 28 746
高 知 県 41 44 5 44 149 12 25 8 14 5 5 352
福 岡 県 305 149 45 104 573 78 145 104 103 32 54 1,692
佐 賀 県 108 58 21 81 226 26 54 41 48 28 27 718
長 崎 県 169 125 55 196 352 50 103 73 36 61 47 1,267
熊 本 県 153 73 23 30 370 18 83 54 33 36 28 901
大 分 県 111 73 8 65 215 35 64 34 37 18 26 686
宮 崎 県 94 82 21 98 268 27 54 38 22 35 21 760
鹿 児 島 県 137 104 31 175 374 37 86 54 31 46 25 1,100
沖 縄 県 209 160 144 303 860 70 96 84 65 61 35 2,087
札 幌 市 194 113 28 142 556 50 114 63 60 86 25 1,431
仙 台 市 160 75 51 193 392 42 68 66 53 47 31 1,178
さいたま市 143 72 25 169 276 44 59 40 34 25 23 910
千 葉 市 117 142 46 149 254 36 59 48 50 55 21 977
横 浜 市 542 269 68 566 668 136 202 102 146 118 106 2,923
川 崎 市 154 81 13 326 270 37 61 29 110 42 43 1,166
新 潟 市 109 37 10 32 208 22 57 23 25 50 21 594
静 岡 市 88 44 13 66 240 19 28 17 24 19 11 569
浜 松 市 95 47 7 47 427 11 50 29 22 19 18 772
名 古 屋 市 239 175 16 98 638 40 84 52 97 43 64 1,546
京 都 市 380 150 72 292 657 89 112 89 123 55 53 2,072
大 阪 市 268 204 40 350 599 60 119 102 75 114 41 1,972
堺 市 159 153 29 258 296 38 55 51 37 82 25 1,183
神 戸 市 172 94 22 94 337 49 73 51 60 24 31 1,007
広 島 市 255 111 20 279 423 44 73 57 69 101 38 1,470
北 九 州 市 120 59 8 27 219 21 53 37 41 12 20 617
福 岡 市 179 102 53 99 355 32 71 77 60 17 43 1,088
旭 川 市 48 22 8 35 82 8 29 24 12 44 8 320
函 館 市 21 18 5 11 57 7 13 9 9 5 7 162
青 森 市 43 14 4 48 68 21 27 10 11 9 6 261
盛 岡 市 41 26 12 39 80 16 17 15 11 14 8 279
秋 田 市 67 61 4 32 120 18 16 16 20 6 16 376
郡 山 市 53 22 5 43 85 10 27 14 17 25 6 307
い わ き 市 42 24 1 27 154 18 23 14 10 5 9 327
宇 都 宮 市 56 36 18 93 106 16 28 10 14 35 11 423
川 越 市 36 25 4 39 69 5 10 7 6 4 3 208
船 橋 市 54 56 24 107 153 11 32 39 13 35 7 531
柏 市 34 30 12 61 65 20 15 13 9 17 11 287
横 須 賀 市 42 19 2 46 94 14 24 13 11 14 6 285
相 模 原 市 57 72 11 131 111 23 33 23 21 15 17 514
富 山 市 67 34 16 31 122 17 24 11 8 5 4 339
金 沢 市 53 26 3 134 89 18 23 17 11 6 8 388
長 野 市 40 22 4 32 103 8 25 14 13 42 9 312
岐 阜 市 67 30 6 29 142 12 17 18 17 7 17 362
豊 橋 市 37 28 1 16 88 6 19 15 13 4 9 236
豊 田 市 59 34 6 27 119 12 23 14 21 10 13 338
岡 崎 市 38 37 1 28 84 6 33 19 11 5 10 272
高 槻 市 39 28 13 58 143 13 11 9 9 17 6 346
東 大 阪 市 64 48 6 65 95 15 24 28 16 21 6 388
姫 路 市 59 32 2 42 90 12 23 11 16 5 13 305
西 宮 市 42 21 12 28 115 8 14 18 17 18 5 298
奈 良 市 39 54 13 107 133 21 14 24 17 16 8 446
和 歌 山 市 31 14 2 45 102 9 20 15 6 5 16 265
岡 山 市 104 44 7 41 376 11 41 34 22 34 18 732
倉 敷 市 60 32 10 45 185 16 35 19 20 26 10 458
福 山 市 58 23 4 118 220 26 30 27 18 41 13 578
下 関 市 38 11 7 14 70 4 18 10 4 7 5 188
高 松 市 56 22 2 9 157 8 22 22 22 14 11 345
松 山 市 62 21 9 55 180 13 32 21 27 7 9 436
高 知 市 35 27 3 34 114 8 19 7 17 7 2 273
久 留 米 市 39 10 3 12 86 8 19 17 11 4 5 214
長 崎 市 47 34 16 61 169 8 31 13 9 6 10 404
熊 本 市 105 63 31 38 270 17 59 40 28 40 24 715
大 分 市 75 34 9 55 148 18 40 17 30 15 10 451
宮 崎 市 45 50 11 55 168 6 21 19 13 28 8 424
鹿 児 島 市 78 43 8 124 241 25 46 13 27 10 17 632
合 計 15,766 9,745 2,828 15,704 33,901 3,929 7,424 4,969 4,533 4,535 3,034 106,368
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‰ 順位 件数 ‰ 順位 ‰ 順位 ‰ 順位 件数 ‰ 20歳未満 ‰ 順位

1 北 海 道 4.7 13 2 4.7 7.4 45 2.4 30 1.2 20 12,785 10.9 1,321 10.6 3

2 青 森 県 4.4 17 - - 7.3 46 2.1 40 1.1 25 2,712 9.6 267 8.1 19

3 岩 手 県 5.4 3 - - 7.6 42 3.5 2 1.5 10 3,023 11.5 237 7.4 25

4 宮 城 県 3.9 35 1 4.9 8.5 24 2.1 40 0.9 34 5,344 10.5 452 7.8 20

5 秋 田 県 5.4 3 - - 6.7 47 2.7 11 1.6 5 1,999 9.8 159 6.6 33

6 山 形 県 5.1 8 - - 7.8 39 2.3 34 1.4 13 2,052 9.0 145 5.0 44

7 福 島 県 5.3 5 1 5.8 8.3 31 2.7 11 1.2 20 4,934 12.2 465 8.6 15

8 茨 城 県 4.8 11 - - 8.4 28 2.5 21 1.2 20 4,172 6.8 348 4.8 45

9 栃 木 県 4.3 22 1 5.6 8.7 17 3.5 2 1.4 13 4,102 9.8 389 7.8 20

10 群 馬 県 4.2 26 1 5.7 8.6 19 2.3 34 1.1 25 3,695 8.9 311 6.8 32

11 埼 玉 県 4.3 22 2 3.2 8.6 19 2.7 11 1.1 25 12,499 8.0 1,189 7.0 30

12 千 葉 県 4.0 31 1 1.9 8.7 17 2.5 21 1.1 25 6,857 5.1 674 4.8 45

13 東 京 都 4.3 22 3 2.8 8.4 28 2.5 21 1.1 25 26,593 8.8 1,980 7.1 28

14 神 奈 川 県 4.5 14 4 4.9 9.0 8 2.7 11 1.5 10 13,596 6.7 1,271 6.4 36

15 新 潟 県 4.4 17 - - 7.7 41 2.6 17 1.1 25 4,304 9.2 392 7.1 28

16 富 山 県 4.0 31 - - 8.0 35 2.9 7 0.9 34 1,903 8.9 158 6.9 31

17 石 川 県 6.1 1 - - 8.8 14 2.5 21 2.0 1 2,139 8.8 208 7.4 25

18 福 井 県 4.5 14 - - 8.9 12 2.5 21 1.8 3 1,428 8.8 110 5.2 42

19 山 梨 県 3.2 46 - - 8.1 33 1.4 46 0.4 46 1,124 6.3 107 5.1 43

20 長 野 県 4.1 27 1 5.4 8.5 24 1.9 43 0.8 40 4,352 10.1 381 7.6 23

21 岐 阜 県 5.0 9 2 11.2 8.5 24 3.3 4 1.9 2 3,452 7.8 302 6.0 40

22 静 岡 県 4.8 11 1 3.0 8.8 14 2.4 30 1.4 13 5,990 7.7 578 6.6 33

23 愛 知 県 4.4 17 5 6.9 9.9 2 2.9 7 1.2 20 12,129 7.4 1,318 7.4 25

24 三 重 県 5.2 7 1 6.3 8.6 19 2.6 17 1.4 13 4,421 11.3 413 9.4 10

25 滋 賀 県 5.3 5 - - 9.8 3 2.6 17 1.5 10 2,418 7.8 231 6.4 36

26 京 都 府 3.7 40 1 4.5 8.4 28 2.5 21 1.3 19 4,777 8.2 474 7.5 24

27 大 阪 府 4.0 31 2 2.5 9.0 8 2.8 9 1.4 13 17,851 9.0 1,735 8.3 18

28 兵 庫 県 3.6 41 3 6.0 8.9 12 2.4 30 1.0 31 8,544 7.0 816 6.1 38

29 奈 良 県 5.5 2 - - 7.9 37 2.7 11 1.6 5 1,416 4.6 121 3.5 47

30 和 歌 山 県 4.1 27 - - 7.8 39 2.3 34 0.9 34 1,761 8.7 184 7.7 22

31 鳥 取 県 3.1 47 - - 8.3 31 2.3 34 0.2 47 1,546 13.2 144 10.3 5

32 島 根 県 3.9 35 - - 7.9 37 1.9 43 0.9 34 900 6.8 103 6.1 38

33 岡 山 県 4.0 31 - - 8.8 14 3.2 5 1.6 5 4,362 10.9 422 9.2 13

34 広 島 県 4.1 27 1 3.8 9.0 8 2.7 11 1.0 31 5,983 10.0 648 9.7 9

35 山 口 県 4.4 17 - - 8.0 35 2.3 34 0.8 40 2,647 9.5 279 9.0 14

36 徳 島 県 4.4 17 - - 7.5 43 2.5 21 1.4 13 1,479 9.4 126 6.6 33

37 香 川 県 3.9 35 - - 8.6 19 2.6 17 0.9 34 2,009 10.0 198 8.6 15

38 愛 媛 県 3.9 35 1 8.4 8.1 33 1.4 46 0.6 45 2,979 10.3 330 10.0 6

39 高 知 県 4.5 14 - - 7.5 43 3.6 1 1.7 4 1,753 11.9 172 10.8 2

40 福 岡 県 4.3 22 - - 9.3 4 2.2 39 1.2 20 13,853 12.3 1,493 12.1 1

41 佐 賀 県 3.6 41 - - 9.2 5 2.8 9 0.9 34 2,339 13.4 229 10.4 4

42 長 崎 県 3.4 44 - - 8.5 24 1.7 45 0.8 40 3,319 11.4 346 9.9 7

43 熊 本 県 3.9 35 - - 9.1 6 2.4 30 1.0 31 4,860 13.2 442 9.4 10

44 大 分 県 5.0 9 1 9.4 8.6 19 2.5 21 1.6 5 2,765 11.8 270 9.3 12

45 宮 崎 県 4.1 27 2 18.8 9.1 6 3.2 5 1.6 5 2,442 10.8 273 9.8 8

46 鹿 児 島 県 3.4 44 1 6.3 9.0 8 2.5 21 0.8 40 4,033 11.7 386 8.4 17

47 沖 縄 県 3.5 43 1 5.8 12.2 1 2.0 42 0.8 40 2,685 8.4 240 5.9 41

全  国 4.3 39 3.5 8.7 2.6 1.2 242,326 8.8 22,837 7.6

注：１）周産期死亡率、妊産婦死亡率、出生率、乳児死亡率、新生児死亡率は人口動態統計による。

　 周産期死亡率＝     妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数
　　　出生数＋妊娠満22週以後の死産数

２）人工妊娠中絶件数及び実施率は保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）による。

平成20年 平成20年
都道府県

周産期死亡率

平成20年 平成20年 平成20年

乳児死亡率妊産婦死亡率 出生率

都道府県別の主な母子保健指標等（平成20年度）

(出産千対) (出産十万対) (人口千対)
平成20年

(出生千対)
新生児死亡率 人工妊娠中絶件数及び実施率
(出生千対) (女性人口千対)
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（第２部）

子ども手当に関する法律案及び
児童扶養手当法改正法案について

※ ［子ども手当について］の資料は別冊
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［児童扶養手当について］
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児童扶養手当法の一部を改正する法律案の概要等について 

 

Ⅰ 改正の趣旨 

   

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るた

め、児童扶養手当について父子家庭の父を支給対象とする措置を講じること。 

 

Ⅱ 改正事項 

 

１．児童扶養手当の父子家庭への支給 

（１）支給要件について 

 ○ 次に掲げる事項に該当する児童を監護し、かつこれと生計を同じくしている父

を児童扶養手当（以下「手当」という。）の支給対象とする。 
   ① 父母が婚姻を解消した児童 
   ② 母が死亡した児童 
   ③ 母が政令（注１）で定める程度の障害の状態にある児童 
     （注１）現行児童扶養手当法第４条第１項第３号（改正後第４条第１項第１号ハ）に定

める政令と同じ。 
   ④ 母の生死が明らかでない児童 
   ⑤ その他①から④に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの（注２） 
   （注２）現行児童扶養手当法第４条第１項第５号の規定に準じて定める。 

 

○ なお、今般の児童扶養手当法の一部を改正する法律案（以下「改正法案」

という。）では、現行制度下における母や養育者に対する手当の受給関係に

変更を加えないよう留意し、父に支給する要件として、子を監護しているこ

とに加え、「子と生計を同じくする」ことを要件として課している。 

 

○ その他不支給となる要件について母に対する手当に準じて定める（（２）

参照）ほか、支給制限（所得制限）、一部支給停止、調査・資料の提供、現

況届の提出などについては、現行の母に対する手当と同様とする。 
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（２）支給要件の整理                       

 

○支給要件（児童の要件）（第４条第１項） ○番号は号番号 
①母（監護） ③養育者（養育） 

※母が監護しない場合又

は母がない場合 

③養育者（養育） 
※父が監護しない若しくは

生計同一でない場合又

は父がない場合 

②父（監護かつ生計同一）

 

イ父母が婚姻を解消した児童  
ロ父が死亡した児童 ロ母が死亡した児童 
ハ父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 ハ母が第4 条第1 項第1 号ハの政令で定める程度の障

害の状態にある児童 
ニ父の生死が明らかでない児童 ニ母の生死が明らかでない児童 
ホ政令で定める児童 
 （施行令第一条の二） 
・父が引き続き１年以上遺棄している児童 
・父が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 
・母が婚姻によらないで懐胎した児童 
・前号に該当するかどうかが明らかでない児童 

ホ政令で定める児童 
 （予定） 
・母が引き続き１年以上遺棄している児童 
・母が法令により引き続き１年以上拘禁されている児童 
・その他 

※ 網掛けの部分は現行と同じ部分 

 

○不支給要件（児童の要件）（第４条第２項） ○番号は号番号 
母に対する手当 養育者に対する手当 父に対する手当 
①日本国内に住所を有しないとき  
②父又は母の死亡について公的年金給付が支給できる（全額停止の場合を除く。）と き 
③父又は母の死亡について遺族補償等の給付事由が発生した日から６年を経過して いないとき 
④里親に委託されているとき  
⑤父に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき ⑩母に支給される公的年

金給付の加算の対象と

なっているとき 
⑥父と生計を同じくしているとき（父が障害の状態にあるときを除く。） ⑪母と生計を同じくしてい

るとき（母が障害の状態

にあるときを除く。） 
⑦母の配偶者（障害の状態にある父を除く。）に養育されているとき ⑫父の配偶者（障害の状

態にある母を除く。）に

養育されているとき 
⑧父の死亡について支給

される遺族補償等を受

けることができる母が監

護し、遺族補償等の給

付事由が発生した日か

ら６年経過していないと

き 

⑨父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受

けることができる養育者の養育を受け、遺族補償等

の給付事由が発生した日から６年経過していないと

き 

⑬母の死亡について支給

される遺族補償等を受

けることができる父が監

護し、生計同一で、遺族

補償等の給付事由が発

生した日から６年経過し

ていないとき 

※ 網掛けの部分は現行と同じ部分 
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（３）留意点 

○ 母については、改正前の取扱いと何ら変わることはない。 

○ 養育者についても基本的に改正前と取扱いは変わらないが、（２）に記載

するように、対象児童が拡大（（２）のうち第４条第１項③網掛けがない部

分）したことに伴い、その対象が若干拡大することととなる。 

○ 「監護」「生計同一」「生計維持」その他用語の解釈等については、原則変

わらない。今般の改正法案により新たに手当の支給要件に該当した者（父・

養育者（（２）のうち第４条第１項③網掛けがない部分の養育者）。以下「新

支給要件該当者」という。）に関連し、用語の解釈等に変更等がある場合に

は、追ってご連絡する。 

○ 父に対する手当に関する支給要件の具体的な認定方法等その他必要な事

項の詳細については追ってご連絡する。 

 

２．施行期日等 

   

（１） 施行日 

     平成２２年８月１日（（２）①の請求の事前手続については公布の日） 

     

（２）経過措置等 

  ①請求の事前手続等 

     ○ 平成２２年８月１日において新支給要件に該当すべき者（旧支給要件

非該当者に限る。）は、８月１日に新支給要件に該当することを条件と

して、同日前に認定の請求の手続をとることができる。 

   ○ 事前申請を行った者が、２２年８月１日において新支給要件に該当す

る場合には、８月分から手当を支給する。 

○ 様式は、現行の児童扶養手当認定請求書等を取り繕って使えることと

する予定。 

  今後変更はあり得るが、現時点での改正イメージは別添のとおり。 

 

○ 改正法が成立した後（公布後）、認定請求の手続きが行われた場合に

は、受け付けを開始していただいて差し支えない。ただし、新支給要件

該当の可否については、８月１日現在で認定するため、所得要件につい

ては、前年所得を確認する必要がある。 

このため、事前申請の手続の時期が早いことによって前年所得が把握

できない（前々年所得しか把握できない）場合には、所得に関する書類

以外の書類等を受け付けた上で、所得については、児童扶養手当法施行

規則第２６条第６項の規定に基づき公簿による確認等により把握し、審
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査を行うこととする。 

    ※ 事前申請の手続を行った者に対し追って所得に関する書類のみ提出を依頼する

ことも差し支えないが、申請者にとっては、二度手間になることから、可能な限

り、事前申請の手続に負担が生じないよう、配慮されたい。 

   

②経過措置期間及び支給開始月の特例 

○ 新支給要件に該当する者（旧支給要件非該当者に限る。）の手当の認

定の請求（事前に請求した者については、①による）について、施行日

以降、さらに次の経過措置を設ける。 

○ 平成２２年８月１日から平成２２年１１月３０日までの間（以下「経

過措置期間」という。）の手当の認定請求について以下の経過措置を設

ける。 

ア 平成２２年８月１日において現に新支給要件に該当している者（旧

支給要件非該当者に限る。）が経過措置期間内に認定の請求をしたと

き 

 → 平成２２年８月分より支給 

 （例：平成２２年７月３１日以前に離婚した父） 

イ 経過措置期間内に新支給要件に該当する至った者（旧支給要件非該

当者に限る。）が、経過措置期間内に認定の請求をしたとき 

 → 支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月分より支給 

 （例：平成２２年８月１日以降１１月３０日までに離婚した父） 

 

※経過措置に該当しない場合は、原則どおり、手当は請求のあった日

の属する月の翌月分から支給する。 
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経過措置について

（注）経過措置は旧支給要件非該当者に限る。

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

施行日
経過措置期間

Ⅰ 事前申請

・施行日に新支給要件に該当する見
込みの場合は、事前に申請できる。

・施行日に新支給要件に該当した場
合、８月分から支給

Ⅱ 請求期間に関する経過措置
① 施行日に新支給要件に該当するもの

・・８月分から支給
② 施行日後～１１月３０日までに該当した場合

・・新支給要件に該当した月の翌月分から支給

①施行日にすでに新支給要件に該当しており、事前請求した場合

（例１）５月に離婚して父子家庭となり、7月に事前請求

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

施行日に新支給要件に該当

離婚 請求
支給開始

（８月分から支給）
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②ア施行日にすでに新支給要件に該当しており、8月～11月の間に請求した場合

（例２）６月に離婚して父子家庭となり、９月に請求

離婚 請求

支給開始

（請求の翌月分
から支給）通常

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

請求

支給開始
（８月分から支給）

経過措置

離婚

（例３）７月に離婚して父子家庭となり、９月に請求

離婚 請求通常

（例 ） 月 離婚して父子家庭となり、 月 請求

支給開始

（請求の翌月分
から支給）

請求経過措置

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

離婚 支給開始
（８月分から支給）
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②イ 8月～11月の間に新支給要件に該当し、8月～11月の間に請求した場合

（例４）８月に離婚して父子家庭となり、１０月に請求

離婚 請求

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

通常

支給開始

（請求の翌月分
から支給）

請求
支給開始

（新支給要件該当の翌
月分から支給）

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

経過措置

離婚

（例 ） 離婚 家庭となり 請求

離婚 請求
通常

（例５）９月に離婚して父子家庭となり、１０月に請求

支給開始

（請求の翌月分
から支給）

請求

２２年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

経過措置

離婚
支給開始

（新支給要件該当の翌
月分から支給）
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（第３部）

内閣府からの説明

※ ［子ども・子育てビジョン等について］の資料は別冊
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（参考資料）
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月 行事名 日数 開催場所 所管

第４２回　愛育班員全国大会 20 1 東京都 母子保健課

4 児童相談所長研修（前期） 21 ～ 23 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

全国自立援助ホーム長会議 26 ～ 27 2 東京都 家庭福祉課

こいのぼり掲揚式 26 1 厚生労働省 育成環境課

児童福祉週間 5 ～ 11 7 － 育成環境課

5 児童福祉文化賞表彰式 7 1 厚生労働省 育成環境課

児童福祉文化賞発表会 8 1 東京都 育成環境課

児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修 12 ～ 13 2 子どもの虹情報研修センター 総務課

児童相談所医師専門研修 13 ～ 14 2 子どもの虹情報研修センター 総務課

健全育成専門研修会　事業推進講座 21 1 東京都 育成環境課

全国児童自立支援施設長会議 25 ～ 26 2 広島市 家庭福祉課

全国情緒障害児短期治療施設長会議（１回目） 未定 横浜市 家庭福祉課

第２５回保育を高める全国研修集会 2 ～ 4 3 沖縄県那覇市 保育課

6 第８回思春期保健相談士学術研究大会 5 1 東京都 母子保健課

全国児童家庭支援センター実務者研修会 8 ～ 9 2 神奈川県 家庭福祉課

東日本Ａブロック児童厚生員等研修会 8 ～ 11 4 栃木県那須町 育成環境課

地域虐待対応研修指導者養成研修 8 ～ 11 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

全国婦人保護施設長等研究協議会 10 ～ 11 2 埼玉県 家庭福祉課

保育所乳児保育担当者研修会 15 ～ 18 4 千葉県浦安市 保育課

第５３回全国私立保育園研究大会 16 ～ 18 3 埼玉県 保育課

第３６回遺伝カウンセリングリフレッシュセミナー 19 ～ 20 2 東京都 母子保健課

西日本Ａブロック児童厚生員等研修会 22 ～ 25 4 兵庫県姫路市 育成環境課

児童相談所児童福祉司指導者基礎研修 29 ～ 7/2 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

第３２回全国母子生活支援施設職員研修会 23 ～ 25 3 横浜市 家庭福祉課

全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議 未定 1 厚生労働省 総務課

児童虐待防止研修 5 ～ 9 5 国立保健医療科学院 総務課

7 第５４回全国乳児院研修会 7 ～ 9 3 愛媛県松山市 家庭福祉課

先天性代謝異常症等検査技術者研修会 8 ～ 9 2 東京都 母子保健課

放課後子どもプラン指導者研修会（基礎セミナー） 11 1 香川県 育成環境課

地域虐待対応合同アドバンス研修 13 ～ 14 2 福井県 総務課

保育所障害児保育担当者研修会 13 ～ 16 4 千葉県浦安市 保育課

第６回思春期ピアカウンセラー養成者養成セミナー（前期） 17 ～ 20 4 東京都 母子保健課

遺伝カウンセリングセミナー（第３８回基礎コース） 19 ～ 22 4 東京都 母子保健課

地域虐待対応合同アドバンス研修 21 ～ 22 2 愛媛県 総務課

北信越・東海地区保育所主任保育士（初任者指導保育士）研修会 27 ～ 30 4 名古屋市 保育課

児童養護施設新任施設長研修会（仮称） 未定 東京都 家庭福祉課

中国・四国・九州ブロック母親クラブ指導者研修会 開催月も含めて 2 愛媛県松山市 育成環境課

平成２２年度  児童福祉関係主要会議等予定表

開催日
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月 行事名 日数 開催場所 所管開催日

児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修 3 ～ 6 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

8 全国情緒障害児短期治療施設職員研修会 4 ～ 6 3 茨城県 家庭福祉課

第５９回思春期保健セミナーコースⅠ（総論編） 6 ～ 8 3 大阪府 母子保健課

第６０回思春期保健セミナーコースⅠ（総論編） 20 ～ 22 3 東京都 母子保健課

遺伝カウンセリングセミナー（第３８回実践コース） 22 ～ 25 4 東京都 母子保健課

第６１回全日本少年野球大会 23 ～ 25 3 宮城県 家庭福祉課

大学生・大学院生児童虐待ＭＤＴ（多分野横断チーム）研修 24 ～ 25 2 子どもの虹情報研修センター 総務課

第５回ファミリーホーム研究全国大会 28 ～ 29 2 福岡市 家庭福祉課

保育所地域子育て支援担当者研修会 31 ～ 9/3 4 千葉県浦安市 保育課

研修「地域母子保健」　（発達障害児の早期発見と支援） 8月 3 東京都 母子保健課

北海道・東北・関東・甲信越ブロック母親クラブ指導員研修会 開催月も含めて 2 群馬県 育成環境課

第１０回思春期ピアカウンセリング・コーディネーター養成セミナー 4 ～ 5 2 東京都 母子保健課

9 放課後子どもプラン指導者研修会（基礎セミナー） 5 1 千葉市 育成環境課

情緒障害児短期治療施設指導者研修 7 ～ 9 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

第３２回全国青年保育者会議 8 ～ 10 3 三重県鈴鹿市 保育課

児童相談所児童福祉司スーパーバイザー研修 14 ～ 17 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

東日本Ｂブロック児童厚生員等研修会 14 ～ 17 4 山梨県河口湖町 育成環境課

保育所初任保育所長研修会 14 ～ 17 4 千葉県浦安市 保育課

全国保育士養成セミナー・研究大会 15 ～ 17 3 山梨県甲府市 保育課

全国児童家庭支援センター研究協議会 16 ～ 17 2 福井県 家庭福祉課

全国婦人相談所長及び婦人保護主管係長研究協議会 16 ～ 17 2 広島県 家庭福祉課

養育費相談支援に関する全国研修会 中旬 2 香川県 家庭福祉課

全国母子自立支援員研修会 中旬 2 千葉県 家庭福祉課

西日本Ｂブロック児童厚生員等研修会 28 ～ 10/1 4 大分県別府市 育成環境課

第４回　子どもの心の診療医研修会 9月 1 東京都 母子保健課

東海・近畿・北陸ブロック母親クラブ指導者研修会 開催月も含めて 2 愛知県名古屋市 育成環境課

里親月間 1 ～ 31 － 家庭福祉課

10 母子保健強化月間 1 ～ 31 － 母子保健課

児童相談所長研修（後期） 6 ～ ８ 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

幼保連携研修会 6 ～ 8 3 東京都渋谷区 保育課

第５４回全国母子生活支援施設研究大会 7 ～ 8 2 浜松市 家庭福祉課

第４９回思春期保健セミナーコースⅡ（各論編） 9 ～ 11 3 東京都 母子保健課

西日本ブロック中堅児童厚生員等研修会 12 ～ 15 4 大阪市 育成環境課

全国児童自立支援施設職員研修会 13 ～ 15 3 福井県 家庭福祉課

第６０回全国乳児院協議会 14 ～ 15 2 東京都 家庭福祉課

第２ブロック　児童福祉施設給食指導担当者・給食関係者研修会 15 1 福井県 母子保健課

北海道・東北地区保育所主任保育士（初任者指導保育士）研修会 19 ～ 22 4 秋田県秋田市 保育課

第５４回全国保育研究大会 20 ～ 22 3 和歌山県和歌山市 保育課

第１ブロック　児童福祉施設給食指導担当者・給食関係者研修会 21 1 岩手県 母子保健課

児童養護施設職員指導者研修 26 ～ 29 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

東日本ブロック中堅児童厚生員等研修会 26 ～ 29 4 東京都 育成環境課

全国自立援助ホーム連絡協議会 27 ～ 28 2 浜松市 家庭福祉課

全国婦人相談員・心理判定員研究協議会 28 ～ 29 2 徳島県 家庭福祉課

全国民生委員児童委員大会 28 ～ 29 2 島根県 育成環境課

第４ブロック　児童福祉施設給食指導担当者・給食関係者研修会 29 1 福岡県 母子保健課

創立60周年記念全国母子寡婦福祉大会 31 1 東京都世田谷区 家庭福祉課

家庭相談員指導者中央研修会 未定 3 資生堂湘南研修所 総務課
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月 行事名 日数 開催場所 所管開催日

児童虐待防止推進月間 1 ～ 30 － 総務課

11 ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）強化月間 1 ～ 30 － 母子保健課

全国婦人保護施設等指導員研究協議会 4 ～ 5 2 岩手県 家庭福祉課

第５６回全国里親大会 6 ～ 7 1 奈良県天理市 家庭福祉課

公開講座 9 1 子どもの虹情報研修センター 総務課

全国児童館長研修会 9 1 神戸市 育成環境課

治療機関・施設専門研修 9 ～ 12 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

全国保育所理事長・所長研修会 10 ～ 12 3 岐阜県岐阜市 保育課

地域組織活動指導者（母親クラブ）全国大会 11 ～ 12 2 大分県別府市 育成環境課

平成２２年度　健やか親子２１全国大会（母子保健家族計画全国大会） 11 ～ 12 2 埼玉県 母子保健課

第３ブロック　児童福祉施設給食指導担当者・給食関係者研修会 12 1 奈良県 母子保健課

放課後子どもプラン指導者研修会（基礎セミナー） 14 1 新潟市 育成環境課

児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同研修 17 ～ 19 3 国立保健医療科学院 総務課

第６４回全国児童養護施設長研究協議会 17 ～ 19 3 岡山市 家庭福祉課

第４５回全国保育士会研究大会 19 ～ 20 2 三重県津市 保育課

第９回全国児童館・児童クラブびわ湖大会 20 ～ 21 2 滋賀県大津市 育成環境課

第１０回月経随伴症状とマンスリービクスセミナー 20 ～ 21 2 東京都 母子保健課

子どもの虐待防止推進全国フォーラム 23 1 広島市 総務課

保育所事故予防研修会 24 ～ 26 3 東京都渋谷区 保育課

放課後子どもプラン指導者研修会（基礎セミナー） 28 1 福島県 育成環境課

児童福祉施設指導者合同研修 1 ～ 3 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

12 全国児童厚生員指導者養成研修会 7 ～ 10 5 山梨県富士吉田市 育成環境課

関東地区保育所主任保育士（初任者指導保育士）研修会 7 ～ 10 4 千葉市 保育課

児童福祉施設心理担当職員合同研修 15 ～ 17 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

第６回思春期ピアカウンセラー養成者養成セミナー（後期） 18 ～ 19 2 東京都 母子保健課

放課後子どもプラン指導者研修会（基礎セミナー） 19 1 鹿児島市 育成環境課

第５７回思春期保健セミナーコースⅢ（実践編） 8 ～ 10 3 千葉県 母子保健課

1 第３７回遺伝カウンセリングリフレッシュセミナー 8 ～ 9 2 愛知県 母子保健課

児童相談所中堅児童福祉司・児童心理司合同研修 11 ～ 14 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

放課後子どもプラン指導者研修会（スキルアップセミナー） 16 1 大阪市 育成環境課

近畿・中国・四国地区保育所主任保育士（初任者指導保育士）研修会 18 ～ 21 4 徳島県徳島市 保育課

研修「地域母子保健」（子どもの食育・生活習慣病の予防「乳幼児からの健康づくり」） 19 ～ 21 3 東京都 母子保健課

乳児院職員指導者研修 25 ～ 28 4 子どもの虹情報研修センター 総務課

全国児童養護施設中堅職員研修会 31 ～ 2/2 3 東京都 家庭福祉課

放課後子どもプラン指導者研修会（スキルアップセミナー） 30 1 東京都 育成環境課

九州地区保育所主任保育士（初任者指導保育士）研修会 1 ～ 4 4 鹿児島県霧島市 保育課

2 地域虐待対応合同アドバンス研修 2 ～ 3 2 栃木県 総務課

第３７回中高年女性保健セミナー 11 ～ 13 3 東京都 母子保健課

児童相談所・児童福祉施設職員合同研修 16 ～ 18 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

地域母子保健（保健師の役割とリーダーシップ） 24 ～ 25 2 東京都 母子保健課

保育所中堅保育所長研修会 23 ～ 25 3 千葉県浦安市 保育課

全国情緒障害児短期治療施設長会議（２回目） 未定 京都府 家庭福祉課

第３７回全国保育士研修会 未定 未定 保育課

3 テーマ別研修（子ども虐待防止と周産期の支援） 2 ～ 4 3 子どもの虹情報研修センター 総務課

テーマ別研修（ＤＶと子ども虐待） 9 ～ 11 3 子どもの虹情報研修センター 総務課
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説明事項にかかる照会先担当窓口等 一覧表

説明事項 担当課室長 照会先担当窓口

［平成２２年度 田河 総務課長 書記室 予算係 香取

予算案の概要］ TEL 03-5253-1111(内7806)

FAX 03-3595-2646

E-mail katori-tooru@mhlw.go.jp

［総務課］ 朝川 少子化対策 少子化対策企画室 子育て支援係 國松

１．少子化対策の 企画室長 TEL 03-5253-1111(内7950)

推進について FAX 03-3595-2313

E-mail kunimatsu-kouhei@mhlw.go.jp

２．児童虐待防止 杉上 虐待防止 虐待防止対策室 調整係 結城

対策について 対策室長 TEL 03-5253-1111(内7799)

FAX 03-3595-2668

E-mail yuuki-keisuke@mhlw.go.jp

３．児童福祉施設等 杉上 児童福祉 総務課 調整係 大津

の整備及び運営 調査官 TEL 03-5253-1111(内7830)

について FAX 03-3595-2668

E-mail ootsu-akio@mhlw.go.jp

４．児童福祉行政に 杉上 児童福祉 総務課 調整係 大津

対する指導監督 調査官 TEL 03-5253-1111(内7830)

の徹底について FAX 03-3595-2668

E-mail ootsu-akio@mhlw.go.jp

［職業家庭両立課］ 定塚 職業家庭 職業家庭両立課 企画係 中井

○ 仕事と家庭の 両立課長 TEL 03-5253-1111(内7852)

両立支援対策 FAX 03-3502-6763

の推進 E-mail nakai-mayuko@mhlw.go.jp

［家庭福祉課］ 藤原 家庭福祉課長 家庭福祉課 指導係 末武

１．社会的養護体制 TEL 03-5253-1111(内7889)

の拡充について FAX 03-3595-2663

E-mail suetake-toshinari@mhlw.go.jp
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説明事項 担当課室長 照会先担当窓口

２．児童養護施設等 藤原 家庭福祉課長 家庭福祉課 予算係 鈴木

の整備について TEL 03-5253-1111(内7887)

FAX 03-3595-2663

E-mail suzuki-toshihiro@mhlw.go.jp

３．総合的な母子 藤原 家庭福祉課長 母子家庭等自立支援室 母子係 花山

家庭等の自立 TEL 03-5253-1111(内7892)

支援策の展開 FAX 03-3595-2663

について E-mail hanayama-ryou@mhlw.go.jp

４．配偶者からの暴 藤原 家庭福祉課長 母子家庭等自立支援室 女性保護係 阿部

力(ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞ TEL 03-5253-1111(内7896)

ｲｵﾚﾝｽ)対策等に FAX 03-3595-2663

ついて E-mail abe-hiroshiaa@mhlw.go.jp

［育成環境課］ 真野 育成環境課長 育成環境課 健全育成係 堀内

１．「放課後子ども TEL 03-5253-1111(内7909)

プラン」につい FAX 03-3595-2672

て E-mail horiuchi-toshikazu@mhlw.go.jp

２．児童厚生施設等 真野 育成環境課長 育成環境課 予算係 百瀬

の設置運営につ TEL 03-5253-1111(内7907)

いて FAX 03-3595-2672

E-mail momose-satoru@mhlw.go.jp

３．児童委員及び主 真野 育成環境課長 育成環境課 児童環境づくり専門官 齋藤

任児童委員につ TEL 03-5253-1111(内7905)

いて FAX 03-3595-2672

E-mail saitou-harumi@mhlw.go.jp

４．母親クラブ等の 真野 育成環境課長 育成環境課 児童環境づくり専門官 齋藤

地域組織活動等 TEL 03-5253-1111(内7905)

について FAX 03-3595-2672

E-mail saitou-harumi@mhlw.go.jp
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説明事項 担当課室長 照会先担当窓口

５．児童福祉週間に 真野 育成環境課長 育成環境課 児童環境づくり専門官 齋藤

ついて TEL 03-5253-1111(内7905)

FAX 03-3595-2672

E-mail saitou-harumi@mhlw.go.jp

６．児童福祉文化財 真野 育成環境課長 育成環境課 児童環境づくり専門官 齋藤

の普及について TEL 03-5253-1111(内7905)

FAX 03-3595-2672

E-mail saitou-harumi@mhlw.go.jp

７．（財）こども未 真野 育成環境課長 育成環境課 予算係 百瀬

来財団の事業に TEL 03-5253-1111(内7907)

ついて FAX 03-3595-2672

E-mail momose-satoru@mhlw.go.jp

［保育課］ 今里 保育課長 保育課 予算係 川岸

１．待機児童解消に TEL 03-5253-1111(内7927)

向けた取組につ FAX 03-3595-2674

いて E-mail kawagishi-naoki@mhlw.go.jp

２．多様な保育サー 今里 保育課長 保育課 地域保育係 平山

ビスの推進につ TEL 03-5253-1111(内7928)

いて FAX 03-3595-2674

E-mail hirayama-takio@mhlw.go.jp

３．認定こども園の 今里 保育課長 保育課 企画法令係 谷

実施状況等につ TEL 03-5253-1111(内7920)

いて FAX 03-3595-2674

E-mail tani-shunsuke@mhlw.go.jp

４．保育所の規制緩 今里 保育課長 保育課 企画法令係 谷

和等について TEL 03-5253-1111(内7920)

FAX 03-3595-2674

E-mail tani-shunsuke@mhlw.go.jp
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５．保育所保育指針 今里 保育課長 保育課 企画法令係 谷

の施行及びアク TEL 03-5253-1111(内7920)

ションプログラ FAX 03-3595-2674

ムについて E-mail tani-shunsuke@mhlw.go.jp

６．保育士養成課程 今里 保育課長 保育課 保育係 小泉

等検討会の検討 TEL 03-5253-1111(内7947)

状況について FAX 03-3595-2674

E-mail koizumi-kazuhide@mhlw.go.jp

７．保育所の耐震化 今里 保育課長 保育課 予算係 川岸

の促進について TEL 03-5253-1111(内7927)

FAX 03-3595-2674

E-mail kawagishi-naoki@mhlw.go.jp

８．認可外保育施設 今里 保育課長 保育課 企画法令係 谷

に対する指導監 TEL 03-5253-1111(内7920)

督について FAX 03-3595-2674

E-mail tani-shunsuke@mhlw.go.jp

［母子保健課］ 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 母子保健係 石井

１．妊婦健康診査等 TEL 03-5253-1111(内7938)

について FAX 03-3595-2680

E-mail ishii-yasunobu@mhlw.go.jp

２．不妊治療に対す 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 母子保健係 石井

る支援について TEL 03-5253-1111(内7938)

FAX 03-3595-2680

E-mail ishii-yasunobu@mhlw.go.jp

３．子どもの心の問 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 母子保健係 石井

題等への対応に TEL 03-5253-1111(内7938)

ついて FAX 03-3595-2680

E-mail ishii-yasunobu@mhlw.go.jp
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４．健やかな妊娠等 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 予算係 村本

サポート事業に TEL 03-5253-1111(内7936)

ついて FAX 03-3595-2680

E-mail muramoto-toshinari@mhlw.go.jp

５．「 健 や か 親 子 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 主査 山口

２１」について TEL 03-5253-1111(内7940)

FAX 03-3595-2680

E-mail yamaguchi-michiko@mhlw.go.jp

６．児童福祉施設に 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 予算係 村本

おける食事の提 TEL 03-5253-1111(内7936)

供等について FAX 03-3595-2680

E-mail muramoto-toshinari@mhlw.go.jp

７．乳幼児身体発育 宮嵜 母子保健課長 母子保健課 予算係 村本

調査の実施につ TEL 03-5253-1111(内7936)

いて FAX 03-3595-2680

E-mail muramoto-toshinari@mhlw.go.jp

［子ども手当に 依田 児童手当 児童手当管理室 指導係 湯本

ついて］ 管理室長 TEL 03-5253-1111(内7915)

FAX 03-3595-2672

E-mail kodomoteate@mhlw.go.jp

［児童扶養手当につ 藤原 家庭福祉課長 母子家庭等自立支援室 扶養手当係 阿南

いて］ TEL 03-5253-1111(内7893)

FAX 03-3595-2663

E-mail anan-naoto@mhlw.go.jp
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